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令和２年第１回白馬村議会定例会議事日程 

令和２年３月３日（火）午前１０時開会 

（第１日目） 

１．開 会 宣 告 

日程第 １ 諸般の報告 

日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

日程第 ３ 会期の決定 

      会 期 自 令和２年 ３月 ３日 

          至 令和２年 ３月１９日 

日程第 ４ 村長挨拶 

日程第 ５ 報告第 １号 白馬村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の

専決処分報告について 

日程第 ６ 議案第 １号 白馬村辺地対策総合整備計画の変更について 

日程第 ７ 議案第 ２号 ケーブルテレビ白馬の指定管理者の指定について 

日程第 ８ 議案第 ３号 白馬村グリーンスポーツ、夢白馬施設、白馬村山小屋等の指定

管理者の指定について 

日程第 ９ 議案第 ４号 長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減

少及び規約の変更について 

日程第１０ 議案第 ５号 大町市及び白馬村における北アルプス連携自立圏形成に係る

連携協約の一部を変更する協約の締結の協議について 

日程第１１ 議案第 ６号 村道路線の認定について 

日程第１２ 議案第 ７号 白馬村課設置条例の一部を改正する条例について 

日程第１３ 議案第 ８号 白馬村印鑑条例の一部を改正する条例について 

日程第１４ 議案第 ９号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第１５ 議案第１０号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条

例について 

日程第１６ 議案第１１号 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第１２号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第１８ 議案第１３号 職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例について 
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日程第１９ 議案第１４号 ふるさと白馬村を応援する条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第２０ 議案第１５号 白馬村ジャンプ競技場条例の一部を改正する条例について 

日程第２１ 議案第１６号 白馬村営住宅管理条例の一部を改正する条例について  

日程第２２ 議案第１７号 白馬村使用料条例の一部を改正する条例について 

日程第２３ 議案第１８号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第５号） 

日程第２４ 議案第１９号 令和元年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第

４号） 

日程第２５ 議案第２０号 令和元年度白馬村水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第２６ 議案第２１号 令和元年度白馬村下水道事業会計補正予算（第４号） 

日程第２７ 議案第２２号 令和２年度白馬村一般会計予算  

日程第２８ 議案第２３号 令和２年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計予算 

日程第２９ 議案第２４号 令和２年度白馬村後期高齢者医療特別会計予算 

日程第３０ 議案第２５号 令和２年度白馬村農業集落排水事業特別会計予算 

日程第３１ 議案第２６号 令和２年度白馬村水道事業会計予算 

日程第３２ 議案第２７号 令和２年度白馬村下水道事業会計予算 

日程第３３ 予算特別委員会の設置について 
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令和２年第１回白馬村議会定例会（第１日目） 

 

１．日  時 令和２年３月３日 午前１０時より 

２．場  所 白馬村議会議場 

３．応招議員 

   第 １ 番   太 谷 修 助      第 ７ 番   加 藤 亮 輔 

   第 ２ 番   丸 山 勇太郎      第 ８ 番   津 滝 俊 幸 

   第 ３ 番   田 中 麻 乃      第 ９ 番   横 田 孝 穗 

   第 ４ 番   太 田 正 治      第 １０ 番   田 中 榮 一 

   第 ５ 番   伊 藤 まゆみ      第 １１ 番   太 田 伸 子 

   第 ６ 番   松 本 喜美人      第 １２ 番   北 澤 禎二郎 

４．欠席議員 

   なし 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議会に出席した者の職氏名 

 村    長   下 川 正 剛    副 村 長   横 山 秋 一 

 教 育 長   平 林   豊    参事兼総務課長   吉 田 久 夫 

 健康福祉課長   松 澤 孝 行    会計管理者・室長   田 中   哲 

 建 設 課 長   矢 口 俊 樹    観 光 課 長   太 田 雄 介 

 農 政 課 長   下 川 啓 一    上下水道課長   酒 井   洋 

 税 務 課 長   横 川 辰 彦    住 民 課 長   山 岸 茂 幸 

 教育課長兼子育て支援課長   田 中 克 俊    生涯学習スポーツ課長   関 口 久 人 

 総務課長補佐兼総務係長   下 川 浩 毅     

６．職務のため出席した事務局職員 

 議会事務局長          太 田 洋 一 

７．本日の日程 

 １）諸般の報告 

 ２）会議録署名議員の指名 

 ３）会期の決定 

 ４）村長挨拶 

 ５）議案審議 

   報告第１号（村長提出議案）説明、質疑 

   議案第１号から議案第２１号まで（村長提出議案）説明、質疑、委員会付託 

   議案第２２号から議案第２７号まで（村長提出議案）説明、質疑 
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   予算特別委員会の設置の上、付託 

８．地方自治法第１４９条第１項の規定により長より提出された議案は次のとおりである。 

 １．報告第 １号 白馬村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の専決処分報告に

ついて 

 ２．議案第 １号 白馬村辺地対策総合整備計画の変更について 

 ３．議案第 ２号 ケーブルテレビ白馬の指定管理者の指定について 

 ４．議案第 ３号 白馬村グリーンスポーツ、夢白馬施設、白馬村山小屋等の指定管理者の指定

について 

 ５．議案第 ４号 長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び規約の変

更について 

 ６．議案第 ５号 大町市及び白馬村における北アルプス連携自立圏形成に係る連携協約の一部

を変更する協約の締結の協議について 

 ７．議案第 ６号 村道路線の認定について 

 ８．議案第 ７号 白馬村課設置条例の一部を改正する条例について 

 ９．議案第 ８号 白馬村印鑑条例の一部を改正する条例について 

１０．議案第 ９号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について  

１１．議案第１０号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 

１２．議案第１１号 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例について 

１３．議案第１２号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

１４．議案第１３号 職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例について 

１５．議案第１４号 ふるさと白馬村を応援する条例の一部を改正する条例について 

１６．議案第１５号 白馬村ジャンプ競技場条例の一部を改正する条例について 

１７．議案第１６号 白馬村営住宅管理条例の一部を改正する条例について  

１８．議案第１７号 白馬村使用料条例の一部を改正する条例について 

１９．議案第１８号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第５号） 

２０．議案第１９号 令和元年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第４号） 

２１．議案第２０号 令和元年度白馬村水道事業会計補正予算（第３号） 

２２．議案第２１号 令和元年度白馬村下水道事業会計補正予算（第４号） 

２３．議案第２２号 令和２年度白馬村一般会計予算 

２４．議案第２３号 令和２年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計予算 

２５．議案第２４号 令和２年度白馬村後期高齢者医療特別会計予算 

２６．議案第２５号 令和２年度白馬村農業集落排水事業特別会計予算 
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２７．議案第２６号 令和２年度白馬村水道事業会計予算 

２８．議案第２７号 令和２年度白馬村下水道事業会計予算 
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開会 午前１０時００分  

 １．開会宣告   

議長（北澤禎二郎君）  おはようございます。ただいまの出席議員は１２名です。 

 これより、令和２年第１回白馬村議会定例会を開会いたします。 

 初めに申し伝えます。昨今の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を考慮し、予防対策の一環と

して、また体調管理の面から、本定例会期間中に限り、水分補給のための水分の持ち込みを許可い

たします。適切に水分を補ってください。 

 ２．議事日程の報告   

議長（北澤禎二郎君）  直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあります資料のとおりです。 

 △日程第１ 諸般の報告   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１ 諸般の報告をいたします。 

 最初に、監査委員から、令和元年１１月分、１２月分、令和２年１月分の一般会計、特別会計、

水道事業会計、下水道事業会計の例月出納検査報告書と令和元年度財政援助団体等監査の結果報告

が提出されております。内容につきましては、お手元に配付いたしました資料のとおりですので、

これをもって報告にかえさせていただきます。 

 次に、北アルプス広域連合議会及び白馬山麓事務組合議会の開催状況について報告いたします。 

 北アルプス広域連合議会令和２年２月定例会が２月１３日と１４日に開催されました。内容につ

きましては、お手元に配付いたしました資料のとおりですので、これをもって報告にかえさせてい

ただきます。 

 また、白馬山麓事務組合議会令和２年第１回定例会が２月２５日に開催されました。内容につき

ましては、お手元に配付いたしました資料のとおりですので、これをもって報告にかえさせていた

だきます。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

 △日程第２ 会議録署名議員の指名   

議長（北澤禎二郎君）  日程第２ 会議録署名議員の指名をいたします。 

 会議規則第１１９条の規定により、第１１番 太田伸子議員、第１番 太谷修助議員、第２番 丸

山勇太郎議員、以上３名を指名いたします。 

 次に、本定例会において受理いたしました請願並びに陳情は、お手元に配付いたしました請願文

書表並びに陳情文書表のとおりですが、これらの文書表のとおり所管の常任委員会に付託したいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、請願文書表並びに陳情文書表のとおり所管の
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常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 △日程第３ 会期の決定   

議長（北澤禎二郎君）  日程第３ 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、別紙令和２年第１回白馬村議会定例会日程予定表のとお

り本日から３月１９日までの１７日間と決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日から３月１９日までの

１７日間と決定いたしました。 

 △日程第４ 村長挨拶   

議長（北澤禎二郎君）  日程第４ 村長より招集の挨拶を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  おはようございます。令和２年第１回白馬村議会定例議会を招集をいたしまし

たところ、議会の議員の皆さんには大変お忙しい中ご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 最初に、観光産業についてでありますけども、これまで経験したことのない暖冬と雪不足の影響

を受けたこの冬のシーズンの状況についてでありますが、途中経過でありますけども、報告をさせ

ていただきます。 

 １月末の村内５スキー場の利用者数は４３万人余りで、前年比で見れば１０２.７％となっていま

すが、スキー場ごとに見ると４０％に満たない箇所もあれば１２０％を超える箇所もあり、状況は

大きく異なっております。 

 雪不足に悩むスキー場では、下部のゲレンデがオープンできていないため、半日券の購入が多く、

これに伴って飲食部門の利用が落ち込み、消費単価が低下をしているということをお聞きをしてい

ます。一方、全コースをオープンできているスキー場では、利用者数が集中することによって、安

全性や満足度を危惧する声もありました。 

 暖冬と雪不足による影響は、宿泊施設でも発生をしております。村では１月下旬に、各観光協会

等の協力を得て、宿泊施設のキャンセル状況を調査をいたしました。回答のあったものを集計いた

しますと、主に暖冬と雪不足に起因するキャンセルとして約７,０００泊、金額にして９,２００万

円余りという結果でありました。 

 また、このような状況に追い打ちをかけるように新型コロナウイルスという新たなリスクも発生

しており、残るシーズンを考えると、そして今後の旅行マインドの冷え込みも想定すると観光産業

の受けるダメージは大きく、関連事業者の経営環境はますます厳しさを増すであろうと予想してい

るところです。 

 このような状況を受けて、村では、暖冬と雪不足により落ち込んだ村内観光需要を喚起するため、

あわせて関連事業者の負担を軽減をするため、これらを両輪とする緊急経済対策を実施することと

いたしました。 
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 前者は白馬村観光局との共同事業であり、観光需要の喚起や今後の誘客につながる観光振興事業

に対して、その実施に必要な費用の一部を観光需要の喚起に向けた共同事業支援金として交付する

ものであります。 

 後者は運転資金の借り入れに係る利子を補給するもので、対象資金の融資を受けた場合、約定利

息に相当する額を２年間利子補給補助金として交付をし、事業者の負担を軽減するものです。 

 なお、観光需要の喚起に向けた共同事業支援金に要する費用は、今定例会に補正予算として提出

をさせていただいております。 

 次に、昨年１２月に中国武漢市で発生し世界的に感染の拡大が続く新型コロナウイルス感染症で

すが、この感染症をめぐっては、連日テレビ、新聞等でニュース報道されているとおり、その状況

は日々刻々と変化をしています。 

 村では、これまでに新型コロナウイルス感染症に係る庁内連絡会議を開いて状況の確認や情報共

有、今後の対応について確認をしてまいりましたが、このたびの県内での初感染者の公表を受け、

さらに庁内の連携体制を強化し対策に当たるため、２月２６日付で新型コロナウイルス感染症対策

本部を設置をいたしました。 

 そして、２月２７日に開催をされました国の新型コロナウイルス感染症対策本部において、今が

まさに感染の流行を早期に終息をさせるためにきわめて重要な時期であることを踏まえ、何よりも

子供たちの健康、安全を第一に考え、多くの子供たちや教職員が日常的に長時間集まることの感染

リスクにあらかじめ備えるといった観点から、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校におけ

る全国一斉の臨時休業を要請する方針が内閣総理大臣より示されました。 

 これを受け、翌２８日に開催した村対策本部において、学校保健安全法第２０条に基づく臨時休

業を行なうことを村内小中学校の設置者であります白馬村としての決定をしたものであります。こ

の決定後、直ちに白馬村長と教育委員会の連名で臨時休業の決定を保護者に向けたメッセージを含

めてきずなメールで配信をし、これを受けて、白馬中学校は３月の２日から、両小学校は３月の３日

から臨時休業とする旨を各学校から保護者の皆様にお伝えをしたものであります。 

 なお、臨時休業に伴い、ご家庭の事情により日中保護者が不在となり、１人で留守番ができない

児童につきましては、放課後児童クラブを利用できますことをあわせてご案内をさせていただいた

ところであります。 

 現在のところ、新型コロナウイルス感染症に対してワクチンなど有効な治療方法が確立をされて

いませんので、風邪や季節性のインフルエンザ対策と同様に、予防対策として、十分な睡眠、適度

な運動や栄養バランスのとれた食事、規則正しい生活リズムを心がけ自己免疫力を高めること、一

人一人が咳エチケットや手洗いなどの感染症予防対策を行なっていただくことが重要です。 

 村では、引き続き、国や県の動向に注視をしながら、広報、ホームページ等を通じて正確な情報

提供に努めるとともに、政府が決定をした新型コロナウイルス対策基本方針に沿った適切な感染症
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予防対策を講じていく考えでありますので、村民の皆様にはインターネット上等における真意の不

確かな情報に惑わされることなく、どうか国、県、村からの正しい情報に基づいた冷静な判断、行

動をお願いを申し上げます。 

 それでは、各課における事業実施状況についてご報告をさせていただきます。 

 総務課関係では、図書館等複合施設基本計画策定業務につきましては、今年度、基本構想をもと

に基本計画策定業務に取り組んでまいりました。この基本計画については、図書館関係者や子育て

支援関係者、子育て世代の母親、有識者などからヒアリング調査を実施をし、現場の声を中心に拾

い上げることによる作業を進め、建設候補地選定につきましては、立地と利便性、面積と形状、周

辺環境、住民目線や観光目線、官民連携などさまざまな視点から調査研究を行ない、候補地の絞り

込みを行ないました。 

 現在、基本計画策定作業の最終段階に入っていますが、来年度以降もさらに深掘りをした調査研

究や調査事項が必要になる見込みです。本年度策定の基本計画に沿って丁寧に調査研究及び調整作

業を進めるとともに、本村にとって魅力ある図書館等複合施設にしてまいりたいと考えています。 

 地域公共交通網形成計画につきましては、計画で定められた具体的な施策に沿って事業の検討を

進めてまいりました。この具体的な施策については１３の施策でありますが、本年度はこのうち５つ

の施策について検討をし、具体的施策に向けた取り組みの一つとして、来年度において、スクール

バスの試験運行について実施をする予定です。これにつきましては、新年度の当初予算に予算計上

しておりますので、ご審議をよろしくお願いをいたします。 

 次に、この地域公共交通網形成計画については、来年度以降も引き続き、具体的な施策に対して、

スケジュール感を持って検討を進めてまいりたいと考えております。 

 景観行政団体への移行に関しては、広報はくばでもお知らせをしておりますが、立地適正化計画、

都市計画法の建蔽率・容積率、白馬駅前無電柱化などの各種事業との整合が来年度の課題となりま

す。前段の景観計画については２年間の取りまとめを行なっており、間もなく計画書としての成果

物となる段階であります。 

 集落支援関係ですが、地区役員懇談会や個別相談のありました行政区が所有する共有地等の財産

の保全について、弁護士相談を行ないました。結果といたしましては、認可地縁団体になることが

大前提とのアドバイスを受け、詳細は広報はくば２月号に記載をしておりますので、ごらんをいた

だければと思います。 

 自然エネルギー関係では、藤本前副村長の発案により、有志職員で発足をした庁内の小水力発電

研究会より報告がありました。小水力発電の大きな課題としては、初期導入費用が高過ぎること、

導入まで３年から４年の期間を要すること、補助事業が先細りであることが挙げられました。また、

行政の役割としては、県内先進地の例にあるように、環境意識が高く河川能力を生かせる県内外企

業と村内企業がコンソーシアムを組めるような調整も必要ではとの報告もあり、今後、ＣＯ２削減
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のために官民で取り組めることを考えたいと思っております。 

 観光課関係では、１月に開催をいたしましたＦｒｅｅｒｉｄｅ Ｗｏｒｌｄ Ｔｏｕｒ白馬大会

について報告をさせていただきますが、１９日の大会は八方尾根崩沢の東斜面をスタート地点とし、

自然地形の斜面を使って実施をされました。この斜面はスキー場から一般観戦が可能であったため、

グラートクワッドリフトの線下に観戦エリアを設置をし、そこでは延べ２,０００人以上が世界のト

ップ選手のすばらしい滑りを観戦をいたしました。大会の模様はインターネット上で３４万回以上

視聴されたほか、世界各国のニュースや新聞でも取り上げられ、高い広告効果を得たとの報告を受

けております。全国的に少雪であったシーズンであるからこそ、この大会を通じてジャパンパウダー、

ジャパウを世界へ発信できたことは大きな意味で価値があったと認識をしております。 

 続いて、地方創生推進交付金事業として整備が進む体験型の複合施設「スノーピーク・ランドス

テーション白馬」の進捗状況についてでありますが、施設整備の面では３月１９日が対象事業の完

了予定日と定め、これに向けて内装工事が大詰めに入っております。施設のグランドオープンは４月

１８日とのことで、各テナントではそこを目標に各種調整や準備が進められているとの認識をして

おりますし、特に白馬マルシェの開催に向けては、生産者と観光事業者、流通事業者によるネット

ワークを形成し、食の魅力向上に向けた準備が進められているとの報告を受けています。話題性が

高く、多くの集客を期待できる施設であり、村としても通年型マウンテンリゾートの中核拠点とし

て大きく期待をしているところですので、関係事業者とともに、この施設がオープンすることによ

って地域にもたらされるさまざまな効果が広く波及されることを期待をしております。 

 住民課関係では、リサイクルセンター等の整備用地に関する登記名義人整理の登記でありますが、

１月９日に登記が完了したとの連絡がありました。広域連合の２月議会においてリサイクルセン

ターの建設予定も可決をされておりますので、事業の推進に支障がないよう、協力して進めてまい

ります。 

 また、広域連合から、北アルプスエコパークで処理をした焼却ごみに関する平成３１年１月から

令和元年１２月までの歴年統計の速報値が公表され、速報値によりますと、３市村ともに排出量が

増加をし、焼却ごみの総排出量は１万１,３０５トンで、前年比２６０トン増加し、うち白馬村から

排出をされた量は２,９３１トン、前年比７５トン増加となりました。改めて焼却ごみの減量とリサ

イクルの推進について周知してまいりたいと考えております。 

 健康福祉課関係では、冒頭でも触れましたが、新型コロナウイルス感染症に対しての日々刻々と

変化する情報収集に努めるとともに、医療機関と連携をしたマスク等を含めた各種備蓄品の確保や

調達の対応に追われている状況です。特に、特定健診や重症化のリスクが高い高齢者等の集う集会

等は中止や延期など、積極的に呼びかけております。また、インフルエンザが流行する時期である

ことも踏まえて、予防対策を励行いただくよう啓発に努めてまいります。 

 農政課関係では、令和２年の主食用米の生産数量につきましては、昨年度に引き続き、国の方針
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を踏まえ、県及び地域の農業再生協議会体制による生産数量目安値に沿った生産を推進をすること

としています。令和２年度の生産数量の目安値は、長野県農業再生協議会から地方部単位に配分を

され、地方ごとに生産数量目標値を設定し各地域協議会に配分をされることとなり、圏域の生産数

量目安値は１９万１,３３５トン、北アルプス管内では１万９,６５６トンで、白馬村の生産数量目

安値は２,２５６トン、面積換算で４１７ヘクタール、前年対比９２.４９％の配分となりました。 

 北城南部地区の県営ほ場整備事業につきましては、県及び実行委員会の努力と地権者のご理解に

より、昨年１２月に換地の割り込み作業が完了いたしました。また、面整備につきましては、ほ場

整備エリア南側第１工区が工事発注をされ、現在、水路工事や表土はぎ工事を展開しております。

全体で４０.８ヘクタールの工事を４工区に分けておりますが、今後も引き続き県、実行委員会と連

携をし、令和５年の完成を目指して取り組んでまいります。 

 森林管理法に基づく新たな森林管理システム事業では、令和２年度より、森林環境譲与税が今年

度の災害の激甚化・多発化を踏まえ、国会において、当初予定により前倒し増額をされることが閣

議決定をされました。今後、広域での連携も図りながら、森林に係るさまざまな情報をシステムに

取り入れ、森林整備に向けた準備にスピード感を持って取り組んでまいります。 

 建設課関係では、この冬の除雪の状況でありますが、１月末の数値では、時間ベースで前年比

２０％という稼働実績であります。今後、村内の除雪業者においては、オペレーターの確保や重機

の更新等に支障が生ずる可能性もあることから、来年度の除雪業務発注に向けて一定の対応策を検

討していかなければならないと感じております。また、今回の補正予算において、除雪費の減額を

見込み、新たに維持工事に係る経費を追加計上させていただきました。小規模修繕工事を中心に、

早期発注に向けて準備を進めてまいりたいと思いますので、ご審議のほどよろしくお願いをいたし

ます。 

 上下水道課関係では、長野県大町建設事務所による道路改良工事が白馬美麻線の反田橋や国道

１４８号の通地区で始まることから、工事の支障物件となる既設上下水道管の仮設計画や補償工事

に関する計画の協議を進めております。この道路改良工事全体に対する順調な進捗に向けて、引き

続き協力してまいります。 

 教育委員会関係の教育課では、国は昨年１２月にＧＩＧＡスクール構想を打ち出しました。ＧＩ

ＧＡスクール構想とは、学校における高速大容量のネットワーク環境の整備を推進をするとともに、

特に義務教育段階において、全学年の児童生徒がそれぞれに端末を持ち十分に活用できる環境の実

現を目指すもので、今通常国会で成立をいたしました補正予算において２,３１８億円が計上されて

おります。有利な地方財政措置が講じられていることもあるため、村では、まずは既にＩＣＴ教育

が定着をしている白馬中学校において既存の情報通信ネットワークの高速大容量化を図る事業を今

議会の補正予算案に計上していますので、ご審議をお願いをいたします。 

 子育て支援課関係ですが、国では平成２９年度より、家庭と教育と福祉の連携、トライアングル
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プロジェクトを立ち上げ、それぞれの連携強化を推進をしてきたところでありますが、本村ではそ

れをさらに一歩踏み込んで、母子保健の分野までも教育委員会に移管をし、家庭と教育と福祉と保

健のより一層の連携を図っているところであります。これにより子育てに関する窓口が一元化され、

利用者の利便性が向上したものと考えておりますが、今後は支援の必要な子供やその保護者が妊娠

期から乳幼児期、学齢期、社会参加に至るまで切れ目のない支援を提供できる支援体制の整備をさ

らに進めてまいる所存であります。 

 次に、来年度のしろうま保育園の入所状況でありますが、３歳未満児６２名、３歳児以上児３５名、

合計９７名の入所申し込みがあり、審査の結果、入所辞退者を除く９１名全員の入所決定をさせて

いただきました。既に入所している在園児６５名を加えますと、来年度は１５６名のお子様をお預

かりすることとなります。近年、未満児保育を必要とされるご家庭が増加傾向にあり、今後、この

傾向は続くものと考えられます。一方、依然として保育士不足の状況は変わっておりませんが、何

とか待機児童ゼロの状況を維持をしている状況であります。 

 生涯学習スポーツ課では、雪不足の影響で、県内中高生が全国大会に出場を決める長野県スキー

大会週間の一部が中止、長年続けておりました第５６回白馬少年スキー大会が全種目中止となるな

ど大きく影響を受けました。白馬ジャンプ競技場で撮影をされました映画「ヒノマルソウル」であ

りますが、雪不足の中、撮影は大変であったようでありますが、白馬村での撮影は終了し、６月の

１９日に公開されると伺っております。４月の２日の東京２０２０オリンピック聖火リレーとこの

映画によってオリンピックムーブメントの推進に寄与され、長野冬季オリンピックの感動をもう一

度思い出す、または知っていただけることを望んでおります。 

 ちなみに、本日で２０２０年オリンピック聖火リレーが白馬に到着する３０日前となりました。

告知がおくれておりましたが、庁舎入り口や多くの方が見てもらえる場所に懸垂幕、聖火リレーの

コース上には横断幕等を設置をいたしました。多くの方に見て応援をいただけるよう、シャトルバ

スの運行など、官民挙げて進めてまいります。 

 次に、令和２年度白馬村予算でありますが、一般会計の予算編成方針を第５次総合計画の基本理

念を実現をさせるためとし、そのためには長期的に健全財政を堅持しなければならず、具体的な手

法といたしまして、一般財源の枠配分方式を用いました。その結果、課ごとに主体性と自立性を発

揮をして、事業の取捨選択、創意工夫をこらした予算編成となっております。 

 予算規模は６０億５,０００万円で、前年度当初予算６３億１,７００万円に比較すると、２億

６,７００万円、４.２％の減となります。令和２年度における大型事業は、地域からの要望に応え

るべく身近な道路の整備など、事業を推進するために策定をした長寿命化計画に基づく橋梁の修繕

や村道の改良などに２億８,７００万円余り、地域の中核となる企業の取り組みを支援するためなど

として、昨年度に引き続き地方創生推進交付金事業に２億８,３００万円余り、全国に多発をしてい

る自然災害発生時や緊急時の情報発信を迅速かつ確実に伝達をするためとして、昨年度に引き続き、
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新防災情報通信システム構築のための工事費として１億７,１００万円余り、白馬高校支援事業につ

きましては、寮並びに公営塾の運営、整備等に対する支援を引き続き実施するため、地域おこし協

力隊人件費及び白馬山麓事務組合への負担金等で１億２,５００万円余りを計上しております。 

 続いて、特別会計等の予算規模でありますが、国民健康保険事業勘定特別会計の予算規模は１１億

１１０万７,０００円で、前年比４２９万３,０００円の減額であります。後期高齢者医療特別会計

の予算規模は１億２３８万７,０００円で、前年度比１,１４１万２,０００円の減額です。 

 農業集落排水事業会計の予算規模は４０３万２,０００円で、ほぼ前年と同額となっております。 

 水道事業会計予算は、収益的収入が３億２,６００万円余り、収益的支出が２億７,３００万円余

りで、資本的収入は６,８００万円、資本的支出は１億６,０００万円で、不足する額は損益勘定留

保資金、建設改良積立金及び消費税資本的収支調整額で補填をすることとしております。 

 主な事業といたしましては、長野県の大町建設事務所による国、県道の改良工事に伴う配水管の

移設補償工事費として９,５７０万円余りを計上しております。 

 下水道事業会計予算は、収益的収支、収益的支出とも５億２３５万円余りで、資本的収入は

６,８５０万円余り、資本的支出が１億６５０万円余りで、不足する額は引継金及び損益勘定留保資

金で補填をすることとしております。 

 また、水道事業会計と同様に、長野県大町建設事務所による国、県道の改良工事に伴う下水道の

移転補償工事費として３,９８０万円余りを計上をしております。 

 本定例会に提出をします案件は、報告１件、議案２７件であります。議案等につきましては担当

課長に提案理由の説明をさせますので、慎重なご審議を賜りますようお願いを申し上げ、本定例会

の開会に当たりましての挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  これより、報告事項に入ります。 

 なお、本定例会の質疑につきましては、会議規則第５５条の規定のより、１議員１議題につき３回

まで、また会議規則第５４条第３項の規定により、自己の意見を述べることはできないと定められ

ておりますので申し添えます。 

 △日程第５ 報告第１号 白馬村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の専決処分

報告について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第５ 報告第１号 白馬村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正す

る条例の専決処分報告についてを議題といたします。 

 報告を求めます。横川税務課長。 

税務課長（横川辰彦君）  それでは、報告第１号についてご説明をいたします。 

 白馬村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について、地方自治法第１８０条第

１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により議会に報告するものでございます。 

 条例改正の経過ですが、令和元年５月３１日に情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係
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者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律、いわゆるデジタル手続法が公布され、その中で、

従前からあった行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正が令和元年

１２月１６日から施行されました。 

 白馬村固定資産評価審査委員会条例では同法を参照している条があるため、一部改正が必要とな

ったものであります。 

 改正内容は、参照する法の法律名の改正と条ずれの改正であったため、村長の専決事項の指定の

うち、第２項既設条例の趣旨に変更を及ぼさない程度において字句を修正することに該当するもの

と判断し、専決処分したものでございます。 

 最終ページ、新旧対照表をごらんください。 

 法律名が変わりましたので、第６条第２項を修正いたしました。 

 また、条ずれにより同項内の参照する条を改正、第１０条第２号の参照する条を修正いたしまし

た。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 本件は報告事項ですので、以上で日程第５は終了いたします。 

 これより、議案の審議に入ります。 

 △日程第６ 議案第１号 白馬村辺地対策総合計画の変更について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第６ 議案第１号 白馬村辺地対策総合整備計画の変更についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第１号 白馬村辺地対策総合整備計画の変更につきましてご説

明いたします。 

 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定

により、計画の変更について議会の議決を求めるものであります。 

 次のページをごらんください。 

 落倉辺地計画につきまして、公共施設の整備を必要とする事情に落倉自然園の湿地帯への木道の

更新整備を追加することにより、利用者の利便性を向上させ、安全性の確保や利用者の増加を図る

整備計画に変更するものです。 

 施設の追加に伴い、事業費につきましては３,０００万円増額となり、９,１８０万円と変更する

ものです。 
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 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第７ 議案第２号 ケーブルテレビ白馬の指定管理者の指定について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第７ 議案第２号 ケーブルテレビ白馬の指定管理者の指定についてを

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第２号 ケーブルテレビ白馬の指定管理者の指定についてご説

明申し上げます。 

 次のとおり、ケーブルテレビ白馬の指定管理者の指定をするため、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により議会の議決を求めるものです。 

 １、公の施設の名称、ケーブルテレビ白馬。 

 ２、指定管理者となる団体の所在及び名称、長野県北安曇郡白馬村大字北城５９４０番地、株式

会社エーアイシーコミュニケーションズ。 

 ３、指定の期間、令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間です。この施設の指定

管理者の候補者であります株式会社エーアイシーコミュニケーションズは、平成２２年７月に会社

を設立し、同年１０月からケーブルテレビ白馬の指定管理者として、この３月３１日まで２期１０年

間にわたり指定管理者の指定を受けております。 

 今回の指定管理者の公募につきましては２月４日から２月１８日まで行ないましたが、１者のみ

の応募でございました。 

 白馬村公の施設に係る指定管理者審査委員会では、提出された指定申請書に基づき審査を実施し、

審査委員会が定めた選定基準の平均審査点数が基準数値を超えたことから、指定管理者の候補者と

して選定をいたしました。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第８ 議案第３号 白馬村グリーンスポーツ、夢白馬施設、白馬村山小屋等の指定管理者

の指定について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第８ 議案第３号 白馬村グリーンスポーツ、夢白馬施設、白馬村山小

屋等の指定管理者の指定についてを議題といたします。 
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 提案理由の説明を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  それでは、議案第３号 白馬村グリーンスポーツ、夢白馬施設、白馬村山

小屋等の指定管理者の指定について、説明いたします。 

 白馬村グリーンスポーツ、夢白馬施設、山小屋等の指定管理者の指定をするため、地方自治法第

２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 対象となる公の施設は、白馬村グリーンスポーツ、夢白馬施設、山小屋施設、白馬村野外緑地広

場の４施設です。 

 指定管理者となる団体は、白馬村大字神城２１４７４番地１に所在する、一般財団法人白馬村振

興公社です。指定の期間は、令和２年４月１日から令和５年３月３１日までの３年間です。 

 指定管理者の候補者の選定に当たっては、まず、本年２月４日から１８日まで公募を行ないまし

た。これに対して、一般財団法人白馬村振興公社１社から応募がありました。同月２１日には公の

施設に係る指定管理者審査委員会を開催しました。審査委員会では、提出された指定申請書及び応

募者によるプレゼンテーションに基づき審査を行い、その結果、同団体が指定管理者の候補者に選

定されました。 

 本議案は、審査委員会の審査結果を受けて上程するものです。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。第８番津滝俊幸議員。 

第８番（津滝俊幸君）  第８番津滝俊幸です。議案第３号 白馬村グリーンスポーツ、夢白馬施設、

白馬村山小屋等の指定管理者の指定について、質疑をいたします。 

 公の施設のグリーンスポーツの森、道の駅夢白馬、それから白馬岳頂上宿舎を含む村営の山小屋

がセットになって、今回募集されたということであります。まずその理由です。 

 それから、指定の管理者の応募が何件かということでありますが、今、説明で１社のみというこ

とでありましたので、それは了解しました。 

 さらに、指定期間が前回より５年から３年になりました。その３年になった理由についてお伺い

します。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  今、ご質問のありました指定管理対象施設について、それから指定管理期

間について、２件でございました。それぞれ答弁してまいります。 

 まず、指定管理対象施設の取り扱いにつきましては、１月の課長会議において協議した結果、４施

設を一まとめで対象にすることといたしました。協議の中では、対象施設を分割するというような

案もありましたが、これによって、指定管理料の負担が発生するのではないかとか、赤字施設の廃
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止につながるのではないかと言った意見もありました。 

 他の市町村のエリアを見てみますと、施設の利用料金や自主事業収入だけでは管理運営経費を賄

うことができない場合、こういった場合は、施設の維持管理委託料として、村が指定管理料として

指定管理者に支払っているケースも多くあります。そうしなければ、サービスの低下、ひいては施

設の廃止という事態を招いてしまうからであります。 

 では、これまで４施設を一まとめで対象としていた白馬村の場合はどうかという点なんですけれ

ども、施設の管理運営に要する経費については、利用料金、それから自主事業収入をもって賄うこ

とにしております。ですので、これまで指定管理料は支払っておりません。４施設を一まとめで管

理運営することで、指定管理料、つまりは村の負担が発生していないということになろうかと思い

ます。 

 課長会議では、この４施設を一まとめで対象にしている現行の方法を、今申し上げました指定管

理料という費用の負担の面、それからサービス、施設の維持の面から評価できるということとして、

今回も現行の方向ですることにいたしました。 

 次に、指定管理期間なんですけれども、これまで３年、３年、５年、で、今回の３年というよう

な経過をたどっております。 

 平成２７年からは指定管理期間を３年から５年間にしたんですけれども、その理由は、指定管理

者が異種事業を実施しやすい環境として、例えば施設を改修するとか、そんな場合の投資がありま

す。投資してそれを回収するその期間として、３年ではちょっと短いんじゃないかなというような

見方もあって、平成２７年には３年から５年に変更したという経過があります。 

 一方で、今回の指定管理期間を３年間にした理由なんですけども、令和２年から３年間かけて、

村としては、山小屋のあり方を検討することにしております。９月定例会においてもお伝えさせて

いただきましたけれども、令和２年度から、施設の状況、経営規模、形態、機能等の現状、その上

で今後の見通しについて、まずは関係者との協議を進めて方向性を出していきたいというふうに考

えております。それには、３年間を要するであろうということを見込んで、今回は指定管理期間を

３年間に設定いたしました。 

 答弁は以上でございます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。津滝議員、質疑はありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  それでは、今回、管理者になる予定の白馬村振興公社でありますが、道の駅

などで、村民のほうから対応の悪さを聞いております。行政のほうにもそういった話は聞こえてき

ていると思うんですが、なぜ、業選で１社しか応募がなかったということでありますけども、振興

公社に決めたのかというところの理由をお伺いしたいです。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  まず、指定管理者の候補者を決定するには、審査委員会というのを設けて
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おります。その中で、今回１社でしたので、何点以上というようなくくりはしなかったんですけど

も、結果として、満点のうちの得点率７０％でありました。それを用いて今回候補者にしたんです

けども、今、津滝議員がおっしゃっていたとおり、サービスが悪いというようなこともお聞きして

いるんですけれども。そのあたり令和２年度以降は、一部、施設の貸付料というものも見直してお

ります。その部分で、指定管理者としてしっかりとその部分をサービスの向上、人を確保してサー

ビスを向上してくださいというようなものに結びつけていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。津滝議員、質疑はありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  それで、今回、３年ということでやるんですが、この３年後には、課長会議

でも分割でもいいんではないかというような話があったというふうに聞きました。３年後に、各施

設を分けて指定管理をしていく考えはあるかどうかお伺いします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  今回、先ほど申し上げたように、この３年間、山小屋のあり方を検討して

まいります。その検討状況にもよるんですけれども、基本的に指定管理者制度というのは、民間の

力を使って、施設のサービスを向上して、経費を削減していきましょうというような目的ですので、

それに沿った形で、次回の選定指定に当たっては、分割ということも、ひとつしっかりと方法とし

て議論をしていくべきかなと考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第９ 議案第４号 長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び規

約の変更について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第９ 議案第４号 長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団体

の数の減少及び規約の変更についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第４号 長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の

数の減少及び規約の変更につきまして、ご説明いたします。 

 地方自治法第２５２条の７第２項の規定により、令和２年３月３１日をもって麻績村筑北村学校

組合が脱退することを認め、長野県町村公平委員会共同設置規約の一部を別紙のとおり変更するた

め、同条第３項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 １枚おめくりをいただき、改め文をごらんください。 

 別表中「、麻績村筑北村学校組合」を削るものです。これにより、加入団体数は５６団体から５５団
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体となります。附則として、この規約は令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１０ 議案第５号 大町市及び白馬村における北アルプス連携自立圏形成に係る連携協

約の一部を変更する協約の締結の協議について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１０ 議案第５号 大町市及び白馬村における北アルプス連携自立圏

形成に係る連携協約の一部を変更する協約の締結の協議についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第５号 大町市及び白馬村における北アルプス連携自立圏形成

に係る連携協約の一部を変更する協約の締結の協議について、ご説明いたします。 

 地方自治法第２５２条の２第１項の規定に基づき締結する、大町市及び白馬村における北アルプ

ス連携自立圏形成に係る連携協約の一部を変更する協約の締結に関する協議について、同条第３項

の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 今回の連携協約の変更につきましては、平成２８年３月に大北５市町村が連携協約を締結して北

アルプス連携自立圏を形成し、本年度は、若者交流、結婚支援、移住交流、福祉など９つの分野で

２１の広域連携事業に取り組んでおります。 

 連携事業の具体的な取り組みを定める現行の北アルプス連携自立圏連携ビジョンは、本年度で終

了いたしますが、スケールメリットによる事業の実現や事業の効果の拡大、職員連携の円滑化等、

さまざまな効果があらわれていることから、令和２年度以降も取り組みを継続する方向で、第２期

ビジョンの策定作業を進めてまいりました。 

 議案書４ページをごらんください。 

 現行事業の見直し、新たな事業の検討を行なう中で、令和２年度には（３）安心で確かな暮らし

を守るための取り組みの医療、福祉分野では、自殺対策にもつながる総合的な住民相談会の実施。

圏域マネジメント能力の強化では、ＲＰＡ等の活用も視野に入れた行政事務の効率化の推進。地域

を支える人材の育成確保及び自然と暮らしの調和といった事業を追加をし、１１分野２５事業に大

北５市町村が連携して取り組むこととして、連携協約の一部を変更するものでございます。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第１１ 議案第６号 村道路線の認定について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１１ 議案第６号 村道路線の認定についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  議案第６号 村道路線の認定について、ご説明をいたします。 

 本件は、道路法第８条第２項の規定により、村道路線を認定することについて、議会の議決を求

めるものでございます。 

 路線名、村道１１２６号線、起点は白馬村大字神城１２３８８番１地先で、終点は同じく白馬村

大字神城１２３８５番１地先です。幅員は７メートルから１３メートル、延長は９２.６メートルで

す。 

 本路線は、三日市場地区、旧レストランきこり前の県道３３号線改良に伴い、一部県から移管を

受ける箇所について、村道認定をするものであります。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 ただいまから５分間の休憩といたします。 

休憩 午前１１時０２分  

再開 午前１１時０７分  

議長（北澤禎二郎君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 最初に、村長挨拶の中で、修正の申し出がありましたので、村長からの発言を許可します。下川

村長。 

村長（下川正剛君）  先ほど下水道事業会計の予算の中で、資本的支出が１億６５０万というふうに、

私のほうで発言いたしましたけども、正式な数字が１億６,０５０万円の誤りでありますので、訂正

させていただきます。よろしくお願いします。 

△日程第１２ 議案第７号 白馬村課設置条例の一部を改正する条例について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１２ 議案第７号 白馬村課設置条例の一部を改正する条例について

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第７号 白馬村課設置条例の一部を改正する条例について、ご

説明申し上げます。 

 ２枚おめくりいただき、新旧対照表をごらんください。 
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 課の分掌事務において、これまで総務課の分掌事務であった「コ 景観形成及び屋外広告物に関

すること」については、都市計画法や、現在策定をしております「景観計画」「立地適正計画」に

おいて、建築基準法の建築規制等と景観形成とは、全て密接に関係することが見受けられることか

ら、両課にまたがる事務を一課にまとめるとともに、指導等整合性を図るため建設課の分掌事務に

所管替えをするものでございます。 

 改め文にお戻りをいただき、この条例は、令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

△日程第１３ 議案第８号 白馬村印鑑条例の一部を改正する条例について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１３ 議案第８号 白馬村印鑑条例の一部を改正する条例についてを

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。山岸住民課長。 

住民課長（山岸茂幸君）  議案第８号 白馬村印鑑条例の一部改正につきまして、ご説明いたします。 

 今回の条例改正は、住民基本台帳法施行令の改正に伴い、国が定める印鑑登録証明事務処理要領

も改正されたことから、事務処理要領の記載との整合を図るため改正をするものであります。 

 条例の改正内容を説明いたしますので、３枚目の新旧対照表をごらんください。 

 第２条は、事務処理要領の表記に改めるほか、第２項は印鑑登録ができない者を規定しており、

第２号の成年被後見人であっても印鑑登録ができる場合があることから表記を改めるものです。 

 第５条第２項第１号は、住民基本台帳法施行令の改正により、旧字を住民票に記載できることに

なったことによる文言の改正と通称に関する住民基本台帳法施行令の省略記載と引用条文を改める

ものです。 

 ２ページをごらんください。 

 第３項は、記録媒体に関する規定を追加し、文言を改めるものです。 

 第６条第１項第３号は、旧字に関する事項の追加と文言を改め、第７号につきましても、文言を

改めるもので、第３項の改正は、３ページになりますが、記録媒体の表記を改めるものでございま

す。 

 第１０条は、記録媒体の表記及び文言を改めるほか、旧字に関する事項を追加するものです。 

 １３条の改正は、旧字に関する事項を追加するほか、４ページにまたがりますが、条見出しを初

め、条文中の「まっ消」の表記を漢字に改めるものであります。 

 ２枚目の裏面の改め文にお戻りください。附則としまして、改正条例の施行日を公布の日とする

ものであります。 
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 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

△日程第１４ 議案第９号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１４ 議案第９号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する

条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第９号 職員の服務に関する条例の一部を改正する条例につい

てご説明申し上げます。 

 最終ページの新旧対照表をごらんください。 

 第３条、服務の宣誓に第２項を加えるものです。 

 これは、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、会計年度任用職員が制度化されること

に伴い、会計年度任用職員の服務の宣誓について規定をするものであります。 

 改め文にお戻りいただき、この条例は、令和２年４月１日から施行するものです。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

△日程第１５ 議案第１０号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１５ 議案第１０号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部

を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第１０号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改

正する条例について、ご説明申し上げます。 

 最終ページの新旧対照表をごらんください。 

 第５条正規の勤務時間外の勤務に第３項の１項を加えるものです。 

 これは、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行及び人事院勧告に伴い、

超過勤務命令を行なうことができる上限を定めており、この上限の範囲内で必要最小限の超過勤務

を命ずるものとしております。 

 これに必要な事項については、規則で定める規定として加えるものであります。 

 改め文にお戻りいただき、この条例は、公布の日から施行するものです。 



－23－ 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

△日程第１６ 議案第１１号 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１６ 議案第１１号 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手

当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第１１号 パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 

 最終ページの新旧対照表をごらんください。 

 別表第２の第１２条関係に看護師、介護員、助産師、管理栄養士、歯科衛生士、学校給食パン運

送運転員の職種と、これに伴う報酬の上限額を別表に加えるものでございます。 

 改め文にお戻りいただき、この条例は、令和２年４月１日から施行するものです。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

△日程第１７ 議案第１２号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１７ 議案第１２号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第１２号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例について、ご説明申し上げます。 

 この条例の一部改正は、令和元年人事院勧告に伴う一般職の職員の給与に関する法律の一部改正

に準拠し、所要の改定を行なうものであります。 

 新旧対照表で改正内容をご説明いたしますので、４分の３ページをごらんください。 

 第１６条の２は、住居手当の支給となる月額家賃について、第１６条の３は、住居手当の額の区

分について金額を改正するものです。 

 第３０条は、勤勉手当の額についてであります。勤勉手当の支給割合について、１２月議会定例

会でお認めいただきました期末手当０.０５月分引き上げについて、今回の改正で、６月支給分と

１２月支給分の支給率を同じくするための改正となります。 
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 改め文にお戻りをいただき、条例の施行日につきましては、令和２年４月１日から施行するもの

であります。 

 附則第２項では、住居手当の経過措置について、第３項は、規則への委任について規定をするも

のでございます。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

△日程第１８ 議案第１３号 職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１８ 議案第１３号 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第１３号 職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例に

ついて、ご説明申し上げます。 

 この条例の一部改正は、職員の旅費、特別職の職員の旅費等及び白馬村議会議員の費用弁償等に

ついて、国家公務員等の旅費に関する法律及び近隣市町村との均衡を図るために改正を行なうもの

であります。 

 新旧対照表で改正内容をご説明いたしますので、４ページをごらんください。 

 改め文第１条では、職員の旅費に関する条例の一部改正になります。 

 まず第１条の目的は、引用している地方公務員法の条項の改正となります。 

 第１２条から第１７条までの規定については、別表第１にまとめております。 

 今回の改正では、県外日帰り以外については金額を下げており、国基準に準じた改正としており

ます。 

 別表第２については、国の標準マニュアルに準じて、甲地方の算定となる都道府県及び都市名を

掲げております。 

 ７ページ、改め文第２条は、白馬村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正

になります。 

 別表第２、第５条関係の改正となり、改正の金額につきましては、改め文第１条と同様で、甲地

方の都道府県及び都市名については、職員の旅費に関する条例に準じるものとしてございます。 

 ８ページ、改め文第３条は、特別職の旅費または費用弁償に係る条例の一部改正になります。 

 別表第５条関係の改正となり、改正の金額については、改め文第１条、第２条と同様で、甲地方

の都道府県及び都市名については、改め文第２条と同様職員の旅費に関する条例に準じるものとし

ております。 
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 ３ページの改め文にお戻りをいただきまして、条例の施行日につきましては、令和２年４月１日

から施行するものであります。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

△日程第１９ 議案第１４号 ふるさと白馬村を応援する条例の一部を改正する条例について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１９ 議案第１４号 ふるさと白馬を応援する条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第１４号 ふるさと白馬村を応援する条例の一部を改正する条

例について、ご説明申し上げます。 

 最終ページ、新旧対照表をごらんください。 

 第５条の積立てですが、これまで各種の事業の財源に充てる基金への積立額は、寄附額の全額と

しておりましたが、積立てについては、寄附額から寄附者への返礼品の贈呈に要する経費を控除し

た額を、基金への積立額と改正するものでございます。 

 改め文にお戻りをいただき、この条例は、令和２年４月１日から施行するものです。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  ただいまの日程第１９ 議案第１４号ですが、先ほど「ふるさと白馬を」と

申し上げましたが、「ふるさと白馬村を応援する」ですので、訂正いたしますので、よろしくお願

いいたします。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

△日程第２０ 議案第１５号 白馬村ジャンプ競技場条例の一部を改正する条例について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第２０ 議案第１５号 白馬村ジャンプ競技場条例の一部を改正する条

例を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。関口生涯学習スポーツ課長。 

生涯学習スポーツ課長（関口久人君）  議案第１５号 白馬村ジャンプ競技場条例の一部を改正する

条例について、ご説明申し上げます。 

 この条例の一部改正は、長野県において、長野県白馬ジャンプ競技場条例及び長野県白馬ジャン

プ競技場管理規則の改正に伴い、料金関係の改定と還付に係る規定を追加したものでございます。 

 ２枚おめくりいただき、新旧対照表をごらんください。 
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 第５条の使用料の額については、長野県条例で運用していた料金及び規則で定めていたものを本

条例の別表に加えました。 

 第７条には、使用料の還付についての規定を追加をしております。 

 次ページの別表でございますが、長野県で定められているリフト料金及びリフトを除く施設とし

て専用する場合の料金を本条例に規定をさせていただいております。 

 改め文にお戻りいただきまして、この条例の施行日は、令和２年４月１日としたいものでござい

ます。 

 以上で説明を終わります。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

△日程第２１ 議案第１６号 白馬村営住宅管理条例の一部を改正する条例について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第２１ 議案第１６号 白馬村営住宅管理条例の一部を改正する条例を

議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  議案第１６号 白馬村営住宅管理条例の一部を改正する条例について、ご

説明申し上げます。 

 今回の改正につきましては、民法改正に合わせて必要箇所を改正するとともに付随して、字句等

の訂正を行なうものであります。 

 新旧対照表の１ページからごらんください。 

 第１条及び第２条の改正は、改正前の条例で定義づけられていた法の適用を受けない住宅、村単

住宅について、これを削除するものです。 

 第３条は、公募の方法をユーテレ白馬から行政ホームページとするものです。 

 ２ページに入りまして、第５条入居の資格については、従来規定されていた住所要件、税の滞納

条件を削除するものであります。 

 ３ページ、第６条第２項は、入居者資格の特例について、改正前の第５条の内容を移記するもの

です。 

 第８条第１項の改正は、入居申し込み者数が募集戸数を超えた場合の選考につき、改正前の震災

被災者の項目を削除するもの。 

 ４ページ、第１０条は、入居手続において改正前の条文では、保証人の連署する請書の提出を求

めていたところ、改正後の条文では、この要件を削除することとしています。この部分が民法改正

に伴う主な改正箇所であります。 

 第１１条から次のページ、第１３条第１項までは引用法令の条項の改正、第１３条第４項の改正
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は、第２条の改正に合わせ村単住宅の規定を削除するとともに、認知症など判断能力の見込まれな

い入居者に係る収入申告義務の緩和規定が追記をされました。 

 第１４条第３項も村単住宅の規定を削除するものであります。 

 ６ページの第１５条から、少し飛びまして１０ページ、第５７条までの改正につきましては、字

句や送り仮名の修正、引用法令やその条項の食い違いが生じた箇所を改めるものであります。 

 改正後の第６５条の規定は、管理の特例として、他の地方公共団体が村にかわって村営住宅の管

理等ができる旨の規定が追加されたものであります。 

 改め文６ページお戻りください。 

 附則において、この条例の施行日を、令和２年４月１日としております。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

△日程第２２ 議案第１７号 白馬村使用料条例の一部を改正する条例について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第２２ 議案第１７号 白馬村使用料条例の一部を改正する条例を議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  議案第１７号 白馬村使用料条例の一部を改正する条例について、ご説明

申し上げます。 

 最終ページの新旧対照表をごらんください。 

 今回の改正は、先ほどご説明をいたしました白馬村営住宅管理条例の一部改正に合わせまして、

白馬村使用料条例の別表第２に明記をされております村営住宅の項目を削除するものであります。 

 この条例改正の施行日は、令和２年４月１日としております。 

 説明は以上であります。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

△日程第２３ 議案第１８号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第５号）   

議長（北澤禎二郎君）  日程第２３ 議案第１８号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第５号）

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第１８号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第５号）につ

きまして、ご説明いたします。 
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 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２,９２３万３,０００円を減額し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ６４億４,８６３万１,０００円とするものであります。 

 ７ページの歳入明細をごらんください。 

 主なものについてご説明をさせていただきます。 

 １３款１項１目民生費国庫負担金は、事業の確定により児童手当負担金を５０４万１,０００円減

額するものです。 

 ８ページをごらんください。 

 １３款２項５目教育費国庫補助金５４８万２,０００円の増額は、主に中学校の情報通信ネット

ワーク環境整備費補助金５４８万８,０００円によるものです。 

 ６目観光商工費国庫補助金６８３万円の減額は、地方創生推進交付金がグランピング事業とド

ローン事業の一部未実施による減額です。 

 ７目総務費国庫補助金２０５万３,０００円の増額は、社会保障税番号制度システム整備費補助金

の追加交付によるものです。 

 １４款１項１目民生費県負担金２２１万７,０００円の減額は、主に障害者自立支援給付費の減額

に伴う負担金１２５万円の減額によるものです。 

 ９ページをごらんください。 

 １４款２項４目農林水産業費県補助金４１０万１,０００円の増額は、主に経営体育成支援事業費

補助金３７７万７,０００円の交付決定によるものです。 

 ３項１目総務費県委託金４１９万５,０００円の減額は、主に事業終了による長野県議会議員選挙

事務委託金３３７万１,０００円の減額によるものです。 

 １０ページをごらんください。 

 １６款１項１目一般寄附金４,９３４万８,０００円の増額は、主に実際の寄附金額の増加に合わ

せてふるさと白馬村を応援する寄附金を５,０９０万円増額したことによるものです。 

 １７款１項１目財政調整基金繰入金５,０１５万円の減額は、事業完了による歳出の清算等に伴う

もので、今年度の財政調整基金繰入金は、今のところ１億円を切って９,９８５万円となる見込みで

す。 

 １９款４項１目雑入６９５万９,０００円の減額は、主に白馬高校支援事業の清算見込み額から白

馬高校支援事業負担金１７３万３,０００円の減額と、白馬山麓事務組合負担金５３６万５,０００円

の減額によるものです。 

 １１ページをごらんください。 

 ２０款１項村債では、４目観光債７０万円の減額は、スノーハープ木橋改修工事等に関する辺地

対策事業費の確定による減額、５目土木債１,５９０万円の減額も、事業費清算による減額、７目教

育債５４０万円の増額は、中学校の情報通信ネットワーク環境整備によるもの、１０目災害復旧債
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１９０万円の増額は、工事費の増額に伴い起債額も増額するものです。 

 １２ページ、歳出明細をごらんください。 

 全般的に事業が完了した予算の清算によるものが主なものであります。 

 ２款１項６目ふるさと納税事業９９９万４,０００円の増額は、寄附金額の増額に伴うクレジット

決済手数料等９９万４,０００円の増額と業務委託料９００万円の増額です。 

 同じく白馬高校支援事業１,３５９万９,０００円の減額は、事業費確定見込みによる減額です。 

 ８目電算事業１５４万８,０００円の減額は、北アルプス広域連合２月補正に伴う市町村負担金の

減額によるものです。 

 １３ページ、２款３項１目戸籍住民基本台帳事業１５７万８,０００円の増額は、主に地方公共団

体情報システム機構への通知カード、個人番号カード関連事務委任に係る交付金２０５万３,０００円

の増額によるものです。 

 ４項３目長野県議会議員選挙事業３３７万１,０００円の減額は、事業完了による清算です。 

 少し飛びまして、１５ページをごらんください。 

 ２款７項４目ナショナルトレーニングセンター事業３８８万円の増額は、ナショナルトレーニン

グセンター委託事業の平成２９年度と平成３０年度の清算返還金によるものです。 

 １６ページ、３款１項３目心身障害者福祉事業５００万円の減額は、見込みより利用者が減少し

たことにより、自立支援給付費を減額するものです。 

 ４目社会福祉施設事業１７２万９,０００円の減額、５目介護保険事業２１５万９,０００円の減

額は、それぞれ北アルプス広域連合２月補正に伴う市町村負担金の減額が主なものです。 

 １７ページ、３款２項１目児童手当等給付事業６２６万１,０００円の減額は、事業確定による清

算です。 

 少し飛びまして、１９ページをごらんください。 

 ４款２項１目塵芥処理事業１,５４６万３,０００円の減額は、主に北アルプス広域連合２月補正

に伴う市町村負担金１,１４６万７,０００円の減額と、事業費確定見込みによる白馬山麓事務組合

の清掃センター分の負担金３５８万５,０００円の減額によるものです。 

 ２目し尿処理事業５３７万円の減額も事業費確定見込みによる白馬山麓事務組合のクリーンコス

モ分の負担金５３７万円の減額です。 

 ２０ページ、５款１項３目農業振興事業３７７万７,０００円の増額は、担い手確保経営強化事業

として、経営体育成支援事業費補助金を３７７万７,０００円増額することによるものです。 

 ２１ページ、６款１項３目２１観光戦略事業１,０００万円の増額は、この冬の暖冬、雪不足を受

けて落ち込んだ村内観光事業を喚起するための支援として、緊急経済対策負担金１,０００万円を計

上するものです。 

 同じく地方創生推進交付金事業１,３６６万円の減額は、先ほどの歳入でも説明いたしましたが、



－30－ 

グランピング事業とドローン事業の一部未実施による減額です。 

 ２２ページ、６款２項１目商工振興事業１１０万円の増額は、令和元年度は創業者が多かったこ

とによる創業支援事業補助金の増額です。 

 ７款１項１目土木総務事業２４０万円の減額は、主に無電柱化事業に対する県単事業負担金

２１０万円の減額によるものです。 

 ２項２目道路維持補修事業２,０００万円の増額は、本来、厳冬期の積雪等により工事の実施が困

難と判断をしておりました道路・水路のうち、令和２年度予算対応箇所の前倒しや、地区要望が高

い箇所を比較的小規模な工事の早期発注により、除排雪業務を担う建設業者への受注機会をふやし、

経済対策の一つとするとともに、村民生活の安全の確保に努めるため維持工事費２,０００万円を計

上するものです。 

 同じく除雪事業３,０００万円の減額は、観光課による経済対策負担金と建設課による経済対策維

持工事費に伴って、除雪委託料を同額の３,０００万円減額するものです。 

 ２３ページ、３目道路改良起債事業１,６８９万７,０００円の減額は、事業費の清算によるもの

です。 

 ３項１目河川総務事業５００万円の減額は、河畔林整備事業未採択による工事請負費５００万円

の減額です。 

 ２４ページ、８款１項２目常備消防事業１１８万３,０００円の減額は、北アルプス広域連合２月

補正に伴う市町村負担金の減額です。 

 ９款１項２目学校環境整備事業１,０９２万３,０００円の増額は、中学校の情報通信ネットワー

ク環境整備費として、新たに予算計上したものです。 

 ２５ページ、９款５項３目学校給食センター事業３３６万８,０００円の減額は、事業費確定見込

み額による減額です。 

 ２６ページ、１０款２項２目現年発生公共土木施設災害復旧事業補助４１５万円の増額は、主に

ケーブルクレーン架設費用の増嵩による工事費３９０万円の増額が主なものです。 

 ２６ページから２７ページにかけまして、１２款１項３目ふるさと納税基金事業３,８３４万

８,０００円の増額は、寄附金の増額等により積立金を増額をしたものです。 

 お戻りをいただき、４ページをごらんください。 

 第２表地方債補正につきましては、中学校の情報通信ネットワーク環境整備に関する学校教育施

設等整備事業を新たに追加し、スノーハープ木橋改修工事等の観光レクレーション施設改修事業、

道路新設改良事業及び公共土木施設災害復旧事業の補正に伴い、限度額を変更しております。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

△日程第２４ 議案第１９号 令和元年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第４号）   

議長（北澤禎二郎君）  日程第２４ 議案第１９号 令和元年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会

計補正予算（第４号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。山岸住民課長。 

住民課長（山岸茂幸君）  議案第１９号 令和元年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第４号）につきまして、ご説明いたします。 

 第１条として、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ５８８万７,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を１１億１,６２６万１,０００円とするものです。 

 ５ページの歳入明細をごらんください。 

 ５款繰入金、１項１目一般会計繰入金３万６,０００円の減額は、総務費に計上しておりました備

品購入費の減額などにより、５節事務費繰入金を減額するものです。 

 ６款繰越金５９２万３,０００円の増額は、留保資金としておりました前年度繰越金を補正財源と

するため増額するものであります。 

 裏面の歳出明細をごらんください。 

 １款総務費、１項１目一般管理費、説明欄一般管理経費の１３節電算化共同処理事業等委託料９万

９,０００円の増額は、個人番号関連整備に係る電算システムの改修について、国費が交付されるこ

とになり、急遽県下一斉に改正することから、その費用を増額するものです。 

 １８節備品購入費１３万５,０００円の減額は、プリンター１台の購入費用を計上しておりました

が、長野県国民健康保険団体連合会から無償貸与されたため減額するもので、以上によりまして、

一般管理経費を３万６,０００円減額するものであります。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費４００万円及び２項高額療養費１６６万５,０００円の増額は、社

会保険から国民健康保険へ重症者の移動があったことから、保険者負担の増加が想定されるため、

予算執行に支障が生じないよう増額するものであります。 

 ７ページの６款諸支出金１項３目保険給付費負担金等償還金は、９月議会におきまして、長野県

国民健康保険団体連合会からの還付金を県に返還するための費用を補正いたしましたが、それ以外

に、８月に提出しました平成３０年度分の実績報告について、長野県において精査した結果、過大

交付と認められた普通交付金があったことから、県へ返還するための費用として２５万８,０００円

を増額するものであります。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 
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△日程第２５ 議案第２０号 令和元年度白馬村水道事業会計補正予算（第３号）   

議長（北澤禎二郎君）  日程第２５ 議案第２０号 令和元年度白馬村水道事業会計補正予算（第

３号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井洋君）  議案第２０号 令和元年度白馬村水道事業会計補正予算（第３号）につ

いて、説明を申し上げます。 

 第２条におきまして、収益的支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

 支出、水道事業費用、営業費用でございますけれども２８０万円減額いたしまして、予定額２億

７,１６１万６,０００円といたします。 

 内訳としては、１枚おめくりください。 

 各種事業の精算、また設計委託費の精算等によるもの、材料費の減額によるものでございます。 

 戻りまして、第３条です。 

 資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

 資本的収入を１０５万８,０００円減額いたしまして、１,２９３万９,０００円といたします。 

 資本的支出は２００万円減額し、９,４２１万１,０００円といたします。 

 内訳でございますが、最終ページですが、資本的収入の関係につきましては、大町建設事務所発

注の県道改良工事等に合わせた設計委託の精算に伴い、県の保証負担金が減額となっております。

また、予定しておりました建設改良工事の材料費等を減額しているものでございます。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第２６ 議案第２１号 令和元年度白馬村下水道事業会計補正予算（第４号）   

議長（北澤禎二郎君）  日程第２６ 議案第２１号 令和元年度白馬村下水道事業会計補正予算（第

４号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井洋君）  議案第２１号 令和元年度白馬村下水道事業会計補正予算（第４号）に

ついて、説明申し上げます。 

 第２条収益的支出の予定額を次のとおり補正いたします。 

 収益的支出の予定額のうち、営業費用及び特別損失にかかわるものあわせまして、２５０万

７,０００円減額いたします。２５０万７,０００円減額いたしまして、５億６,７４６万円といたし

ます。 
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 内訳でございますが、１ページおめくりいただきまして、営業費用のところでございますが、排

水施設等の設置補助金、それから委託料等の精算によるもので、減額でございます。 

 戻りまして、第３条でございますが、資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正いた

します。 

 資本的収入を２５３万９,０００円増額いたしまして、資本的収入総額２億４,６１２万

６,０００円といたします。 

 資本的支出は４７万５,０００円減額いたしまして、５億７,１１４万１,０００円とするものでご

ざいます。 

 最終ページでございますが、収入のうちの第３項の負担金でございますが、開発等により区域外

流入の分担金が増額になったものが主なものでございます。 

 支出につきましては、それぞれ、枡の設置工事、下水道施設の設置補助金等の精算等によるもの

でございます。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第１号から議案第２１号までにつきまし

ては、お手元に配付してあります令和２年第１回白馬村議会定例会常任委員会等付託書のとおり、

それぞれ所管の常任委員会に付託いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、議案第１号から議案第２１号までは常任委員

会等付託書のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 ただいまから１時まで休憩といたします。 

休憩 午前１１時５７分  

再開 午後 １時００分  

議長（北澤禎二郎君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 △日程第２７ 議案第２２号 白馬村一般会計予算   

議長（北澤禎二郎君）  日程第２７ 議案第２２号 令和２年度白馬村一般会計予算を議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第２２号 令和２年度白馬村一般会計予算につきましてご説明

いたします。私からは、歳入と議会、監査及び総務課所管の歳出につきまして、その概要を説明し、
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その他の歳出につきましては担当課長等が順次説明いたしますので、よろしくお願いをいたします。 

 一般会計予算書２ページをごらんください。 

 第１条、白馬村一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ６０億５,０００万円と定めるものであ

ります。第２条、地方債の目的等につきましては、９ページをお開きください。 

 第２表になりますが、交付税の不足を補うための臨時財政対策債を１億５,０００万円、以下、各

種の事業になりますが、庁舎等改修事業として多目的研修集会施設及び村民ホール屋根改修に

１,５３０万円、農業基盤整備事業として圃場整備事業負担金に１,３５０万円、一般廃棄物処理事

業として白馬リサイクルセンター整備に伴う北アルプス広域連合負担金に４,０５０万円、体育施設

改修事業としてＢ＆Ｇ体育館大規模改修に３,３７０万円、観光施設改修事業として辺地対策事業債

を活用した落倉自然園木道改修に１,５００万円と姫川サイクリングロード改修に１７０万円、道路

新設改良事業に１億６,８３０万円、防災対策事業として新防災情報配信システムの整備に１億

３,６３０万円、合計５億７,４３０万円の借り入れを予定しています。起債の方法につきましては、

証書借り入れまたは証券発行で利率３.５％以内でございます。 

 続いて１２ページからの歳入明細をごらんください。 

 歳入の２４.１％を占める１款村税は、１４億５,６７３万８,０００円で、内訳は村民税が４億

９２３万８,０００円、固定資産税が９億１１８万円、軽自動車税が３,４８３万４,０００円、村た

ばこ税が７,０００万円、入湯税が４,１４８万６,０００円を見込んでおります。 

 １４ページ、２款地方譲与税は、３項森林環境譲与税５６７万円を、県の推計乗率を踏まえ、前

年度当初予算と比較して新たに予算計上をしております。 

 １５ページ、６款法人事業税交付金４９１万３,０００円も、県の推計乗率を踏まえ新たに予算計

上しております。 

 ７款地方消費税交付金は、１億９,５００万円で消費税率の増加から、幼児教育・保育無償化制度

を見込み、４５０万円の増額を見込んでおります。 

 １６ページ、８款環境性能割等交付金６７８万２,０００円も県の推計乗率を踏まえ、新たに予算

計上しておりますが、自動車取得税交付金が改元になったことにより、７２１万８,０００円の減額

となっております。 

 歳入の３１.７％を占める１０款地方交付税も、県の推計乗率や過去の実績、地方創生推進交付金

事業や特殊事情などを踏まえ、１９億１,７０２万１,０００円で７９万２,０００円の増額を見込ん

でおります。 

 １７ページ、１２款分担金及び負担金は、１目民生費負担金の保育所保育料負担金が幼児教育・

保育無償化制度により１,４４８万円減額しているものの、３目農林業費負担金の白馬村土地改良区

負担金が３,１２５万円増額になったことにより、１８ページの計１億３５１万７,０００円で

２,１４３万円の増額です。 
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 １８ページから１９ページ、１３款使用料手数料では、１項１目総務使用料のケーブルテレビ施

設利用料及びＩＲＵ契約利用料の増額と、５目観光使用料のシャトルバス利用の増額により、全体

７,０４８万５,０００円で５２万５,０００円の増額です。 

 １９ページから２０ページにかけまして、１４款国庫支出金１項国庫負担金１億６,２２３万

５,０００円は、１目民生費国庫負担金の障害者自立支援給付負担金が５９２万４,０００円の減額

となったことにより４６６万６,０００円の減額です。 

 ２０ページから２１ページにかけまして、２項国庫補助金３億１,８５０万１,０００円は、１目

民生費国庫補助金が子育てのための施設等の利用給付交付金の改造などにより増額になったものの、

６目観光商工費国庫補助金の地方創生推進交付金が４,０５５万円減額となったことなどにより

１,４４０万円の減額です。 

 ２２ページ、３項国庫委託金２,７６２万３,０００円は、１目総務費国庫委託金のナショナルト

レーニングセンター委託金１,１１０万４,０００円の増額により１,１１０万６,０００円の増額で

す。 

 １５款県支出金１項県負担金は、１億９９５万１,０００円で１目民生費県負担金の増などにより

６１万６,０００円の増額です。 

 ２３ページから２５ページ、２項県補助金は、１億１,９９８万５,０００円で、当初予算におい

て地域発元気づくり支援事業補助金１,１０３万円を計上したことなどにより、１,４８３万

８,０００円の増額です。 

 ２５ページ、３項県委託金は、６,８９９万５,０００円で、前年度において１目総務費県委託金

に参議院議員、長野県議会議員選挙事務委託金があったため、８４７万７,０００円の減額です。 

 ２６ページ、１６款財産収入の１項財産運用収入は、１,６３３万５,０００円で、１目財産貸付

収入の山小屋貸付収入から、名称を変えました指定管理対象施設貸付収入３８０万円の減額により、

３５４万８,０００円の減額です。 

 ２６ページから２７ページ、１７款寄附金は１億７,３５５万３,０００円で、主なものはふるさ

と白馬村を応援する寄附金１億５,０００万円です。 

 ２７ページ、１８款繰入金は、４億６,６２０万１,０００円で、財政調整基金からは前年度より

１億２,８００万円と４６％減額して１億５,０００万円、白馬村を応援していただいた皆様の期待

に添えるよう有効に活用させていただくため、ふるさと白馬村を応援する基金からは３億１,２７８万

２,０００円。 

 ２９ページに移りまして、ふれあいセンター空調設備設置に福祉基金から２６０万円、ふるさと

人材奨学金返還補助金に、ふるさと白馬人づくり基金から８１万９,０００円の繰り入れを予定して

います。 

 １９款繰越金は３,０００万円です。 
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 ３０ページ、２０款諸収入全体では１億４,４９４万５,０００円で、主なものは１項村税延滞金

２８４万８,０００円、３項白馬村商工振興資金預託金回収金２,０００万円、４項雑入では、

３１ページに移りまして介護保険地域支援事業受託金３,６５２万円、３２ページに移りまして、Ｂ

＆Ｇ体育館大規模改修に伴うＢ＆Ｇ財団助成金３０万円です。 

 村債の内容につきましては、さきほど地方債で説明したとおりでございます。 

 続いて、３４ページからの歳出明細をごらんください。 

 １款議会費７,５７９万５,０００円は、議員１２名の報酬、手当、職員２名の人件費などです。 

 ３５ページ、２款１項１目一般管理事業２億８,６７２万円は、特別職２名、総務課及び会計室職

員１５名、障がい者枠も含めて嘱託職員６名分の人件費などを計上しております。 

 飛びまして３８ページ、２目財産管理事業６,４５０万７,０００円は、庁舎等の維持管理費が主

なものであります。今年度は、庁舎等の屋根改修工事費として２,０４４万９,０００円を計上して

います。 

 ３９ページ、３目交通安全対策事業４８万円は、白馬村交通安全協会への補助金、４目防犯対策

事業４０万円は、白馬村防犯協会への補助金であります。 

 ３９ページから４０ページ、５目姉妹都市提携事業３５９万２,０００円は、静岡県河津町、和歌

山県太地町との姉妹提携交流経費であります。 

 ４０ページ、６目企画費２億９,３０３万円の主なものは、企画一般事業の憩いの森借上料

６９０万円、北アルプス広域経常費負担金１,５９０万３,０００円。４１ページ、コミュニティ推

進事業の各地区に対する地域づくり事業等補助金５９０万円。 

 ４２ページ、ふるさと納税事業８,３２４万１,０００円の主なものは、返礼品業務委託料

７,３５０万４,０００円です。 

 ４２ページから４３ページ、白馬高校支援事業は、白馬高校の運営に参加する地域ケアに基づい

た事業といたしまして、１億２,５５４万７,０００円。４３ページ、移住交流集落支援事業は地域

おこし協力隊及び集落支援員の報酬やふるさと人材奨学金返還補助金など１,８４２万２,０００円

を計上しております。 

 ４４ページから４５ページ、８目電算事業３,４０２万８,０００円の主なものは、電算総合行政

システム業務委託料１,５１２万９,０００円、北アルプス広域連合への共同化システム負担金

１,０５０万６,０００円です。 

 ４５ページ、９目景観形成事業３０９万９,０００円は、景観白馬駅前整備検討業務委託料などで

す。 

 ４５ページから４６ページ、１０目地球温暖化対策事業６８８万１,０００円は、村内に２台設置

しておりますＥＶ充電器の維持管理費やＣＯ２排出抑制対策事業委託料などであります。 

 少し飛びまして、４９ページ４項選挙費でありますが、１目選挙管理委員会事業は、選挙管理委
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員会の委員報酬、研修旅費及び郡選挙管理委員会連合会への負担金などで３１万８,０００円。

５０ページ、２目明正選挙推進事業１０万５,０００円は、明正選挙推進委員の報償です。 

 ５０ページから５１ページにかけまして、５項１目統計調査総務費４４０万円は、統計調査総務

事業、統計調査事業、経済センサス事業、農林業センサス事業などありますが、主な事業は、国勢

調査事業４１８万５,０００円であります。 

 ５２ページ、６項１目監査事業６７万８,０００円は、監査員の報酬、研修旅費及び県協議会への

負担金などであります。 

 飛びまして、１００ページから１０１ページにかけまして、８款１項１目非常備消防事業

２,７６５万５,０００円は、消防団員の報酬、公務災害補償の掛金、退職報奨金などであります。 

 １０１ページ、２目常備消防事業は、北アルプス広域連合への負担金などで、１億５,３９０万円。

１０２ページ、３目消防施設管理事業は、消火栓設置工事費などで、６７７万円。４目防災事業は、

新防災情報配信システム工事請負費などで、１億７,５６３万１,０００円を計上しております。 

 少し飛びまして１２１ページ、１１款公債費６億４,０８５万８,０００円は、長期債返還の元金

及び利子、一時借入金の利子であります。 

 １２１ページから１２３ページにかけ、１２款１項基金費１億１,２６２万３,０００円は、財政

調整基金利子及び減債基金利子、ふるさと白馬村を応援する寄附金に基づく積立金、地域情報化施

設基金への積立金、ふるさと白馬人づくり基金に基づく積立金であります。 

 １２４ページ、１３款予備費といたしまして２００万円を計上しております。 

 １２５ページから１３３ページにつきましては、給与費明細書になります。続く１３４ページに

つきましては、債務負担行為に関する調書であり、ごらんいただくことで説明は省略させていただ

きます。 

 １３５ページは地方債に関する調書で、令和２年度末現在高は７１億６,２９２万円となり、平成

２６年度以降、初めて現在高が減少する見込みであります。 

 恐れ入りますが、２ページにお戻りいただきたいと思います。 

 第３条一時借入金の最高額は、１５億円としてございます。 

 私の説明は、以上とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  次に、田中会計室長。 

会計管理者会計室長（田中哲君）  それでは、会計室関係についてご説明いたしますので、予算書の

４４ページをごらんください。 

 ２款１項７目会計管理費につきましては、３１０万１,０００円でございます。主な支出内容です

が、口座振替手数料が１０８万３,０００円、それから収納業務、源泉徴収業務電算委託料が６３万

４,０００円、大北農協役場出張所の負担金が８０万円となっております。 

 会計室関係は以上でございます。 
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議長（北澤禎二郎君）  次に、横川税務課長。 

税務課長（横川辰彦君）  それでは税務課関係の予算の概要説明をいたしますので、４６ページをご

らんください。 

 ２項町税費１目税務総務費、税務総務事業５,８３６万５,０００円ですが、一般職員９名及び会

計年度任用職員２名の人件費が主なものでございます。 

 ４７ページ、２目賦課徴収事業、そのうちの賦課徴収事業４,１７１万円ですが、会計年度任用職

員２６９万３,０００円は、課税準備確定申告及び外国人対応事務臨時職員の賃金でございます。 

 賦課収納業務電算委託料１,８３２万１,０００円、各税目の賦課徴収の電算処理をするための委

託料であります。 

 令和３年度からコンビニエンス収納を行うための準備経費として７２６万円を計上しました。 

 地番図等作成委託料４８５万１,０００円、地番図をデータ化するための委託料で地番図データ範

囲の拡張作業が終了しておりますので、前年度に比較して３７４万円の減額となりました。 

 土地評価替え業務委託料３１３万５,０００円、債務負担行為を設定しております土地評価替え業

務の最終年度の経費であります。 

 外国人データベースシステム委託料３００万円、多文化共生社会実現のために村内に不動産を所

有する外国人のデータベースを構築するもので、財源には地域発元気づくり支援金を充てる計画で

す。 

 ハードソフトウエアリース料と１３２万９,０００円は、地番図システム利用料８４万円が主なも

のでございます。 

 ４８ページをごらんください。 

 村税還付金及び還付加算金５００万円、法人村民税、個人村民税、固定資産税などの還付金を実

績から計上いたしました。債権回収事業４４９万３,０００円ですけれども、捜査公売関係委託料

８２万５,０００円、不動産関係５件分を計上いたしました。 

 長野県地方税滞納整理機構負担金２２６万１,０００円、滞納案件を滞納整理機構に移管するため

の負担金で、移管件数２０件分と徴収実績割等による負担金を計上いたしました。 

 裁判所予納金１００万４,０００円、相続人不存在土地等の処分に関して、相続財産管理人選任の

申し立てにかかる費用となります。１件分を計上いたしました。 

 税務課に関する説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  続きまして、山岸住民課長。 

住民課長（山岸茂幸君）  続きまして、住民課関係についてご説明いたしますので、予算書４８ペー

ジをごらんください。 

 ２款３項１目戸籍住民基本台帳費２,５３１万５,０００円は、職員２名分の人件費のほか

４９ページになりますが、説明欄１２節住基電算委託料７３５万９,０００円のうち６４２万
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４,０００円は、戸籍法改正及びデジタル手続法対応のための電算システム改修費用で、１８節北ア

ルプス広域連合負担金３８９万４,０００円は、住基ネット戸籍システムの共同サーバー運用経費で

あります。 

 続いて６３ページごらんをいただきたいと思います。 

 ３款１項６目住民総務費、説明欄住民総務事業１,１３５万２,０００円は、職員１名及び会計年

度任用職員１名分の人件費。 

 ６４ページに移ります。 

 １８節保護司会補助金等２１万３,０００円は、保護司会人権擁護委員協議会への補助金このほか

に白馬村、小谷村で交互に開催をしております社会を明るくする運動白馬・小谷地区推進大会を令

和２年度は、白馬村で開催するため、そのための講師費用等を計上しております。 

 住民国保事業１億１,０２５万３,０００円は、国民健康保険事業勘定特別会計への繰出金で、個

人番号関連の電算システム改修費１４０万８,０００円などにより、前年比２７４万６,０００円の

増額となっております。 

 後期高齢者医療事業１億１,３５２万円は、長野県後期高齢者医療広域連合に令和２年度まで派遣

となる職員１名分の人件費及び旅費、１８節療養給付費負担金７,８２０万４,０００円は、後期高

齢者広域連合の試算によるもので、このほかに後期高齢者医療特別会計への繰出金として、

２,４２６万１,０００円を計上しております。 

 ７目福祉医療費、説明欄、福祉医療費給付事業４,２８４万６,０００円は、１８歳までの子ども

重度心身障がい者等への医療給付費が主なものであります。 

 続きまして、７２ページごらんをいただきたいと思います。 

 ３款３項１目年金総務費４０２万円は、職員１名分の人件費が主なものであります。 

 ７３ページに移ります。 

 ４款１項１目環境衛生費、説明欄、環境衛生事業２,４５２万６,０００円の主なものは、１２節

雑排水収集処理委託料３４６万５,０００円。１８節北アルプス広域連合負担金４００万９,０００円

は、広域葬祭場の運営負担金。２３節水道事業会計出資金３２４万８,０００円は、簡易水道事業債

償還元金の２分の１を計上しております。 

 狂犬病予防対策事業１７万７,０００円は、狂犬病予防注射委託料が主なものでございます。 

 公衆トイレ管理事業につきましては、７４ページをごらんいただきたいと思います。公衆トイレ

管理事業８１７万５,０００円は、村内公衆トイレの１６施設の維持管理に要する費用で主なものと

しましては、１０節光熱水費３７７万８,０００円、１２節トイレ管理委託料２３０万８,０００円

は、トイレの清掃をシルバー人材センターなどへ委託するための費用であります。 

 続きまして、７７ページごらんをいただきたいと思います。 

 ４款２項１目塵芥処理費２億２,４１２万５,０００円は、前年比７,４４４万７,０００円の増額
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となっております。 

 これは延期されておりましたリサイクルセンターの整備費用、北アルプス・エコパークの維持費

用の増加による北アルプス広域連合負担金の増加が主なものであります。 

 塵芥処理費の広域連合負担金以外の主なものは７８ページになりますが、１１節一般廃棄物処理

手数料９６０万円は、大町市が所有する最終処分場へのガラス、陶磁器くず等の埋め立て費用。

１２節塵芥処理委託料４,４２０万４,０００円は、地区集積場粗大ごみ集積場からのごみの収集運

搬処分などに要する費用。１８節白馬山麓事務組合負担金、清掃センター分でありますが９０７万

円、ごみ集積場設置補助金５００万円が主なものであります。 

 ２目し尿処理費７,９９３万９,０００円は、クリーンコスモ姫川の維持管理に要する費用であり

ます。 

 住民課関係は、以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  次に、酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井洋君）  白馬村一般会計予算のうち、上下水道課関係について説明いたします。

予算書７４ページをお開きください。 

 １目保健衛生費の説明欄、中ほどでございますが合併処理浄化槽整備事業です。下水道配置区域

外で設置される合併浄化槽に対する補助金１,５３２万円でございます。 

補助件数は今年度より２割増しの３６件を見込んでおります。 

 上下水道関係は、この事業のみでございます。 

議長（北澤禎二郎君）  続きまして、松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  それでは、健康福祉課関係についてご説明を申し上げます。予算書

５６ページをお願いいたします。 

 ３款１項１目社会福祉総務費は、５,８９７万５,０００円で職員人件費のほか、白馬村社会福祉

協議会への補助金２,１３１万２,０００円が主なものでございます。２目老人福祉費は、

５,２１６万４,０００円です。 

 説明欄をごらんください。 

 老人福祉事業は２,６０６万３,０００円で、５７ページ、老人福祉施設措置費の２,３５２万

４,０００円が主なものでございます。 

 続きまして、介護予防地域支え合い事業は１,１４５万５,０００円で、高齢者の生活支援に関す

る費用で、配食サービス事業委託料３１５万１,０００円、ディサービスセンター岳の湯の運営に関

する指定管理料１８９万８,０００円、温泉施設利用高齢者等助成金２４０万円が主な内容でござい

ます。 

 ５８ページをごらんください。 

 乗合タクシー運行事業は、１,３６１万４,０００円で運行委託料９９７万３,０００円が主な内容
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になります。 

 次ページ、３目障害者福祉費は、１億３,５９７万３,０００円で障がい者の自立した生活を支え

る各種給付と、地域生活を支えるサービス等の費用でございます。 

 説明欄をごらんください。 

 心身障害者福祉事業は、１億２,７７９万円で自立支援給付費９,８２７万６,０００円を初め、

６０ページ、児童福祉給付費２,１１６万８,０００円等、生活介護や施設入所支援等に係る給付費

が主な内容でございます。 

 続きまして、地域生活支援事業は、８１８万３,０００円で障害者自立支援センター運営負担金

１９８万７,０００円、日常生活用具給付費１８０万円。 

 ６１ページに移りまして、日中一時支援事業給付費１３６万５,０００円が主なものでございます。 

 続きまして、４目社会福祉施設費は、１,５８１万２,０００円で保健福祉ふれあいセンター維持

管理事業で９１３万８,０００円、社会福祉施設事業の６６７万４,０００円は、北アルプス広域連

合への負担金です。 

 次に、５目介護保険費は１億９,８９７万２,０００円で、説明欄にございます介護保険事業１億

５,７６８万円は、主に北アルプス広域連合への負担金で、介護保険の給付に充てる費用でございま

す。 

 ６２ページをお願いします。 

 地域包括支援センター地域支援事業は、４,１２９万２,０００円で介護予防日常生活支援総合事

業等委託料としまして７６９万２,０００円を計上してございます。これは通所型サ－ビス、訪問型

サービス、一般介護予防等の事業を実施するための委託料でございます。そのほか社会福祉協議会

負担金１,５０５万１,０００円が地域包括支援センターへの社会福祉協議会職員２名分の人件費で

す。 

 認知症初期集中支援チーム運営事業負担金１５７万円は、北アルプス連携自立圏事業の負担金で

ございます。 

 少し飛びまして、７４ページをお願いします。 

 ４款１項２目保健予防費は４,１７７万７,０００円でございます。前年度と比較しまして

２,８２０万円の減となっていますが、これは母子保健の関係が子育て支援課のほうの移行した影響

でございます。 

 説明欄をごらんください。保健予防事業４,１０４万２,０００円は、職員給与と次ページの研修

等委託料の２,３３１万円が主なものです。ガン検診推進事業が３３万５,０００円で、次の骨髄バ

ンクドナー助成事業４０万円は、骨髄提供に係るドナーの負担を軽減することで、必要な方が移植

を受けられるよう補助するもので新規事業でございます。 

 ３目医療対策費は、９５７万１,０００円で説明欄、医療対策事業は７５７万１,０００円、こち
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らは病医院輪番制や平日夜間救急医療等に係る北アルプス広域連合への負担金でございます。 

 スキー場内診療事業は、白馬村索道事業者協議会と協力して行っている事業で、索道事業者協議

会への負担金として２００万円を計上してございます。 

 健康福祉課については、以上でございます。 

議長（北澤禎二郎君）  続きまして、下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  それでは、農政課関係についてご説明いたします。７９ページをお開きく

ださい。 

 ５款１項１目農業委員会費１,１７５万２,０００円は、農業委員会関連の予算で職員及び会計年

度任用職員各１名分の人件費、農業委員報酬、農業委員会協議会等の負担金、農業者年金の業務受

託事業が主な支出でございます。 

 ２目農業総務費３,９６５万円は、６人分の職員人件費と農協から派遣いただく職員の人件費ほか

団体負担金が主な支出でございます。 

 ８０ページ、中段をごらん願います。 

 ３目農業振興費は、３,５０５万６,０００円です。農業振興事業は１,６３２万１,０００円で会

計年度任用職員２名分の人件費、農林業施設に係る光熱水費。 

 ８１ページをごらん願います。 

 融資を活用して農業機械施設導入を支援する形態育成支援事業補助金３００万円、白馬村農業再

生協議会への経営所得安定対策等推進事業補助金２６４万２,０００円、村単事業として認定農業者

に対する農業機械等導入支援補助金２５０万円が主な支出であります。 

 産地づくり対策事業１７３万２,０００円は、水稲病害虫防除への補助金及び村の重点作物の産地

化を推進する事業として、産地づくり対策負担金が主な支出でございます。 

 ８２ページをお開きください。 

 中山間地域直接支払事業６７６万７,０００円は、農業生産条件が不利な６団体へ交付するもので

す。特産品事業１４３万６,０００円は、特産品開発に取り組む団体支援や販売促進を図るものです。 

 農地集積協力金交付事業につきましては、農地中間管理機構を活用し、農地を貸し付けた方に交

付をする制度です。 

 青年就農給付金交付事業７５０万円は、新規就農者への就農初期段階での支援事業ということで、

対象者５名を見込んでおります。 

 次に、４目農地費は、１億１,１０９万７,０００円です。多面的機能支払交付金事業の交付金

３,５４３万１,０００円は、農業の多面的機能維持の地域活動や営農活動を支援するため、活動組

織に交付をするものです。 

 ８３ページをごらんください。 

 村単土地改良事業１,９８６万８,０００円は、会計年度任用職員２名、フルタイム、パートタイ
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ム各１名ずつの人件費、水路や橋梁施設の長寿命化基本計画に基づく支川水利調査業務委託や村単

工事設計委託１８１万５,０００円、また、中部電力二股発電所の老朽化による改修工事に伴いまし

て、木流用水は松川の予備水工からの取水となることから、その維持管理業務の委託３９６万円、

村単土地改良事業工事費として、地区要望で上げられた農業用施設の改良工事２３１万円余り、農

業集落排水事業への操出金３５５万円余りが主なものでございます。 

 ８４ページをお開きください。 

 農業基盤促進事業１０１万円は、地域中間管理機構による担い手の農地集積を図る事業として、

田の畦畔を取り除き区画の拡大を図るための補助金です。 

 奈良井湿原保全事業１２０万８,０００円は、奈良井エリアの環境保全のための草刈委託が主なも

のです。 

 圃場整備事業５,２８７万２,０００円は、県営で行う経営体育成基盤整備事業として、北城南部

地区圃場整備に係る負担金であり、令和２年度は圃場整備エリア南側第１工区約８ヘクタールの面

工事を行います。 

 地域揚水機能増進事業７０万８,０００円は、木流川施設の維持管理が主な内容です。 

 ２項１目林業振興費は、１,４３０万７,０００円です。林業振興林道維持補修事業１７３万円は、

林道の維持管理に係る経費が主なものです。消耗品のうち５９万４,０００円は、ペレットの購入費

になります。 

 ８５ページをごらんください。 

 森林整備事業１５７万４,０００円は、森林づくり推進支援事業委託料及び間伐に係るかさ上げ補

助金が主なものです。森のエネルギー推進事業ペレットストーブ購入補助金は、３台分を予定して

おります。有害鳥獣被害対策事業５０３万３,０００円は、鳥獣被害対策実施隊の報酬２１０万円、

実施隊のわなの見回りに有効なトレイルカメラの導入、電気柵やわなの購入として備品購入費

８３万円余り。 

 ８６ページをごらんください。 

 個人向けの電気柵補助として、有害鳥獣被害防止事業補助金５０万円が主なものでございます。

新たな森林管理システム事業５６７万円は、新しい制度のもと、森林整備に取り組んでいくための

基礎となるデータ、それから図面の整備を行うため、林地台帳改修システム委託料として２３８万

７,０００円、広域連携による森林基本情報整備に係る負担金４５万７,０００円が主なものであり、

残りは森林整備基金への積立金として計上しております。 

 続いて、３項１目地籍調査事業費は１,９９７万６,０００円です。令和２年度は、北城２１区、

２２区の整理、閲覧、登記手続きを行います。また、北城２３区は調査、整理、閲覧を予定してお

ります。いずれも八方地区であり、職員２名及び会計年度任用職員１名の人件費と、地籍調査業務

委託料３３０万円が主なものであります。 
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 農政関係は、以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  続きまして、太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  それでは、観光課関係について説明してまいります。 

 参照は、８７ページ下段からになります。 

 ６款観光商工費１項観光費１目観光総務費は５,６３６万３,０００円です。 

 説明欄をごらんください。 

 観光総務事業４,８７１万７,０００円は、一般職員と会計年度任用職員の人件費のほか、白馬の

夏祭り協賛金や八方駐車場管理組合負担金等の観光総務関係負担金が主なものです。 

 ８８ページに移りまして、長野県観光協会事業７６４万６,０００円は、観光施設整備事業費の償

還金で、山小屋の改修や白馬尻荘の基礎撤去、親海湿原の遊歩道改修に係る事業費の償還金です。 

 次に、２目観光施設整備費は３,３４５万７,０００円です。平地観光施設管理事業２,４４１万円

では、白馬駅前観光案内業務や駅前休憩所の運営業務の委託料、観光施設の修繕費等のほか、新規

事業として落倉自然園の木道を改修するための工事請負費１,５００万円を計上しています。 

 ８９ページに移りまして、山岳観光施設維持補修事業は９０４万７,０００円です。山小屋等施設

の修繕費１５４万２,０００円、登山道の維持管理業務や山岳情報提供業務等の委託料４５８万

６,０００円、国有地借り上げ料８３万９,０００円が主なものです。 

 次に、３目観光宣伝振興費は３億９,３８９万１,０００円です。２１観光戦略事業７,６９１万円

では、来訪者調査分析等委託料３２０万４,０００円、白馬村観光客負担金５,１７３万６,０００円、

アルペンライナーや北陸新幹線シャトル、白馬バレーシャトルバスの運行負担金や、広域型ＤＭＯ

であるＨＡＫＵＢＡＶＡＬＬＥＹ ＴＯＵＲＩＳＭの運営負担金を含む観光振興負担金等１,７０９万

１,０００円が主なものです。 

 また、この事業では、新規事業として宿泊産業イノベーション実践事業に要する費用３５０万

９,０００円も計上しています。海外観光客受け皿整備事業１,６４７万１,０００円は、ナイトシャ

トルバスの運行に関係する費用が主なものですが、多言語案内標識や無料エリアＷｉ─Ｆｉの整備

による面的なインバウンド対応を支援する費用として、町歩き満足度向上整備支援事業補助金

１００万円を新たに計上しています。ゆるキャラ活用事業は２４１万８,０００円です。 

 ９１ページに移りまして、サイクルツーリズム事業は１,４１９万２,０００円です。地域おこし

協力隊員の人件費のほか、サイクリングマップの修正や多言語化、ウエブサイトの制作によって情

報発信を強化するほか、姫川サイクリングロードの改修を実施します。 

 ９２ページに移りまして、地方創生推進交付金事業は２億８,３９０万円です。令和２年度は２つ

の交付金事業を実施します。１つ目の事業は、３年目となるグランピング等によるアクティビティ

強化・魅力増強事業で、予算額は２億４,５００万円です。グランピング施設の拡張工事に対する補

助金が１億５００万円、白馬マルシェの運営やアクティビティのプロモーションに対する負担金が
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１億４,０００万円です。２つ目の事業は、２年目となるドローンを活用した次世代型山岳観光創造

事業で、予算額は３,８９０万円です。山小屋への物資輸送を初めとするドローンを活用した事業に

２,０９０万円、滞在環境を向上させるためのトイレの改修事業に３００万円、情報発信事業に

１,５００万円を計上しています。 

 次に、４目観光安全浄化対策費は６３４万４,０００円です。高山植物やライチョウ保護活動、八

方尾根自然研究路植生回復活動に対する負担金が主なものです。 

 次に、５目観光特産費は２４２万１,０００円です。道の駅白馬の敷地の借り上げ料のほか、売店

の壁紙を修繕する費用として工事請負費１０５万１,０００円を計上しています。 

 ９３ページに移りまして、６目遭難対策費は２９７万６,０００円で、遭難防止対策に係る登山相

談所の設置に要する費用のほか、山岳遭難防止対策協会の負担金が主なものです。 

 続きまして、９３ページ下段から９４ページにかけまして、２項商工費１目商工振興費です。商

工振興事業は４,４０５万６,０００円で、白馬商工会に対する負担金や補助金として、融資制度事

務経費負担金３０万円や経営改善普及事業補助金６５４万円、地域総合振興事業補助金等を計上し

ているほか、マル経資金の利子に対する補助金として、小規模事業者経営改善資金利子補給補助金

１５０万円や、創業支援事業補助金７００万円も計上しています。 

 観光課関係の説明は、以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  続きまして、矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  続きまして、建設課関係、予算書９４ページからの続きになります。 

 ７款１項土木管理費、土木総務事業は３,５８４万１,０００円で、職員４名の人件費や各種団体

への負担金など、経常的な経費が主な内容であります。 

 ９５ページ、７款２項１目の道路橋梁総務事業は３５２万４,０００円で、道路台帳の補正委託料

２９０万１,０００円などが主なものでございます。 

 その下、２目道路維持費のうち、説明欄の道路維持補修事業３,６３６万８,０００円は、道路の

維持管理に要する費用でございまして、次の９６ページにかけて道路照明の電気料等光熱費として

２３０万円、舗装修繕などの工事費に１,９００万円、各地区への資材支給等の原材料費として

７５０万円を計上しております。 

 その下、除雪事業につきましては、２億２,９９６万７,０００円で、前年度に比べ２９０万円ほ

どの減であります。主なものは、光熱水費で７００万円、これはロードヒーティングや無散水消雪

施設の電気料であります。除雪委託料は２億円です。本年度は、雪不足の年ではありましたが、当

初予算においては例年どおりの降雪を見込み、前年と同額で計上させていただきました。機材借り

上げ料３２８万７,０００円は、定置式の凍結防止剤散布機のリース料、原材料費の８００万円は凍

結防止剤の購入費であります。 

 ９７ページ、７款２項３目の道路新設改良費です。説明欄、道路新設改良事業７７６万１,０００円
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は、職員及び会計年度任用職員各１名分の人件費が主なものです。 

 その下、村道改良国庫補助事業の関係でありますが、実施設計等委託料３,４０３万円は、工事発

注に伴う設計管理委託料のほか、継続して行っております橋梁点検の委託料も含まれております。

工事請負費１億２,１１０万円は、橋梁修繕や舗装修繕に要する工事費で、国の交付金対象となる事

業を計上いたしました。 

 その下、村道改良起債事業は、測量設計委託料で３４０万円、工事請負費１億１,５００万円など

を計上しておりまして、継続中のどんぐり地区落石雪崩対策工事や舗装修繕、打ちかえ工事等を見

込んでおります。村道改良単独事業は８４５万１,０００円で、次のページにかけまして、深空飯森

間の姫川右岸管理用道路の安全対策工事などが主なものであります。 

 ７款２項４目の交通安全施設整備費２５０万円は、前年と同額の計上であります。 

 ７款３項１目河川総務事業は７４４万４,０００円で、村が管理する普通河川の支障木伐採等の工

事を見込んでおります。 

 ９９ページ、７款４項１目都市計画総務費の関係になります。この中では、前年に引き続き立地

適正化計画策定のための経費として８４８万円を計上させていただきました。 

 その下、２目の都市公園維持管理事業では、主は大出公園及び周辺施設の維持管理経費として

２５１万２,０００円を計上しました。 

 ７款５項１目の住宅管理費です。村営住宅管理事業で１４２万４,０００円、これは村営住宅に係

る修繕費など経常的な費用を見込んだものであります。 

 １００ページの２目住宅費は、克雪住宅普及促進事業補助金で、前年の実績を勘案し１５０万円

を計上させていただきました。 

 建設課関係の説明は、以上であります。 

議長（北澤禎二郎君）  続きまして、田中教育課長兼子育て支援課長。 

教育課長兼子育て支援課長（田中克俊君）  それでは最初に、教育課所管事項につきましてご説明を

いたします。 

 予算書４２、４３ページをお願いします。 

 ２款１項６目企画費のうち、白馬高校支援事業１億２,５５４万７,０００円は、地域おこし協力

隊６名の人件費１,４９０万円余りと白馬山麓事務組合負担金１億９２６万円余りが主な内容でご

ざいます。白馬高校支援事業は、白馬山麓事務組合で事務を執行しており、小谷村と案分する経費

と、地域おこし協力隊の活動経費として白馬村に特別交付税措置される金額を合わせて負担金に計

上をしております。 

 なお、白馬山麓事務組合で行なう事業費総額は１億８,１４７万円余りで、学生寮、公営塾の運営

に係る経費を計上しており、寮費などの特定財源３,６５０万円余りを控除した残額を白馬村と小谷

村で案分するものでございます。 
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 続きまして、１０３ページをお願いします。 

 ９款１項１目教育委員会費、教育委員会総務事業１９２万４,０００円は、教育委員４名の報酬

８３万円余りと大北市町村教委連絡協議会負担金９１万円余りが主な内容でございます。 

 ２目事務局費７,５５６万６,０００円のうち、教育委員会事務局一般事業５,８０５万

２,０００円は、教育長と教育課職員４名、会計年度任用職員２名の人件費が主な内容であります。 

 また、１０４ページ一番下にございます校務システムの使用料１４３万円は、小中学校に新たに

導入をいたします統合型校務支援システムの使用料でございます。 

 １０５ページ上段、中ほどの学校環境整備事業１,６７９万２,０００円は、学校施設の修繕や設

備投資等を計画的に実施しているもので、両小学校の情報機器等リース料６４５万円余り、工事請

負費６４４万円余りは両小学校の電話設備の更新、北小学校の児童用トイレと教室床の改修を予定

しているものです。 

 続きまして、下段でございます。２項１目学校管理費２,３１９万９,０００円は、南小学校管理

事業１,０４１万９,０００円、１０６ページ、北小学校管理事業１,２７８万円で、ともに学校用務

員各１名の人件費と学校施設管理に係る経常的な経費でございます。 

 同じ、１０６ページの下段、２目教育振興費７,４２７万３,０００円のうち、南小学校教育振興

事業２,１０４万７,０００円は、白馬南小学校の教育振興に係る費用で、学習支援講師３名の人件

費と、学習指導要領改訂に伴う指導書購入費用が昨年より増額となっております。 

 続きまして、１０８ページ中ほどの、北小学校教育振興事業３,７９２万６,０００円は、白馬北

小学校の教育振興に係る費用でございまして、学習支援講師を１名増員して５名とし、また、学習

指導要領改訂に伴う指導書購入費用が昨年より増額となっております。 

 続きまして、１１０ページ上段の説明欄下のほうにございますスクールバス運行事業１,５３０万

円は、来年度試験的に運行スタートいたしますスクールバス運行に係る運送事業者への委託料でご

ざいます。 

 同じ１１０ページの下段、３項１目中学校管理事業８９７万６,０００円は、白馬中学校用務員

１名の人件費と、施設管理に伴う経常的な経費でございます。 

 １１１ページ下段、２目中学校教育振興事業５,１７２万８,０００円は、部活動指導員３名と学

習支援員講師４名、図書室司書１名、ＩＣＴ支援員と英語指導助手各１名の人件費、１１２ページ

情報教育環境整備事業リース料１,５３４万円余りは、全校生徒１人１台に配備されたタブレット型

コンピューターと学習支援ソフトのリース料が主な内容でございます。 

 続きまして、１１９ページをお願いします。 

 下段の５項３目学校給食費１億２６万８,０００円は給食センターの運営に係る費用で、栄養職員

と常勤調理員１１名の人件費、１２０ページ、光熱水費９０６万円余り、給食食材を購入するため

の賄い材料費には４,３０５万円余りを計上しております。この賄い材料費に対する財源といたしま
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して、学校給食費負担金を３,７７４万円余り計上しておりますが、この差額につきましては、今年

度から開始しました第３子以降の給食費の無償化に加え、食材の値上がりや地産地消推進を目的に

１食当たりの給食単価を小学校で１０円、中学校で２０円引き上げることとしていますが、その負

担を保護者に求めずに学校給食費負担金は据え置くこととし、第３子以降の給食費無償化とともに

子育て支援施策として子育て世帯の負担軽減を図るものでございます。そのほか、施設等保守管理

委託料４９６万円余り、準要保護児童生徒援助費４５４万円余りが主な内容でございます。 

 教育課の関係は、以上でございます。 

 続きまして、子育て支援課所管事項につきましてご説明を続けさせていただきます。 

 ６５ページにお戻り下さい。 

 下段にございます３款２項１目児童福祉総務費１億８,１３１万８,０００円のうち、児童福祉総

務事業１,３１０万３,０００円は一般職２名の人件費、６６ページ、放課後子供プラン事業

１,００４万４,０００円は、放課後児童クラブ指導員４名と、放課後子供教室のコーディネーター

１名、指導員２名の人件費が主な内容でございます。児童手当等給付事業１億５,８１７万

１,０００円の主な内容は、６７ページ、施設型給付費委託料１０１万円余りは本村以外の認定こど

も園等に通う児童の保育委託料、副食費補助金１２９万円余りは、白馬幼稚園園児に対する副食費

補助金、施設等利用給付費２,８４８万円余りは、白馬幼稚園の事業料や、白馬幼稚園や子育て支援

ルームで実施をいたしております一時預かり事業の無償化に伴う給付費、そのほか児童手当につき

ましては１億２,７００万円を計上しております。 

 ６８ページ、２目子育て支援費２,２３３万４,０００円は、相談員２名と一般職の保育士２名の

人件費が主な内容でございます。 

 また、子育て支援業務委託料７万５,０００円は、新たに始める子育てショートステイ事業の委託

料、北アルプス広域経常費負担金２１９万円余りは、来年度から北アルプス連携自立圏事業として

スタートをいたします病児・病後児保育事業の負担金でございます。 

 同じく６８ページ下段、３目保育所費１億７,０７５万９,０００円のうち、しろうま保育園運営

事業は１億４,６８４万８,０００円で、一般職及び臨時的任用職員、会計年度任用職員の各保育士

の人件費と、給食等賄い材料費１,０８０万円余りを含む需用費が主な内容でございます。 

 また、７０ページ、土地購入費６００万円は、しろうま保育園に隣接する土地を先行取得し、将

来的に有効活用を図っていくものでございます。 

 ７１ページ、子育て支援ルーム運営事業２,３９１万１,０００円は、なかよし広場など地域子育

て支援拠点事業と休日保育や一時預かりなどの保育サービスに係る費用で、一般職３名と会計年度

任用職員１名の常勤保育士の人件費が主な内容でございます。 

 また、７２ページ、工事請負費６６万円余りは、保育室１部屋にエアコンを新たに整備をするも

のでございます。 
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 続いて、７６ページをお願いします。 

 ２段目にございます４款１項４目母子健康費４,４０８万５,０００円は、今年度まで２目の保健

予防費に計上しておりました事業のうち、子育て支援課で執行する事業を新たに４目として設けた

もので、母子健康事業４,２９０万２,０００円は、一般職保健師２名と事務及び専門職の会計年度

任用職員の人件費、医薬材料費８５６万円は、予防接種のワクチンの購入費、検診等委託料

１,４３６万円余りは、予防接種や妊婦一般健康診査等の委託料、また、遠隔医療相談サービスの委

託料が主な内容でございます。 

 ７７ページ、母子保健衛生事業１１８万３,０００円は、産後ケア事業等３１万円、産婦健診事業

４４万円、未熟児養育医療費給付金２５万円が主な内容でございます。 

 以上で、教育委員会教育課と子育て支援課関係の説明を終わります。 

議長（北澤禎二郎君）  続きまして、関口生涯学習スポーツ課長。 

生涯学習スポーツ課長（関口久人君）  それでは、生涯学習スポーツ課関係についてご説明させてい

ただきます。 

 ５２ページをお開きください。 

 ２款総務費７項スポーツ事業費１目スポーツ事業総務費は、職員３名分と会計年度任用職員１名

分の人件費でございます。 

 続いて、２目施設管理費１億１,２９２万４,０００円は、スノーハープとジャンプ競技場の維持

管理費で、スノーハープ維持管理事業は１,９２２万円で、前年比５４３万円の減です。減額の理由

は、スノーハープの丸太橋の改修工事でございます。ジャンプ競技場維持管理費は、９,３７０万

４,０００円で、昨年比４３５万６,０００円の減額で、主な理由は、ジャンプ競技場リフト関係修

繕工事費の減となっております。この事業については、県の委託金４,５７７万８,０００円とジャ

ンプ競技場リフト利用料２,５００万円を充て、施設の維持管理を進めてまいります。 

 ５４ページをごらんください。 

 ３目スポーツ事業振興費は２,８７７万５,０００円で、昨年比４７１万４,０００円の減で、ＦＩ

Ｓサマーグランプリジャンプがオリンピックの期間中であるため実施しないための減と、東京

２０２０オリンピック聖火リレー運営委託が増額となっております。 

 続いて、４目ナショナルトレーニングセンター費１,８０６万６,０００円で、前年比５２０万

９,０００円の増額ですが、国の委託を受け、北京オリンピックに向けて選手強化と地域振興につな

がるコンテンツ化を図ります。本年度は、ラージヒルにホースプレートの設置工事を計画しており

ます。 

 少し飛んで、１１３ページをお開きください。 

 ９款教育費４項社会教育費１目社会教育総務費は１,１２４万５,０００円で、職員１名分の人件

費と社会教育委員報酬、ウイング２１文化実行委員会への負担金が主なものでございます。 
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 次に、１１４ページをごらんください。 

 ２目公民館費は５９９万１,０００円で、各地区分館長の報酬や会計年度任用職員として公民館長

の人件費、各種講座講師の謝礼が主なものでございます。 

 ３目図書館費は１,１７４万９,０００円で、ＯＡ機器の借り上げ料等の減により、前年比１４２万

８,０００円の減となっております。主な内容は、図書館の運営に係る経費で、図書館司書の人件費

やシステムに係る経費でございます。 

 ４目文化財保護費は１,３６５万１,０００円で、前年比２１４万５,０００円の増額で、氷河調査

に５６５万円、神城断層地震アーカイブに１１０万円、震災に伴う撓曲の土地調査に１００万円を

計上しております。 

 １１６ページをごらんください。 

 伝統的建造物群保存事業に５４５万３,０００円で、村が保有している土蔵の修繕費３９３万

８,０００円を計上し、伝建補助金は皆減であります。 

 ５項保健体育費１目保健体育総務費は１,５５６万８,０００円で、スポーツ推進委員９名の報酬

と職員２名の人件費、スポーツ祭、スポーツ教室の補助並びにスポーツ少年団と体協の補助が主な

ものでございます。 

 ２目体育施設費は１億１,４１１万３,０００円で、４,０７７万４,０００円の減額でございます。

ウイング２１の工事の関係の減がありますが、１１８ページをごらんください。 

 本年度は、Ｂ＆Ｇ体育館の改修工事を計画しております。主な内容は、施設の維持に関する光熱

水費や各種専門の委託料、施設の受付維持に関する人件費となっております。ウイング２１は、役

場やふれあいセンターで導入しました方式で、一部ＬＥＤ化を行います。 

 以上で、生涯学習スポーツ課の説明を終わります。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑も課ごとに行いたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 最初に、総務課関係で質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認めます。 

 次に、会計室関係で質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認めます。 

 次に、税務課関係で質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認めます。 

 次に、住民課関係で質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認めます。 

 次に、上下水道課関係で質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認めます。 

 次に、健康福祉課関係で質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認めます。 

 次に、農政課関係で質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認めます。 

 次に、観光課関係で質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認めます。 

 次に、建設課関係で質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認めます。 

 次に、教育課関係で質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認めます。 

 次に、子育て支援課関係で質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認めます。 

 次に、生涯学習スポーツ課関係で質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認めます。 

 全体を通して質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第２８ 議案第２３号 令和２年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計予算   

議長（北澤禎二郎君）  日程第２８ 議案第２３号 令和２年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会

計予算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。山岸住民課長。 
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住民課長（山岸茂幸君）  議案第２３号 令和２年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計予算につ

きましてご説明をいたします。 

 特別会計予算書の４ページをお開きください。 

 第１条として、国民健康保険事業勘定特別会計予算の総額を、歳入歳出それぞれ１１億１１０万

７,０００円と定め、前年当初予算と比べ４２９万３,０００円の減となっております。 

 第２条として、一時借入金の限度額を５,０００万円と定めました。 

 歳入歳出明細により、予算の概要を説明いたします。 

 歳入から説明いたしますので、１０ページをお開きください。 

 １款国民健康保険税は被保険者の所得の伸びを想定し、前年比５４３万７,０００円増額の２億

３,０００万円を見込んでおります。なお、２目退職被保険者国民健康保険税の現年課税分ですが、

廃止された退職者医療制度の経過措置として、平成２６年度末で同制度の有資格者については

６５歳到達時まで退職被保険者として付加してきましたが、令和元年度をもって対象者がいなくな

ったことから、現年課税分の予算計上はございません。 

 １１ページをごらんください。 

 ３款県支出金１項１目保険給付費等交付金は、７億２,５９０万８,０００円を見込み、１節普通

交付金７億１,０９８万円は保険給付費へ充当する財源となり、２節特別交付金１,４９２万

８,０００円の主なものは、保険者努力支援制度交付金５９０万円、県繰入金５３０万６,０００円、

特定健康診査等事業費の財源となります特定健康診査等負担３４２万２,０００円が主なものであ

ります。 

 １２ページをごらんください。 

 ５款繰入金１項１目一般会計繰入金１億１,０２５万３,０００円の主なものは、保険基盤安定繰

入金７,３２５万８,０００円、人件費繰入金１,７７１万８,０００円を計上しております。 

 １３ページをごらんください。 

 ５款２項１目国民健康保険財政調整基金繰入金は、前年比７００万円減の３００万円を、６款繰

越金は、前年比４００万円減の３,０００万円をそれぞれ計上しております。 

 １３ページ下段から１４ページにかけての７款諸収入は、国民健康保険税の連帯金などとして

１８１万５,０００円を見込んでおります。 

 続きまして、歳出につきまして説明いたしますので、１５ページをごらんください。 

 １款総務費１項１目一般管理費２,３３１万円は、職員２名分の人件費、電算化共同処理事業等委

託料など経常的な経費が主なものでございます。 

 １６ページをごらんください。 

 １款２項１目賦課徴税費１５２万６,０００円は、国民健康保険税の賦課徴収に要する費用を計上

しております。 
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 １７ページから１８ページ上段にまたがりますが、２款保険給付費１項療養諸費６億３,１０１万

円は、被保険者への給付費用が主なもので、前年比１１４万円の減となっております。 

 １８ページに移ります。 

 ２款２項高額療養費は、前年比４４０万円減の８,０１０万円を計上いたしました。ただいまご説

明しました療養諸費、高額療養費の特定財源として、長野県から交付される普通交付金を充当して

おります。 

 １９ページに移ります。 

 ２款４項１目出産育児一時金７５６万４,０００円、５項１目葬祭費４５万円は、いずれも実績を

勘案しての計上であります。 

 ２１ページをごらんいただきたいと思います。 

 ２１ページから２３ページ上段までになりますが、３款国民健康保険事業納付金３億２,８２０万

円は、県へ支払う医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護給付金分の納付金を県の試算に基づ

き、予算計上したものでございます。 

 ２３ページの下段をごらんください。 

 ４款保健事業費１項１目特定健康診査等事業１,６３０万９,０００円の主なものは検査実施機関

への委託料で、令和２年度では循環器病の早期発見と重症化予防を目的として、受診者全員の心電

図検査の無料実施に要する費用を含んでおります。 

 ２４ページをごらんください。 

 ４款２項１目疾病予防費６５０万円は、人間ドック補助金が主なものです。 

 ２目医療費適正化事業１５６万２,０００円は、会計年度任用職員１名分の人件費のほか、医療費

の削減に向け被保険者への医療費通知、ジェネリック医薬品利用差額通知に要する費用を計上して

おります。 

 ２７ページから３１ページまでは給与費明細書ですので、後ほどご確認をお願いいたします。 

 説明は、以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第２９ 議案第２４号 令和２年度白馬村後期高齢者医療特別会計予算   

議長（北澤禎二郎君）  日程第２９ 議案第２４号 令和２年度白馬村後期高齢者医療特別会計予算

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。山岸住民課長。 

住民課長（山岸茂幸君）  議案第２４号 令和２年度白馬村後期高齢者医療特別会計予算につきまし
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てご説明いたします。 

 予算書は、３４ページをお開きください。 

 第１条として、後期高齢者医療特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２３８万７,０００円

と定め、前年度当初予算と比べ１,１４１万２,０００円の増額となっております。 

 第２条として、一時借入金の限度額を１,０００万円と定めました。 

 それでは、歳入歳出明細により予算概要を説明いたしますので、３９ページの歳入予算につきま

してごらんをいただきたいと思います。 

 １款後期高齢者保険料は７,７８４万５,０００円で、前年比１,０６２万４,０００円の増額であ

ります。 

 ３款繰入金１項１目一般会計繰入金は３１５万６,０００円で、前年比９５万４,０００円の増額

となっております。これは、歳出の総務費に計上しました電算委託料のうち、税制改正に伴う電算

システム改修の費用の増が主なものであります。 

 ２目保険基盤安定繰入金は２,１１０万３,０００円を計上しております。 

 ４０ページをお開きください。 

 ４款繰越金は１０万円、５款諸収入１６万円は、いずれも前年度と同額を計上しております。 

 続きまして、歳出を説明いたしますので４１ページをごらんください。 

 １款総務費１項１目徴収費２４６万３,０００円は、保険料徴収に要する費用で、前年比１１０万

９,０００円の増額となっております。これは、説明欄１２節電算委託料１５５万５,０００円のう

ち、平成３０年度税制改正に伴う電算システム改修費用として１０７万２,０００円を計上したこと

が主なものであります。 

 ２目保健事業費７２万円は、後期高齢者の人間ドックの補助金であります。 

 ２款分担金及び負担金１項１目広域連合負担金９,８９６万１,０００円は、当村に納付された保

険料及び保険基盤安定繰入金を広域連合に支払うための費用でございます。 

 説明は、以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第３０ 議案第２５号 令和２年度白馬村農業集落排水事業特別会計予算   

議長（北澤禎二郎君）  日程第３０ 議案第２５号 令和２年度白馬村農業集落排水事業特別会計予

算を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井洋君）  議案第２５号 令和２年度白馬村農業集落排水事業特別会計予算につき
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まして説明をいたします。 

 予算書、４４ページをお開きください。 

 令和２年度の予算は、第１条にありますとおり、予算総額歳入歳出それぞれ４４８万５,０００円

といたします。元年度に比べまして６万４,０００円の増額となります。 

 歳入歳出明細により予算の概要を説明いたしますので、４９ページをお開きください。 

 歳入から説明いたします。 

 １款使用料８７万円、２款一般会計からの繰入金３３５万３,０００円を見込みました。 

 ３款諸収入の雑入の関係ですが、地元負担金で５万２,０００円でございます。 

 ５０ページ、お開きください。 

 歳出を説明いたします。 

 ２目施設維持管理費は、汚水処理場の稼働に関する支出で２６１万４,０００円でございまして、

処理場運転管理委託料１７１万４,０００円が主な支出でございます。 

 ５１ページ、公債費１目元金は１４９万８,０００円、利子３０万２,０００円を見込みました。 

 ５２ページをお開きください。 

 ２年度末の地方債残高見込み額は、右の欄にありますとおり１,７５０万２,０００円となります。 

 以上で、説明を終わります。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第３１ 議案第２６号 令和２年度白馬村水道事業会計予算   

議長（北澤禎二郎君）  日程第３１ 議案第２６号 令和２年度白馬村水道事業会計予算を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井洋君）  議案第２６号 令和２年度白馬村水道事業会計予算について説明いたし

ます。 

 予算書５４ページをお開きください。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額です。収入では３億２,６０７万円、支出では２億

７,３１８万７,０００円を見込んでございます。 

 ５５ページです。 

 第４条、資本的収入及び支出でございます。収入６,８５９万円、支出１億６,０５２万９,０００円

です。不足する９,１９３万９,０００円は、地方公営企業法の定めにより原価償却費等の損益勘定

留保資金、建設改良積立金等で補填することとしております。 
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 ５６ページをお開きください。 

 第６条の一時借入金の限度額は１億円と定め、また、９条棚卸資産の購入額はそれぞれ３,０００万

円と、それぞれを限度として定めてございます。 

 予算の実施計画を説明いたします。 

 ７３ページのほうへお進みください。 

 収益的収入では、水道使用量２億８,０００万円を見込んでございます。 

 ７４ページをごらんください。 

 収益的支出の明細でございますが、水道事業費用のうち、１目浄水費の主なものは１８節の委託

料、二股浄水場の維持管理に係る委託料を初めとする委託料といたしまして２,４１３万７,０００円、

また、２２節修繕費としまして２２６万８,０００円、２５節動力費は、電気料等で４４１万

８,０００円でございます。 

 ７５ページに進みます。 

 ２目配水及び給水費は、配水管及び配水池の維持管理にかかわる経費でございます。 

 １８節の委託料、水質検査、水道台帳補正等の委託料を合わせまして５５８万２,０００円、２１節

工事請負費、水道メーターの交換等の工事請負費として７５１万９,０００円です。 

 ７６ページに進みまして、２５節動力費は、配水池等の電気料で１,７６０万８,０００円をそれ

ぞれ予定してございます。 

 ４目総係費は、水道料金の賦課徴収に係る経費であります。 

 １８節委託料の１,５０１万７,０００円の中には、メーター検針委託料のほか、今後の水道施設

の更新計画を策定すべく委託料として３３０万円ほど計上しております。 

 ７７ページです。 

 ６目減価償却費の関係でございますが、１億４６０万円ほど、また、営業外費用では起債償還利

子等の支払利息等消費税で２,５４１万４,０００円をそれぞれ見込んでございます。 

 ７８ページに進みます。 

 資本的収入の主なものは工事負担金で、長野県大町建設事務所が施行する道路改良事業に伴う物

件移転補償費といたしまして４,５６４万３,０００円、企業債としまして１,９７０万円、出資金の

関係は、統合前の簡易水道事業で借りました起債の元金償還に関する一般会計の出資金３２４万

７,０００円を見込んでございます。 

 ７９ページのほうに進みます。 

 資本的支出の関係になりますけれども、１目配水設備工事費２１節の工事請負費は、先ほど言い

ました長野県大町建設事務所が施行する道路改良事業に伴う県道白馬美麻線、国道１４８号通地区、

白馬駅前無電柱化事業等に係る配水管布設替えと、二股浄水場のポンプの取りかえ等で８,２６２万

８,０００円といたしました。 
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 ２目営業設備費６８１万５,０００円は、計量法の規定により８年ごとに行う水道メーターの交換

に伴うメーター購入費用でございます。 

 ２項の企業債償還金５,７９８万４,０００円は、元金の償還でございます。 

 以上で、説明は終わります。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第３２ 議案第２７号 令和２年度白馬村下水道事業会計予算   

議長（北澤禎二郎君）  日程第３２ 議案第２７号 令和２年度白馬村下水道事業会計予算を議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井洋君）  議案第２７号 令和２年度白馬村下水道事業会計予算について説明いた

します。 

 予算書８２ページからになります。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額です。収入支出ともに５億２,３５５万６,０００円といた

しました。元年度当初予算額に比べまして４,５７８万７,０００円の減額でございます。 

 ８３ページです。 

 ４条、資本的収入及び支出でございますが、収入３億９,２９９万２,０００円、支出５億

１,４４８万２,０００円で、不足する１億２,１４９万円は、地方公営企業法の定めにより損益勘定

留保資金等で補填することとしております。 

 ５条の企業債の関係でございますが、１億３,９１０万円を限度額としております。 

 ８４ページをお開きください。 

 第６条の一時借入金の限度額は３億円といたしました。 

 また、第９条の他会計からの補助金といたしまして、一般会計から３億５,０００万円の補助を受

けてございます。 

 実施計画明細により予算の概要を説明いたしますので、１００ページにお進みください。 

 収益的収入では、営業収益といたしまして、下水道使用料１億９,２５４万２,０００円が主なも

のでございます。営業外の収益といたしましては、補助金といたしまして１億２,１８０万円余り、

長期前受金の戻し入れといたしまして２億６７３万円余りを見込んでございます。 

 また、雑収益は東部地区の負担金といたしまして２３７万７,０００円でございます。 

 １０１ページのほうに進みます。 

 収益的支出の明細でございますが、下水道事業費用のうち、１目の管渠費の主なものといたしま



－58－ 

しては、１８節委託料のマンホールポンプの保守管理委託料２３４万５,０００円、２２節修繕費と

いたしまして１７６万円、２５節はポンプ等の電気料で４０５万１,０００円でございます。 

 ２目の処理場費は、浄化センターの維持管理に係る経費でございます。 

 １８節の委託料は、浄化センターの運転管理委託料、脱水汚泥の処理委託料が主なものでござい

まして５,５３３万６,０００円、２５節の動力費は浄化センター等の電気料で８０９万１,０００円

を予定してございます。 

 １０２ページです。 

 ３目総係費は、下水道料金の賦課徴収に係る経費であります。 

 １８節委託料は、料金システムの保守管理委託料や下水道台帳の補正業務の委託料といたしまし

て５２０万２,０００円を計上してございます。 

 次のページです。 

 ４目減価償却費といたしまして、３億３,４６０万２,０００円を予定しております。 

 また、営業外費用では、起債償還の利子等の利息６,２４０万４,０００円と消費税１,６８３万円

を見込んでございます。 

 １０４ページをごらんください。 

 資本的収入の主なものでございますが、企業債１億３,９１０万円、一般会計からの補助２億

２,８１９万１,０００円、区域外流入分担金といたしまして５００万円を計上してございます。 

 また、長野県大町建設事務所が施行する道路改良事業に伴う物件移転補償費といたしまして

２,０７０万１,０００円をそれぞれ見込んでございます。 

 １０５ページのほうに進みます。 

 資本的支出です。 

 １項１目管路建設改良費の２１節工事請負費４,３１２万５,０００円でございますが、大町建設

事務所が施工する道路改良事業に伴う県道白馬美麻線、国道１４８号通地区、白馬駅前無電柱化事

業等による下水道の排水管の布設替えと公共ますの設置費用でございます。 

 ２目処理場建設改良費の４２３万５,０００円は、各種ポンプ類の更新の費用でございます。 

 また、２項企業債償還金４億５,５７７万３,０００円を計上してございます。 

 説明は、以上でございます。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 △日程第３３ 予算特別委員会の設置について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第３３ 予算特別委員会の設置についてを議題といたします。 
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 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第２２号から議案第２７号までは、いず

れも令和２年度予算の案件であります。この審議につきましては、議長を除く議員全員を委員とす

る予算特別委員会を設置し、審議を付託いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、議案第２２号から議案第２７号までの議案は、

議長を除く議員全員を委員とする予算特別委員会を設置し、これに付託の上、審議することに決定

いたしました。 

 これで本定例会の第１日目の議事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日から３月１１日までの間を休会とし、その間、定例会日程予定表のとお

り予算特別委員会、常任委員会等を行い、３月１２日午前１０時から本会議を行いたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、明日から３月１１日までの間を休会とし、そ

の間、定例会日程予定表のとおり予算特別委員会、常任委員会等を行い、３月１２日午前１０時か

ら本会議を行うことに決定いたしました。 

 これをもちまして、本日は散会といたします。大変ご苦労さまでした。 

散会 午後 ２時２４分  
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令和２年第１回白馬村議会定例会議事日程 

令和２年３月１２日（木）午前１０時開議 

（第２日目） 

１．開 議 宣 告 

日程第 １ 一般質問 
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令和２年第１回白馬村議会定例会（第２日目） 

 

１．日  時 令和２年３月１２日 午前１０時より 

２．場  所 白馬村議会議場 

３．応招議員 

   第 １ 番   太 谷 修 助      第 ７ 番   加 藤 亮 輔 

   第 ２ 番   丸 山 勇太郎      第 ８ 番   津 滝 俊 幸 

   第 ３ 番   田 中 麻 乃      第 ９ 番   横 田 孝 穗 

   第 ４ 番   太 田 正 治      第１０番   田 中 榮 一 

   第 ５ 番   伊 藤 まゆみ      第１１番   太 田 伸 子 

   第 ６ 番   松 本 喜美人      第１２番   北 澤 禎二郎 

４．欠席議員  

   なし 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議会に出席した者の職氏名 

 村    長   下 川 正 剛    副 村 長   横 山 秋 一 

 教 育 長   平 林   豊    参事兼総務課長   吉 田 久 夫 

 健康福祉課長   松 澤 孝 行    会計管理者・室長   田 中   哲 

 建 設 課 長   矢 口 俊 樹    観 光 課 長   太 田 雄 介 

 農 政 課 長   下 川 啓 一    上下水道課長   酒 井   洋 

 税 務 課 長   横 川 辰 彦    住 民 課 長   山 岸 茂 幸 

 教育課長兼子育て支援課長   田 中 克 俊    生涯学習スポーツ課長   関 口 久 人 

 総務課長補佐兼総務係長   下 川 浩 毅     

６．職務のため出席した事務局職員 

 議会事務局長   太 田 洋 一 

７．本日の日程 

 １）一般質問 
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開議 午前１０時００分  

 １．開議宣告   

議長（北澤禎二郎君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名です。 

 これより令和２年第１回白馬村議会定例会第２日目の会議を開きます。 

 ２．議事日程の報告   

議長（北澤禎二郎君）  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあります資料のとおりです。 

 △日程第１ 一般質問   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１ 一般質問を行ないます。 

 会議規則第６１条第２項の規定により、本定例会に一般質問の通告をされた方は８名です。本日

は通告された方のうち４名の方の一般質問を行ないます。 

 質問される議員は、質問、答弁を含めた１時間の中で、質問事項を明確、簡潔に質問されるよう

お願いいたします。 

 なお、本定例会の再質問につきましては、会議規則第６３条の規定により１議員、１議題につき

３回までと定められておりますが、制限時間内での再質問は議長においてこれを許可いたしますの

で、申し添えます。 

 それでは、あらかじめ質問の順位を定めてありますので、順次一般質問を許します。 

 最初に、第５番伊藤まゆみ議員の一般質問を許します。第５番伊藤まゆみ議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  ５番伊藤まゆみです。この冬のシーズンの暖冬による雪不足と、コロナウ

イルスによる大会、イベントの相次ぐ自粛、キャンセルで、我が村の大きな収入期である冬季シー

ズンは、大きな打撃を受けました。本来なら、一般質問のトップバッターでありますので、前説等

述べるところでありますけれども、２つ目の質問のところで用意してありますので、早速１つ目の

質問に入りたいと思います。 

 １番、観光事業と観光データについてであります。 

 昨年１１月に統計調査に秀でている箱根町を視察し、これから観光課が中心となりローラー作戦

で観光統計をとり、観光局がそのデータをもとに事業を展開するとの説明を受けました。そこで下

記について伺います。 

 １、宿泊施設の実数把握以外に調査する項目は。 

 ２、得たデータをどのように活用予定か。また、早急に必要で事業に生かしたいと考えているデー

タは。 

 ３、観光地経営会議に提出された「白馬村観光地経営指標整備等業務報告書」（平成２９年３月

付）をもとに展開された観光事業は。 

 以上です。よろしくお願いします。 
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議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  伊藤議員の通告による質問の要旨では、私どもの説明がしっかり理解をされて

いないようでありますので、ここで整理をさせていただきます。 

 伊藤議員がおっしゃっているローラー作戦で実施をする調査ですが、宿泊施設の全数調査と説明

をさせていただいており、事業の展開に生かすデータは、観光地利用者統計と説明をさせていただ

いておりますので、その認識にたった答弁とさせていただきますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

 それでは、１点目の宿泊施設の実数把握以外に調査をする項目についてをお答えをいたします。 

 昨年９月定例会において、加藤議員から、箱根町観光客実態調査報告の紹介があり、１１月に担

当者が現地で取り組み状況をヒアリングをしてまいりました。箱根町では、年２回、観光客実態調

査報告書を公表をしており、その基礎数値となる利用者数を各施設から報告を受ける。これにあわ

せて、宿泊施設からは、収容能力、料金、各種サービスや温泉の有無、泉質等、多岐にわたる情報

について報告を受けているところであります。 

 調査では、町から施設に対して、個別に調査票を発送をし、提出を依頼をしているそうでありま

す。 

 白馬村では、取り組むこととしている宿泊施設の全数調査では、今回が初めての調査であります

ので、宿泊施設の負担軽減と回収率の向上を図るため、まずは名称、所在地、代表者、連絡先、旅

館業の種別、料金帯、収容能力、実営業期間といった基本的な情報に絞ったものにする予定であり

ます。 

 また、調査に当たっては、郵送やウエブページ、電話といった方法のほかに、戸別訪問による聞

き取りも想定をしているところであります。 

 ２点目のデータの活用や事業に生かしたいデータについてでありますけども、宿泊施設の全数調

査により把握する情報は基礎的な情報にもなりますので、これをもって何か事業を展開するという

ものではありません。何らかの施策や事業を計画する上で、その効果を含む規模感を導き出すため

に用いることになるかと考えます。 

 また、この冬のような緊急時に、どの程度の影響があるのかを把握するために、さらには災害発

生時にも必要な情報にもなるものと考えているところであります。 

 事業に生かすデータという点では、精度の高い観光地利用者統計が必要であります。そのため、

村では携帯電話網のビッグデータを用いて、旅行客数や宿泊客数、滞在日数といった定量データ、

訪問直前と直後の訪問先といった移動データ、エリア以外の滞在先といった分布データを収集をし、

観光客の動向をより詳細に把握することを検討しております。 

 宿泊施設の全数調査、モバイル空間統計については、いずれも令和２年度から取り組むこととし

ております。 
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 村は、こうした情報を収集をし、白馬村観光客や白馬バレーツーリズムがデータを用いて、効率

的で効果的な誘客施策を企画をし、実行することを想定しているところであります。 

 最後に、白馬村観光地経営指標整備等業務報告書で示された調査目標は、白馬村観光地経営計画

に掲げる観光資源価値の最大化や、白馬村を訪れ滞在をする価値の多様化などといった１０の戦略

事業推進のための基礎的な参考資料であると捉えており、この指標を踏まえながら戦略を具体化す

る５５の事業において、行政、観光・商工団体、観光関連事業者及び住民団体などが、それぞれの

担うべき分野で取り組みを進めていると認識をしているところであります。 

 以上、１点目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

 以上です。 

   （発言する声あり） 

村長（下川正剛君君）  すみません、失礼、ちょっと落としましたので、答弁させていただきますが、

例えば、行政におきましては、指標をもとに滞在者の２次交通、環境の整備、そしてまた改善や誰

にでもわかりやすい統一案内デザイン、標識の構築に関する取り組みを推進をしているところであ

りますし、一方、観光団体である白馬村観光局においては、通年型のマウンテンリゾートの構築に

向けたグリーンシーズンのツールの魅力向上を図るため、サイクルツーリズムの推進やラフティン

グなど、アウトドアアクティビティーの発信による滞在空間の魅力を進めています。 

 さらに、観光関連の事業者の取り組みとしては、岩岳マウンテンハーバーや北尾根高原のグラン

ピングフィールドに代表をされるように、白馬村の山岳自然環境の魅力を最大限に生かした事業投

資がなされているところであります。 

 ほかにも、白馬駅前の無電柱化に関する地域住民グループの取り組みや、各地域行事で展開をさ

れているさまざまな伝統行事、おもてなしイベントについても、観光地経営に位置づけている戦略

事業として展開をされている取り組みの一つとして認識をしているところであり、行政としては、

その地域のそれぞれの取り組みに対して耳を傾け、支援をしているところであります。 

 以上であります。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  答弁ありがとうございました。今の村長の答弁を聞いておりますと、これ

からも、今までも得たデータを使ったことは、事業に生かしたことはないし、今後も、今回観光課

がするのは実態調査であって基礎的なものということであったと思うんですが、それでよろしかっ

たですか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  これまでの調査でいえば、観光地利用者統計では、数を統計、調査するよ

うな統計では、その動向、お客さんの動向というのを調査しております。 

 また、夏季、冬季の来訪者調査については、村内での満足度とか消費額というものを調査してお
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ります。来訪者調査の結果によりまして、例えば夏季であれば、村内の２次交通がちょっと満足度

が低いであったりとか、あとは飲食店に対する満足度が低いというような状況が見えておりますの

で、交通であればグリーンシーズンのシャトルバスを走らせたり、飲食店であれば、創業塾で飲食

店の起業を促進したりというような事業をやってみたいところであります。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  私が、今回から本腰を入れて観光課がデータを集めて、それで局にそのデー

タを渡して事業を展開してもらうというような内容だったかと思ったので、ちょっと私の想像して

いるのとは違ったかなと思います。 

 それで、箱根町なんですが、昨年の１１月に行ってこられたということで、箱根町で、「統計は

こね」ということで、こういった大きなものが出ております。１冊１,０００円で売っているそうで

ありますけれども、売れ行きはそんなによくないけれども、ホームページで出しているので、それ

を見ていらっしゃるんじゃないかということです。 

 箱根町のことについて、ちょっと聞き取りしましたので、私のほうで、課長も行かれているとい

うことで、ちょっとお聞きしたいかと思います。 

 箱根町の宿泊数とか見られたかと思うんですが、回収率が８０％以上、この回収率のよさをどの

ように見ていらっしゃいますでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  とてつもなく高いというふうに認識をしております。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  確かにすごい高いですよね。これ、私、質問したときに、どんな経緯でこ

の調査をするようになったのかって言ったら、昭和４３年からとっているって言っていました。で

すので、もうかれこれ５０年くらいたつんですかね。ですので、その担当の方は知らないと、もと

もととるに至った経緯はわからないとおっしゃっていました。 

 それで、返信がない場合は、声かけを二、三度やるということです。それで、あと、データを集

めてくるのは、全部、各課から集めてきて、いろんなこういう形にしているって言っていました。 

 観光課に、このデータにかける費用を聞いてみました。課長のほうは、そのデータにかける費用

をお聞きになりましたでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  箱根町で、観光地利用者統計に関して、特筆してそれだけに充てている費

用はないというふうに、委託料等はないというふうにお聞きしております。それは、専属の職員が

当たっているというようなこともお聞きしておるところです。 

 以上です。 
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議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  先ほどの質問にちょっと戻してしまうんですが、やはりこの高い回収率、

根底にはどのようなことがあると思われますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  箱根町でヒアリングした中で、私が感じたところは、昭和４３年から始め

ているという歴史もありますし、もう一つは、各施設が役場に施設情報、それから観光地利用者統

計を提出することによって、そのデータを各町内の観光施設の案内に使ったり、または首都圏であ

ったり大都市圏での案内所で活用していただくような、箱根町の手引きというようなもので各施設

の情報、案内しているというようなことを聞きました。 

 そういう宿泊施設にとって誘客に結びつくメリットっていうんでしょうか、利点があるというの

も一つ回収率の高い、それから利用者統計に対する意識の高さというのに結びついているのかなと

いうふうに感じています。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  私が聞いた担当の方、どうしてですかって聞きましたら、長年事務をやる

中でやりとりし合っていると、役場と密に連絡を取り合っている、信頼関係があるんじゃないかと

思うんです。やはり地道な活動をしている、地道な活動だとおっしゃっていました。 

 だから、その中で信頼関係、出す出さない、宿泊業者が出すんだとかじゃなくて、こちら、役場

サイドの私は意識の問題じゃないか、そのように感じました。そのような感じは受けませんでした

か。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  そうですね、私も感じたことは、しっかりと担当職員、担当課が足を使っ

て集めているなということは感じました。それを受けて、白馬村でも、先ほど伊藤議員がおっしゃ

っているローラー作戦が当たるんですけども、まずは全ての施設の状況を把握するというところか

ら、足を使う調査を始めたいというふうに考えたところです。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  恐らく観光に関するデータを見られたかと思うんですけども、その中で一

番印象に残った、役場が得たデータで一番印象に残ったデータの項目は、どういったものでしたか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  一番私が強く印象に残っているのは、先ほど言った回収率が８割であった

ということと、とにかく宿泊者数というのが積み上げであったことです。それをしっかりと積み上

げることができるのは、先ほど来申し上げている、足を使ったというか、信頼関係なのかなという
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ふうに感じました。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  私がすごく驚いたのは、観光客の総数もさることながら、２,１５２万人

いるんですよね。あと、日帰り客延べ人員というのも出ていまして、宿泊延べ人員というのも出て

います。その宿泊の内訳、一般外国人、修学旅行生、それでなおかつ観光客消費額というのも出て

いるんです。それがしかも、宿泊費と飲食費、その他というふうに３つに分かれて全部出ているん

です。 

 私、こういうことまで役場ができるんだと思ってびっくりしたんですけど、白馬村はできますよ

ね。やろうと思えばできると思うんですが、いかがでしょう。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  私も同じく、とても強く印象に残っています。私どもも、そういうことを

やりたいというふうに考えていて、その第一歩として、しっかりと持っていない宿泊施設の全ての

データを整えるというところから取り組んでいって、それ以降に、今、箱根町が取り組んでいる宿

泊者の数、それから外国人の比率、観光消費額みたいなものを戸別に提出いただくような仕組みを

つくっていきたいなというふうに考えています。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  箱根町は、結構、白馬村と同じように観光がメーンの町だというふうにお

っしゃっていました。結構、予算規模が大きくて、１００億円くらいあるんですよね。それで、や

っぱり白馬村と同じように、観光局のような観光協会というところがあって、そこに１億２,０００万

くらい出していると言っていました。 

 それで私、ちょっと感じたのは、どのくらいお金使っているのかなって思ったんですが、箱根町

の商工費は、課長、ご存じでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  そこまで把握しておりません。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  箱根町の場合は、大体歳出合計が１０４億くらいなんですが、そのうちの

５億２,６９７万９,０００円なんです。白馬村の場合、これ、平成３１年度の予算なんですけども、

合計が６３億１,７００万円で、そのうち観光商工費が６億２,５３１万７,０００円、率にすると箱

根町５％、白馬村は９.８％なんですよね。これを見て、たくさんお金使わないと、商工費にたくさ

んお金使わないとお客様は来ないっていう認識でいらっしゃいますか。 

議長（北澤禎二郎君）  横山副村長。 
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副村長（横山秋一君）  ３１年度予算の比較ということなので、私のほうから答弁させていただきま

すが、今おっしゃった６億何がしのうち２億６,０００万は地方創生交付金事業ということで、突出

した年度ということでありますので、一概にそれを比較して、白馬村が高いような印象を与えるよ

うなことはいかがなものかと考えております。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  そうですね、すみません、平成２９年度の決算カードから申しますと、ち

ょっと率は出していませんけれども、白馬村の場合は歳出合計が６２億１,５００万のところで、商

工費が４億８００万ですね。箱根町のほうは、およそ歳出合計１００億ですね、９９億です。商工

費が４億４,２００万、やっぱり比率に対して白馬村は多いと思うんですが、いかがでしょう。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  何をもって比率が高いというのかは、ある１つの町と比較して白馬村が高い

低いというのは、ちょっと私は理解できません。じゃあ、観光に予算を傾けなくていいのかという

論議にもなりますので、必要に応じて予算化して事業執行しているという認識に立っております。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  私が申しているのは、先ほど課長にお聞きしましたように、課として箱根

町の場合、こういった統計にお金を使っているかというところをお聞きしたと思います。お金使っ

ていましたか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  さっきもお答えしましたけど、委託料とかそんな形で、統計に特化して支

出していることはありませんでした。人件費はもちろんかけています。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  それに対して白馬村の場合は、令和２年度の予算でいいますと、来訪者調

査分析等委託料、これ毎年これぐらいの金額出しているんですが、ＪＴＢＦのアンケート調査です

よね、これに３２０万４,０００円。また、令和２年度の新規事業ですか、推進交付金委託料として

７１５万円ということで、昨年は、これドコモモバイル空間統計ですよね、そこで昨年は２５０万

出していて、宿泊日帰り客員数を調べ、ことしは移動分布調査をするということなんですよね。こ

れをしなければいけないと思った、どんなデータが欲しくて、どういう事業につなげるためにこの

調査をやられるんでしょう。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  そうですね、箱根町を例にとっていえば、あそこはしっかり積み上げのデー

タで、実態に近い数字を把握しております。白馬村でもそういうような数字が欲しいんですけども、

すぐに積み上げ、実態に近いというのは取得できないのかなというような判断のもとモバイル空間

統計、昨年実施してみたところ、非常に精度の高いというんでしょうか、実態に近いものであると
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いうふうに認識がしましたので、令和２年度はそれを少し拡張してやりたいというふうに考えまし

た。 

 その中で、移動のデータ、それから分布のデータというものもとっていきますので、お客様の白

馬村に来る前、来た後の行動はしっかりととれるようになりますし、白馬村、村内での分布、移動

のデータというのもとることができるようになります。 

 それによって、今現在、いろんなアクティビティーとか地方創生交付金事業を使って、新たな拠

点もできます。そういった事業の評価もしたいと考えておりますし、分布、移動に、データであぶ

り出してきた、今足りない部分みたいなものもあぶり出てくるのかなと思っております。 

 そういったものを、プロモーションであるとか、村内のお客様を受け入れる環境づくりに役立て

ていきたいなというふうに考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  今の答弁ですと、積み上がっていないから、これから積み上げていくんで、

それのベースにするんだというようなニュアンスだったかと思いますけれども、このＪＴＢＦのア

ンケート調査はもう大分前からやっていますよね。何も積み上がっていないんですか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。 

観光課長（太田雄介君）  今ちょっと最後のほう聞き取れなかったので、もう一度お願いできますか。 

議長（北澤禎二郎君）  はい。 

第５番（伊藤まゆみ君）  すみません、何も積み上がっていないんでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  これまでやっていた夏季・冬季の来訪者調査というのは、しっかりと、積

み上がりというのかな、見えてきた部分はあります。それは、先ほど申し上げたとおり、お客様が

この地域で滞在するに当たって、満足度が低い項目が浮かび上がってきております。それをしっか

りと施策に結びつけているところで、活用しているのかなというふうに捉えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  ３つ目の平成２９年３月付の調査結果なんですが、ちょっと皆さんのお手

元には行っていないかと思いますけれども、それの３０ページに「情報源について」という白馬旅

行の情報源ということでデータが出ています。これは大分前の、もう何年も前のものですが、２９年

ですので、３年、２年くらい前になりますか。ですが、ここで一番多いのが、前もあれしたかと思

うんですが、家族、友人からの口コミというのが一番多いんです。その次がウエブサイトで、今回

の白馬旅行の情報源を見てみると、ここにＪＴＢＦさんのコメントだと思うんですが、分析が書い

てありまして、「情報源を見てみると、家族、友人が最も多く６０％、次いでウエブサイトとなっ
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ており、旅行者自身で情報収集、旅行手配をしていることがうかがえる。いかに来訪者の満足度を

高め、よい口コミを広げてもらえるかが肝心である」。ここで、満足度を高め、よい口コミを広げ

るのは、どこが一番やるべき箇所といいますか、業種といいますか、だと思われますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  来訪者の満足度を高めるという点では、お客様と接する、受け入れる全て

の施設、事業者になろうかと思います。それを口コミの、広げるというのはお客様同士なんですけ

ども、そのきっかけをつくってあげるとすれば、フェイスブックとかインスタグラム、そういった

ものによる情報発信をやるのは白馬村観光局の大きな仕事だろうと思っております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  私、情報は、人間の体でいうと血管かなと思っているんです。ある器官に

血液を運ぶ、それでようやく体が機能する。情報が回らないと、各事業所さんとかうまく回ってい

かないんじゃないか、うまい循環ができていかないような気がするんです。例えば、来訪者の満足

度を、家族、友人の口コミが一番多いんだよというようなことを、例えば宿泊業者の方たち、観光

局を通してそのようなことを伝えていただけているようでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  全ての事業者にっていうところまでは、ちょっと疑問符が残るんですけれ

ども、大きなスキー場であるとか、大きな宿泊施設なんかは、口コミの影響度というのが高いとい

うのはしっかりと認識して、同じように情報発信には力を入れていただいております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  大きなところに情報を流せばいいってもんじゃないと思うんです。白馬村

は、こういうふうに自営の方が多くいらして、それでそういう人たちはかなり苦戦していらっしゃ

います。こういったことをこういうふうに、こういうデータがあるよというのをちゃんと教えてあ

げる、そのことだけで皆さん、かなり考えが変わると思うんです。だから、施設が古いとか、この

形態ではお客様が呼べないとかじゃなくて、もっとお客様にいわゆるおもてなしをすれば、お客様

は来るんだよといったようなことをすれば、私は白馬の、もっと評判はよくなるんじゃないかなと

思うんですが、それを観光局に指導するのは観光課だと思うんですが、そういったことはされてい

ますでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  ちょっと観光データというところとかけ離れてきちゃって、ちょっとお答

えできないのかなと思うんですけど、私の考え方だけちょっと申し上げさせていただきますと、そ

もそも観光局って、官民連携で、事業者のサポートっていうんでしょうか、事業者に情報を渡して
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それを生かす、そのサポートを、生かし方を一緒に伴走していくようなこともイメージしておりま

す。 

 それを観光課が主導しているのかというふうなご質問なんですけど、指導する側、される側とい

うような位置関係ではなくて、ともに取り組んでいかなきゃならないのかなというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  観光局のほうにデータを送るために私は集めるというふうに思っていたも

のですから、これがあるんだ、一緒に分析するっていうこと、すごく大切だと思うんです。 

 それと同時に、今回のドコモモバイル空間統計ですか、こちらをどういうふうに扱う、利用する

のかわからないんですが、これ、本当に生きて、どのように生かしていくかという、やっぱりこう

いう事業をやる上では、どういうふうに生かす、何が欲しい、どういったデータが欲しいというの

がないと生かせないと思うんです。これ、もう一度お聞きしますけども、どういう経緯でこれをや

るに至ったんですか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  きっかけは、日本版ＤＭＯに登録する、観光局が登録する一つの要件とし

て、観光地延べ宿泊者数か、ですかね、が一つの火つけピアになりました。それを取得しようとい

うところから取り組みました。 

 ただ、それ以降、いろんな情報技術が進展していって、数だけではなくて、外国人も含めて出入

りの行動、移動、それから村中の分布というようなものを取得できるようになりましたので、それ

を村としてしっかりとろうということで、村の事業として実施することにいたしました。 

 ですので、観光客の移動と分布、これを分析した上で、どんな部分が足りていないのかというも

のを観光局中心に、観光課も一緒に考えながら事業を進めていく、そんなことを考えています。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  そうすると、ＤＭＯを申請するに当たって、そのデータがなかったという

ことで、こういう言い方したら申しわけありませんけども、そのレベルに達していなかったという

ことだと思うんです。なので、やはりそういった基礎的なことを積み上げて、やっぱりその場、そ

のタイミングが来たらやるというのがよかったんじゃないかと思います。 

 私の知るところによりますと、このドコモモバイル空間統計、こちら、ドコモの営業から提案が

あったと聞きました。やはりそういった提案があってやる、それに飛びつくというのは、ちょっと

これからやめたほうがいいんじゃないかなって私思いますが、どうでしょう。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 
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観光課長（太田雄介君）  提案があってすぐ飛びついたんではないです。提案があって、しっかりと

中身を理解して、その先の私たちが取得したいデータ、それから、その先の事業展開というものを

すり合わせて、必要だというふうに考えて、それで事業化することに決定したところです。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  そうしますと、事業展開がある程度想定できているということでよろしい

でしょうか、よろしいですか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  具体的な事業までは、まだ取得していませんので、取得して出てきたとこ

ろでそれを事業化するという。事業を展開していくということを考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  それでは、このデータ、本当に生かしていただきたいと思います。これ、

元気づくり支援金を使っているということで、予定では３年くらい続けるんじゃないかというよう

なことを聞いております。やっぱり幾ら県から来るといっても、皆さんの税金ですので、無駄にな

らないように、今後は箱根町のように、自分のところで全部データがそろうというような形にぜひ

していただきたい。これをすることによって、住民との距離が近くなって、住民との信頼関係が生

まれる、私、そのように思います。そういう役場であってほしい、本当に切に願っております。 

 あんまり時間もありませんので、次に移らせていただきたいと思います。 

 ２つ目です。緊急経済対策についてであります。 

 今まで経験したことのない暖冬・雪不足に加え、中国で発生した新型コロナウイルスの感染拡大

により、３月に集中している数々のスキー大会、イベントは中止を余儀なくされました。 

 このウイルスによる経済への打撃は、スキーシーズンだけにとどまらず、５月の大型連休、グリー

ンシーズン、また２０２０─２１のスキーシーズンのインバウンドの入り込みにも暗い影を落とす

のではないかと懸念され、大糸タイムスの言葉をかりれば、「主幹産業が観光である白馬村は試練

のとき」を迎えています。 

 村は２月２７日に第２回経済動向に関する関係者連絡会議を開き、緊急経済対策として観光需要

を喚起する支援と、事業者負担の軽減としての利子補給支援を提示いたしました。そこで次につい

て伺います。 

 １、支援総額２,０００万円、支援額４分の３以内、４００万円の根拠は。 

 ２、連絡会議出席者から出された支援額の４分の３を撤廃してほしいとの要望への回答はいつま

でにするのか。 

 ３、運転資金借入の利子補給を滞納者に対してもしてほしいとの要望にどう応えるのか。 
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 以上です。よろしくお願いします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  伊藤まゆみ議員の２つ目の緊急経済対策について、３項目で質問をいただいて

おりますので、順次答弁をさせていただきます。 

 １点目と２点目の経済対策の支援の内容についてのご質問は関連がございますので、あわせて答

弁をさせていただきます。 

 本定例会招集の挨拶の中でも触れましたが、この冬の暖冬と雪不足、これに追い打ちをかけるよ

うに新型コロナウイルスといった新たなリスクも発生をしており、残るシーズンを考えると、また

今後の旅行マインドの冷え込みも想定すると、観光産業の受けるダメージは大きく、関連事業者の

経営環境はますます厳しさを増すであろうと予想し、村では村内観光需要を喚起するため、あわせ

て関連事業者の負担を軽減するため、これらを両輪とする緊急経済対策を実施することといたしま

した。 

 この緊急経済対策は、２月の臨時課長会議で内容を協議をし、その結果を議会の皆様、白馬村観

光局の理事の皆様に説明をし、ご意見を伺い、それを反映した上で２月の２７日に開催をした第２回

経済動向に関する関係者連絡会議において発表し、ご説明をしたところであります。 

 観光需要を喚起するための支援総額と補助率の根拠についてでありますが、この支援策は台風

１９号により落ち込んだ県内観光需要の早期回復を狙った「がんばろう！信州観光キャンペーン」

を参考に、内容を組み立てました。 

 このキャンペーンの一つであった地域や事業者等との連携事業では、総事業費が２,０００万円、

補助率が４分の３以内、上限額が４００万円であり、この事業に対しては多くの応募があり、新型

コロナウイルス感染症の影響を、開催を自粛をしたが、白馬村観光局も、アウトオブキッザニアイ

ン白馬開催事業として支援決定を受けており、県内の各地は県の取り組みを高く評価をしておりま

した。 

 そのため、白馬村でも県事業と同様に、支援総額を２,０００万円、補助率を４分の３以内、上限

額を４００万円に設定をいたしました。 

 ２月の２７日に開催をした関係者連絡会議において、緊急経済対策の内容をスキー場や観光協会

等の関係者に説明をしたところ、４分の３以内とした補助率を上げてほしいとの要望が出されまし

た。その要望に対しての即答はできませんでしたので、村と局で検討して、後日お知らせをすると

し、検討の結果、補助率を４分の３から１０分の９へ変更をすることとし、３月の２日には関係者

の皆様に通知をしたところであります。 

 補助率を変更した理由でありますが、暖冬と雪不足に限らず、新型コロナウイルス感染症という

新たなリスクの発生により、経済対策の検討を始めた２月上旬とは大きく状況が変っており、経営

環境はかなり厳しさがあると認めたためであります。 
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 最後に、利子補給の対象者は、対象資金の融資を受けた者についてお答えをいたします。 

 対象資金は、長野県の中小企業融資制度で定める資金と、日本政策金融公庫が取り扱う小規模事

業者経営改善資金でありますが、これらの資金は未納がない申込者が利用できる制度資金であるた

め、申込時に未納がある時点で借り入れ対象とはなりません。制度的に未納がある者は、資金を利

用できないこととなっておりますので、利子補給の対象者になり得ないということになります。 

 以上、伊藤まゆみ議員の２点目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。伊藤議員、質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  今、ご答弁いただいた中で、支援額の４分の３以内を１０分の９に変更さ

れたということと、２,０００万円は、県の台風１９号による県の「がんばろう！信州観光キャンペー

ン」を、同じようにやったというふうに言われたかと思います。 

 白馬村の場合、４００万円の上限で２,０００万というと、もし皆さん、４００万円ということに

なると５件になるんですが、この実施計画書を提出していただくかと思いますけれども、この審査

基準というのは出ているんでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  審査基準ですけれども、もちろんその事業がこの要綱に、要綱というのは、

こちらでこういう事業に使ってくださいというものに合っているのかどうかというのはもちろんあ

ります。 

 その上で、幾つか指標を設定してくださいというふうにお願いをしております。１つが利用者数、

それから消費額、この２つは必ず現状はこうです、それから、この事業をやることによって、これ

だけ増加を計画していますというようなものを記載していただくようにしております。その部分が

１つ評価の項目になってきます。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  ぜひ、皆さんに公表していただきたいというのと、あと、この前の３月の

５日ですか、一次、この冬の支援に対するものは締め切られたと思うんですが、そのときに応募者

がいなかったと。次は、４月１５日かと思いますが、これは早い者勝ちになるんですか。それとも、

後から来た人に、早い者勝ちというか、その内容によるということなんだとは思うんですが、この

４月１５日で、例えば、コロナが収束するとは思えないんですが、その後も何か考えていらっしゃ

るのかということをお聞きしたいと思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  これ以外の追加対策を考えていますかというようなご質問という理解でお

答えさせていただくと、今、このテーマになっている経済対策は、主に暖冬と雪不足を、何ていう

かな、主因にするものに対する対策でありました。その後、２月の下旬になって、イベントの自粛
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とか臨時休業の要請、それによって確実に３月の宿泊施設、それからスキー場なんかも落ち込みは

出てきているというふうにお聞きしております。 

 ですので、今ここですぐにやらなければならない事業もありますし、コロナの収束後にやらなけ

ればならないような事業も出てこようかと思います。そのあたりは、それぞれコロナの影響、それ

から村内経済の状況というのも注視しながら、臨機応変に対応していく予定にしております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  ちょっとお聞きしたところによると、長野県がやった「ふっこう割」とい

うキャンペーンがあったかと思いますが、そのようなことを予定しているようなことをちょっと耳

に挟んだんですが、そのようなことはありますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  まだ具体的なお話をする段階には来ていないんですけども、現状、非常に

この３月に入って、先ほど申し上げたとおり、とても観光施設、観光事業者、厳しい状況にあって、

春を待てないというような状況もお聞きしておりますので、「ふっこう割」っていうんでしょうか、

宿泊を伴う旅行を喚起するような取り組み、今考えているところであります。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  長野県のこの「ふっこう割」というのは、単なる宿泊割ではなくて、交通

とセットとかスキーパック、道の駅で買い物というものが、ある程度パッケージで出ているみたい

なんです。そのようなことをお考えなんでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  宿泊を伴う旅行ですので、ここで楽しむ、例えばスキーシーズンであれば、

スキー場のチケットとか、そういったものも一つ考えるべき選択肢かなというふうに思っています。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  このコロナって、支援を必要とされるのは何も宿泊業者だけでなくて、飲

食、交通、全てだと思うんです。その方たちが、少しでも恩恵が受けられるようなパッケージにし

ていただければなと思います。 

 それで、お配りしてあります資料なんですけども、恐らく長野県もそうなんですが、旅行会社と

かＯＴＡのほうに割と「ふっこう割」がみたいなものが流れる傾向にありまして、それで白馬村の

特徴なんですが、ちょっと幾つか間違っているところがあるんですが、ちょっと無視していただい

て、リピーターさんが多いというのが１ページ目の左上なんですが、結構な、６８％くらいリピー

ターさんがいらっしゃると。それで、右のほうの白馬村へ累計来訪者数というのも、「今回初めて」
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も多いんですが、「１０回以上」の方が多い。一番ちょっとあれだなと思ったのは、その左下のほ

うですね、「同行者について」というところなんですが、ご夫婦が多いんです、カップルというよ

り。ご夫婦というのは、やっぱりある程度シニア層だと思うんです。その次が友人や同僚との旅行。

それで、次の右下のほうが宿泊日数が１泊で４６.１％。裏のほうに行きまして、見ていただくと、

ここが何か予約の方法というのが、「直接施設に電話して予約した」、「宿泊施設のウエブサイト

で予約した」、これを合せると直接宿泊施設に予約する、この傾向に多くある。すなわちリピーター

さんが多いこと、同じ宿に来るということだと思うんです。 

 それで、無回答もすごく多いんですが、旅行会社とかＯＴＡが１９.８％と、これ２０％弱にとど

まっているんですよね。そうすると、大きな旅行会社も、これを頼る方たちもいらっしゃるでしょ

うけれども、リピーターさんを抱えていらっしゃるところ、かなり多いと思うんです。 

 なので、これを、先ほど今までデータを生かしたことないというようなことをおっしゃっていま

したけども、こういうふうに何かを、キャンペーンだとか張るときに、こういったのをもとにして

やるのがいいんじゃないかと思いますが、これ見たときに、どこにどういうふうなキャンペーンを

張ればいいって思われますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  確かにリピーターが多いので、そこへの働きかけというのは、確かに有効

だなというふうに思っております。 

 一方で、新たなお客様を開拓していかなければならないということ、それから、冬、夏に偏らな

い入り込みを確保していかなければならないということを考え合せますと、リピーターは大事でし

ょうけど、オンライン・トラベル・エージェント、ＯＴＡを使って新たなお客さん、例えばスキー

に興味を持っている方とか、あとは移住、来訪したことがある方とか、そういう対象を絞り込んで

プロモーションを打つことができますので、そういった部分で新たなお客さんも獲得するような仕

組みが必要かなというふうに、今、見て感じました。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。伊藤議員の質問時間は、答弁も含めあと７分です。質

問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  私これ、夏季来訪者ということで、別にサマーシーズンといいますか、１カ

月半とか２カ月に限ったことではないんじゃないかなと思って見ていますけれども、ちょっとまだ

具体的にはチェックしていませんけども、私、これ見たときに、ご夫婦でいらっしゃる方が多いの

ならば、この方たちに１泊じゃなくて、２泊、３泊泊まっていただく、そういったものを用意する。

それがしかも、例えば、忙しいシーズンを抜かして来ていただく、そういったのが考えられるんじ

ゃないかなと思ったんです。 

 やっぱり先ほど申しましたように、私、旅行会社とかＯＴＡを否定するわけではありません。そ
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れは、確かに一見さんも大切だと思います。でも、一見さんに来ていただくのと、リピーターさん

に来ていただくのでは５倍違うといいます。５倍浪費する、金銭面だとか、精神的な面でも大変だ

ということを聞きました。来ていただきやすいのは、リピーターさんだって言っていました。では、

そのリピーターさんをどうやって友達を連れてきていただく、家族を一緒に連れてきていただく、

そこにつなげるかということだと私は思っています。 

 あと、しつこいようですけど、まだコロナが収束するのがいつかわかりませんので、宿泊施設に

こういったことをやると、ぜひ、リピーターさんに来ていただくような、それで１泊、２泊余分に

していただくような、そういった方策をとってくれと、そういうアイデアを考えてくれというふう

に観光局を通していただくことは可能でしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  追加の経済対策として考えているのは、もちろん村観光局、それから宿泊

施設含めて、今、内容を検討しておりますので、また決定次第お知らせさせていただきたいと思い

ます。 

 ただ、しっかりと関係事業者の方とお客さんを見ながら取り組んでいるというところでございま

す。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  県のこの「ふっこう割」なんですが、説明会６回やったそうです。それで、

１０月の１５日くらいですか、そのときに台風があって、それから、国からの政策パッケージが提

示されてほぼ１カ月弱でこういうのをやったそうなんですが、皆さんになるべく知っていただくと

いうことで、それ６回やって、その後、そのほかは市町村の観光課を通してやったということなん

ですが、そのあたりのことは皆さんご存じだったんですか。ちょっと私、すみません、アンテナ低

かったものですから、知らなくていたんですけども、これ、どんな形で皆さんに知らせていただい

たんでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  県の「ふっこう割」は、メニューはＯＴＡとの取引のあるところが対象に

なっていました。ＯＴＡの取引のない施設については、村の観光課で県の、長野県観光機構だった

ですか、県の機関と結びつけるような取り組みをしておりました。 

 実際、白馬村の中で、ＯＴＡと全然取引のない事業者っていうのは、数少ないと思います。白馬

村の観光課に問い合わせがあったものも、二、三件でありましたというのが状況であります。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  県の「ふっこう割」事業者一覧表の中に、宿泊事業者というのはありまし



－79－ 

て、この中に白馬村も何件か入っています。やっぱり必ずしも旅行会社とかＯＴＡとつながりのあ

る方が、ばっかりではないですので、ぜひ、丁寧にやっていただきたいなと思います。 

 じゃないと、やっぱり観光課とか観光局、何してんのって、懇談のときも出ましたけど、そうい

うふうに言われてしまう可能性がすごく多いんだと思うんです。やっぱりここが本当に、ここをど

う乗り切るか、どうやって一体となって頑張るかというところで、かなり信頼感を回復できるので

はないのかなと思います。 

 それであと、この４月に固定資産税が１期目の納付があると思うんですが、税務課のほうではど

のようにお考えですか、大丈夫と考えていらっしゃいますでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。横川税務課長。 

税務課長（横川辰彦君）  税の関係につきましては、税法で減免ですとか猶予、そういったものにつ

いては規定がなされております。 

 神城断層地震のときもそうだったんですけれども、税の納期については告示によって延長ですと

か、そういったこともできます。 

 ですので、４月の納期を５月に移動すると、延長するという事務処理は可能ではありますが、こ

こら辺の判断は長のほうの判断ということになりますが、事務処理としては可能であるということ

で、税務課のほうのお答えとさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。伊藤議員。 

第５番（伊藤まゆみ君）  滋賀県の野洲市というところなんですけども、滞納の方をどういうふうに

扱うかといいますか、そういうことでかなり滞納を減らしているという市であります。有名なとこ

ろらしいんですが、生活再建課とか、市民生活相談課というのをつくって、どんな税を皆さん滞納

しているか、一括に何を滞納しているかというのをまとめて、しかもその後、生活上の課題を見つ

けてつないでいくということをしているんです。ぜひ、例えば病気がある場合は、病院と連携して

家族と調整するとか、過払い金があるときは専門家につなぐとか、失業しているとハローワークと

連携して就職してもらうとか、それで徴収をすると、それを待つ、そういう形にしているようです。 

 今後ちょっと、税金の滞納、やっぱり宿泊施設は固定資産税が大きく来ますので、ぜひ、そうい

った形で野洲市の取り組みを検討していただければなと思うんですが、いかがでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。横川税務課長。 

税務課長（横川辰彦君）  野洲市の関係ですけれども、生活困窮者に対するものについては、地方自

治体としてのトップを走っている対策をとっているところであります。税務課のほかに、納税推進

課、市民生活相談課という形で、その中には債権管理条例をつくって一括でやっていると。そこの

債権管理条例の部分については、自治体の抱えている市債権の部分、例えば給食費ですとか、そう

いったものを議会の議決を経ずに債権放棄ができるというところで、スムーズにそういった方の債

権を市町村が処理できるというところをもくろんでいる、それは、生活困窮の一つの施策であると
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いう部分であります。 

 人口６万の市ですので、なかなかそこら辺のやり方、白馬村は体制はとれないんですけれども、

やり方については勉強させていただきたいと思います。 

 ただ、税法には、既に生活困窮をさせるような差し押さえの禁止ですとか、困窮者の滞納処分の

執行停止というものは法律で定められておりまして、税務課は粛々とそれを行なっておりますし、

福祉の部門にも、そういった生活状況はどうですかということは、小さな村ですので、小回りよく

やっているというところであります。 

 逆に債権管理条例をつくることによって、全てその他のものも一元管理するということで、専門

部署ですとか、事務が繁雑になるという部分があって、ちょっと小さな村では荷が重いのかなとい

うようなことは感じております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  質問時間が終了しましたので、第５番伊藤まゆみ議員の一般質問を終結いた

します。 

 ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午前１１時０３分  

再開 午前１１時０８分  

議長（北澤禎二郎君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第７番加藤亮輔議員の一般質問を許します。第７番加藤亮輔議員。 

第７番（加藤亮輔君）  ７番、日本共産党、加藤亮輔です。日本全国が、新型コロナウイルスで蔓延

して、非常な影響、生活スタイルを非常に変えらせられるというような状態までになっています。

白馬村についても、今後、４月２日の聖火リレーとか、それから５月４日の塩の道祭りとか、そう

いうイベントが中止にならないように、早く収束していただきたいと願っています。 

 それと同じような感じで大きな問題であるものを２つ、今回質問させていただきます。よろしく

お願いします。 

 １番目として、気候非常事態宣言の具現化についてです。 

 ２０２０年、気候変動による降雪量の異常な減少で始まりました。また、数年前から異常気象、

自然災害の巨大化が多発しています。 

 このような状況の中、昨年、高校生から提案され、村も気候非常事態宣言を行ないました。今後

は宣言に沿って、村から雪がなくなる前に具体的に何をするかが問われています。 

 私は以前から、ＣＯ２削減のために、化石燃料エネルギーから自然に優しい再生可能エネルギー

である小水力発電事業を再三提案してきましたが、今年度も予算に計上されていません。 

 そこで２点質問をします。 

 １つ目、村長は気候非常事態宣言の中で、他の自治体の模範となるような取り組みを実施すると
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内外に発信しました。どのような取り組みを計画しているのか、その内容を伺います。 

 ２点目、国内観光客が減少する中、冬のインバウンド事業が村の経済を助けています。その外国

人観光客の目的の一つは、パウダースノーです。降雪量、雪質は村を存続する大切な自然の営みで

す。この重要なパウダースノーを永続させるため、宣言にも書いてあるように、村として何を行な

うのか、何をやりたいのかを伺います。 

 以上２点、よろしくお願いします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  加藤亮輔議員の気候非常事態宣言の具現化について、２項目の質問をいただい

ておりますので、順次答弁をさせていただきます。 

 最初に、他の自治体の模範となるような事業を実施すると内外に発信をしたが、どのような取り

組みを計画をしているのか、この内容の質問でありますけども、以前からと現在の取り組みとして

は、県のモデル事業として建設をしていただいた平川小水力発電やＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ、賢い

選択の宣言前から、ＥＶ関係団体が主催をし、２０１９年で第６回となるジャパンＥＶラリー白馬

によるＥＶ車の啓蒙事業の後援をしており、現在は村主催事業にシフトをし、ＥＶ自動車の普及に

向け、発展的な展開となるよう事業を進めております。 

 最近では、平成３０年度に公共施設への木質バイオマス設備導入可能性調査を実施をし、予算を

お認めいただければ、令和２年度において庁舎村民ホールに木質バイオマス設備導入を予定をして

おります。 

 そのために、今年度は、村有地の支障木を利用し、薪の加工をして庁舎中庭に保管をし、今後を

見据えた木質バイオマス普及に努めてまいります。 

 小水力発電については、藤本元太副村長の発案により、庁内有志職員による小水力発電研究会が

設置をされ、報告書の提出を受けました。小水力発電は環境負荷が少なく、長期的視点では導入費

用の回収も見込めるとともに、若干ですが雇用にもつながります。 

 しかし、初期の導入費用が高過ぎること、導入まで３年から４年要すること、補助事業が先細り

であることが課題であります。 

 そして、導入可能性の調査費用、１,０００万円強の設備費用、３,０００万円弱の建設費用から、

費用、３億から４億円、建設後の維持管理費等の資金のほか、プロジェクトファイナンス、キャッ

シュフロー等、会社経営の知識も必要となり、現実的には村の直営は難しいと思っております。 

 行政の役割としては、村民意識醸成や、村内企業と村外企業のマッチング、自然電力小売会社が

村内に設立をされた場合は、出資をすることも行政ができることの一つであるというふうに思って

おります。 

 このような中、大北地域気候変動対策セミナーが２月２３日に開催をされ、講師からは気候変動

対策への取り組みについては、まずは関心を持つ、なぜ現在のような状況になったか、周りの人と
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話す、発信をするなど、お互いに意識や認識をすることが大事であると申しており、私もまさにそ

のとおりであると再認識をし、そこから進めるべきだというふうに考えております。 

 これらを含め、今後の取り組みとして、白馬村再生可能エネルギーに関する基本方針等連絡協議

会設立準備会を設置をし、この中で地域の特性を最大限に生かした再生可能エネルギーの利用・活

用について、官民でできることを話し合うことを考えており、次のステップとして、これら具現化

に向けた発展的な再生可能エネルギー協議会設立への移行に向けて、社会情勢もありますが、でき

れば年度内に一度設立の準備会を開催できればというふうに考えております。 

 次に、パウダースノーを永続をさせるための村の取り組みについてでありますが、良質な雪、豊

富な天然雪、天然の粉雪は、世界のスキーヤーから、ジャパンパウダーを略して「ジャパウ」と評

価されております。 

 あるスキー場が作成をした資料では、降雪量とスキー場の利用者の推移をグラフ化をして、温暖

化による雪の降り始めが遅くなっていること、これに応じてシーズンが短くなり、利用者数も減少

をしているということが一目でわかります。特にこの冬のシーズンは、スキー場下部のゲレンデオー

プンできないといった深刻な状況にあります。 

 温暖化による影響が深刻化する中、スキー場上部のゲレンデ開発を望む声もお聞きをしますが、

スキー場の上部は国立公園第１種の特別地域に指定をされており、地域内の行為は厳しく規制をさ

れています。 

 ご質問の村としてできることでありますが、気候変動に対するためのスキー場を、上部開発を県

とともに研究をすることから初めてまいりたいというふうに考えております。 

 １点目の質問に対しての答弁をさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。加藤議員、質問はありませんか。加藤議員。 

第７番（加藤亮輔君）  どうも答弁ありがとうございます。では、再質問をさせていただきます。 

 まず最初に、気候非常事態宣言を出したということで、このことについては私も大賛成という考

えです。また、そういう立場です。 

 それで、村長は、この非常事態宣言を出すという、なぜ出したのかなというところを考えて、そ

れから村の取り組みなどもちょっと考えてみます。 

 まず最初に、やっぱりこの村は気候、特に冬というシーズンを非常に大切にし、それで皆が生活

をしているというような側面が非常に強い村だと思います。 

 そういう中で、２００９年に、白馬村地球温暖化対策地域推進計画、これは、京都宣言もありま

して、こういうものをつくられたと思うんですけど、その後、２０１７年に地球温暖化防止対策の

ための国民運動、ＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥにも素早く賛同して宣言したと。そして、２０１９年の、

去年の１２月に気候非常事態宣言を行い、また、ことしの２月にはゼロカーボンシティの宣言を行

なったと、そういうふうに非常に重要だということは認識されていると思います。 
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 そういう中で、ことしの予算を見ると、総額６０億の予算でした。その６０億の予算の中で、地

球温暖化対策事業に６８８万円計上して、二酸化炭素排出抑制事業委託料に４５０万円計上してい

ます。この委託料の中身をまずお知らせください。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまの令和２年度におけるＣＯ２削減の委託料の内容について

ご説明をさせていただきます。 

 まず、２年度の委託の内容につきましては、現時点で考えておりますのは、ＥＶ車両のシェアリ

ングサービス、それとＥＶの体験教室、それともう一つはＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥの新聞の発行と

いうのが柱に考えております。 

 ただ、この事業につきましては、環境省から補助金を受けております外郭団体が、いわゆる事業

の募集をかけるということになってまいります。例年で申しますと、４月早々に募集をかけて、そ

れに対して要項が示され、手を挙げるという形になりますので、現時点ではあくまでも、細かい内

容については示されておりませんので、昨年と同様の柱で現在の組み立てをしているということで

ございます。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。加藤議員。 

第７番（加藤亮輔君）  内容は、概要はわかったんですけど、もう少し細かく聞いていきたいと思い

ます。 

 それで、この６８８万円という額は、この宣言を出していない昨年度大体同額なんですわね。こ

の宣言を出した、そしてまたゼロカーボンの宣言も出したと。村としては、この宣言を出して、や

はり新しい事業を行なう、新しい対策を考えているというところが、非常に見えない予算案だと思

うんですけども、ただやったのはＥＶ自動車を活用する、パワームーバーは６０万円の購入、これ

だけが導入されたというふうな感じなんです。 

 だから、村長がまず、高校生それから村、村民からの要望で非常事態宣言を出したと。そういう

中で、これは９月なんですけど、それでこの予算が決まる１月下旬まで３カ月、４カ月あったんだ

けど、この中で新規事業をやるとか、村長自身のＣＯ２削減とか、自然エネルギーの活用とか、そ

ういうアイデアの具現化とかを、担当課とか自分のアイデアを具現化するそういう指示は行なった

んか、行なわないのか。去年のままの予算でいいと、宣言は宣言、事業内容は事業内容というよう

な感じにいたんか、その辺のところを、お気持ちをお聞かせください。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  私のほうから事務の流れについて答弁をさせていただきます。 

 村長からは、まずは宣言をして、どういう行動を起こしていくのかというものについて、しっか

りと取り組みを考えろという指示をいただきました。 
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 まず、この環境問題につきましては、パターンが幾つかあります。それは、議員もご質問の中で

触れておりました小水力であったりとかの、いわゆる施設等の調達の部分、それと、販売等を行な

っていく自然電力、これも地域として考えられる分になります。当然のことながら、社会循環とい

うものもありますので、大きく３つの柱になろうかと思います。 

 ここら辺につきましては、単なる施設を整備するだけではなく、そこら辺の社会構造自体につい

ても考えろという指示をいただきましたので、この辺につきましては、先ほどの村長の答弁にもあ

りましたとおり、いきなり協議会組織という部分よりも、いわゆる連絡、設立の準備会的なもので

いろいろと集まっていただき、意見交換を重ねながら村のあるべき取り組みというものも定めても

いいんではないかというところが、この辺については県の環境課からもご指示をいただきまして、

あわせて村長からも指示をいただき、設立準備会というものを立ち上げる予定としております。 

 これについては、いきなり費用等の発生ではなく、勉強会的な位置づけからということで考えて

おりますので、現時点で２年度における予算計上というのはしてございません。 

 あと、先ほどの答弁にもありました庁内の小水力の活用につきましても、やはり小水力というも

のでいくと、イニシャルコスト、それとランニングコストが非常に高上がりになるということから、

マイクロ水力、この辺についてももう少し庁内で議論、またはメーカー等のご意見も聞きながら、

本村におけるどういうものができるのかというものの下調べ、これが令和２年度のスタートという

ことで、スタート自体はスモールスタートになるかもしれませんが、議論の中ではいろんなものを

重ねろという指示をいただいておりますので、その辺に取り組んでいるという流れで、現在、作業

が進められているということでご理解をいただければと思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。加藤議員。 

第７番（加藤亮輔君）  やはりもう少しスピードアップをすべきだと思うんです。それで、ＣＯ２の

削減についても、もう長年ずっと言われている課題。ただ、時代の途中には、余り問題にならない

時代もありましたけども、もうこれは、４０年、５０年前からこの問題については何とかしなけれ

ばいけないというふうに言われてきた問題と、私は認識しています。 

 それで、こういう宣言をしたという、やっぱり責任もある。この宣言を出したのは、全国で３番

目の早さでした。ですから、それに沿ったやっぱり実施、事業計画が必要だと私は考えます。 

 それで、まず最初にやってほしい、やらなければいけない、村民からもいろんな要望が出ている

一つに、温室効果ガスのＣＯ２削減のために提案されているごみの削減を大きくする、生ごみの堆

肥化の問題があります。これは、同僚議員も、それからいろんな、私以外にも提案しています。今

現在でも、わざわざ車を使って大町まで生ごみを運んで、その生ごみをまた油を使って燃やしてい

るというのが今の現状です。ここのところを、やはり堆肥化に向けた新しい事業化をしていく姿勢

を示すとか。 
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 そして、もう一つは、先ほども言いましたように、地球温暖化の対策推進計画をつくったときに、

こういう誰でもできる、「みんなでとめよう地球温暖化」という冊子をつくって、各家庭に配りま

した。これつくってから、もう１０年もたっています。内容を見ても、今の時代ちょっとずれてい

るかなという内容ですから、これを２０５０年のＣＯ２削減、ゼロを目指すゼロカーボンシティの

宣言の具現化の一つとして、やっぱりゼロを目指すには村民の協力なくしてはやれない。村民にお

知らせするっちゅうことは非常に重要だと思います。 

 村長も、１２月のときに「１人の１００歩より１００人の１歩が重要だ」というようなことを述

べていました。こういう具体的に予算をとって事業をしていくという姿勢が、私は重要だと思うん

です。 

 その準備会をつくっていろいろやっていくっちゅうのは、両輪でやっていくことは、私は非常に

いいことだと思いますけども、まずやらないけないことをスピード感を持ってやってほしい、そう

思うんですけど、とりあえず今２つの提案をしましたけど、どのようなお考えかご見解をお願いし

ます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  加藤議員からの再質問でありますけども、１２月の４日の宣言のときにも、私

のほうから議会の皆さんに一体に何をやるのかと、そんな質問をいただきましたが、まずはみんな

で村民一人一人がこの異常気象、こういったことを再認識することから始めることが大事じゃない

かということを発言をさせていただきました。 

 そして、先ほどの答弁にもありましたが、２月の２３日、加藤議員は出席はしていただいたと思

いますけども、大町のほうで大北の地域気候変動対策のセミナーが開かれ、講師の方々から、まず

は関心を持ってもらうことだと、村民一人一人が、そういった気候変動ということに関心を持って

もらうことが、まず初めの一歩だと、こういうことを言われ、私も本当にそのとおりだというふう

に認識をしたところであります。 

 そして、あらゆるところで、こういった異常気象、特にことしの白馬の気候なんかは、まさにそ

のとおりであります。そういったことを考えると、村民一人一人が、このすばらしい山岳景観を次

の世代に引き継いでいくためには、我々含め村民一人一人がこの景観を、環境が大事だと認識して

もらうことが大事だというふうに思っているところであります。 

 そしてまた、白馬村でも、長野県よりも先に宣言をしたわけでありますけども、率先をしたとい

うそういったことを発言をいたしましたけども、きのうのＮＨＫのニュースでも、白馬村と長野県

が宣言をした、そういった中で長野県の７７市町村のうちの、既に四十七、八の自治体がこれに賛

同しているというような報道がありましたけども、まさに白馬村そして長野県からこういった発信

をしたことが、我々の思いがだんだん広がってきているのではないかというふうに思っているとこ

ろであります。 
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 予算的には上程はしてございませんけども、長野県とともにこの認識を新たにするためにも、い

ろいろな講習会等を開きながら認識を高めていきたい、そんな思いであります。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか──横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  私の名前が出たんで、少しだけ答弁させていただきます。 

 ごみの減量化の堆肥化のお話があったんですが、議員もご承知のとおり、平成３１年度、令和元

年度、給食センター生ごみや保育所から出る生ごみについては、それぞれ堆肥化するような施設設

置という取り組みも行なっておりますので、宣言より先にやっているというところでご理解いただ

きたいと思います。 

 あと、村長の答弁にありましたとおり、薪ストーブの導入等も行なっており、その予算の事業以

外のところでも、ところどころしっかり取り組んでいるというところはありますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。加藤議員。 

第７番（加藤亮輔君）  行政のスピード感のなさを、私は露呈したような気でおるんですけど、私、

質問をしたのは、「１人の１００歩よりも１００人の１歩」というほうが重要だと、そのためには

村民を巻き込んで削減に努めな、いけないということです。 

 だから、その１００人を巻き込むにはどういう手段でやっていくかと。ただ口で宣言しただけで

は、それはそれで終わっちゃう。実際に村としてこういうことをやるんですよと。こういうふうな

生活スタイルを目指しましょうと、そういうものを上がしたものをやはり示すべきだと思うんです。

その一つが、先ほど言ったそういう冊子を、前つくったやつを手直しする、みんなに配るっていう

ことも、一つの大きな啓発になると私は思います。それについては、何の答えもなかったわけです。

そういうところの予算を私は聞いたわけです。 

 それからもう一つ、生ごみの問題についても、共同調理場でやっていますけど、やはり全体的な

量からいけば、本当に微々たるものなんですよね。だから、全村的でどうやったらＣＯ２を削減で

きるか、手始めにどこからやっていったらいいかというところは、やはりごみの問題を減量するっ

ちゅうことは、本当にこれ無駄の塊だから、そこについてはやっぱりメスを入れて早目にやろうと

いうふうなスタートに立つべきだと思います。 

 それからもう一つ、この宣言の中に、地球温暖化対策はこれからの５年、１０年の取り組みが、

生活や経済ひいては地球の行く末を決定する最後にチャンスになるというふうに力強く宣言してい

ると。これだけ危機感を持ってやっている割には、さっき言ったようにちょっと躊躇しているとい

う感じなんです。 

 だから、小水力についてもお金はかかります。お金はかかるけども、そういうものをやる地形・

地理的条件が整っとるんですから、そういうものにもっと研究、それから予算を、それこそ借金し
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てでもやっていくという意気込みが、私は欲しいと思います。 

 それで、実際問題、この宣言の中に再生可能エネルギー１００％にしていくと。それで、前回１２月

議会で、同僚議員が、二股や楠川にある発電所は別だよと、そういう中で白馬村としては、９種類

ある再生可能エネルギーのうち、どういう組み立てで１００％を目指すのか、その方向性などがあ

りましたらお知らせください。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  まず、取り組むいわゆる再生可能エネルギーの内容でありますけど

も、先ほど来出ております小水力であったりとか木質バイオマス、バイオマス関係というのも大き

な柱になってこようかと思います。 

 最近では、太陽光につきましても、家庭用にいけばかなり技術が進歩しているというようなお話

も伺ってはおりますが、とりあえず規模的に大きなものとなるのは、やはり小水力であったりマイ

クロ小水力、木質バイオマスといったところが柱になろうかというふうに考えております。 

 先ほどの取り組んでいる事業の中でも、ＥＶシェアということで、ＥＶの車両の普及という部分

も、これも現在取り組んで、ことしも冬号ということで、こういうふうに新聞を出させていただき

ながら、住民の皆さんにも周知できることは周知しているという部分がありますので、生活環境も

含めてですけども、取り組めて広報できるものは、媒体を紙であったり、それぞれを通して周知を

させていただくということで、取り組んでいるところでございます。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。加藤議員。 

第７番（加藤亮輔君）  なかなかこちらの期待の通るような積極的な答弁が返ってこないのですけど、

先ほどのＥＶのシェアリングの事業なんですけど、これは、もうはっきり言ってもう１０年ぐらい

やっている事業だと思うんです。それを宣言をやった後に、このシェアリングのことを言うのは、

ちょっと余りにもずれているちゅうんか、昔の話を蒸し返しとるような感じで、これから削減のた

めにどうしていこうかという前向きの答弁としては、ちょっと消極的過ぎると思います。 

 もう一つ、雪の問題を。宣言文の中に、５番に、世界水準のスキーリゾートを目指すため、白馬

の良質なパウダースノーを守りますというふうに宣言されています。これは、先ほど答弁は少しあ

りましたけども、守るということはどういうことなのか。この自治体で守っていくという、そうい

う本当に大がかりなことを、なかなか言えないことを言うたっちゅうことは、それぐらいまた雪に

対する思い入れが強いと、これは私も含めてそうです。白馬村から雪がなくなったら、この村はど

うなるか、もう非常に大変な村になっちゃうと、私は思います。 

 だから、こういう思いがあって、こういうふうに書かれたと思うんですけども、実際問題、こと

しのシーズン見ても、下部については人工降雪機でやっと滑りおりれるという状態がこのシーズン

続いちゃったと。だから、もう先ほど言った５年、１０年で地球環境が変るとかいろいろ言ってい
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ることも、もうまんざらでもないという状況まで来とるんですがね。 

 その中で村として、やはりただ上部を開発するというだけじゃなく、やっぱりあらゆる事業を行

って、それからまた呼びかけて、村民も協力してもらって、この白馬村に対して、小さな地域だけ

ども、やはり温暖化防止のため、いろんな努力をしているということを内外にアピールして、世界

に広めていくと。スウェーデンの少女グレタさんでも、学校ストライキ始めた小さな動きが全世界

に波及するという感じで、まだまだ全世界では地球温暖化に対しては懐疑的な人もたくさんいます

から、もっともっと事業を行うというところに力点を置いてほしいと思います。 

 それで、次の質問に移らさせていただきます。次は、人口減少と少子化についてです。 

 人口減少及び少子化が進行し、その影響は行政サービス水準の低下や地域コミュニティー機能の

低下、生活関連サービスの縮小、空き店舗、耕作放棄地の増加、地域公共交通の縮小など、活力の

ある住みやすい村づくりに支障を来すと指摘されています。 

 村の人口を各年の４月１日比較で見ますと、２００４年の９,５５２人がピークで、２０１２年に

外国籍の住民も加える住民基本台帳法の改正を行ったにもかかわらず、昨年２０１９年は９,００７人

まで減少しました。 

 国立社会保障・人口問題研究所は、２０４０年には７,２２７人と推計しています。村の出生数の

実数は、１９９７年１０９人がピークで、去年の２０１９年は、そこではちょっと間違って４１人

です。 

 村も、少子化対策を重要課題として、２０１５年に村総合戦略を策定して、２０４０年８,１８８人、

社人研の推計値より９６１人多い独自目標を立てて取り組んでいます。そこで２点質問します。 

 その１、２０１３年から１７年の合計特殊出生率は１.１５です。白馬村の人口ビジョンの出生率

の努力目標は、２０２５年１.８４ですが、出生率を５年間で１.８４まで引き上げる方策を伺いま

す。 

 ちなみに全国平均は１.４４、長野県は１.５９、最低は東京都の１.２４で、最高は沖縄県の

１.９５です。 

 質問２として、子ども・子育て支援事業計画、令和２年度、ことしから始まりですね。今策定中

です。の基礎資料として保護者の皆さんからアンケート調査を実施しました。その中の、村の子育

ての環境や支援への満足度結果を見ますと、普通が４３％で、満足度が高いが２１％、低いが３４％

です。低いとの割合が１３％も多いのですが、この結果をどのように分析しているか、以上２点伺

います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  人口減少と少子化について２項目の質問をいただいておりますので、順次答弁

をさせていただきます。 

 最初の項目にお答えします。 
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 議員のおっしゃいますとおり、少子化社会は、地域の担い手の減少、現役世代の負担の増加、経

済規模の縮小など、個人、地域ともに多大な影響を及ぼす問題であります。 

 １月の庁内定例課長会議では、子育て支援課長から、２０１９年の本村の出生数は４２との報告

がありました。国においても、２０１９年の人口動態統計の年間推計では、日本人の国内出生数は

９０万人を割り込み、８６万４,０００人となる見込みとの報道がされております。 

 国では、少子化社会対策大綱を定めて、少子化対策を不断に進めているにもかかわらず、依然と

しての個々の人の結婚や子供についての希望がかなえられていない状況であり、現在、大綱の見直

しに当たっての議論がされているところであります。 

 合計特殊出生率１.８４につきましては、政府が２０１６年に閣議を決定した「ニッポン一億総活

躍プラン」において、２０２５年度に出生率を１.８５を目指すとしたことによるもので、これを受

けて長野県では人口の将来展望において、県民の希望出生率を１.８４としていることから、本村の

人口将来展望においてもこの数値を用いているものであります。 

 少子化は、未婚や晩婚化の進行や、第１子出産年齢の上昇、働き方の変化、子育て中の孤立感や

負担感の増加など、さまざまな社会的要因が複雑に絡み合って進行するとされていますが、本村の

少子化対策においては、比較的持続性があると想定をされることから、子育て支援に関連する施策

が最も有効な施策であると考えているところであります。 

 本村の子育て支援につきましては、私の就任以降、子育て支援を切れ目なく対応ができる体制づ

くりについて検討を重ね、２０１７年から３年をかけて順次整えてまいりました。２０１８年には、

大北管内では、池田町に次いで子育て世代包括支援センターを設置をし、さらに今年度から、恐ら

く全国自治体でも類を見ないと思いますが、母子保健事業を教育委員会部局に所管がえをするとい

った大胆な政策により、妊娠から出産、乳児期、幼児期、保育園、小中高の各段階における一環を

した相談・支援体制を構築をすることができました。 

 また、児童福祉の分野でも、子供の家庭総合支援拠点の開設により、児童虐待等の対策の充実を

図っているところであります。 

 今後は、この体制を機能的・有機的に働かせ、さらなる子育て支援の充実を図り、若者が希望す

る時期に結婚し、安全で安心して子供を産み、育てられる環境を整備することにより、子供のいる

暮らしの苦労に勝る幸せを実感でき、夫婦が希望する子供の数が２人、３人とふえていくことにな

れば、少子化の進展に歯どめがかかることにつながるものと考えております。 

 妊娠、出産期においては、母体や子供へのリスクを低減し、安全で安心をした妊娠、出産ができ

るよう、妊娠中や産後ケア、新生児訪問などにより、子育ての始まりを支援しているところであり

ます。 

 子育て期においては、子育てへの不安が大きいことが少子化の要因の一つでもあることから、不

安や負担を和らげ、安心して子供を育てられるように、子育て支援ルームの充実や遠隔健康医療相
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談、小児科オンラインの活用による相談や情報提供、助言等により、子供たちが健康で安全・安心

に育つための支援を行なっているところであります。 

 母子保健事業においては、全国のみならず、世界各国の出身の各家庭に対して、それぞれが持つ

多様な価値観を尊重をし、子供が心身ともに健康で、よりよく育つための共通意識として、子供の

成長や発達について学べる機会として、子供ノートを活用しております。特別な支援が必要な児童

につきましては、関係機関と連携・共同の体制づくりを行ない、保健、医療、福祉と各機関の円滑

利用により、成長や発達を支援をしております。 

 村では、少子化対策を総合的に推進するために、子育て支援施策を中心に据えながらも、私のリー

ダーシップのもと、全庁が一体となって総合的な取り組みを長期にわたり推進することが重要であ

るというふうに考えているところであります。 

 村内に元気な子供の声が響くように、庁内各課や関係機関の連携、推進体制の強化を図り、取り

組んでまいりたいというふうに思っております。 

 次に、村の子育て環境や支援に対する満足度の分析に関するご質問にお答えをいたしますが、ご

質問のアンケート調査ですが、第２期子ども・子育て支援事業の計画の策定に当たって、その基礎

資料とするために、平成３０年１０月１日を基準として、村内に在住するゼロ歳から５歳までの就

学前児童２８３名の保護者を対象に実施をしたもので、有効回収数は１５６件、回収率は５５.１％

でした。集計結果につきましては、昨年３月に公表いたしました。 

 アンケート結果の集計につきましては、単純集計とクロス集計を用いて分析を行なっております。

単純集計とは、ただ単にその項目の全体的な傾向を把握するために行なう手法で、あくまでも結果

の概要を知るための方法であります。 

 一方、クロス集計は、二つの単純集計の結果を組み合わせて行なうもので、二つの項目に相関が

あるかどうかを分析するものであります。 

 また、今回のアンケート調査は、外部委託をせずに実施をしていることから、クロス集計を行な

った二つの項目に関連性があるかどうかを判断するために、独立性の検定、すなわちχ²（カイニ乗）

検定を実施をいたしました。 

 その結果によりますと、満足度の肯定と関連があると判断された項目は、「移住している地域」

と「誰が主に子育てを行なっているか」の二つの項目でした。その項目の児童年齢、子供の数、父

母の別々、ひとり親であるか否か、子育て支援施策の利用の有無の項目について関連性が見られま

せんでした。 

 「居住地域」では、神城地域と北城北部の地域の満足度が比較的に高く、北城中部地域の満足度

が低い傾向でした。また、「誰が主に子育てを行なっているか」の項目では、主に父親あるいは主

に祖父母と回答した方は、満足度が低い傾向が顕著に出ております。 

 また、５年前に実施したアンケート調査と比較しますと、「満足度が低い」、「やや低い」の合
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計は、前回より３.６ポイント減少しております。「満足」、「やや満足」の合計につきましても、

１.７ポイント減少する結果となっており、「普通」と回答した方の割合の増加をした結果となって

おります。 

 その他アンケートの中で、子育てに関する環境や支援についてご意見を記載をいただいた箇所に

つきましては、公園や雨や雪の日に遊べる施設の建設等に関する要望が全体の約３割を占めており、

５年前のアンケートと同様に一番多い要望となっております。次いで、支援ルームや保育園に対す

る要望で、運営内容に関する要望が多く占めておりました。以上のとおり分析を終えたところであ

ります。 

 ４月から新たな計画年度が始まる第２期の子ども・子育て支援事業の計画において、それぞれの

施策を展開をし、子育て世代に寄り添った村政運営を行なっていくことで、満足度が上昇をするよ

う努めてまいりたいというふうに思っているところであります。 

 加藤議員の二つ目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。加藤議員の質問時間は、答弁を含め、あと１２分です。

質問はありませんか。加藤議員。 

第７番（加藤亮輔君）  長い長い答弁をありがとうございました。 

 それで、次にお聞きします。この少子化は、これは白馬村だけの問題じゃなくて全国規模の問題。

国の愚策というか、政策が間違っているからこういう状態がいつまでも続いていると私は思ってい

ます。 

 それで、まずちょっと質問したいんですけど、近隣の子育て支援策をちょっと調査しました。ま

ず出産の祝い金とか、祝いをどうしようかというそういう制度があるかないかということを調べた

結果、小谷村は第１子１０万円、第２子２０万円、第３子以降は３０万円、池田町は３万円、松川

村は絵本のプレゼントの制度をやっているそうです。白馬村は、子供が出産したとき、どのような

独自のお祝い制度を実施していますか、お聞きします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。田中子育て支援課長。 

教育課長兼子育て支援課長（田中克俊君）  出産時のサービスについてのご質問ですが、私のほうで

答弁させていただきます。 

 うちの村では、今議員がおっしゃいました祝い金等、すなわち現金をお渡しするという制度はま

だありません。今うちの村のほうでは、出産直後、産まれた赤ちゃんのところを、乳児全戸訪問事

業ということで保健師が訪問し、子供の様子を見たり、またお母さんの悩みを聞いたり、そういっ

た活動をしております。 

 そのときにプレゼントといたしまして、子供のための防災セットということで、非常時に赤ちゃ

んがミルクを飲めるようなそういったミルクのセット、あるいはその中にはガーゼですとか非常時

に必要なもの、こういったものがセットになったものをプレゼントしております。それとまた子ど



－92－ 

もノート、先ほど村長の答弁にもありましたとおり、子どもノートというノートを差し上げており

ます。これにつきましては、全国の保健師ですとか管理栄養士さんたちが本を監修してつくったノー

トでございまして、行政側、特に保健師とお母さんが一緒にこのノートを見ながら子育てについて

学んでいけると、こういった内容になっております。こんなノートのプレゼントをしているところ

であります。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。加藤議員。 

第７番（加藤亮輔君）  次に、小学校、中学校の給食費の支援についてお聞きします。 

 給食費の支援については、池田町は年間２万円、松川村は２万円ですが、来年度から小学生が

５,８００円、中学生が６,６００円を増額する予定です。小谷村は１食当たり、小学生が３０円、

中学生は３５円の補助を実施しています。小学生で年間６,０００円、中学生で７,０００円になる

そうです。 

 また、入学祝い金を見ますと、小谷村は実施していないそうです。池田町は小学校入学が５万円、

中学校入学が３万円、松川村は小中学校とも１万円の地域で祝う制度があるそうです。 

 白馬村の給食の補助額、また入学祝い金は幾ら支給されていますかを伺います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。田中子育て支援課長。 

教育課長兼子育て支援課長（田中克俊君）  それでは、答弁をさせていただきます。 

 まず、給食費の補助の関係でございますけれども、この令和元年度、ことしから第３子以降の児

童生徒に対して、全額無償とするというものをスタートさせていただきました。 

 また、令和２年度からも同様に子育て支援に対する施策といたしまして、これは来年度の予算の

概要のところにも記載させていただきましたが、来年度の給食費、１食当たりの給食費を小学校で

は１０円、中学校では２０円値上げをする予定でございます。この値上げのする分１０円、２０円

の分を保護者負担とはせずに、これを公費で賄うと。すなわち１食、小学校では１０円、中学校で

は２０円、村のほうのお金が入るということになっております。年間で約２００食の給食を予定し

ておりますので、１人当たりにつきましては、２,０００円あるいは４,０００円、こういった額に

なろうかと思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。加藤議員。 

第７番（加藤亮輔君）  次は、ちょっと話題を変えまして、国保の問題についてちょっとお聞きしま

す。 

 なぜ聞くかというと、国保の中には均等割という制度があります。均等割というのは、子供が１人

産まれると、一定のお金が加算されるというそういう制度です。だからその均等割、子供が出産し

て１人ふえると、国民健康保険に入っている人は、今白馬村の場合は１万５,９００円増加するとい
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うふうになっています。 

 それで、この制度についてはまだ全国的には少ないんですけど、岩手県の宮古市ちゅうんですか

ね、そこは１８歳までの子供については均等割を免除しています。そうして子育て支援を支えてい

るというところです。こういう自治体が全国で２５カ所あります。 

 白馬村の場合、この１８歳未満の子供の加入者は、現在、ちょっとこれはお聞きしたんですけど、

何人でしょうか。よろしくお願いします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。山岸住民課長。 

住民課長（山岸茂幸君）  国保に加入している子供、１８歳以下ということで限定させていただきま

すと、全体で１８歳以下のお子さん、３月１日現在で３４０名になります。国保に加入している全

方は３,７６０名ほどですので、全体の国保加入者の９％が１８歳以下のお子さんになるということ

になります。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。加藤議員。 

第７番（加藤亮輔君）  どうもありがとうございました。３４０人の１８歳未満がいると。これを１万

５,９００円で計算すると、５４０万ぐらいかかると。白馬村の場合、こう皆さんから、国保加入者

から集めた貯金が今１億六千数百万円あると思います。そのお金を少し流用すれば、これこういう

事業もやろうと思えばやれるということです。５００万円を取り崩したとしても１０年で５,０００万

ですから、まだ１億１,０００万円残るというような計算も成り立つと。そのとき、国がもう少し国

保に対する支援を拡充すればいいんですけど、一番最初にできたときは、国は５０％を支援してい

たんだけど、今はもう３０％まで支援額が減ったというのが国保の実態ですから、そこをまた復元

していけば十分できることだと思います。 

 次に、副食費の問題です。白馬村は３歳以上で、年収３６０万円未満の世帯及び第３子以降は免

除されていますが、基本的に月４,４００円の保護者負担です。池田町松川村は、３歳以上は免除し

ています。小谷村は１歳以上は全て免除しています。１２月議会で、村は子供の食事代は親の責任

でとの国の方針を遵守し、独自減免、免除はしないと予算化を否定しました。結果としては、白馬

村の保護者は、月４,０００円、年間５万２,８００円の負担が継続されることになりました。 

 全国知事会は、少子化対策として子どもの貧困対策の抜本強化の提言の中で、子育て及び教育に

お金がかかり過ぎる、これ以上育児の負担は耐えられないという見解から、子育て家庭の負担軽減

を強く国に求めています。国民の要望を無視し続ける政府は、本当は変わっていただきたいんだけ

ど、なかなかしぶとく居座り続けています。 

 ここは、地方自治法にも照らしても、自治体が子育て支援策、福祉の増進を行なう義務はありま

す。今質問しました出産祝い金、国保の均等割、副食費、入学祝い金、給食費など──副食費など、

きめ細かな子育てしやすい制度を優先して行なうことが、私は少子化に歯どめをかけることになる
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と思います。 

 村長は、どのような解決策で、この少子化を乗り切ろうというお考えか、もう時間もありません

から、最後に伺います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  先ほど、副食費の関係から始まりまして、村はどういう対応だというそんな質

問でありますけど、現状のところは、そういったことは考えておりません。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。加藤議員の質問時間は、答弁を含め、あと３０秒です。

特にありますか。ご質問がありましたら。いいですか。 

第７番（加藤亮輔君）  はい。 

議長（北澤禎二郎君）  いいですか。 

第７番（加藤亮輔君）  まあいいわ。これで質問を終わらせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  質問時間は終了しましたので、第７番加藤亮輔議員の一般質問を終結いたし

ます。 

 ただいまから午後１時まで休憩といたします。 

休憩 午後 ０時０８分  

再開 午後 １時００分  

議長（北澤禎二郎君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第３番田中麻乃議員の一般質問を許します。第３番田中麻乃議員。 

第３番（田中麻乃君）  ３番田中麻乃でございます。本日は、通告に従いまして、２点、質問をさせ

ていただきます。 

 まず初めに、地産地消・有機農業・食育のまちづくりについてです。 

 長野県では、昨年８月に有機農業に係る理解醸成や連携強化を図るため、有機農業推進プラット

フォームを立ち上げました。有機農業は、農業の自然循環機能を大きく増進し、農業生産に由来す

る環境への負荷を低減する栽培方法であることから、長野県では環境にやさしい農業の一形態とし

て位置づけ、第３期長野県有機農業推進計画を策定して、その推進に取り組んでおります。 

 また、今治市、いすみ市、木更津市、羽咋市など、さまざま自治体で有機給食を実現し、子供達

への安心安全な食と、地産地消で経済の地域循環も実現しています。 

 そこで、以下について伺います。 

 ①日本では農薬取締法の改正に伴い、ことし４月以降、農薬の安全性の評価が厳格になります。

村の農産物における農薬の使用状況や考えについてお伺いいたします。 

 ②村の地域食料自給率を伺います。 

 ③給食における地産地消の割合を伺います。 



－95－ 

 ④地産地消・有機農業推進の考えを伺います。 

 ⑤有機学校給食の推進の考えを伺います。 

 ⑥小中学校の食育の取り組みについて伺います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  地産地消・有機農業・食育のまちづくりについて、田中麻乃議員から６項目の

質問をいただいておりますので、順次答弁をさせていただきます。 

 最初に有機農業の現状についてを説明をいたします。 

 県の策定をした第３次長野県の有機農業推進計画によりますと、長野県全体の農業における有機

農業の取り組み面積ですが、１０万９,０００ヘクタールのうち、３５５ヘクタール、割合として

０.３３％となっております。 

 有機農業は、基本的認識としては、化学的に合成をされた肥料もしくは農薬を使用しない生産方

式の農業のことを言い、「有機」「オーガニック」をうたう製品として販売を行なうには、さらに

基準の厳しい有機ＪＡＳ認定を得る必要があり、長野県で１２２ヘクタール、割合として０.１１％

となっており、現在白馬村外でこの認証を受けている認定農家は、神城地区の１法人のみとなって

いるところであります。 

 有機野菜は一般的に小さめで、収量は一般栽培より少なく、栽培手間は通常の手間に加え、虫よ

けや病気に対して薬品が使えませんので、かなりの労力を使用するもので、それゆえ生産物に関し

ては、専門店や直接販売等に回り、高値で取引をされている現状です。 

 それでは、１点目の村の農産物における農薬の使用状況や考えについてですが、村で生産される

流通する農産物については、米は、米穀等の取引に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法

律、いわゆる米トレーサビリティ制度により、生産段階での農薬等を含めた栽培記録が必要となっ

ておりますので、使用農薬の種類や使用回数を記録するようになっております。野菜等についても、

出荷分の野菜については栽培履歴の記録が義務づけられており、同様の管理がされていると聞いて

おります。 

 農薬には、その使用回数と使用時期が個々に定められておりますので、決められた範囲内の使用

については認められるべきと考えています。ただし、無農薬・減農薬栽培に対する農家の取り組み

を否定するものではありません。 

 また、一例として、ふるさと納税の返礼米については、玄米検査規格で一等級のもの、信州の環

境にやさしい農産物認証の取得化、これに準じた減農薬・減化学肥料で栽培したもの、トレーサビ

リティ栽培履歴を提出していること、食味値データ、精米施設は異物混入や虫等の発生を防ぐため

の処理がなされているかなど、出荷品質基準を定めた安全安心な返礼米として対応をしているとこ

ろであります。 

 ２点目の白馬村の地域食料の自給率の質問でありますが、農林水産省提供の計算式に、平成３０年
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度農業再生協議会調査での主要品目の生産量で計算をした平成３０年度の白馬村地域食料自給率試

算値は、カロリーベース計算で８６％、生産額ベースで５２％となっています。 

 ３点目の給食における地産地消の割合についてのご質問ですが、完全給食を行なう全国の公立学

校及び共同調理場は、文部科学省が実施をしている学校給食栄養報告調査に基づき、毎年６月と

１１月の年２回、各５日間の学校給食における地場産物、国産食材の使用割合を報告をしています。 

 これによると、今年度の本村の給食センターの地場産の使用割合は、６月は県内産が５２％、う

ち白馬産は１４％、１１月は県内産が５８％、うち白馬産は２９％という結果でありました。 

 また、給食センターで日々記録をしている食材産地を集計をさせましたところ、今年度は、４月

から１２月の野菜、果物、きのこ類の使用実績は、県内産が５１％で、うち白馬産は５％となって

います。 

 学校給食における地場産の活用につきましては、白馬村地場産推進会を初め、生産者の高齢化に

伴う規模の縮小などから、その活用が年々困難になってきており、その結果、既存の商品流通に頼

ると地産地消割合は低下をせざるを得ない状況でありました。 

 そこで、昨年、農政課が中心となって開催をした地場産産業活用の検討会議により、ＪＡ大北北

部営農センターが、ＪＡ大北管内の地場産品を取りまとめるとともに地場産品の流通調整を行ない、

その中に白馬村地場産推進会をはじめとした村内地場産物を取り込むことになり、その結果、以前

からは県外から取り寄せなければならなかった食材も、郡内から調達をできるようになったことか

ら、地産地消率が上昇し、第３次長野県食育推進計画に定める目標値４８％を超える結果となって

いるところであります。 

 今後も子供たちにとって、より身近な生産地でとれた食材を使い、食育の基礎となる学校給食づ

くりをしてまいりたいというふうに考えております。 

 ４点目の地産地消・有機農業推進の考え方でありますが、有機農業の推進については、有機農業

を白馬で行なうことの知見等は余り多くない状況であり、軽々に推進とはいえない部分もあります

が、長野県の有機農業推進プラットフォームへ白馬の農業者の参加をいただき、生産者と交流する

中で、白馬における有機栽培モデルの構築ができていければというふうに考えています。 

 基本的には、長野県有機農業推進計画の推進の考え方にもある農業の自然循環機能を増進をし、

生物多様性を保存する機能を有し、環境への負荷を低減する農法であることから、環境にやさしい

農業の一つとして位置づけし、推進をしてまいります。 

 地産地消につきましては、前段の給食における地産地消の割合の部分でも触れましたが、持続的

に白馬産を優先とし、足りない部分は大北地区産、長野県内産からの供給を行なうなど、関係団体

との協力により体制を構築をし、持続的な供給体制を整備をしております。引き続き、地域食材の

学校給食への提供を行なっていくとともに、白馬村食育推進計画の目標にある地産地消の推進につ

いても継続をしてまいりたいと思います。 
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 また、一昨年より、農業改良普及センターやＪＡと連携をした村内宿泊施設で、地場産品を使っ

てもらえるような取り組みをしてきたところでありますが、なかなか進まないのが現状であります。

今後も引き続き、地産地消の推進に向け、粘り強く取り組んでいく所存であります。 

 それから、５点目の有機学校給食の推進の考えについてですが、有機栽培農産物は、さきに述べ

ましたとおり、生産者、生産面積の少なさからくる供給量の少なさ、そして値段の高さが、学校給

食への導入の際には障壁となる部分だと考えます。食育の観点からは推進するべきものと考えます

が、品質や必要な量を安定的に確保していくことは、現状で困難であると考えます。 

 また、その流通につきましても、課題となります今治市等の事例もありますが、まずは栽培技術

の向上や減農薬栽培等の分野で、県、ＪＡとともに協力をし、努力してまいります。 

 また、環境にやさしい農業の一翼を担う有機農業の推進を目指し、実際に有機農業を行なってい

る方もおりますので、そのような方を核として、その仲間や興味がある方などを模索をしながら、

少しずつでも前に進めるよう行動を起こしてまいりたいと考えます。 

 最後に、小中学校の食育の取り組みに関する質問でありますが、各小中学校では、学校全体で食

育を組織的・計画的に推進するために、食に関する指導の全体計画を策定をしています。この計画

は、国の第３次食育推進基本計画の方針に基づき、栄養教諭を中心とした教職員の連携、協働によ

る学校の食に関する指導の全体計画で、各学校それぞれが実情に応じて食に関する指導の目標を定

めた上で、それを具現化するために策定する実施計画であります。 

 具体的には、主に給食の時間の食に関する指導、学級活動や学校行事における特別活動、各教科

では、家庭科や生活のほかに国語や社会、理科においても、食に係る部分は、栄養教諭が参画をし

た教科書教科等に関連した食に関する指導を実施をしています。 

 さらに、小中学校における食育は、児童生徒にとどまらず、給食試食会や献立委員会といった学

校や地域との連携、食物アレルギーや肥満、偏食等に対する個別指導といった活動を行なっている

ところであります。 

 また、給食センターにおいては、各学校が策定する全体計画を包括的に保護する形で、小中学校

の給食を題材とした食育計画を毎年作成をしております。令和２年度は食育の目標を「食べる力」、

「感謝の心」、「郷土の食材を知る」、３つを定め、給食センターに配置をする栄養教諭が、給食

時間、保健指導、学級活動、教科等において各校と連携と協働により参画をしてまいりたいという

ふうに考えております。 

 田中議員の１点目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  地域の食料自給率についてですが、白馬村の気候非常事態宣言の項目２には、

「２０５０年における再生可能エネルギー自給率１００％を目指します」とあります。１２月議会
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の総務課長の答弁の中には、再生可能エネルギーの自給率については、いわゆる食料自給率も含め

て考えていると答弁をいただいております。 

 この気候非常事態宣言の目標を達成するためには、食料自給率を上げることが必須になってくる

と思いますが、今後どのように地産地消を進め、食料自給率を上げるのかをお考えを伺います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  ご質問の回答になるかわかりませんけれども、とりあえず今ここで出した

食料自給率につきましては、農業再生協議会の部分で、先ほど村長の答弁にもありました数字を使

って出した自給率でございます。 

 あと、気候非常事態宣言部分のものについては、ちょっと私のほうでは答弁しかねますので、総

務課のほうでお願いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  すみません。議員さんのご質問は、多分地産地消を推進させることによって

自給率を高める、その方策ということだと思うんですけれども、地産地消の推進というのは、本当

にもう１０年以上前から取り組まないといけないということで、いろいろ要は地域のブランド化み

たいな、地域農産物のブランド化みたいのをしながら、地産地消を推進していきたいという取り組

みをしてきているところであります。 

 それとイコール、何か食料自給率というのは、私はあんまりイコールの言葉に考えなかったもの

で、今改めて思うんですけれども、私は全然この計算式というのは存じ上げてはいないんですけれ

ども、例えば今白馬村のお米だけでいうと、４００町歩ぐらい、４００ヘクタールぐらい作付して

います。 

 今、日本人１人当たり、大体１年間で６０キロ、１俵、お米を消費するんですよね。１俵までは

消費していないようですが、一応６０キロとすると、１反歩つくると１０人分のお米が生産される

と。それを４００町歩というと、４万人分のお米はつくれているという計算になります。それは観

光客２４０万人を３６５で割っても、十分お米の生産量としては、白馬の生産するお米で、白馬を

訪れる人も含めてお米は賄えているというような状況にはあるのかなというところで、ぼんやり自

給率といってもいろいろな考え方があるのかなと思ったところです。 

 ただ、いろいろ作物的には、ハンディがあるもの、生産時期が非常に期間が短いというのが、う

ちの園芸作物の欠点というか、弱点でもありますので、そういった中でどうやっていろんな、特に

冬でも春でも全部地場産でというのはなかなか現実的には厳しいんですけれども、そういったもの

をいろいろ克服していくというのが、一つの考え方かなというふうに思っています。答えにならな

いかもしれませんけど、お願いします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  気候非常事態宣言時の食料自給率の計算方法の考え方について、私
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のほうから説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、食料自給率の計算式につきましては、農林水産省が提供する地域の人口と主要農作物等の

生産量の入力により、その地域の食料自給率を簡易的に試算ができるというファイルがございまし

て、それに基づき計算をすると。 

 この計算式の根拠につきましては、地域食料自給率のパーセントにつきましては、まず分母が１人

１日当たりの総供給熱量、いわゆるキロカロリー／人・日、分子が１人１日当たり地域産供給熱量、

同じくキロカロリー／人・日と、これに基づき計算式を当てはめて算出するということになります

ので、補足をさせていただきました。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  １２月の私の一般質問で、やっぱりこの気候非常事態宣言を達成するために

は、やっぱり食料自給率の向上が問題であるということを答弁いただいています。 

 その気候非常事態宣言が目標を達成するためにも、やはり地産地消というところが、やっぱり白

馬村においては大事な部分になってくると思いますので、そこを意識して取り組んでいただきたい

と思います。 

 地産地消・有機農業の推進についてですけれども、食育推進計画に掲載されている村の地産地消・

推進計画結果評価の中では、エコファーマー認定者数が、２８年度時点では８名となっており、結

果は現状維持のＣ評価となっております。 

 平成２７年３月３１日時点ですが、長野県内では、法人を含む４,３７２名の方がエコファーマー

として認定されています。県内の動きから見ると村は少ないように感じますが、現在、エコファー

マー認定者数をふやす取り組みはされているのか、お伺いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  エコファーマーの取り組みの関係でございますけれども、なるべく認定農

業者の部分でお話をさせてもらってはおりますが、なかなか進んでいないのが現状です。全く取り

組みをしていないというわけではございません。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  先ほど村長の答弁でもございましたが、なかなか有機農業の推進が白馬村が

進んでいないというふうな答弁もいただいております。このエコファーマーの認定者数をふやすと

いうところでも、有機農業者数をふやす手法であるかと思いますので、もう少し頑張って推進して

いただきたいなと思っております。 

 そのもう一つの手法ですけれども、農林水産省が農業の持続的な発展と農業の有する多面的機能

の発揮を図るため、農業生産に由来する環境負荷を軽減するとともに、地球温暖化防止や生物多様
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性保全等に効果の高い農業生産活動を支援するため、環境保全型農業直接支払交付金制度を創設し

ています。 

 令和２年度予算概算決定額は２４億５,１００万円です。長野県の環境保全型農業直接支払交付金

の実施状況を確認したところ、長野県内では４２市町村が実施しておりますが、これまで白馬村の

実施はありませんでした。この交付金をなぜ利用しなかったのか、また今後利用する予定はあるの

かどうか、お考えをお伺いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  補助金の関係でございますが、国・県のほうからそういう通達は確かに来

ております。ただ、村内でも有機農業的な部分のものをやっている方が少ないというところがござ

いまして、なかなか手がつかなかったというところがございます。 

 今後は、先ほどの答弁にもございましたが、そういう方々を集めて少しでも前に進めるような形

で、有機的な部分の農業を推進していくとともに、こういう補助事業を活用していきたいなという

ふうには考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  例えば、有機農業をすると、堆肥を使って土づくりをすることなどの取り組

みで、大気中のＣＯ２の排出量を年間１５万トン、エアコン約４０万台分が排出する量を削減でき

ることがわかっております。環境保全型の農業にシフトすることで、地球温暖化防止や生物多様性

の保全など役に立つことが実績として上がっています。気候非常事態宣言や「ゼロカーボンシティ」

宣言をした白馬村だからこそ、農政の部分でも積極的に手法の一つとして有機農業推進に取り組ん

でいただきたいと考えております。 

 また、よいものだからこそ、子供たちに食べさせたいという動きが世界中でも起こっています。

世界の学校給食は今変わり始めておりまして、学校給食に新たな取り組みが見られるようになって

います。 

 アメリカでは、ミートレスマンデー、肉を使わない給食のことなんですけれども、そこに取り組

み、フランスでは週に１回のベジタリアン給食、韓国では有機農産物を用いた学校給食の無償化へ

と動き出しました。ミートレスもベジタリアンも脂質と油を取り過ぎている子供たちの健康を改善

し、畜産業が排出する二酸化炭素を抑制して地球温暖化対策に貢献することができます。 

 地元の農業者が子供たちのためを思いながら丁寧に育てた作物を学校給食で提供すれば、地域に

活気が生まれますし、それまでどこかへ支払っていた給食費が地元の農業者へ支払われるようにな

れば、経済の地域循環も生まれます。まずは学校給食を中心に地産地消と有機農業を推進したらい

かがか思いますが、その点についてのお考えをお伺いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。田中子育て支援課長。 
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教育課長兼子育て支援課長（田中克俊君）  地域循環型の考え方としては、毎日一定量の給食数が出

る学校給食の活用というのは、非常に価値があることだと思います。 

 それと、あと村長答弁にもありましたように、食育という中でも、実際に地元のものがこうやっ

て生産されて、こういう流通経路を経て自分たちの口に入っていると、そういう理解の面からも非

常に効果的ではあると思います。 

 ただ、実際それができるかどうかという部分につきましては、先ほどまでの答弁と一緒の部分に

なりますので、今現在学校給食では、米、これについては全て白馬産を使用しております。あと、

みそにつきましても白馬の大豆を使って、みそ生産組合のほうから購入し、これも１００％白馬産

を使っています。まずそういったできるところから、そういった循環型というものを目指していけ

ればと教育委員会サイドでは考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  今の答弁で、できるところから始めていきたいという前向きな答弁をいただ

きました。やはり地産地消であったり有機農業の推進、また食料自給率を高める鍵は、学校給食で

あると私は思っております。 

 日本においても、さまざまな自治体が有機給食を実現しています。事例の一つであります千葉県

いすみ市は、人口は約３万８,０００人で、２０１７年１０月、市立の１３小中学校の学校給食で使

用する米を、全俵、無農薬・無化学肥料の有機米に切りかえました。いすみ市がもともと有機農業

の盛んなところだったのかというと、そうではなく、有機稲作が始まったのは２０１３年と、つい

最近のことで、その４年後には学校給食を変えるところまで進んだそうです。 

 そのいきさつは、里山里海保全活動を農業や観光など地域産業の活性化につなげるため、環境・

農業・地域経済の３部門の団体が参加した自然と共生する里づくり協議会のプロジェクトの中で有

機稲作の推進が決まったそうです。しかし、地元で実際に有機稲作に取り組む農家はいなかったば

かりか、農家の反応もとても冷ややかだったそうです。 

 それでも、３人の農家から、２０１３年に０.２ヘクタール、収穫量は０.２４トンから始め、毎

年作付面積をふやし、２０１８年には２３人の農家、約１４ヘクタール、約５０トンと拡大、全小

中学校の計約２,３００人分の使用量となる約４２トンを賄うことが可能になったそうです。今まで

除草剤や殺菌・殺虫剤を当たり前に使ってきた一般的な稲作農家が、これだけまとまって有機に転

換できたのは、私は本当にすごいことだと思っています。 

 村が掲げる第２期白馬村食育推進計画の中には、食育推進協議会がありまして、行政がハブとな

り、教育委員会や農業関係者などの各種団体との調整を図り、地産地消・食育を推進するとありま

す。村もこのいすみ市のように、まずは学校給食から農業関係者を巻き込み、有機米普及のための

取り組みをされてはいかがでしょうか。 
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 恐らく今までの答弁では、まずはその農家、有機米を栽培する農家をふやすというところをひた

すらおっしゃっていたと思うんですけれども、いすみ市は、今までやっていなかったところを農政

が主導して地域を巻き込んでやったという事例です。それをぜひやっていただきたいと思っている

んですが、いかがでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 

農政課長（下川啓一君）  ご質問の内容ですけれども、先ほど、５点目のところで、有機学校の給食

の推進という部分で答弁させていただいたところに、まずはその栽培技術の向上、それから減農薬

栽培等の分野で、村、ＪＡ等のところと連携をしながら推進をしていきたいというところの考えに

至るわけです。 

 こういう有機農業の部分で徐々にふやしていくというところもございますけれども、まずはそう

いった減農薬の部分で進んでいきたいなというところでございます。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  私も何名か農家の方にお伺いしまして、その有機農業をするに当たっては、

やはり手間がかかったりですとか、やったことがない部分もありまして、なかなかこうハードルが

高いというお考えもお持ちのようです。 

 ただ、やはり今まで事例に挙げております今治市であったり、いすみ市というのは、もともとそ

こまで有機栽培にこだわっていたわけでもなく、やっぱり子供たちに安心安全な食を提供したいと

いう思いから始まったものです。特に今治市においては、国産、今まで海外の小麦を輸入してパン

を提供していたものを、地産地消で自分たちがつくった小麦でパンをつくってあげたいということ

で、全くのゼロベースから、今では８０％、給食のパンは今治産の小麦でつくられているといった

事例もあります。 

 そういうところをぜひ行政が主導していただいて、農家さんの啓発ですとか、そういったところ

を積極的に取り組んでいただきたいと思っています。 

 いすみ市なんですけれども、この学校給食から波及して、第５次総合計画にも掲げられているん

ですけれども、農業の所得向上を狙って、この有機米を「いすみっこ」と名づけてブランド化され

ているそうです。首都圏のイオンで店頭販売されたり、日本航空のファーストクラス機内食に使わ

れるなどされているそうです。 

 村の第５次総合計画でも、白馬産米の品質向上を図り、ブランド化することで農業所得の向上を

掲げております。この件でもいすみ市を参考に、白馬米のおいしさにプラスされて、安心安全な白

馬米として、さらに付加価値をつけてブランド化されてはいかがかと思うんですが、このブランド

化についてのお考えをお伺いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川農政課長。 
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農政課長（下川啓一君）  今議員さんのおっしゃるとおりだと思います。ブランド化に向けてのいろ

んな手法はあると思いますけれども、こういった有機的な部分のものも含めながら進んでいきたい。

その結果、すばらしいブランドができればというふうには考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  ぜひ積極的にそのブランド化、おいしさももちろんなんですけれども、安心

安全な白馬産というところをブランド化していっていただければ、きっと子供たちも喜んで食べる

と思いますし、それが新たな付加価値になると思いますので、積極的に進めていっていただきたい

と思います。 

 食育についてですが、小中学校で取り組んでいる食育の中で、食農教育を行なっているかどうか、

お伺いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。田中子育て支援課長。 

教育課長兼子育て支援課長（田中克俊君）  食育の中の食農教育というご質問でございます。 

 こちらにつきましては、先ほども若干触れましたけれども、食育の目標としまして、「食べる力」、

「感謝の心」、「郷土の食材を知る」と、これを大きな目標としているわけでございます。この中

で感謝の心というのは、農産物でありましたら、つくっていただいている農家の皆さんへの感謝の

心、こういったものが出てきます。 

 具体的に言いますと、南小学校、北小学校ともに米づくりの体験をしていると。そんな中で、学

校支援ボランティアに農家の方に入っていただいて、水の管理ですとか、田植えから稲刈り、そう

いったところの指導をいただいていると。こういうものを含めれば、食、それが食農ということに

つながるのかなと。一つの事例ですけれども、そういうことは実践しております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  今実際に現場に行かれて農家さんの体験をされている、食農教育を行なって

いるということをお伺いすることができました。 

 今治市の事例になるんですけれども、地産地消と学校給食を一体化させた取り組みを今治市は

３０年以上も推進されています。特にですが、学校の授業において、学校給食と連動させた食育を

充実させています。栄養や保健衛生のみに偏った食育ではなく、地産地消・有機農業を実践されて

いる今治市だからできることかもしれませんが、食材が生産される食農教育から始まる食育だそう

です。そこには子供たち自身が食料自給率を考えて自分が食べる食材を選ぶ、子供たちが大人にな

ったときに地域の農林水産業を支え応援する、そんな狙いがあるそうです。 

 それも３０年たった今、教育効果が顕著にあらわれており、今治市によるアンケート調査では、

有機農産物を使った学校給食を食べた子供たちの成人後の消費行動について調べた結果、食材の選
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択になるべく地元産であることを重視したり、食品添加物などの表示に注意したり、賞味期限を確

かめて、なるべく安全なものを選択する傾向が、市外のグループに比べて優位に強いことがわかっ

たそうです。 

 今やっていることが、子供たちの将来にもつながってくることになると思いますので、この件に

おきましても積極的に推進していっていただきたいと思います。 

 今、やはり農家さんを育てるまだ段階だということは、わかりますけれども、学校給食を核にし

た有機農業の推進や、地産地消が将来に向かって循環型社会や持続可能な地域づくりを担っていく

ものだと思いますので、ぜひ村全体で推進をお願いしたいと思います。 

 次の質問に移ります。ＥｄＴｅｃｈ（エドテック）による教育の充実についてです。 

 新型コロナウイルスの感染拡大による政府の要請を踏まえ、村は小学校が３日、中学校は２日か

ら臨時休校となりました。突然の休校要請は、子供を持つ親の生活にも大きな変更を強いることに

なり、共働き家庭における子供達の対応に始まり、休校中の学習面で生じる問題においても不安と

困惑が広がりました。 

 そんな中で、学校が閉まっても子供達が学びをとめないで済むように、ＥｄＴｅｃｈ企業が自宅

等でもオンライン学習できるさまざまな教材やサービスを無償で提供する取り組みを始めました。 

 ＥｄＴｅｃｈとは、ＥｄｕｃａｔｉｏｎとＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙを掛けた造語で、教育とテクノ

ロジーを融合させ、タブレットなどの情報機器を使いオンラインなどで授業を受ける学習方法で、

教育格差の解消や教育現場の効率化などさまざまな分野で期待されています。各地学校でも導入が

始まっており、ＥｄＴｅｃｈやＩＣＴ機器を活用する力は、これからの未来を担う子供たちにとっ

て必要不可欠な能力になると考えます。 

 そこで、以下について伺います。 

 ①ＩＣＴの発達やＡＩの台頭等による社会で生きていく子供達への教育のあり方をどう考えるの

か、伺います。 

 ②小中学校におけるＩＣＴ環境整備の進捗状況とＩＣＴ教育の取り組みについて伺います。 

 ③新学習指導要領では、小学校では４月からプログラミング教育が必修となります。どのように

進める予定かを伺います。 

 ④学校ＩＣＴ化による教員の役割の変化について考えを伺います。 

 ⑤ＥｄＴｅｃｈは、村の教育現場においてどのように活用できるか伺います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。平林教育長。 

教育長（平林豊君）  ＥｄＴｅｃｈによる教育の充実についてお答えいたします。 

 まず、ＩＣＴの発達やＡＩの台頭等による社会で生きていく子供たちへの教育のあり方でありま

すが、タブレットやスマートフォンなどの情報端末は、小中学生にとって身近な存在になっていま

す。最近では、中学生はもちろんのこと、小学生においても文房具と同じように、タブレットやス
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マートフォンを利用しております。 

 現在、小学校で学ぶ児童が社会に出て活躍するのは、２０２０年代後半から２０３０年代となり、

情報化、グローバル化はますます進みます。一人一人が自分の頭で考え、さまざまな文化を持つ人

とかかわり合いながら生きていくことが求められています。 

 みずから情報を集め、考え、人に伝わらせるように工夫するといった情報活用能力について、Ｉ

ＣＴ教育を充実させることで、未来の社会でみずから学び、生きる力を醸成する必要があります。 

 教育委員会では、現代を生き抜く力を育み、白馬村の未来を担う子供の育成を目指しております。

そのためには、学校教育において情報機器の知識と技能を習得し、これらを活用して課題を解決す

るために、必要な思考力、判断力、表現力を育むために、教育の情報化を進め、学校現場に反映し

ていく考えであります。 

 次に、小中学校におけるＩＣＴ環境整備の進捗状況とＩＣＴ教育の取り組みについてであります

が、本村では、３校全ての小中学校にコンピュータ教室を設置し、児童生徒用のコンピュータを整

備しております。 

 それに加え、白馬中では、平成２７年度に地方創生加速化交付金を活用して、ウインドウズタブ

レット５０台を購入したことを契機に、あわせて同機種３５台をリースし、１学年分に対応できる

８５台の整備を行ないました。その後、平成２９年度に７５台、平成３０年度に７５台をリースし

たところで、生徒１人１台の体制が整いました。 

 一方、両小学校では、平成２９年度にキーボード脱着式のパソコンを南小に２２台、北小に３４台

配置し、１学級分の情報端末を整備しました。現在まで主に総合的な学習の時間における郷土学習

の調査等で利用しております。 

 また、来年度から文部科学省のＧＩＧＡスクール構想に沿って、小中学校の情報通信設備整備を

段階的に進めていく予定であります。 

 補正予算（第５号）で中学校の既設情報通信ネットワークを高速大容量化する工事費として、約

１,０００万円を計上していますし、令和２年度は、平成２７年度に整備した中学校のタブレット端

末が導入から５年を経過することから、１学年分のタブレット端末機８０台をリプレースする予定

であります。 

 小学校においては、令和４年度に現在のパソコン教室の端末機器が更新時期を迎えることから、

中学校と同様に教室内で使用するタブレット端末への更新を検討しております。 

 教育委員会では、現在、ＧＩＧＡスクール構想に沿った形で小中学校のＩＣＴ教育の充実を図る

ため、学校ＩＣＴ環境整備計画を作成しています。今後は、この計画に沿って整備を進めるととも

に、児童生徒の新たな学びに対応していく予定であります。 

 次に、４月からスタートするプログラミング教育をどのように進める予定かとの質問であります

が、プログラミング教育の必修化の目的は、これから生き抜くために求められる力を身につけるこ
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とだと思います。 

 現在、あらゆる場面で生活をコンピュータが支えており、その仕組みは全てプログラミングによ

って成り立っています。そのメカニズムを習得することは、国語や算数と同様に必要な基礎能力で

あります。コンピュータの原理的な理解の有無によって、社会への対処能力が大きく変わってくる

はずです。将来どんな職業につくとしても、どんな生活を送るにしても、コンピュータとは無縁で

はいられません。社会を生きるために情報技術を使いこなす力は不可欠であると考えています。 

 小学校におけるプログラミング教育の普及に当たっては、カリキュラム及び実践不足、指導者不

足、環境の未整備等の課題があります。そこで、この１月に南小、北小、合同でプログラミング教

育の実践に当たっての研修会を実施しました。教員の知識と指導力不足の不安については、関係機

関と協力を得ながら今後も研修会を実施してまいりたいと考えております。 

 平成２９年・３０年度において、ヤフー株式会社がノルウェービレッジにおいて、小学生を対象

としたプログラミング講座を２日間の日程で行ないました。募集人員は、すぐに埋まるほど好評で

あったと聞いております。このように企業、団体等と連携し、プログラミング教育を推進できれば

と考えているところであります。 

 新学習指導要領では、社会に開かれた教育課程が強調されています。学校教育も産業界や地域コ

ミュニティーと連携し、より豊かな多様な学びの場を構築することが求められています。プログラ

ミング教育の導入がそのきっかけになればと考えているところであります。 

 次に、学校ＩＣＴ化による教員の役割の変化についてと、ＥｄＴｅｃｈ、村の教育現場において

どのように活用できるかについて、あわせて答弁をさせていただきます。 

 子供たちが情報活用能力を身につけるには、教員自身にも適切な情報活用能力が求められます。

これには、当然プログラミング的思考や情報セキュリティー等に関する能力、資質も含まれていま

す。子供たちが問題解決のために情報機器を手段として適切に活用し、情報を吟味し、それを処理

できるように支援していくことが、教員には求められています。 

 また、情報モラル、セキュリティーについても、学校教育で醸成すべき知識だと考えています。

例えば、ＳＮＳの使用をめぐって人間関係に問題が生じる、あるいはプライバシーを侵害するよう

なトラブルが多く発生しています。このような問題の対処も学校で教育すべき必須項目になってき

ております。 

 議員のご質問にもありますとおり、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために実

施しました臨時休業において、経済産業省「未来の教室」が、２月２８日、新型コロナ感染症によ

る学校休業対策「学びをとめない未来の教室プロジェクト」を始動させ、ウェブサイトを作成し、

学習コンデンツの無償提供など、ＥｄＴｅｃｈ事業者との取り組みを紹介しています。 

 現在の学校現場においては、教職員の業務負荷の大きさ、労働環境の悪化が指摘され、働き方改

革の推進が叫ばれております。これには、さまざまな要因や背景があろうかと思いますが、非効率
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な仕組みやＩＴツールの活用不足も一因とされています。 

 また、働き方だけでなく、授業についてもアプリや動画などを活用することで、よりよい授業を

提供できるものと考えています。 

 また、ＩＣＴの活用によって個々の児童生徒に最適化された学び、アダプティブラーニングの提

供も可能になります。現在中学校で行なわれている数学のドリル学習がこの一例であります。 

 集団授業で個人の理解度に応じて内容を変化させることはできません。しかし、ウェブやアプリ

ケーションを活用すれば、児童生徒がどういった問題で間違えているのか、時間がかかっているの

かといった分析が瞬時に可能です。また、こうした情報に基づいて、ＡＩによって出題された問題

を最適化し、学習効果を改善する効果も期待できます。 

 今後、数年間でこのＥｄＴｅｃｈの分野は飛躍的に進歩することが予想されます。ＡＩは、一人

一人の理解度、学習利益、ミスの傾向、その日の集中度にあわせて、その児童生徒専用にカリキュ

ラムを策定し、学習状況をリアルタイムで解説し、教員のタブレット端末に送信するような試みも

既に始まっています。 

 学校教育の現場でＩＣＴを活用する取り組みが浸透すると、学校で知識を数える役割の一部は、

電子教材が担い、教員の役割は指導者から児童生徒を励ますメンター、助言者のようなものに変わ

っていくかもしれません。このように情報通信分野の発展は、教育分野においても大きな変革をも

たらします。 

 教育委員会では、このような変革におくれることなく、児童生徒の学びを形成すべく、さまざま

な分野で研究を続けながら、よりよいＩＣＴ環境及び指導体制の構築を進めていきたいと考えてお

ります。 

 このようにＩＣＴ環境の整備とその指導体制の定着は、これからの教育に不可欠であると認識し

ています。しかしながら、Ｅメールを用いたコミュニケーションが一般的になり、多くのことをメー

ルで済ませる若年層の増加で、人間関係が希薄になったとも言われています。 

 白馬村の子供たちは、ＩＣＴ教育の推進と同時に、人に感謝を示す、お願いをするという際には、

直接顔を合わせて話すといった、いわば社会常識を備えた大人に育ってほしいと願っております。 

 以上であります。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。田中議員の質問時間は答弁を含め、あと７分です。質

問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  もう長い長い答弁の中で、要は進めていく、進めていかなければならないと

いう前向きな答弁だったと思いますが、そのＧＩＧＡスクール構想を進めていかれる中で、今、恐

らく村の予算でつけていたＩＣＴ教育の整備というものが、こういった国の旗振りによって一気に

進むと大変期待をしているところです。 

 このＧＩＧＡスクール構想なんですけれども、ソサエティー５.０時代を生きる子供たちに、１人
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１台の端末を整備し、多様な子供たちを誰一人取り残すことのない、公正に個別最適化された学び

を全国の学校現場で持続的に実現させるという方針であります。 

 その文部科学省は、大臣メッセージとして、１人１台端末環境は、もはや令和の時代における学

校のスタンダードだと示し、ハード、ソフトの両面から教育改革に取り組むことを宣言しています。 

 また、この実現には、各自治体の首長のリーダーシップが不可欠だということに加えて、この機

会を絶対に逃すことなく、学校・教育委員会のみならず、各自治体の首長、調達・財政・情報担当

部局など、関係者が一丸となって、子供たちに一人一人に個別最適化され、創造性を育む教育、Ｉ

ＣＴ教育の実現に取り組むようにと示されています。 

 教育長の答弁では、リーダーシップを持って進めていくというような、積極的に進めるというよ

うなご答弁を気持ちとして感じることはできなかったんですが、このメッセージを受けて、このＧ

ＩＧＡスクール構想を村としてどのように推進していくのか、村長にお考えを伺います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  先ほどの教育長が答弁をしたとおりであります。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  首長のリーダーシップで、ぜひ前向きに進めていっていただきたいと思いま

す。 

 実際の教育現場からは、村の教員のＩＣＴスキル、職員室内のＩＣＴ化は、かなりおくれている

との声をいただいています。答弁でもございましたが、ただでさえ多忙で、教員自身のスキルアッ

プの時間もあんまりとれないような状況の中で、４月から小学校で実施される学習指導要領に今ま

でにない情報活用能力の育成や、ＩＣＴ活用をした学習活動の充実が明記されています。 

 具体的には、答弁にもありました小学校で必修化となるプログラミング教育や動画活用ではあり

ますけれども、先ほど答弁では、研修等を実施されているとご答弁いただきましたが、今スムーズ

に導入し、授業ができる状態であるのか、その点、どのように把握されているのか、お伺いいたし

ます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。田中教育課長。 

教育課長兼子育て支援課長（田中克俊君）  プログラミングの関係につきましては、先ほども答弁さ

せていただきましたけれども、具体的には、プログラミングという教科が新しくできるわけではな

くて、各教科においてそのプログラミングが持つ、持たせる機能といいますか、習得しているもの

を子供たちに教えていくというところでございます。 

 したがいまして、現段階では、学校のほうと話しているのは、例えば、低学年ではプログラミン

グ的思考のベーシック部分を押さえるような取り組みをしていく。具体的に言うと、学級活動です

とか、生活科、こういったところで活用できるのではないかと。また高学年になりますと、今度は
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そのプログラミング的思考のベーシックができたところで、実際の算数とか理科に対して、どうい

った論理的にそういったものを考えているところを入れていくかというところで、例えば算数です

と、図形の部分、こういったところでそういうものができるのではないかというところを今話して

いるところです。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  あと何分ですか。２分。はい。ＧＩＧＡスクール構想によって村も積極的に

導入していくとお話でしたけれども、そのＩＣＴ活用については整備して導入して終わりというわ

けではなくて、導入後の効果や使い勝手も含めて、自治体による活用計画やフォローアップなどを

継続的に改善を続けていくことが必要だと思います。 

 村におけるＩＣＴ活用のグランドデザインを策定し、それに沿って進めていく、着実に進めてい

く考えはないかどうか、お伺いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。田中教育課長。 

教育課長兼子育て支援課長（田中克俊君）  ＧＩＧＡスクール構想の本来が持つ目標というのが、先

ほど教育長も答弁でお答えさせていただきましたとおり、今までやっていた一斉学習は、当然先生

が一斉に学習するんですけれども、それが各それぞれの児童生徒と双方向でできるような目標、あ

るいは個別学習、本人の認識度、学習到達度によってそれぞれ違った過程といいますか、カリキュ

ラムといいますか、そういうものを持っている。あるいは共同学習、今までもグループ学習をやっ

ていたわけですけれども、リーダーが全て調べて決めて、それを周りがただ聞いているということ

ではなくて、共同学習ではありますが、それぞれの子供たちが１人１台のそういった環境を使って

お互いに議論をしながら進めていくと、そういったものを含めて考えているもので、それをグラン

ドデザインといいますと、それだけのグランドデザインということではなくて、各学校の持つグラ

ンドデザインあるいは学校目標に対して、このＩＣＴを使ってその目標を達成していくべきもの、

そういうように考えております。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。田中議員、あと３０秒ですが、質問はありませんか。

田中議員。 

第３番（田中麻乃君）  これからは、やはりＩＣＴの活用というのは、子供たちの将来を決めるもの

ですので、例えば大人たちの知識不足であったり、地域格差といったようなもので子供たちの学び

をとめないように、白馬村の教育委員会としても積極的に進めていただけることを要望いたしまし

て、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

議長（北澤禎二郎君）  質問時間が終了しましたので、第３番田中麻乃議員の一般質問を終結いたし

ます。 

 ただいまから５分間、休憩といたします。 

休憩 午後 ２時００分  
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 午後 ２時０６分  

議長（北澤禎二郎君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、第１０番田中榮一議員の一般質問を許します。第１０番田中榮一議員。 

第１０番（田中榮一君）  １０番田中榮一です。マスクを外させていただきます。 

 今回は２問ということで、新型コロナウイルス対策についてと同じような質問で、新型コロナウ

イルスの収束後の観光施策についてということで、質問をさせていただきます。 

 その前に、資料なんですけれども、きのうの国内のコロナウイルスの感染状況なんですけれども、

国内で５６８人、クルーズ関係で６９８人、およそ１,２７８人という数字であります。それで、退

院された方が４２７人ということであります。 

 ＷＨＯの発表で、新型コロナウイルスをパンデミックという言葉が初めて出てきたような気がし

ますけれども、世界的大流行と言えるという、そういう言葉であるようであります。 

 それでは、中国で発生した新型コロナウイルスは、おさまる気配が感じられず、世界中に感染が

拡大をしております。 

 日本でもさらにふえつつあり、その数は３月２日現在だったんですけれども２００人を超えよう

としています。 

 今、先ほど言ったように、国内では５６８人ということで、倍以上にふえているということであ

ります。 

 日本政府は、この２週間余りが正念場と捉え、国民に集会等の自粛や小中高等学校の休校を呼び

かけました。これにより、拡大防止につながることを願うものですが、一方で、全国各地で大きな

イベントの中止が相次いでおり、日本経済は大きな損失を被ろうとしております。 

 白馬村は、国が示した新型コロナウイルス感染症対策本部に係るイベント行事の開催基準に白馬

村独自の基準を追加し、ホームページに掲載をいたしました。 

 現在、村は冬の観光シーズン中にあり、感染のリスクと収入源である観光客の減少で不安な日々

を送っている村民の方々も多く、一日も早い収束を願っていることと思います。 

 そこで、次のことについてお伺いをいたします。 

 （１）村内から感染者を一人でも出さないために、村の危機管理の対応が極めて重要であります。

村長の見解を伺います。 

 （２）大町保健所管内での感染者発生が県から示された場合に、役場に連絡が入るのか、また、

村内から感染者が出た場合の対応マニュアルはどのようになっているのかを伺います。 

 （３）白馬村では、新型インフルエンザ等対策行動計画には、常日ごろ感染症予防についてなど、

注意すべき極めて重要な事柄が詳しく記載されております。 

 今後の村民の健康管理及び白馬に訪れるお客様が安心して過ごせる環境づくりにつながるために

も、収束後、速やかな検証が大事ではないかと思いますが、考えを伺います。 
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 以上、３つ、よろしくお願いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  田中榮一議員から、新型コロナウイルス対策について、３項目の質問をいただ

いておりますので、順次答弁をさせていただきます。 

 １点目の村の危機管理について、村長の見解はとの質問ですが、今回の新型コロナウイルス感染

症対策に限らず、行政の役割としては、村民の生命及び健康を守ることは使命であり責務であると

いうふうに考えており、そのための危機管理の対応については極めて重要であるという田中榮一議

員の考えと全く同感であります。 

 また、その上で申し上げますと、この新型コロナウイルス感染症の世界的な広がり、日本国内で

の感染症拡大を鑑みると、交通や物流の発展に伴い、人や物の移動が容易かつ高速化している中で、

感染を水際で完全に食いとめることは一昔前よりは難しいというのが実情ではないかと思っており

ます。 

 現段階で新型コロナウイルスに対しての抗ウイルス薬は存在していませんので、今できる感染予

防対策といたしましては、一人一人がみずからの感染を防止をし、他の人にうつさないために気を

つけていただくことが最重要で、個人レベルでの感染対策としての手洗いや咳エチケット等の徹底

などを周知するとともに、特に高齢者や基礎疾患がある方が重症化する傾向があるということで、

引き続き、高齢者施設等に注意を呼びかけてまいりたいと考えております。 

 ２点目の大町保健所管内で新型コロナウイルスの感染症の感染が発生した場合に、連絡が入るの

かという質問につきましては、そのような場合の情報伝達について、北アルプス地域振興局へ問い

合わせをいたしましたが、個別に市町村への連絡をすることはないとの回答でありました。 

 なお、３月６日の佐久保健所管内の感染者の場合は、やはり管内在住ということで、市町村名の

公表はありませんでしたが、勤務先が観光施設で不特定多数の観光客などへの感染が懸念されるた

め、感染拡大防止の観点から、会社名の公表があったところであります。 

 また、通勤等、そしてまた電車等の公共交通機関を利用していた場合も同じく、感染拡大防止の

ため、行動経路については発表されるとのことです。 

 続きまして、感染者の村内で発生した場合の対応マニュアルについて、どのようになっているか

との質問についてでありますが、当村には平成２７年３月に作成をいたしました白馬村新型インフ

ルエンザ等対策行動計画があります。 

 これは新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条に基づき、白馬村における新型インフルエン

ザ等の対策に関する基本的な方針及び村が実施をする措置等を示すもので、政府新型インフルエン

ザ等対策行動計画及び長野県新型インフルエンザ等対策行動計画に基づく市町村行動計画に位置づ

けられているものであります。 

 この計画は、感染拡大を可能な限り抑制をし、村民の生命及び健康を守ること、村民生活及び村
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民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的としております。 

 発生段階に応じた対策を掲げておりますが、発生の予測や阻止が困難でありますので、政府や県

から示された対策に基づき、村が実施すべき対策を決定することとなります。 

 今回の新型コロナウイルス感染症対策については、発生段階から観察しますと、現在は県内発生

早期にあたります。この段階では、県内での感染拡大をできる限り抑えること、患者に適切な医療

を提供すること、感染拡大に備えた体制の整備を行なうことを目的に、白馬村新型コロナウイルス

感染症対策本部を設置をし、情報の集約、共有、分析を行い、県等との連携をして、国が決定した

基本的対象方針を医療機関、事業所、村民の皆様への喚起、それから、換気、手洗い、咳エチケッ

トといった感染症予防対策相談窓口、受診の目安等の周知に努めているところです。 

 村内に患者が発生した場合の対応については、県が主体となり、措置を行なうこととなっており、

村は県等からの要請に応じ、その取り組み等に適宜協力をすることになっております。 

 最後に、新型インフルエンザ等対策行動計画の検証についてのご質問でございますが、国は新型

コロナウイルス感染拡大を受けて、新型インフルエンザ特別措置法が適応できるよう、法改正を行

なう方針で、今週末には改正法が成立をする見込みというふうに聞いております。 

 感染者が日々増加する中、いつごろになるかは不透明ですが、感染の状況が小康期に入った段階

で、今回の対策の評価が国、県それぞれで実施をされ、対策等の見直しが行われることとなると思

います。その検証等を踏まえ、整合性を図りながら対応をしてまいりたいというふうに思っており

ます。 

 以上で、１点目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。田中議員、質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  それでは、再質問をさせていただきます。 

 まさに今答弁ありましたように、白馬村、新型インフルエンザ等対策行動計画というものが、平

成２７年３月に策定をされているということで、この多分計画は、我々３期目かな、議員には配ら

れている資料だというように思います。 

 私も今回、この質問をするに当たって、じゃあ、どういうところから質問していこうというよう

に思ったんですけれども、初めは地域防災計画の中にこういう災害も一種であるから、そこでもっ

て村として対応するんではないかなというようなところをちょっと思ったんです。それで、それを

見ても感染症のところは出てこないというようなところで、じゃあ、どこをというところでもって

探したところ、局長のアドバイスもあったんですけど、多分これは白馬村の新型インフルエンザ等

対策行動計画、多分それにのっとって、これは白馬村として対応するんではないかというようなと

ころをアドバイスをいただいて、それから質問事項の作成に入っているわけであります。それを見

ている中で、答弁の中でそれはこの計画の中に書いてありました。それで、国としてもこの対策に

対しては、この新型インフルエンザの対策措置法の中にのっとってもどんどん出てくるというよう
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なところで、私もなるほどこのインフルエンザの対策のその措置法にのっとって、国はもうそうい

うふうにどんどん出てくるんだろうなというようなところを想像したわけであります。それで、そ

のとおりになったんです。 

 それで、それを読んでいるうちに、その中に書いていないところがあるんですね。それは何かと

いうと、コロナウイルス対策のところに先手、先手を打っていかなきゃいけないんですけども、特

に役場、庁内で感染者が発生した場合の対策マニュアルというところが出てこないというようなと

ころで、どなたにお聞きしていいのかどうか、この庁内で発生したときの場合のマニュアルはでき

ているのかどうか、そこのところをお伺いをいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまの庁内であった場合ということで、ご質問が新型インフル

エンザ対策の行動計画に基づき、庁内であったということでありますので、村のほうで持っている

計画といたしましては、新型インフルエンザ対策業務継続計画ということで、これについては、新

型インフルエンザに特化した形の業務の継続計画ということで、この点は今回の新型コロナウイル

ス対策にあわせて、この継続計画をどういうふうにしていくのかというのは、今、見直しの再編を

図っているところでございます。 

 ただし、今回の新型コロナに対しては、自治体については新型コロナに準じるかどうかは市町村

の判断ということになっておりますので、国から出されている通知に基づき、実際には行動してい

るということでございます。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  ちょっとよくわからないんですけれども、庁内の職員が感染したときの村

の対応ということ、そこをお聞きしたいんですけど、一人感染したときに、庁内の仕事が停止した

ら大変なことですよね。それを維持しながらやっていくのか、若干その発生した時点でちょっと１日

か２日かとめて、それで対応するのかという、その具体的なところを聞きたいということでありま

す。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  まず、庁内の業務につきましては、先ほどの業務の継続計画と何を

もって業務をやるのかというのを選択するという計画になっておりますので、どれを行なうのか、

時間的にスピード性のないようなものについては先送りするとかという部分が書かれているのが業

務の継続計画になります。 

 職員が罹患した場合ということでありますけども、今回の新型コロナウイルスの関係につきまし

ては、国のほうから通達が出されております。 

 大きく申し上げて３点あるんですが、いわゆる検疫法に規定する滞留の対象となった場合、２点
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目は、新型コロナウイルス感染等を踏まえ、勤務することがやむを得ないと認められる場合、その

ほか、この世話を行なう職員が当該制を行なうため、勤務しないことがやむを得ないと認められる

場合については、人事院規則に基づく特別休暇の付与を自治体のほうで行ってくれという通知がき

ておりますので、職員の体制についてはこれに基づいて休暇の付与等をするということになってく

ると思いますが、職員が欠けたところをどういうふうに補うのかというのは、その業務継続計画の

業務をどのように各課において補っていくのか、この辺は各課の裁量の中で対応するべきものとい

うふうに考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  ここのところ、強く今大分聞いたんですけれども、先日、神戸市役所、そ

れから京都市役所でも職員が感染したというようなところで、それぞれそういう症例がもう日本の

中にも出ているということなんですね。ここのところはもう白馬村であったとしても、その可能性

はゼロでないはずですので、そこのところをきちんとやっていただきたいというふうに思います。 

 先ほど特別措置法、新型コロナウイルス感染防止に向けて、新型インフルエンザ等の対策特別措

置法を改正して、今回、新型コロナウイルス何たらかんたらという、そういう措置法がきょうだか、

明日か、国会通ると思うんです。それによって、今度は、もしもの場合もやっぱり家庭でなんです

けれども、それも先手先手でもって打っていかないといけないと思うんですけれど、もし、国から

の緊急事態宣言というものを出された場合、多分これはちょっと控えろ控えろというような形でも

って今国やっているんですけども、このまま感染していくと、緊急事態宣言というものもストーリー

というものも、もし宣言をする場合も出てくる、ただそのときに村の対応はどうするのかというと

ころなんですけど、その点はどう考えていますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  国が今現在、ＷＨＯがパンデミックという宣言をし、国のほうで非

常事態宣言というふうに出た場合につきましては、基本的にこれまでも通達が流れてきております。

これについては、社会経済に与える非常に大きいものですから、それぞれの項目について、国の対

策本部で示された内容が都度村に届いております。ですので、当然のことながら、それに対する指

示というのが地方公共団体に流れてくると思いますので、その指示に従い事務を進めるということ

になろうかと思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  わかりました。 

 次のところ、村民から新型コロナウイルスの感染が確認された場合というところなんですけれど

も、一つ、これは当然、県知事のほうから発表されて、県指導でもって村としてやるべきことはこ
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うですよと多分示されてくると思うんですけれども、もしもですよ、白馬村の中で。 

 そんな中でもって、前回、東信のほうで発生したところなんですけれども、特に知事が気を使っ

たところということは、人権に関わることの対応性というか、重要性で非常に苦慮したというとこ

ろを述べておりました。だから、そのところは多分、仮定で申しわけないんですけれども、そうな

った場合に白馬村、その人権に関わるところはどのようにしていったらよろしいですかという、多

分、そういう相談が来るかと思うんですけれども、そういうところは想定しているのかどうか、ど

なたにお聞きすればいいですか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  人権の関係について答弁をさせていただきます。 

 今回、長野県内で幾つか感染された方の発表がありましたけども、そのときも先ほど来申し上げ

ているとおり、細かいところまでの発表がなかったと、個人情報とか、あと人権に配慮してのこと

だと思いますが、今、新型コロナウイルスの感染症につきましては、ニュース等でも報じられてお

りますけれども、インターネット等、ＳＮＳ等で差別ですとか偏見に基づいて誹謗中傷とかが発生

している状況であると、そういうことについて全くあってはならないことだと考えておりまして、

だから、正確な情報を発信することで、そういったことがないように、正確な情報を村民の皆様に

届けて、冷静な行動をお願いをしているということで、人権担当の部署それぞれ連携しながら取り

組んでまいりたいと思っております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  特にこの人権というところは極めて重要なところだと思いますので、もし、

そうなった場合のところのきちんとした配慮というものは、よろしくお願いをしたいというふうに

思います。 

 村として、備蓄しておかないといけないようなものというのはちょっとあると思うんですけれど

も、例えば、仰々しいんですけれども、化学的防護服とか、そういうものは村で用意してあるのか、

それと、玄関に入ったときに私も消毒のアルコールは必ずあるものと思っていたんですけど、この

二、三日、あそこに置いていないというようなところ、村民が来て役場に入った瞬間に消毒液がな

いよと言うというのが、ちょっといかがなものかと思っちゃうんですけど、指導する立場として、

あそこに必ず置かなきゃいけないんだと思っているんですけど、その２点のところをどうなってい

るのか、ちょっとお伺いをいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  まず、備蓄品の関係でございますが、村のほうでは前回の２００９年

ですか、新型インフルエンザが発生したときもそうなんですけども、防護服ですとか、あとマスク、

アルコールの消毒液については備蓄品として保有してございます。 
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 今回の新型コロナウイルスの問題が出てきたからということではなくて、庁舎の入り口入ったと

ころになりますけれども、消毒用のアルコール液、あとマスクなんかも常備していました。 

 ただ、今回、マスクとか消毒薬が不足するという報道があってから、その減りがかなり早くて、

そのままでやっていきますと備蓄品もすぐなくなってしまうというような状況であります。 

 これにつきましては、発注もしているんですけれども、なかなか入荷の見込みも立たないという

ところで、３月４日からアルコールの消毒液ついては回収させていただいて、ただし、手洗いをし

ていただくことが重要ということで、石けんを使って手洗いをしていただくようにご理解とご協力

をお願いしたいと考えております。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  それでは、最後のほうになるんですけれども、（３）のところの質問なん

ですが、新型インフルエンザ等対策行動計画というものがあって、先ほど、多分、国、県の検証さ

れているのは上から下りてくるだろうというようなところで、村としても対応したいということな

んです。 

 私もこれを読んでみて、極めて本当にいいことが書いてあるというようなところで、すぐではな

くてもいいと思うんですけれども、村民に対して概要版みたいなものでいいんですけれども、配布

というものをぜひお願いをしたいというように思います。 

 その中のインフルエンザ対策の行動計画の中に、非常にいいことが書いてあるものですから、先

ほど答弁の中にもありましたけど、あえてちょっと読まさせていただきます。こんなことが大事だ

から、概要版として村民に配布をしていただきたいということであります。 

 「この計画の中には、目的、新型インフルエンザ等の発生時に村民が正しく判断をし、行動でき

るよう、適切な情報提供を行ない周知する、特に、誰もが新型インフルエンザ等に感染する可能性

があること、感染したことによって、患者やその関係者には責任はないこと、個人レベルでの対策

が全体の対策推進に大きく寄与することを伝え、発生前から認識の共有を図ることも重要である。

国家の危機管理に関わる重要な課題という共通理解のもとに、国、県、村、医療関係、事業者、個

人の各々が役割を認識し、十分な情報をもとに、適切に判断、行動するため、対策の全ての段階、

分野において、国、県、村、医療機関、事業者、個人の間でのコミュニケーションが必須である。

コミュニケーションは双方向性のものであり、一方方向の情報提供でなく、情報共有や情報の受け

取り手の反応の把握まで含む」というような、このようなことが書いてあるんです。ぜひ、概要版

等を村民に配っていただく、それと、ホームページにこの計画が載っているから、ぜひ見てほしい

ということも合わせてお願いをしたいと思うんですけど、その点どうですか、どなたか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。松澤健康福祉課長。 

健康福祉課長（松澤孝行君）  概要版の作成についてということで答弁をさせていただきます。 

 先ほど、村長の答弁にもありましたけれども、今回、この新型インフルエンザ等対策行動計画、
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これについて恐らく見直しがされると思いますので、それを見た上で、村も見直し等を考えていか

なければいけないのかなと思っておりますので、それ以降になろうかと思いますけども、検討をさ

せていただきたいと思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  極めて今、世界、それから国、日本も危機的状況にあるかというように思

います。ぜひ、気持ちというものを緩めることなく対応していただきたいなというように思います。 

 それでは、次に、新型コロナウイルス収束後の観光施策についてであります。 

 この「収束」という字をこの「収束」でいいのか、「終」わりの「息」ですか、そっちのほうが

いいのかちょっとわかりませんけれども、今回はこの「収束」というものを使わせていただきまし

た。 

 日本国内での新型インフルエンザによる肺炎の感染が広がる中、各国が日本への渡航に関して自

粛勧告を出すなどの動きが出始めています。 

 今までは順調に増加しつつあったインバウンド客数ですが、回復にはかなりのエネルギーと時間

がかかるのではと誰もが危惧しているかと思います。 

 この危機的状況から脱出するために、今から村民一丸となっての取り組みが求められていると思

います。次のことについてお伺いをいたします。 

 （１）特に中国スキー協会と深い関わりがある村として、さらなる交流を深めていかなければな

らないと思いますが、各考えを伺います。 

 （２）国内の誘客についての取り組みについてお伺いをいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  新型コロナウイルスの収束後の観光施策について、２項目の質問をいただいて

おりますので、答弁をさせていただきます。 

 最初に、中国との交流につきましては、１９８３年１１月に長野県と中国河北省が友好提携を結

ばれており、それ以来、白馬村にもスキー関係者の交流がありました。 

 近年では一昨年、中国河北省から許勤、省長らの訪問団が白馬村にも来村し、昨年は２０２２年、

北京オリンピックの開催都市である北京市のトップ、蔡奇書記らが訪問団と北京オリンピックの開

催が決定してから、多くの方が来村をしているところであります。 

 白馬村と中国の関係は、大町市、白馬村、小谷村の３市村が白馬バレーとして、２０１７年１２月

に中国河北省の張家口市と冬季スポーツを通じた友好交流を推進する覚書を結んでおり、白馬村に

とっても極めて重要な市場として認識をしております。 

 中国国内には、７００を超えるスキー場があると言われておりますが、天然雪のスキー場はほと

んどないようであります。 
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 人口雪や室内スキー場で、スキー、スノーボードが好きになった中国の方が、天然雪の豊富な日

本のスキー場に訪れる流れを継続していかなければなりません。 

 昨年８月には、長野県のスキープロモーションのために、訪中団の一員として白馬村の魅力につ

いてプレゼンテーションを行ったことも、昨年９月の議会でお話をさせていただいたとおりであり

ます。 

 なお、長野県が友好提携を結ぶ以前より、長野県日中友好協会、県スキー連盟等が協力をし、中

国側の要請に応え、訓練隊や視察団の受け入れなどが行われております。 

 ２０２２年の北京オリンピックの準備が進む中、北京冬季オリンピック組織委員会や中国国家体

育総局関係者など、長野、東京オリンピックの開催地である白馬村へ視察も活発になり、中国のナ

ショナルチーム、ジャンプ訓練隊の受け入れでは、白馬ジャンプ競技場での訓練も行われておりま

した。 

 また、冬季シーズンの初めでは、県スキー連盟が吉林省、松花湖スキー場との協定に基づき、長

野県のスキー選手が派遣され、早期のトレーニングの成果を上げることができており、白馬村の選

手も参加をしているところであります。 

 長野県は、東京２０２０オリンピック・パラリンピックのホストタウンとして応援をしていくこ

ととなっておりますし、コロナウイルスの感染症が収束後には、長野県はもとより、白馬バレーの

一員として文化交流や情報交換などを通じて、引き続き両国の冬季スポーツの振興を図るよう進め

てまいります。 

 次に、国内の誘客についての取り組みでありますが、この冬のシーズンは暖冬と雪不足により、

ただでさえ厳しいシーズンであったにも関わらず、新型コロナウイルス感染症といった新たな危機

も発生をし、関連事業者の経営、村内の経済はかつてない厳しさに直面をしています。このような

状況でありますので、伊藤議員の質問にもありましたように、村外観光事業を喚起するため、あわ

せて関連事業者の負担を軽減するため、これらを両輪とする緊急経済対策を実施することといたし

ました。 

 村内観光事業を喚起するための支援は、国内観光客に絞ったものではありませんが、地域の状況

や個性に応じて、地域ごとの取り組みを村と観光局が支援するというものであります。 

 具体的にどのような事業を実施するのかまでは、現時点ではお答えはできませんが、実りのある

対策になるような地域と村、観光局が協働して取り組んでまいりたいというふうに考えているとこ

ろであります。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期が不透明な状況でありますので、誘客に変調するこ

となく、事業者の経営不安を払拭し、経営安定を図るための支援も考えてまいりたいというふうに

思っております。 

 ２点目の質問に対しての答弁とさせていただきます。 
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議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  まさに県の日中友好協会ですか、それを通じて白馬村も非常に交流が深い

ということであります。 

 その友好協会のホームページを見ると、２月１７日に阿部知事と中国の大使と懇談をしていると

いうようなところで、コロナウイルスの発生で苦労しているけれども頑張っているのでお願いしま

すと、これからも中国は友好関係にある県の皆様と、これからもずっと協力を引き続き強化するこ

とを願っているという駐日大使の言葉であります。 

 阿部知事も特に五輪が開催地であるところからも、そういう意味合いにおいて、経験のある長野

県としても協力を惜しまないというようなコメントが載っております。 

 そのほかにも、先ほど答弁にもありましたように、中国のスキー人口がこれからも３億人とも予

想される中で、中国のスキー、そういう人たちのスキー指導というものはどうしたらいいかという

ところを学びに白馬にも訪れて、県のスキー連盟の副会長である太谷さんらも対応されて、インス

トラクターのこんな感じで日本はやっていますよというような交流もあっていろいろあります。 

 そのほかにも幾つか選手の強化等や、それから北京のオリンピック会場の近くにトンネルのト

レーニングクロスカントリーの施設もつくられているというようなところで、県のクロスカント

リーの選手も多分白馬村の選手もそこへトレーニングに行っているのではないかというようなとこ

ろで、非常に中国との交流が深いわけであります。ですので、今すぐはあれですけれども、収束後

も待たず、今からでもお互いにこの情報を共有する中で連絡を取り合っていくことが、非常に大事

ではないかなというように思います。 

 それでは、もう一つ大事なオーストラリアの友好関係ということを維持していくためにも、非常

にオーストラリアという国も大事なんですけれども、先日、大規模な催しがあって、いろいろ苦情

があったイベントがあったというようなところで、簡単でいいですけれども、村長、どのように対

応をされたのかどうか、ちょっとお聞きをしたいというように思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  オーストラリア人の旅行会社が主催する大規模なイベント、村の対応なん

ですけれども、経過から申し上げますと、２月の末に課長会議県対策本部を実施しました。その中

で、３月１日から２,０００人、３,０００人規模の外国人が参加するイベントがあるよというのが

判明しました。 

 その日のうちに、主催者側にまず内容を確認しに行った上で、その上で中止できないものかとい

うようなことを一度申し上げたんですけども、もうオーストラリアからお客さんが動いているとい

うような状況から中止はできないというような回答でした。ですので、村として、その時点でお願

いを徹底してほしいこととして、コロナウイルスの感染拡大の徹底、それからもう一つ、マナー条

例の遵守をお願いしたというのがまず初日の動きであります。 
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 次の２日目ですので、イベントの前日になりますけれども、初日は私と総務課の担当が行きまし

た。２日目はやはり正副村長を一度主催者に正式に自粛をまず要請するという行動が必要だという

ふうに考えまして、村長、副村長、私で主催者に面談を申し込んで、面談をいたしました。その中

でも前日と同じように開催自粛を要請したんですけれども、お客さんが動いているので、もう中止

はできないというようなお答えがきました。 

 同じように感染症対策とマナー条例の遵守をお願いしたというところが、開催前の動きでありま

す。 

 ３月１日から４日まで開催したんですけれども、１日開催したところ、翌日、地区、八方のエリ

アでやったんですけども、地区の皆さんから、あのイベントは村として主催者に強く中止を要請す

べきですというような要請書が出てきました。その背景にはコロナウイルス、それからやっぱりア

ルコールを摂取した後の問題行動なんかが書かれていました。それを村、村長、副村長、それから

総務課長、私、それから住民課長が対応したんですけども、地区の要請を受けて、これは本当にコ

ロナウイルスということもあるんですけれども、マナー、それから住民の安全な生活というか、快

適な生活空間、それを乱しているなというような判断から、正式に主催者をもう一度呼んで、開催

の中止を文書で強く要請したところであります。 

 その要請書を施行する中で、なかなか同じように中止することはできないというようなお答えで

したので、せめても開催規模を縮小できないのかというようなこともお話させていただいて、開催

時間を少しずらして縮小して、行き帰りの参加者の交通をしっかりと主催者側で確保して、道端で

アルコールを摂取して、問題行動を起こすようなことを少なくしてもらう、そのようなことをお願

いしながら、２日目、３日目、４日目というように経過したところであります。 

 ここであえて言うのであれば、村として開催を容認したものではなくて、あくまでも中止を要請

していたというようなスタンスでこれまで取り組んでまいりました。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  このコロナウイルスの関係のところでありましたので、かなり気を使って、

村長も対応したかというふうに思います。 

 ぜひ、オーストラリアの駐日大使にもおわびのメールをいただいたというふうなところで、これ

からも友好関係を持続していくために、郷に入れば郷に従えじゃないですけど、ルールは守ってい

ただきたい。だけど、私たちは、ぜひおいでいただくには全然大歓迎でありますよというような感

じで対応をお願いをしたいというふうに思います。 

 それで、それと「美しい村と快適な生活環境を守る条例（マナー条例）」ですけれども、この機

会にある程度のその罰則規定というのも盛り込んでいくことも大事ではないかなというふうにちょ

っと思ったんですけれども、罰則規定については、どのように考えるか、簡単でいいですけど、お
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答えていただけますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  それでは、通称マナー条例の罰則につきましてでありますが、罰則

をつけることについて規定をしているという部分ではございませんが、その罰則を履行するための

体制をどういうふうにするのかという部分については、村、行政の職員だけでは当然無理ですので、

地域の方たちの協力を得ないとできないというふうに思っております。 

 これができるかどうかという部分については、いつも役員懇談会の折にも話をさせていただいて

おりますので、今回非常に八方の地区の方も想定を超えるような行為という部分がありますので、

そこら辺をどういうふうに捉えるかと。今回の部分については想定を超えるという部分であります

ので、通常のマナー条例としてどういうふうにしていくのかというのは、毎年検証作業を行なって

おりますので、その中でまた議論をしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  では、そういうことで、今度は国内の方々、日本国民の方々のぜひ白馬村

に訪れていきたいというようなところをちょっとお聞きをしたいというふうに思います。 

 一つだけですよね。一つだけ。いろいろ経済対策のところは同僚議員もやっておりますので、そ

のところは聞きませんけれども、一つだけ聞くと、私もいつもこう言っているところなんですけど、

スポーツ合宿というようなところ、その合宿の招聘というようなところをよく言っているんですけ

れども、そこのところについてお伺いをいたします。 

 それで、もう五、六年も前、もっと前だったか、夏合宿に来る生徒や学生に対しての補助金とい

うものを何か企画したらどうだという話をしました。それで、他のところでは特に積極的にやって

いるのは、九州もやっていますし、近辺では福井県なんかは全県を挙げて１泊１,０００円とかに、

そういう単位で合宿に対して、団体に対して補助をしているというような奨励があるというふうな

ところで、前回質問をしたときにも、それはちょっと難しいよというそういう話があります。 

 まさに宿泊税のこともありますので、それは難しいかもしれないんですけれども、だけど、この

スポーツ合宿に関しては、白馬村にはスポーツとか文化合宿もあります。修学旅行もあるんですけ

ど、物見遊山的にその来ているわけではないというふうに思います。 

 それで、２０年、３０年、もしかすれば４０年近く来ている団体というのが、白馬村に存在する

わけでありますけれども、そういう本当にお互いに、村にとってはありがたい団体が数多くあると

いうことで、このときこそ、おいでいただく、いただいた、これからも来ていただくためにも、こ

の感謝の意をあらわすということが、村として非常に大事なことではないかと思うんですけれども、

その点をちょっとどなたかお伺いをいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 
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観光課長（太田雄介君）  新型コロナウイルスの終息が見えない中で、今この時点で何かというのは

お答えができないんですけれども、今できることというのは、いつ終息が来るかわからないんです

けれども、終息した時点ですぐ動けるような準備を、村、それから関係事業者、地域と準備をして

いくというところまでしか、きょうのところは、ちょっとお答えできません。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。田中議員。 

第１０番（田中榮一君）  ぜひそういうお客様というのは、もう白馬村にどのぐらいあるか、調査も

してもいいかなと思います。インバウンドばかりじゃなくても、この機会に国内のお客様というと

ころを目を向けていただきたいというふうに思います。 

 以前に村長に、長い間、２０年という関西のほうのお客様が、小学生でしたけれども、来ている

というふうなところで、スキー教室だったんですけれども、開校式にぜひ長い間来ていただいてい

るもので、一言ご挨拶をお願いというようなところで村長にお願いした経過もあります。そのよう

なところで、できればそういうところの団体に対しても、せめて来たときにも、ご挨拶に村長が向

かうということも大事なことではないかなというふうに思います。 

 それでは、最後の質問にします。それでいろいろこれから白馬のイベントがこう目白押しという

ふうなところで、今後どうしたらいいかというふうなところもお聞きしたかったんですけれども、

時間もありますので、そういうところは、おいおい検証してどうするのかというところを発表して

いただきたいと。早い時期に発表をしていただきたいというふうに思います。高校野球も中止にな

った、上高地の開山式が中止になった、大町の国際芸術祭も延期になったというふうなところがあ

るというふうなところであります。 

 最後に、村長のこの非常に非常事態のところの決意をお伺いをしたいというふうに思います。 

 安倍首相は、私がこのようにいろいろ小学校の休校とかそういう、「私が決断した以上、私の責

任において、さまざまな課題に万全の対応を取るつもり」と、国民に向かって発言をしております。

ですので、白馬村としてこの暖冬、雪不足から、新型コロナウイルスの感染対策ということで、非

常に国もそうでして、白馬村が今は非常に危機的なところにあるかというふうに思います。 

 村長は、就任してすぐ神城断層地震に見舞われて、非常に村的にはリーダーシップを発揮されて、

もう乗り切ったというふうな経験があります。それと同様に、それ以上のこの災難というものが、

今村長の双肩にかかっているかというふうに思うわけであります。ぜひ国難ともいえるこの非常事

態に村長としてどう立ち向かうのか、決意をお伺いして私の質問を終わりたいというふうに思いま

す。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  その今の状況について村長の決意ということでありますが、先ほど、田中榮一

議員のこのパンデミックという新しい言葉が、きのうの報道で出てきたわけでありますが、ＷＨＯ
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のほうでも、割合当初のほうでは安心していたというか、そんなに拡散はしないだろうというよう

なそんな報道をしていたところを、もう緊急非常事態だというふうな、世界的な流行だというふう

な、そんな報道がありましたけれども、私としては、早くこのコロナウイルスの関係が収束をする

ことを願うところであります。 

 そしてまた、先ほども答弁でもありましたけれども、人にうつさない、そしてまたうつらない、

そしてしっかりその手洗いをしてもらう、そしてまた咳チェック等々をしていただいて、先ほどの

職員の話にもありましたけれども、具合の悪いときにはもう休んでもらう、そういったことで、コ

ロナウイルス対策については、もう拡散をしない、罹災しないというそういった取り組みをしてい

くところであります。 

 そしてまた、終息が宣言された暁には、また白馬村のこのすばらしい山岳景観、元気な観光地に

なるような取り組みをしてまいりたいというふうに思っております。今のところは、じゃあ、村で

何をやるかという、終息もできない中でなかなか難しいわけでありますけれども、終息の暁には、

そんな取り組みをしてまいりたいというふうに思っております。 

議長（北澤禎二郎君）  はい。 

第１０番（田中榮一君）  終わります。 

議長（北澤禎二郎君）  それでは、質問がありませんので、第１０番田中榮一議員の一般質問を終結

いたします。 

 以上で、日程第１ 一般質問を終結いたします。 

 これで、本定例会第２日目の議事日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。明日３月１３日は午前１０時から本会議を行ないたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、明日３月１３日は午前１０時から本会議を行

なうことに決定いたしました。 

 これをもちまして、本日は散会といたします。大変ご苦労さまでした。 

散会 午後 ２時５２分  
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令和２年第１回白馬村議会定例会議事日程 

令和２年３月１３日（金）午前１０時開議 

（第３日目） 

１．開 議 宣 告 

日程第 １ 一般質問 
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令和２年第１回白馬村議会定例会（第３日目） 

 

１．日  時 令和２年３月１３日 午前１０時より 

２．場  所 白馬村議会議場 

３．応招議員 

   第 １ 番   太 谷 修 助      第 ７ 番   加 藤 亮 輔 

   第 ２ 番   丸 山 勇太郎      第 ８ 番   津 滝 俊 幸 

   第 ３ 番   田 中 麻 乃      第 ９ 番   横 田 孝 穗 

   第 ４ 番   太 田 正 治      第１０番   田 中 榮 一 

   第 ５ 番   伊 藤 まゆみ      第１１番   太 田 伸 子 

   第 ６ 番   松 本 喜美人      第１２番   北 澤 禎二郎 

４．欠席議員  

   なし 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議会に出席した者の職氏名 

 村    長   下 川 正 剛    副 村 長   横 山 秋 一 

 教 育 長   平 林   豊    参事兼総務課長   吉 田 久 夫 

 健康福祉課長   松 澤 孝 行    会計管理者・室長   田 中   哲 

 建 設 課 長   矢 口 俊 樹    観 光 課 長   太 田 雄 介 

 農 政 課 長   下 川 啓 一    上下水道課長   酒 井   洋 

 税 務 課 長   横 川 辰 彦    住 民 課 長   山 岸 茂 幸 

 教育課長兼子育て支援課長   田 中 克 俊    生涯学習スポーツ課長   関 口 久 人 

 総務課長補佐兼総務係長   下 川 浩 毅     

６．職務のため出席した事務局職員 

 議会事務局長   太 田 洋 一 

７．本日の日程 

 １）一般質問 
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開議 午前１０時００分  

 １．開議宣告   

議長（北澤禎二郎君）  おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１２名です。 

  これより令和２年第１回白馬村議会定例会第３日目の会議を開きます。 

 ２．議事日程の報告   

議長（北澤禎二郎君）  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあります資料のとおりで

す。 

 △日程第１ 一般質問   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１ 一般質問を行ないます。 

 会議規則第６１条第２項の規定により、本定例会に一般質問の通告をされた方は８名です。４名

の方の一般質問は昨日終了しておりますので、本日は４名の方の一般質問を行ないます。 

 質問をされる議員は、質問、答弁を含めた１時間の中で、質問事項を明確、簡潔に質問される

ようお願いいたします。 

 なお、本定例会の再質問につきましては、会議規則第６３条の規定により１議員１議題につき

３回までと定められておりますが、制限時間内での再質問は議長においてこれを許可いたします

ので、申し添えます。 

 それでは、あらかじめ質問の順位を定めてありますので、順次一般質問を許します。 

 最初に、第２番丸山勇太郎議員の一般質問を許します。第２番丸山勇太郎議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  ２番、丸山勇太郎です。本日、最初の質問者となります。 

 ３・１１東日本大震災からちょうど丸９年、１１・２２神城断層地震から５年４カ月、また、

昨晩２時１８分には、能登半島輪島市付近で震度５強の地震がありました。白馬村は恐らく震度

１から２だったのではないかと思われますが、私はしっかり目が覚めました。本日は、そんなタ

イミングで防災について質問します。 

 村は、５年前の神城断層地震を見事に復旧させ終了宣言をしました。しかし、神城断層とそこ

につながる断層のひずみは、今回は一部が解放されただけとの見方を専門家はしています。地震

列島日本では、内陸への影響も避けられない南海トラフ巨大地震が高い確率で予告され、次に白

馬村を襲う地震は、全村的なものになる可能性は十分あります。 

 地震以外でも気象変動による豪雨は全国で災害を起こし、砂防事業と山々に守られている本村

においても、土砂災害や断面の狭い河川での越水災害などが起こることが考えられます。 

 全国での災害の教訓から共通して語られるのは、情報の正確かつ迅速な伝達であり、現在進め

ている新防災情報配信システムは大変重要な事業ですが、いま一つの妥協によって効果を十分発

揮できないのではないかと懸念されます。 
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 神城断層地震からの復旧は、文字どおり旧に復した、もとに戻しただけとの意見もあります。

内外から多くの観光客が訪れる本村は、５年前の経験や全国での教訓を生かして、村民と観光客

の安心安全のため、より災害に強い村、より安心な村になっていかなければならないと考えます。 

 そこで、次を伺います。 

 １つ、北海道地震、昨年の千葉県での台風１５号災害では、大規模かつ長期間の停電が発生し

ています。停電を想定した防災備品の配備が必要と考えますが、現状と計画を伺います。 

 ２番目、神城断層東側への地震計の設置計画について伺います。 

 ３番目、２億８,０００万円を投下する新防災情報配信システム──以下、新システムと言いま

すけども──では、屋外拡声子局──屋外スピーカーのことですが──、この屋外スピーカーが

設置されない地区が複数あります。明らかに屋外放送がされない地区の住民は、そのことに納得

しているのか伺います。 

 ４番目、新システムで防災情報を危険情報として流すものの種類、それ以外の村民へのお知ら

せとして流す情報の種類と発信方法を伺います。 

 ５番目、新システムの宅内受信機設置希望アンケートに、絶好の機会にもかかわらず、行政区

加入の有無、持ち家か借家、アパートか、営業施設か否か、その場合の営業形態などの設問をな

ぜ設けなかったのか伺います。 

 ６番目、同アンケートの回答率を伺います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  丸山勇太郎議員の防災についての質問に対して答弁をさせていただきますが、

今、冒頭、神城断層地震からの復旧は、文字どおり旧に復しただけだという意見もあるというこ

とは、私、今、初めて丸山議員の声から聞いたわけでありますけども、村としても神城断層の復

旧復興については、全力で村民を挙げて取り組んできたという、そういった自負があるわけであ

りますけども、そんなことを含めて答弁をさせていただきますが。 

  １点目の、停電を想定した防災備品の配備についてのご質問でありますけども、まずは、役場

の関係では、庁舎の自家発電設備は３時間程度しか対応できないために、公共施設の個別施設計

画に基づき、計画的に更新をしてまいります。 

  防災行政無線は、現無線の自家発電は２４時間程度となっておりますが、新しいシステムに移

行すれば７２時間対応できる設備となります。また、電力の供給といった観点からは、本村は中

部電力と災害時等における相互協力に関する協定を締結をしており、中部電力と総合連携をし、

自治体活動拠点への電力供給や電力供給施設に関する保安伐採など災害時の長期停電解消に向け

て取り組むこととしております。 

  そのほかに、役場に配備をしてある小型発電機やＰＨＥＶ公用車、場合によっては、今年度、

白馬村消防団中部分団に配備をした救助資機材の搭載型消防ポンプ自動車などがありますが、電
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力の供給を問わず、地区へ貸し出せる防災備品は数に限りがあり不十分でありますので、毎年、

各種防災備品を計画的に配備をしていくとともに、有事の際には、長野県市町村受援計画などに

基づいて、不足をしている防災備品を調達をし、避難所や拠点となる場所に配備をしてまいりま

す。 

  ２点目の、神城断層の東側への地震計の設置計画についてでありますが、以前に一般質問で関

係する質問があり、答弁をさせていただいておりますが、白馬村内に設置されている震度観測施

設は気象庁のものではなく、国立研究開発法人防災科学研究所が設置する強震観測網（通称Ｋ─

ｎｅｔ）が役場敷地内に、高感度地震観測網（通称Ｈｉ─ｎｅｔ）が瑞穂地区と三日市場地区に

設置をされておりますので、現時点で、神城断層地震東側への地震計を設置する予定はありませ

ん。 

  ３点目の、新システムへの移行に伴う屋外子局の設置の関係については、今回導入するシステ

ムについては、戸別受信機の全戸配布と、メールやアプリといった複数の機能と連携をして情報

を発信することができるシステムとし、屋外子局については、指定避難所など優先的に全体に更

新をする方針であります。 

  なお、この全体のシステム構築については、村が示した技術、提案、仕様書及び村の予算の範

過去内で整理をする提案に基づき採用をいたしました。この点については、１２月の区長会議で

説明をしているところですが、再度、防災アプリや一斉メールの配信等、新しい防災情報の配信

について、広報紙やホームページで周知をするとともに、情報提供の配信については、村内各所

で複数回説明会を開催する予定であります。これからの利用方法とあわせて、その中でもしっか

り説明をしてまいりたいと考えます。 

  また、議会との勉強会の折にも、ご提案をいただきました地区担当職員による地区規模の説明

会についても前向きに検討をしたいと考えております。 

  ４点目の、新しいシステムに移行するに当たり、情報の種類と発信方法についてお答えをいた

します。 

  今回、流す情報の種類についても見直しを行なう予定でおりますが、現在とそんなに変わらな

いものと現時点では考えております。防災情報や危険情報は今までと同様に臨時放送で行ない、

防災情報の種類としては、Ｊ─アラートや避難指示等災害に関する情報、危険情報としては、熊

等の有害鳥獣の出没情報など、それ以外のお知らせとしては、健診や選挙など村から住民にお知

らせをしたい情報を定時放送として流します。 

 配信の方法については、臨時放送は屋外子局、戸別受信機のほか、登録者に限定されますが、

防災アプリでプッシュ通知による配信、一斉メールの配信となります。 

  定時放送では、戸別受信機のほか、防災アプリ、一斉メールの配信となりますが、特に定時放

送は、現状では同じ内容を繰り返し放送していることから、防災アプリ及び一斉メールへの配信
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の考え方について、現在、請負者と協議・調整を行なっているところであります。 

  ５点目の、新システムにおける宅内の受信機の設置希望アンケートに関するご質問でございま

すが、このアンケートは、令和元年１２月１日現在の全世帯に対して郵送をさせていただきまし

た。この調査では、今回の整備するシステムの戸別受信機については、全世帯に対して設置する

基本的な考え方に基づき、総設置数を把握するため、特に、同一建物内における複数世帯の重複

を避けることを基本に数量調査を行なっております。 

  したがって、少なくとも他世帯と同居しており、必要がないといった世帯については、建物等

を基準とした世帯数と置きかえることができます。加えて、行政区の加入世帯数の分布として捉

えることができると考えます。 

 議員のご質問の持ち家か借家、アパートなどといった所有区分は、先ほどの考え方に基づき実

施をしたことから、必要項目ではなく、設問として設けなかったことが理由であります。 

 最後に、アンケートの回答率についてお答えをいたします。 

 このアンケートは３,８７７世帯に発送し、３,００４世帯から回答をいただきました。回答率

は７７.５％となっております。回答をいただいたうち、戸別受信機の希望者数は２,６２４世帯

で８７.４％となっており、今後も引き続き、設置についての周知を図ってまいりたいというふう

に考えております。 

 丸山議員の防災について６項目の質問に対して、答弁をさせていただきました。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。丸山議員、質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  神城断層地震への対応復旧は見事でした。死者ゼロはすばらしいことで

す。しかし、より大きな次の地震はさほど遠くない未来にいずれ来るものと思っております。 

  南海トラフ地震や首都直下型地震は、どれだけ日本列島に被害をもたらすか、本当に私も不安

でなりません。経験に学び、他地域の事例に学び、次に備えるため、一歩でも前に進んだものに

していかなければならないというふうに考えております。 

 １番目の停電を想定した防災備品、もちろん、これから一気にはいかないでしょうから、年次

計画で準備していただきたいと思いますけども、おわかりでしょうけども、発電機ですとか、バ

ッテリー照明ですとか、そんなもののほかに、乾電池式の石油ストーブ、要するに、もう１００ボ

ルトの電気がなくても、乾電池と石油があれば暖がとれるというような、そういった石油ストー

ブの設置はお考えでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまのご質問、一般的に言う反射型ストーブだというふうに

思いますけども、村での備品と備蓄という部分は考えてはおりませんので、私自身も一つ災害用

に持っておりますので、そういう点では、そういうものも暖をとるための一つの方策として、い

わゆる電源を使用しないというところで周知は図っていければというふうに思います。 
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  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  本当に寒い時期は暖房がないと大変ですので、私も、２台、使わないけ

ども買って持っております。 

  ２番目につきましては、地震計のことなんですけども、堀之内から三日市場にかけての地盤の

特殊性というものが今回の地震で解明されました。断層を挟んで東と西では全く地盤が違うとい

うことでございます。 

  これについては、研究者や地元からの設置要望もあると思うんですけども、村は、気象庁や、

先ほどもありました防災科学技術研究所に設置要望はしたことはないんでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  まず最初に、要望したかということにつきましては、要望はして

いないというところであります。隣の大町市では、美麻地域には１つつけるんだというのは、情

報共有の点で、私どものほうも把握をしていると。 

 先ほど申しましたＨｉ─ｎｅｔの関係につきましては、三日市場の神明社の近くに設置してい

るということで、現在も波形等が見られますので、それを見ているというところで、新たな要望

ということは、それがあるものですから、要望してないということでございます。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  そういった要望もありますので、研究者や地元からの。ぜひ要望してみ

ていただきたいんですよ、気象庁や防災科学研究所に。だめ元っていうこともないですけども、

やるだけのことはやっていただきたいと思います。本当に、震度は、５年前の地震では西と東で

も本当にだいぶ違ったという状況がございますので、何も全村に一つということではないと思い

ますので、ぜひ要望していただきたいと。 

 １番目、２番目の質問は、そういった村民や研究者の心配の声を受けて質問させていただきま

したが、まだまだ質問したいことはありますけども、今回は、新防災情報配信システムのことを

集中して聞きたいので、このことについては、今回はこれだけにとどめたいと思います。 

  さて、２年度にわたり、現状２億８,０００万円を投じる新防災情報配信システムのことですが、

残りの時間はこれを中心に再質問させていただきます。 

  場合によっては、人命にかかわる重要な事業でありながら、ほとんどどういったものになるの

かということが住民に伝わっていないんではないかと。そんなことで、議員の使命として、きょ

うはしっかりと質問をさせていただきまして、テレビ中継を含めて傍聴してくださる村民に説明

する意味で、また、一緒に考えていただく意味で、入りの質問は最も基本的なところから質問さ

せていただきます。我々自身はちょっとわかっていることではありますけども、そういった村民
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に説明する意味ということで質問いたしますけども。 

 今度の新システムは、まず、アナログからデジタルになるということでございます。現行と、

私が感じている最も違う点は、屋外拡声子局の数です。屋外拡声子局って、カ行が続く、カ行が

言いにくいもんですから、屋外スピーカーと言わせていただきますけども、これは言ってみれば、

役場の親局から発せられた音声情報を屋外で流す柱つきのスピーカーということで、単位も「本」

という言い方をさせていただきます。 

 現在３７本あるのを新システムでは１５本にすると。３０の行政区に対して１５本、だから、

全ての地区には設置しないということです。設置するのは、今、村の考え方では、村の中心部に

１５本、そのうち１０本は能力の高い新型スピーカーにするということです。 

 村がこれに替わるものとしているのが、先ほど村長の答弁にありました宅内受信機、現在のと

ころの普及率は５０％台ですが、先ほどの答弁ですと７７.５％はアンケートに答えているという

ことで、設置のパーセンテージは上がるものと考えております。 

  そして、もう一つの手段として携帯電話やスマートフォンに情報配信する、これも新しいこと

ですけども。総務課長に質問します。それに間違いありませんか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議員のおっしゃるとおりでございます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  なぜ、屋外スピーカーは１５本しか立てないのですか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  まず、今回のシステムの考え方につきまして、最初に説明をさせ

ていただきます。 

 国では、ここ数年の豪雨災害、基本的には豪雨災害が中心になりますけども、この災害の亡く

なった方、高齢者が非常に多いということで、用語でいきますと、災害対策基本法の関係でいう

と、高齢者や障がい者、乳幼児については要配慮者、そのほか、災害が発生する場合に、今、避

難が困難な方等の場合には、避難行動要支援者ということになります。 

  この過去の災害において亡くなっている方、高齢者の方が非常に率が高いということで、国の

総務省の消防庁では、災害情報伝達手段の整備等に関する手引というものを数年かけて策定をし

てまいりました。そこから出された総務省の防災行政無線の整備の方針としては、まずは、屋内

受信機、いわゆる戸別受信機を全戸に配備するというのが、まず一つの柱になっております。こ

れは、今回の整備計画の中でも全戸配布をしていくというところであります。 

 この戸別受信機につきましては、比較的単価が高いということで、国からそれぞれ事業者のほ

うに低廉化のものをつくれというものが出まして、戸別受信機の整備については事業費が下がっ

たと。そこから見出せる屋外子局の数というものについては、業者の、いわゆる今回は技術提案
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型で事業を採択しておりますので、指定避難所等に近いものを中心に整備本数を事業者のほうで

定めたと。この提案された内容を採択したということで、審査員の中でも、これについては特段、

問題はないのではないかという判断をしたところであります。 

  この提案の採択につきましては、当然庁内だけでは技術的な部分が判断できないという部分が

ありますので、過去に、国または自治体の受託を受けた事業者や信州大学の先生にも入っていた

だき、この技術提案について問題があるかどうかというような話もさせていただきながら、今回

の提案の採択に至ったということでございます。したがいまして、屋外子局の数につきましては、

提案した本数を採択しているという部分でございます。 

 ただし、現在、総務省の総合通信管理部に電波申請を行なっており、今、仮電波というものを

受けております。この仮電波の中で、仮に山間地等で支障が出た場合には、これは何らかの対策

を施さなければならないというふうには考えておりますので、これは、現在、作業が進んでいる

というところでございます。 

  いわゆる本数等の経過につきまして、若干、国等の考え方を含めて答弁とさせていただきまし

た。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  宅内機を配る、携帯、スマホに配信する、それはいいです。これからは、

私と、今、執行部のほうで言われたことの違いですけども、私は、屋外の音声情報を出すシステ

ムを補完するものが宅内機やスマホだと考えております。 

 一方で、今の答弁にありましたけども、行政側は総務省のあれとかも言いましたけども、今後

は宅内機がメーンで、あとスマホや何かに配信する。屋外で１５局では当然届かないところがあ

るんですけども、届かない、聞こえない地区があってもいいと考えている、この点が非常に重要

な点だと私は思っております。 

 確かに、暴風雨のときなんかは聞こえにくいことは確かですけども、台風のときは、そもそも

外に出ませんよね。少なくとも１週間以上前からテレビで予報円で台風が近づいてくる情報はあ

りますし、今、これ、一番日常茶飯事な危険は何なのかといいますと、先ほどもありましたけど

も、熊なんですよね。熊の出没。昨年だけで、昨年の目撃情報は実に１３３件ありました。熊の

ことを考えるのがこの問題を考えるのに一番考えやすいかなということで、ちょっとこの熊とい

うことを少し念頭に置きながら質問を組み立てていきたいと思いますけども。夜間はもちろん宅

内機でいいわけです。しかし、日中屋外での防災情報、今の熊のような危険情報はどうするかと

いうことです。スマホを持たない老人や小学生をどうするかと。観光客はどうなるの。観光客は、

もちろんスマホは持っていますけども、アプリを入れて登録しなければ受信しないわけでありま

して、そういうことで、再度総務課長に質問します。 
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  天気のよい日中の屋外、東山の小集落や西エリアの人たち、畑仕事をするお年寄り、平日に登

下校をする子供たち、休日に友達と外で遊ぶ子供たち、みそら野や和田野を散策する観光客、そ

ういった日中のスマホを持たない老人や小学生、観光客への熊情報や緊急情報を届ける手段は何

ですか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまの質問が熊ということに限定してのご質問でありますけ

ども、今回、我々が整備をするのは防災行政無線でありますので、あえて熊という部分で申し上

げますと、情報を知り得る部分についてはスマートフォンもしくは、持っている携帯メール等の

機能になろうかと思います。ちなみに、直近のキャリア系の携帯電話会社で調べたものでいくと、

既に７０代のスマートフォンの所持率も５割を超えているということになっております。 

  実際に、現在が３７基のところで全てのエリアを網羅しているかというと、現時点で網羅はで

きていません。どこで、それを覚知するのかという部分については、現時点でも畑のところで、

エリアという、いわゆる音達エリアに入っていないところもありますので、その点は、現在でも

入らないところはございます。それはご理解をいただきながら、今回でいくと、プッシュ型の通

知により、それを広くお知らせをするという部分で補完をいたしますので、その辺については、

しっかりと村長の答弁にもありましたように、説明をしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  確かに、７０代の方ぐらいまでは、今ほぼほぼ携帯、スマホは持ってい

る時代になりました。でも、８０代以降で持っている人はかなり少ないと思いますし、私は、小

学生なんかにはスマホなんか持たせないほうがいいと思っています。それは、電磁波という問題

があるからです。実際のところ、小学生のスマホ所持率というのは、ほぼ低い数字ではないかと

いうふうに思っています。 

  屋外スピーカーというのは、今だって、確かに全てをカバーしているわけではないですけども、

全世帯にクリアに届かなくてもいいんですよ。何か鳴っている、何か言っているという、それが

注意喚起になるわけです。 

 昨年の台風１９号での長野市長沼では、消防団の半鐘の音が避難を促したということで、長野

市長が地元消防団を表彰しておりますけども、外の音というのは、私はうんと大事だというふう

に思っております。 

 この、どこまで届くかということについては、まだ電波の許可とかの関係ではっきりとは出た

ものはないんでしょうけど、一応、行政の手元には音達カバー図というんですか、エリアカバー

図といいますか、そういったものが担当者の手元にはあるんですけども、私、３回、それのコピー

を要求しましたが拒否されております。３回目は、議員懇談会の場で要求しておりますので、同
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僚議員の皆さんもそのことはわかっていると思いますけども、なぜ、それを出してくれないのか、

コピーさせてくれないのかわかりませんが、見せていただいたところによりますと、恐らく、今

の村の１５局では到達しないエリアとしましては、東山の小集落、内山東下の嶺方、野平、通、

青鬼、立の間、これらにはスピーカーの音は届かないのではないかと。 

  それと西エリア、森が深くて営業施設や住宅、別荘の多い地区、五竜白馬の森、めいてつ、み

そら野、エコーランド、山麓、和田野、どんぐり、ここには、やっぱりスピーカーはつかないこ

とになっています。エコーランドと山麓はもしかすれば聞こえるかもしれません。エコーランド

は瑞穂西という設置場所によってカバーされる可能性はありますし、山麓は八方のスピーカーで

カバーされる可能性がありますけども。それを除いても１０から１２地区には届かないことにな

ると思います。 

 昨年１２月に開かれた区長会議で、初めて正式に区長会に説明があったと聞いておりますが、

一部の区長からは相当の懸念がされたと聞いております。特にお年寄りの多い集落、外の放送が

なくて、どうやって情報を得るかに対し、総務課長は、宅内機を持って畑に行けばいいと言った

らしいですが、それは事実ですか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ただいまのご質問ですけども、宅内機は外に持ち出して聞くこと

は可能であるという説明はいたしました。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  その宅内機にはストラップは付けられるようになっておりますか。ある

いは、防水仕様になっていますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ストラップはつけられるようにはなっていると。 

  ただ、屋内のものでありますので、防水機能はどれまで可能なのかという点については、ちょ

っと現時点ではお答えできないというところでございます。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  大量注文して一括納入のときには、ちょっと金額はわかりませんけども、

その後、買うとなると、１台３万５,０００円するというふうに聞きました。もし、外に持ち出し

て、雨に遭って壊れたら、３万５,０００円の機械をただで交換してくれるのでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  基本的に貸与でありますので、本人でしっかりと管理をしていた

だくということになります。 
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  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  ちょっと宅内機を外に持ち出すというのはほとんど考えにくいんではな

いかなと、まず、あり得ないというふうに私は思っております。 

  とにかく、先ほど言ったような地区にはスピーカーがつかないということなんですけども、こ

れらの１０から１２の地区には、だから情報格差をつけるということになるわけですよね。中央

の集落の住民は３つの方法で情報が受け取れるわけです。屋外のスピーカー、宅内機、スマホ、

一方で、東のエリアと西のエリアの１０から１２の地区には３つの方法のうち２つの方法しか届

かないわけです。しかも、スマホを持っていないという方は現にいるわけです。 

 だから、情報格差ということになるわけです。受け取れない側からすれば、情報差別という言

い方にもなるわけですけども、人単位で言えば、情報弱者をつくるということになると思います

が。ちょっと、ここで、ぜひ村長自身にお伺いしたいんですけども、村長は東山の小集落の一つ、

野平に住まわれておりますが、村長が住まわれている野平には、本当に屋外スピーカーはなくて

いいのですか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  三十幾つの屋外子局から１５というふうな、そういった説明しているわけで

ありますけども、今、どこまでその電波が届くかということも調査をしている状況でありますの

で、ただ単に、野平で一地区の住民としてどう思うかということは、できれば、この森上あたり

の感度のいい屋外子局から、屋外のスピーカーから野平のほうまで届くようになれば、えらい別

に、そこに立たなくてもいいというふうに思っております。そんなことでご理解いただきたい。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  現時点で、私が見せていただいたエリアカバー図では届かないんですよ。

野平は見通しいいですから、もしかすれば森上の音がかすかに聞こえてくるかもしれませんけど

も。例えば嶺方とか立の間、青鬼なんかには届かないでしょうね、それはどう考えても届かない

と思います。 

  一方で、西側のエリア、例えばめいてつ、これは最も新しい行政区で、縦長に森が深くて、都

会からの移住者ばかりでなくて、他の行政区のしがらみを逃れて、ここに住民票を置く世帯は大

変多いです。１８１世帯、小中学生が３８人おります。みそら野地区、かつての別荘分譲地の広

大な森の中に営業施設や住宅や別荘が点在し、今や最も人口の多い行政区となっています。

４５６世帯で小中学生が１０５人もおります。 

  和田野地区、ここも森が奥に深く、大きなホテルが複数あり、外国人所有施設も多く、季節的

には観光客で膨れ上がります。どんぐり地区、岩岳山からの地すべり地形を分譲して誕生した地

区です。水抜き井戸や地下水を出すトンネルで地形を維持しております。まず、新田や切久保か



－137－ 

らの音は届かないんではないかなと。ここにも６８世帯住まわれております。 

  さっき言った東山のほうも、白馬村、これまで東山の小集落には非常に手厚いことをやってき

ているんですよね。青鬼の伝建には、もう大変は額を投下されておりますし、立の間や通、ほん

の数軒の集落ですけども、大変立派な公民館も建ててきました。村長お住まいの野平、田畑の圃

場整備、農業集落排水、中山間の直接支払制度では長期にわたって補助金も出しております。嶺

方は、これは野平とともに、かつては選挙の投票所まであった比較的大きな集落で、何といって

も国道４０６の街道沿いです。内山も２３世帯、スノーハープは指定避難所にもなっております。 

  それぞれ諸事情のある地区です。道路や水路を整備し、水道も整備し、立派な公民館を建てて

も、最も肝心なこの情報提供で差別してはいけないんではないかなと。今、村としても確実に届

くと言えないんですよね。というか、今言った地区には届かないと思うんですよ。私には、この

屋外スピーカーを東エリアや西エリアにつけなくてもいい理由は全く見当たりません。 

  最近の一番、この世界的なものになっているＳＤＧｓの最も中心的なキャッチコピーは、誰ひ

とり置き去りにしない、誰ひとり取り残さないということですけども、これ、取り残しちゃうん

じゃないですかね、その東エリアとか西エリアの住民を。それで、ちょっと近隣の例も調べてみ

ました。この日立国際電気の技術提案書にもありました池田町、池田町は３１本立てるとありま

したので、一体、自治会の数はどのくらいあるのかなと聞いたら、３３の自治会があるそうです。

３３の自治会に対して３１本の屋外スピーカーと。各スピーカーの柱の根元にはボックスがあり

まして、役場からの放送を流すだけではなく、その中のマイクで自治会自らが避難を呼びかける

ことができる、独自の緊急放送も可能で訓練にも使っているとのことでありました。松川村は、

１７の地区に対して１９本、大町市は９０ある自治会に対して１０８本と、そういうふうに、み

んなやっているんですよね。 

  まだ、この時代は全てがスマホを持っている時代ではないですので。私は、運用が始まってか

ら初めて、村民が気がつくと思っております。「えっ、つかないの、うちの集落」というふうに。

つかない地区は、気がつけば納得しないんではないかなと。実際、どの程度、音が届くか聞こえ

るかというよりは、あることによる安心だというふうに思っております。小集落を見捨てないと

いう姿勢、お年寄りや小学生、そういうスマホを持たない世代に対する情報提供と、そういう意

味が屋外のスピーカーにはあるんではないかと。事業が終わってから、この各地区で騒ぎ出して、

「つかないの、うちの集落、つけてくださいよ」となった場合には単費でつけることになってし

まうと思うんですけども、そうなると、また財政を圧迫することになります。 

  時間もありませんから、このことの最後の質問です。設置しない地区には行って説明したほう

がいいというふうに思います。職員が地区集会に行って説明する考えはありますか。また、その

結果によって、屋外スピーカーの設置箇所は見直す気はありますか、ないですか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 
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参事兼総務課長（吉田久夫君）  お答えをさせていただきます。 

 まず、基本的な考え方が丸山議員は、屋外子局を補完するものが戸別受信機という考えでおりま

すので、村は逆で、戸別受信機を補完するもの、いわゆるメールやアプリ等に残る補完するもの

が屋外子局という認識でおりますので、まず、この点が大きく違っているかと思います。 

  それと、各地区で実際に聞こえないエリアが、今、地区の名前も上げられましたが、音達エリ

アに入っているという、一部ですけども入っているところもありますので、具体的にどこが音達

エリアになるのかというのは、スピーカーの向きによっても変わってこようかと思います。 

  それと、地区、これ、長年の中で、地区から要望がありながら営業をしている部分があるので、

うるさくて立てるのは嫌だということで、予算を計上して断念をしているという地区も複数ござ

います。そこら辺から考えますと、全てを完全に網羅するという部分では、財政的には非常に難

しいというふうに考えておりますので、予算の範囲内でできるものを提案していただいたという

ことを、また改めて申し上げたいと思います。 

  各地区の説明につきましては、先ほども村長の答弁の中にありましたように、複数回の説明会

とあわせて、地区担当職員がおりますので、各地区に出向いて、屋外子局がないという説明より

も、こういう使い方で情報を取得することができるということもあわせて説明のほうは考えてい

きたいというふうに思っております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  確かに、今、総務課長言うように、私の考えと今の行政側のとっている

考えは真逆です。でも、どっちを村民は選ぶでしょうか。それは、ぜひ説明会に行って聞いてみ

てください。行政側のそういった説明で納得すれば、それはそれで、各住民が納得すればとやか

く言うものではございませんが、私は納得しない地区は当然出てくるんではないかなと。 

  確かに、うるさいと言って切っている地区もあったりするのが何とも言えないんですけども、

めいてつですとかエコーランドあたりは屋外スピーカーを切っているという話があって、これは

ちょっとどうかなと思うんですけど、それは放送の質のこともあるんですよ。そのこともちょっ

と触れたいと思っていますけど、ちょっと時間がないかもしれませんが。 

  例えば、今の時報、ウエストミンスターの鐘ですか、キンコンカンコンと、あれがもう６時、

１０時、１２時、３時、６時ですか、そんなに鳴らす必要があるのかとか、そのメロディーも相

変わらずのキンコンカンコンではなくて、他の観光地なんかでは非常にさわやかなメロディー流

したりしているところもあるんですよね。例えば、教育委員会でやっている子供の見守りの放送、

あれなんかも、これテレビで見たことですけども、他地区では子供自身の声でやっているんです

よね。あれは非常にいいなと思って、今、聞いています。そういったことも考え直していかなけ

ればいけないというふうに私は思っております。 
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  それと、ちょっと時間の関係で、宅内機のことをお聞きしますけども、今これ、住民基本台帳

に基づいてアンケートをとって配ろうとしていますが、会社や事業所には配られないと聞きまし

たけども、会社や事業所に配られないのは全くもっておかしいと思いますが、なぜ配らないんで

すか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  会社や事業所につきましては、戸別受信機とは別にメールやアプ

リといった機能を推奨するという考えから、戸別受信機については予定をしていないということ

でございます。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  私の、これもやっぱり、行政と全く考え方が違うのは、そもそも住民基

本台帳世帯数を分母すべきじゃないと思っています。宅内機は、人が住んでいる建物、日中過ご

す建物に対して設置すると。例えばアパート、アパートは、じゃ、出入りするたびに、Ａという

世帯が入ればＡさんに貸与し、退去するときはまた返してもらうという、そういうまどろっこし

いことをするわけですかね。 

  私は、そうじゃなくて、アパートは部屋の備品として大家に配っておくと。そうすると、誰が

入居し退去しようと、もう無駄にはならないし、いちいち貸与、また返してもらうという必要は

ないわけです。 

 一般住宅も営業施設も会社も事業所も、むしろ課税台帳から調べて配ると。固定資産税を払っ

ていれば、その見返りとして配るというのがいいんではないかなと。そもそも固定資産税とはそ

ういうものではないかというふうに思っております。そうすれば、例えば、住民票を置かずに白

馬村に暮らす世帯はそれなりに多いわけです。しかし、いざ災害となりますと、住民票のあるな

しも観光客も路上生活者も関係ありません。みんな貴重な人命です。助ける対象です。宅内機は、

固定資産税の対価とするにふさわしいものではないかと思いますが、いま一度、宅内機の設置に

ついては、その分母を見直す気はありませんか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  分母の見直しにつきましては、現在、まだ最終的な、各全世帯か

ら回収をいただいておりませんので、その回収状況を現在は見ているという部分になります。 

  基本的に、事業所については、現時点では入れてはおりませんけども、中には、アンケートの

中に、もうアプリ等で十分だという方もいらっしゃいますので、全体の事業費の中で予備台数が

どれだけ確保できるのかという点についても、今後の事業の進捗の中で考えたいと思ってはおり

ます。ただ、基本的には、条例上、防災行政無線というのは住民の福祉の向上という文言が入っ

ておりますので、基本的には住民、いわゆる自治法でいう住民というのが対象になってこようか
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と思います。ただし、自治法上の住民というのは法人を加えるというのが自治法の規定になって

おりますので、その辺は、進んでいく中で検討の余地は残してはいるということでお答えをさせ

ていただきます。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  昼間、複数の人が働く会社には備えるべきです。 

  それと、もう一つだけ。なぜ、この宅内機設置希望アンケートにいろんな設問を入れなかった

のかと。私は、昨年６月議会で、このことは繰り返し、実は質問しているんですよ、言っている

んです。多額の費用をかける事業であるから、せっかくの絶好のチャンス、行政区問題解決につ

なげてほしい。新税も考えているなら、営業施設の把握も必要。それに対して、横山副村長も答

えております。ローラー戦術による個別調査も辞さないと。せっかくの機会なんですよ、これ、

電算に頼んでラベル打ち出して３,０００数百、４,０００世帯近くにアンケート出すんですから、

何でそういった設問を入れることを担当者に指示しなかったのかなと。それ、また別個に、行政

区問題のことについてのことは、また別個にやるんですか。それとも、観光施設の把握について

も、また別個に金をかけるということですか、せっかくのチャンスを活かさず。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ちょっと観光の点は私からはお答えできませんので、行政区加入

の関係についてお答えをさせていただきたいと思います。 

  村長の答弁にもありましたように、今現在、行政区の、今、住民基本台帳上でいう世帯数と行

政区の加入の分母となる数字というのが探り切れていないというところがありますので、これに

ついては、今回の調査表の中でも、実際に複数世帯ということで、設置は１個でいいという等の

回答をいただいているところであります。 

  行政区の加入率の調査につきましては、集落支援員と協力をしながら、各地区の規約等をいた

だきながら、職員の中で名簿照合をさせていただいているという作業はさせていただいておりま

す。ただ、分母の数字が把握をなかなかし切れないということで、昨年調査をした、考えられる

複数の同居世帯数と今回の調査で見られる複数の同居世帯数、これらがある程度乖離がなければ、

ある程度の分母の数が見えてくるのかなというふうに思っておりますので、まずは、今回のとこ

ろについては、分母となる行政区の数を調べたというところでありますので、全く手がけてはい

ないという点ではございません。 

 加入率の関係につきましては、毎年出入りがありますので、その辺については、集落支援員の

ほうとも協力をしながら、名簿のほうに照合作業をしながら、精度の高い加入率を算出していき

たいということで、これは現在も行なっているというところでございます。 

  以上です。 
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議長（北澤禎二郎君）  太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  宿泊施設の件数調査についてお答えします。 

  宿泊施設は、人を対象にするものではなくて、施設を対象にして、今年度、観光課として実施

いたします。別に実施いたしますということです。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。丸山議員の質問時間は答弁も含め、あと４分です。

質問はありませんか。丸山議員。 

第２番（丸山勇太郎君）  だから、宅内機というのは、建物に私はつければいいと思うんですよ。

出入りする世帯ではなくて、建物に配るもの、そういう考えで持っておくと、行政区加入率もわ

かるし、観光施設等もわかってくるんですよ。そういう調査をするいい機会ではなかったかなと

いうふうに思っております。やってしまったことはあれですが。 

  では、最後にお願いすることだけしゃべって質問を終わりたいと思いますけども、５年前の地

震の経験を風化させてはいけません。次の災害は必ず来ます。備えを怠らず、常に村民に対して

も呼びかける、啓発することが大事です。新システムの宅内機配布は、行政区未加入世帯にとっ

ては、初めての郵送ではない配布物を受け取る機会にもなります。この機会に行政区加入のお願

い文、温暖化防止の取り組みの啓発パンフレット、これは今なければちゃんと作ってからの話で

すけども、あるいは、防災のパンフ、ごみの出し方ガイドブックなどなど、この宅内機設置のと

きに、職員が出向いて配っていただきたい、話をしていただきたいと思います。 

 そして、私は、今やろうとしていることには不備があると思っております。それは、屋外スピー

カーの数です。それを素直に認めることも必要だというふうに思っております。これも地区に出

向いてしっかり説明して、もし地区が是が非でもつけてくれと言ったら取り組んでいただきたい

と。我々も村民のために真剣に訴えているわけです。この１時間だけの議論で終わらせるもので

はないというふうに思っております。ぜひ見直すところは見直していただきたいということをお

願いしまして、質問を終わりたいと思います。 

議長（北澤禎二郎君）  質問はありませんので、第２番丸山勇太郎議員の一般質問を終了いたしま

す。 

  ただいまから５分間休憩をいたします。 

休憩 午前１１時００分  

再開 午前１１時０５分  

議長（北澤禎二郎君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、第１１番太田信子議員の一般質問を許します。 

第１１番（太田伸子君）  １１番太田伸子でございます。令和２年は私たちにとって衝撃的な幕開

けとなりました。１月末から中国武漢市で発生した新型コロナウイルスによる感染症が今や全世
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界に拡大し、ＷＨＯがパンデミック宣言を行ない、この２月２７日には安倍首相が全国全ての小

中校、特別支援学校などの臨時休校を要請すると表明し、白馬村もその要請に応え小中を休校と

したところであります。一日も早い感染防止の手立てを行ない、この病が終息することを願って

います。 

 また、私たち白馬村は過去にも雪の少ない年を何回か経験しましたが、何とかそれぞれを乗り

越えてスキー産業の振興を図ってきました。今年ほどの寡雪状態はまさに異常であり、村内経済

に大きな影を落としています。 

  今回はこの２つの現状を鑑みて、村長のお考えを伺います。 

  初めに、気候変動についてであります。令和元年１２月定例会で白馬村気候非常事態宣言をし

ていますが、村長の意図を伺います。 

  ２番目に、平成２９年６月に白馬村ではＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ──賢い選択を宣言していま

す。この宣言から２年以上が過ぎますが、これまでの施策を伺います。 

  ３番目に、２月２３日に行なわれた大北地域気候変動対策セミナーの村長のご挨拶で、ゼロカー

ボンシティーを目指すと表明されました。具体的な施策を伺います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  太田伸子議員の気候変動について３つの項目で質問をいただいておりますの

で順次答弁をさせていただきますが、１点目の気候変動宣言の意図を伺いますの質問ですが、気

候変動は世界各地の課題であり、気候非常事態宣言は世界的な流れであります。３月も１０日現

在で気候非常事態宣言運動を展開しているオーストラリアの専門団体ＣＥＤＡＭＩＡ（セダミア）

の運営サイトの宣言都市一覧を確認しますと、登録の自治体は１,４６０に上がり、日本において

も１３の自治体が登録をされているところであります。 

  人類の活動を原因とする気候変動によって劣化する地球環境はもはや持続可能とは言えず、危

機的状況であると認識をしているところであります。地球温暖化に起因する気候変動は、本村に

とっても極めて深刻な脅威であり、雄大な自然の恵みを受けてきた本村のだからこそ村民ととも

に気候変動に対して行動を起こさなければならず、その流れに乗ることが当然だと思っておりま

す。 

  また、地元の白馬高校生が主体的に取り組んでいる活動にも何とか応えたいという思いもあり

宣言をいたしました。 

  ２点目のＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ──賢い選択を宣言後のこれまでの施策のご質問であります

が、昨日の加藤亮輔議員への答弁のとおりでありますが、若干補足をしますと、宣言を機に日本

ＥＶクラブ、白馬ＥＶクラブと連携をし、ＥＶシェアリングの事業やＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ新

聞の発行事業を実施しているところであります。 

  また、最後に２月２３日に行なわれた大北の地域気候変動対策セミナーの村長の挨拶でゼロ
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カーボンシティーを目指すと表明をいたしました。具体的な施策を伺いますとのご質問でござい

ますけども、まず長野県ではゼロカーボンシティー宣言と気候非常事態宣言とを同日で宣言を行

ないましたが、本村では気候非常事態宣言を行なったものの、環境省のゼロカーボンシティーの

認定にはゼロカーボン宣言が必要であり、県の指導もありこの認定を受けるために宣言をしたも

のであります。これは一般的に考えると両宣言とも内容には差異はないわけでありますが、同様

の宣言といえますので具体的な施策については昨日の加藤亮輔議員の答弁のとおりであります。 

  １点目の気候変動についての質問に対しての答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。太田議員、質問ありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  今の村長の答弁の中でゼロカーボンシティーの認定を受けるためにはこ

のゼロカーボンシティーを宣言することが認定を受ける条件とあるんですけれども、これ、認定

を受ければどのような効果というか、認定を受ければどのようになるというふうなものはあるの

でしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  ゼロカーボンシティーの認定を受けた町というご質問でございま

すけれども、ここは県のほうのご指導もいただきまして、県とタイアップしたいろんな事業の展

開ができるということで、県が主体になるもの村が主体になるもの、それぞれ考えられると思い

ますが、広く活動を県民または村民に知らせるための事業として補助事業の活用も可能というこ

とで宣言に至ったという経過でございます。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  この気候非常事態宣言の中に５つの項目が掲げられています。１番目の

ところに他自治体の取り組む模範となりますというふうに書かれていますが、模範となるために

どのような行動をとられるのか、お伺いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  他の模範となるのは何かというご質問でございますが、昨日、加

藤議員のところでも答弁させていただきましたが、一応よくいわれるのは調達、施設の整備とい

うのがやはり行政等でいくと目につくようなんですが、いわゆる再生可能エネルギーの協議会の

設立に向けて準備会というのを立ち上げるということを話させていただきました。その中では調

達だけに限らず電力の販売、それと社会における資源循環、ここら辺についても意見を出してい

ただきながら、それぞれ専門的な方も入っていただきながら意見交換をしたいというふうに思っ

ておりますのでそこから出される先進的な意見というものをほかの広くお知らせをしながら発信

していきたいということを考えているということでございます。まだ具体的な内容についてはこ

れからということでございます。 
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 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  きのうもその準備会を設立するという話でした。それで年内に１度ぐら

い開催とおっしゃっているんですけれども、準備会はいつごろ設立して年度内といっても１年間

に１度ぐらいしかまだ計画がないというところ、その準備会はいつごろ設立される予定になって

いますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  協議会の設立の要綱につきましては既にできております。人選に

ついてももう入っておりまして、各団体からの推薦等の名前もいただいているところであります

から、そちらの方々に年度内に１回ぐらいというふうに考えておりますが、昨今のこの新型コロ

ナの関係もありますので、どこでできるかというのは判断をさせていただきたいと思いますけど

も、会については既に要綱上では設立しているということでご理解いただければと思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  それでは、この森林の適正管理というものを３番目に掲げられています

が、管理を行なう活動組織というものはどんなところで行なわれる予定になっていますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  担当課といいますか、どこになるのかというような感じでお答え

をさせていただきたいと思いますけども、宣言の全体的なものにつきましては総務課のほうで文

言等を定めさせていただいておりますが、やはり森林部分というのは同じく再生可能エネルギー

で申し上げますと、木質バイオマスの関係になろうかと思います。 

  新年度の予算の中でも、まきの熱電併給施設ということも考えておりまして、実際にその木質

バイオマスをどのように調達していくのかという点がやはり大きな課題となっておりますので、

この辺につきましては新たな税目もありますので農政課のほうが主体となって取り組んでいくと

いうことになると認識しております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  森林の整備というものは自然エネルギー以外のところにも効果が出てく

ることだと思います。ぜひ行動を早めに起こしていただきたいなというふうに思っています。 

  それでは２番目の経済対策についてお伺いいたします。 

  先ほどの冒頭でも申し上げましたが、今シーズンは寡雪で大変皆さんがお困りになっている。

それから１月は寡雪でほとんどのスノーハープの大会は中止になりました。２月に入って、これ

からよくなるのかなと思っていたら、２月からはコロナウイルスの影響で外出ができなくなって、
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村内も大会がほとんど自粛されて中止になっております。その点を鑑みまして経済対策お伺いい

たします。 

  この冬のシーズンは寡雪で除雪事業者は出動が極めて少ない状態です。事業者への対応をお伺

いします。 

  ２番目に雪不足により１月はスノーハープの大会はほとんど中止になりました。また、２月か

らはコロナウイルスによる外出自粛や大きな大会の中止で村内も観光事業者は大きな痛手になっ

ています。そこで、村の対策を伺います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  太田伸子議員の２点目の経済対策について答弁をさせていただきますが、最

初に雪不足に伴う除雪の事業者の対応についてをお答えをいたしますが、まず、今シーズンの除

雪の実績でありますけども、２月末までの除雪出動をベースに昨年度と比較いたしますと、稼働

率は約４０％となります。本議会開会の挨拶でも申し上げましたとおり、こういった状況が続き

ますと除雪の事業者にしてみればオペレーターの確保や重機の更新が滞り、引いては村全体の除

雪事業に影響を及ぼしかねないことが懸念をされます。 

  これまでの例で申し上げますと平成２７年シーズンは寡雪の年であったことから、翌２８年度

から機械管理費分を固定費としてお支払いをすることといたしましたことはご存じのことと思い

ます。 

  先ごろ、この件につきまして村内の建設の組合の皆さんから要望をお聞きをする機会がありま

したが、その内容といたしましては機械管理費の増額、労務費の最低保証を設けてほしいといっ

たものでありました。安心・安全な村民生活を確保していくために円滑な除雪体制の構築は重要

だというふうに考えておりますので、来年度の除雪業務発注に向けて今回の要望を踏まえた上で

新たなルールづくりを考えてまいりたいというふうに思っております。 

  次に、観光関係の経済対策についてでありますが、本定例会招集の挨拶の中でも触れましたし、

昨日の伊藤まゆみ議員と田中榮一議員との質問にお答えをしたとおり、村内観光需要を喚起する

ため、あわせて関連事業者の負担を軽減するため、これらを両輪とする緊急経済対策を実施をい

たします。 

  ２点目の質問については、以上といたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。太田議員、質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  まず、除雪事業者の皆さんのことをお伺いいたします。 

 この白馬村にとって除雪事業というのはとても大変重要なところであって、雪が降ったときにた

ちまち困るところであります。村内の中の除雪をしていただくというところは私たちが安全に安

心して車を村内移動できる、よその観光客の皆さんからも白馬に入った途端に除雪がとてもいい

というふうにお褒めいただいて、観光客の皆さんもスキーヤーの皆さんたちも安心して来ていた
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だける村になっているというところで、冬の事業の観光にとても大事なことだと思うんです。 そ

れで、村長が今新しいルールをつくって来年度の除雪事業者の確保というか、その皆さんを守っ

ていきたいような答弁をいただきました。 

  ことしについてなんです。ことしの冬、村を守るためにいろんな事業所で投資されているいろ

んな除雪車の重機を投資していただいている皆さん、それから雪は少ないといわれていても降る

んではないかというところでオペレーターの皆さんを確保していただいていたというところに対

しての補助というものなのか、入札して事業所にお願いをしているわけです。入札するときには

キロ数とかも決まっていると思うんですけど、その辺のところで何か補助を出すような施策はお

考えになっていないでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。矢口建設課長。 

建設課長（矢口俊樹君）  それでは、本年度の除雪事業者に対する支援という面でのご質問でござ

いますので、私のほうからお答えをさせていただきたいと思いますけども、まず除雪事業は非常

に白馬村にとって重要であると、特に機械の確保であったり、あるいはオペレーター確保という

面で本当に事業者の皆さん、苦労いただいて除雪に当たっていただいているということに関しま

しては、まさに議員ご指摘のとおり私も同じ考えであります。 

  その中で今年度、つまり令和元年度の除雪の契約の中でどういった対応ができるかという分で

ございますけれども、今、太田議員のほうからもお話がございましたとおり、白馬村全体では神

城、北城、合わせて４３工区ございまして、それぞれ入札を行なっております。当然、入札を行

なう前提ではベースとなる設計の仕様というもの、あるいは時間というものをお示しをして、業

者さんから入札をしていただいておるわけでございますけれども、一部の工区に関しましては複

数の業者さんが入札して、いわゆる競合をして落札をしてという、今現在は落札をした業者さん

に対応をしていただいている工区もございますので、入札の公平性という部分から言いますと、

ことしの契約分について今の段階でベースになる金額なりを変えていくという部分については正

直難しいのかなと今思っております。 

  今回の建設事業組合の皆さんからの要望をいただいて、要望の内容というのはある意味明確で

ありまして、やはり雪が降っても降らなくても保障できるような固定費の部分を何とか増額して

ほしい、もうちょっとふやしてほしいという分がはっきり要望をいただいておりますので、先ほ

どルールづくりという答弁をさせていただきましたけれども、その部分で今後、来年度に向けて

しっかりしたルールづくりをしていきたいというのが私どもの考えであります。 

  あと、除雪機、当初予算のベースで見ますとことしは２億円を委託料として計上させていただ

いて、今、予算審議をいただいております。２億円といいましても村の全体の予算６０億から言

いますと３％を超える率にもなるわけでありますし、将来的な当然財政負担ということも生じて

くることもございますから、そういった分の整合性等もうまく検証しながら最終的にはやはり事
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業者の皆さんにとってある程度やっぱりことしと比べればメリットがあるようなというふうにし

ていかなければいけないのかなと、それは私も担当課の課長として考えておりますので、ご理解

いただければと考えております。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  ことしの当初予算は２億円で令和元年度も２億円の予算をとっています。

それで、雪の多いときにはもちろん皆さん稼働していただいた分として１億円近いお金を補正で

つけてお支払いしているというところもあります。２億円使っていないからというのではなくて、

今の事業所の皆さん、大きなところは大きなところで苦労もあると思うんですけれども、個人的

な皆さん、個人的でやって入札に入っていただいている方々は、もうオペのお金を払えないから

重機を売ってでも賃金の確保をするというふうなお話も聞きます。もし、そういう事態になって

しまったときに、来年度の事業者さんというのは減ってくるわけですので、ぜひその辺のところ

は建設課の皆さん、ご相談に乗っていただいたりして、事業所が少なくならないような手立てを

この先も考えていただきたいなというふうに思います。 

  それから、先ほど村長、観光事業者の皆さんに対して１,０００万円ずつの補正をつけて観光局

と地域の皆さんが計画されたものに対して補助率４分の３の４００万を上限としたものをつける

というふうな緊急経済対策というものも考えられていますけれども、なかなかそこだけでは無理

だと思うんです。観光事業というものは、まずは先行投資、先ほどの事業者さんもそうですけれ

ども、除雪の事業者さんもそうですけど、観光事業というものはまず先行投資されている事業者

の皆さんが多いと思うんです。この冬のお客様を迎えるために、去年のうちにボイラーなり暖房

器具なりお布団とかベッドとか、そういうものを迎えるために先行投資されている。その皆さん

はこの冬にお客様を迎えた中から払えるつもりで施設をよくしていただいてお客を迎えようとし

ていただいている。ところが、今回の場合のように大きな大会がほとんど中止になって、キャン

セルになっているというところがあります。観光課のほうでは、どれほどのキャンセルが出てい

るかは把握されていますでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  しっかりとした数字とすれば、１月末の状況でこちらは主に暖冬雪不足

なんですけども７００泊余り、あと９,４００万円ぐらいの損失という集計があります。また、し

っかりした数字ではないんですけども、それ以降の２月末、コロナウイルスの影響でどれぐらい

の状況があるのかと幾つか宿泊施設にヒアリングしているんですけども、お聞きしているところ

ですとやはり２月の末、イベントの自粛要請、それから臨時休業の要請、それをきっかけに３月

の末は相当な落ち込みがあると、実際にお聞きした中では３割は前年比５割、４割というような

状況もお聞きしております。 
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  また、大規模な大会のキャンセルの影響というところでは、岩岳の学生スキー大会がキャンセ

ルになったことでスキー場、それから宿泊施設、それらを合わせれば２億円近くの損失になるの

ではないかというようなお話を聞いています。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  簡単に２億円に損失になるのではないか、１月では９,４００万円ではな

いかというふうなところで観光事業者の皆さん、去年に設備投資された皆さんは２月、３月に今

度は支払いの時期に来ています。 

  それで、村長は経済対策として融資の利子補給を今までは２分の１という利子補給の融資制度

がありましたけど、全額をするというふうにおっしゃっていただいています。とてもありがたい

ことだとは思いますが、この融資制度の全額補給というのは１年間払った後に最後に払った利子

が戻ってくるということで、この全額補給していただいても、もちろんこれはやっていただきた

いんですけれども今借りても来年に利子補給の全額が返ってくる。借りるということは元金は返

していかなければいけない。皆さん、その借りても元金が返せるかということも今悩んでおられ

ます。その辺のところを行政の皆さんはどんなふうにお考えになっていますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  利子補給補助金の仕組みとすれば、支払った利子、その実績に応じて村

が補給するというような仕組みになります。返済に充てる資金はどうするのかというようなお話

なんですけれども、そのあたりはもう一つの柱であるお客さんを呼ぶというような支援策、これ

は今回の補正で１,０００万円お願いしているんですけども、その資料を活用していただきつつ、

お客さんを呼んで収入を得て返済に充てていただくと、その後に年度利子分は村が補給するとい

うようなことを考えています。 

  また、こちらの１,０００万円の補正に係る共同支援補助金なんですけども、これだけコロナウ

イルスの影響が広がってきたり長引いたりすると、それだけでは足りないことも出てこようかと

思いますので、追加対策というものも考えつつ、そちらはお客様を呼ぶというような施策に集中

的に使っていきたいなというふうに考えております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  聞こえはいいんですけれども、私すごくピントがずれていると思うんで

す。これ、コロナウイルスで日本中の皆さんが今動かないんです。幾ら誘客の手立てを打ってい

ただいても、お客様は来ない、これは収束のめどもまだ立たないうちから白馬へどうぞ来てくだ

さいということに関してお金をかけて、そのお金をかけるアイテムをじゃらんとか、国内じゃな

い村内の皆さんに落ちるお金ではなく、よその会社の白馬村ないでない会社にお願いをしてこう
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いう誘客の活動をされるというところは私はいかがかと思いますが、村長、どのようにお考えに

なります。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  今の楽天とかじゃらんというのはまだ具体化した事業ではありません。

基本的に今回、補正でお願いしている緊急経済対策は地域の方が考えてやる事業であって、その

企画もまだ上がってきておりませんので、楽天、じゃらん、外に行くお金というような限定は現

時点ではありません。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  じゃらんとか楽天とかいうのがないとおっしゃるなら、今おっしゃった

のでこれから使うお金は村内に落ちるお金というふうに受けとめてよろしいでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  そのこちら側で用意するお金が直接的に村内に落ちるということではな

くて、それをきっかけにお客さんが来てここで消費するということを期待しているものです。な

ので、例えば宿泊を伴う旅行でそれを促す、喚起するようなものをするとすれば、宿泊料が落ち

ますし、飲食も時期によっては索道もというのは広がりを期待したものであります。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  なので、しつこいようですが、宿泊を伴うものをみんなで考えてという

んですけども、今、宿泊を伴うような行動になるでしょうか。白馬村は幸い今コロナウイルスに

感染された方はいないというところで安全かもしれませんけれども、都会からそういうお金、確

か一様に今のところ２,０００万になると思うんですけども、それだけの費用をかけてみんなで誘

客したときに、お客様が見えますか。動きますか。今まで来るはずだった人たちがみんなキャン

セルになっているんです。そこでこの２,０００万、無駄金使うような感じに私は思えてなりませ

んけれども、どうでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  太田観光課長。 

観光課長（太田雄介君）  ちょっと整理させていただくと、それを今すぐ使ってくれというような

ことではありません。各事業者、村も局もこの新型コロナウイルス感染症の終息の状況、国内の

情勢、それから村内の経済状況とかをしっかり見極めた上でそれを使うタイミングというのは考

えていきますので、今すぐというものではありません。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  今すぐ使わないものであれば、今すぐ困っている村民の皆さんに使って

いただきたい。私はそう思います。 
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  ことしの令和２年度の予算の中にスクールバスの運行事業が出ています。スクールバスの運行

事業、予算がつくというところで予算をとられています。これは私たち９月、１２月の定例会で

２回継続審査にしながら審議をした中で趣旨採択をさせていただきました。それで、その事業に

はことし１,５３０万という予算がついています。趣旨採択をした事業に１,３５０万ついていて、

２年連続で私たち議会が採択している村内のリフォーム補助金について、これは採択しています。

これについてはこの事業は全然復活にならないんです。ことしの１２月は観光事業者のものも含

めた中でのリフォーム補助金をつけていただきたいという陳情書がありました。それも採択して

いますが、そこには全然予算がついていない。私はいろんな先ほどから予算書を審議させていた

だいている中で一応つけてあるという金額が多々あります。別にそれをいちいちとがめだてする

こともない、これから計画するための予算をとっていると言われるのでよしとはしますけれども、

ぜひそういうお金があるなら去年の４月からさかのぼってでもこのリフォーム補助金のようなも

ので今困っている観光事業者、観光事業者だけではないです、村内の飲食業者者の皆さんもとて

も人の移動がなくなってこまっているというところがあります。何もお金をばらまくのではなく、

使ったものに対しての補助金をつけるような、そういう事業を見直すというところは考えていた

だけないでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  お答えいたします。まず、スクールバスの件につきましては、私どもも最

初から完全実施ではなくて試行するということ、これは非常に議会の趣旨採択の趣旨に沿ってい

るというふうに考えております。 

  あと、比較の中で議会採択された事業について予算化されていないとありますが、もちろん議

会における請願、陳情の採択というものは重く受けとめるべきだとは思いますけれども、いわゆ

る保護者の方からの私どもからすると切実な要望という中でのもの、あとリフォーム補助金につ

いては前にお答えしたとおり平成２３年から３年間行なって、効果があることは存じあげており

ますけれども、今そこについては企業者支援とか、そういったほうの事業にシフトしてきたとい

う経過がありまして、あと今、非常に村内、建築ラッシュというところもあって見送った経過が

ございます。もちろん、今後の予算についてはいろんな、今、議員がおっしゃったとおり住民が

使ったものに対する補助みたいなことは考えていかなければいけないと思いますが、ただこのコ

ロナにつきましては本当に２月下旬から急激に事態が深刻化しているということもございますの

で、それに対する経済対策までははっきり言って想定しておりませんでした。本当に雪不足を中

心に考えていたものでありますので、そこら辺はぜひ８月末まではこの経済対策事業を有効にと

りあえずしております。ただ今後の成り行きにおいては、もっと柔軟性を持ってもいいかなと考

えておりますので、ご理解いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 
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第１１番（太田伸子君）  別にスクールバスのことは私は今通告もしていないですし、何も出す気

もないです。それから、コロナウイルスのことは私たちも毎日のようにどんどんと状況が変わっ

てきている、いろんな大きな大会、選抜高校野球までが中止になる、それからカナダで行なわれ

るフィギュアの世界選手権まで、また東京オリンピックもどうなるかというふうなことが毎日の

ように言われている中ですので、そのもともとリフォーム補助金がついていなかったのがどうの

こうのではなく、ぜひこの経済状態を見ていただいて柔軟に困っている村民が多いんです。村民

の方のまずは調査をしていただくとか、相談窓口を設けていただくとかというところをぜひして

いただかないと、税金の申告が１カ月延びて、ことしの予算書の税金、村税は少し増収という形

になっていますけれども、払えるか払えないか皆さんとても頑張っていただかなければいけない

ときだと思っています。なので、ぜひ村民を守るためにも考えて行なっていただきたいというふ

うに思いますので、検討を迅速にお願いしたいと思います。毎日変わっておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、次に北アルプス連携自立圏の取り組みについてお伺いいたします。 

  連携協定に基づく取り組みとして、令和２年度実施予定、１１分野、２５事業のうち、移住交

流事業についてお伺いいたします。 

  これは北アルプス連携自立圏の取り組みというのは、大町を中心に５市町村で取り組んでいる

事業であります。その中でこの連携事業の移住交流事業の第１期と２期の白馬村の負担金を伺い

ます。 

  ２番目にこの１期の移住交流事業の成果を伺います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  北アルプスの連携自立圏の取り組みについてでありますけれども、太田議員

もこの連合議会の議員で、このことをしっかりと議論をしていたというふうに認識をしていると

ころであります。 

  その中で最初に答弁をさせていただきますけれども、負担金についてのご質問でありますけれ

ども、北アルプス連携自立圏の連携ビジョン、圏域への移住交流の流れをつくる取り組みの白馬

村の負担額は第１期は３６５万円、第２期は６６４万５,０００円となっております。 

  次に、第１期の連携自立圏移住交流事業の成果についてという質問でありますが、移住希望者

は移住先を必ずしも市町村をピンポイントで探しているわけではなく、住まい、仕事、景観等、

さまざまな要素から総合的に判断をしていることから連携をして圏域全体の情報や魅力を発信し、

相談に応じることにより、移住相談の増加、移住の増加に結びついているところであります。実

績につきましては、移住相談件数は平成２７年度は３３９件に対し、平成３０年度は１,６６２件、

移住者につきましては平成２７年度が３２人に対し、平成３０年度が１９４人となっております。 

  また、連携自立圏の取り組みの中から生まれる効果といたしましては、各市町村で独自の知見
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やノウハウを持っていたとしても圏域全体が地盤沈下してしまえば住民が安心した生活を維持し

ていくことが困難であります。人口減少、少子化、高齢化が進む社会の中で地域住民の生活を守

り、未来につなげていくためには限られた財源や人材を最大限に生かしつつ、国、県との縦の連

携、市町村間の横の連携、民間、大学等異分野との連携とあらゆるつながりを生かす必要があり、

自分さえよければから連携が進めば自分の広域全体の発展へと連携の重要性について改めて認識

をしているところであります。 

  移住定住施策につきましては、この広域連携事業に加え、白馬村単独事業も実施をしておりま

すが、内容につきましては移住セミナー開催事業、情報発信事業、移住相談事業、お試し移住事

業等になりますが、平成３０年度からは地域おこし協力隊１名を採用し、情報発信事業を中心に

各種の取り組みを進めております。今後も社会の動向を注視しつつ業務に取り組んでまいりたい

と考えております。 

  以上、北アルプスの自立圏の取り組みについての答弁とさせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  平成３０年度の移住者というのは１９４人、これは自立圏の中での移住

者と思います。白馬村では、この中、１９４人の中から何人が移住されているのでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  広域全体で、平成３０年１９４に対して、本村の移住者につきま

しては７６という計算でございます。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  １９４のうち７６名の方が白馬村に移住されているということでよろし

いですか。 

議長（北澤禎二郎君）  吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  そのとおりで結構です。この数値につきましては、県のほうで集

計をしており、上半期、下半期ということで半期ごとに出されておりますので、その数値という

ことでご理解をいただければと思います。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  質問はありませんか。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  この自立圏でやるというところは、とても私はいいことだなというふう

に思っています。大町を中心として、この大北圏内というのは、車で行くと、都会でいう一つの

都市ぐらいの規模ではないかなと。今、車社会ですので、車で移動するにはそんなに時間のかか

らないところであるというふうに思っています。 

  その中で、毎回のように、私は一般質問でこの移住定住のことをお願いしているんですけれど
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も、池田、松川などは安曇野市とかのベッドタウンみたいな形で移住者が多いのかと思っていた

ら、この頃は、人口減少にとても力を入れてきているというところを伺っています。 

  それで、白馬村の移住ガイドを見ると、これ、移住ガイドのすぐ働くというところのページな

んですけれども、住宅を探すというところで、白馬村では空き家バンク等による住宅のあっせん

が行なっていません。不動産事業者を通じて物件を探していただくか、個別に所有者に当たって

いただくこととなります。何かとても冷たいんですよね。 

  それで、池田町とか松川村などが……。 

   （「不動産屋ないのか」の声あり） 

第１１番（太田伸子君）  不動産屋はありますよ、松川にも池田にも。ありますけど、やっぱり空

き家バンクを利用すれば補助金が出る、中古物件を買えば７０万円出る、新築すれば１２０万円

出る。やはり、若い方たちは、それだけでは全然足りませんけれども、やはり、みんなでこの自

立圏で動くなら、もう少し白馬村も温かいこういう何か施策というものを考えるお気持ちはない

んですかね。毎回申し上げて、申しわけないんですけど。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  太田議員からは何回か空き家バンクの話をいただいておりまして、

私どものほうでも、現在も含めて研究もさせていただいております。 

  金利の状況を見ますと、まず、市町村が介して売買等を行なう場合には、いわゆる宅地建物取

引業法、いわゆる宅建法の処置というのは、地域おこしの方でもっているとか、南のほうに行く

と、専門的な、いわゆる資格を持っている方が手数料を取りながらやっているというお話も伺っ

ております。これに対しては経費が出てくるようになりますので、検討はしなければならないと

いう点が一つ。 

  それと、やはり空き家バンクを見る中で、非常に思っていたものと違うという問題というのも

出ているというのも一つ事実であるというふうに伺ってはおります。村とすれば、何回かいろん

なご提案をいただいておりますので、これらをクリアできる形で、何らかの形ができないかとい

うことで、現在、集落支援員のほうで精神的に取り組んでいるところ、いわゆる仲介というのか

あっせんというのか、どこまでかかわりながら市町村が経費をかけずにできるのか、この点を現

在調べて、各自治体のほうに回って聞き取り調査をしているというところでございます。確かに、

ガイドで探してくれというだけでは、やはり若干冷たい感というのは否めないと思いますので、

その辺は、現在、歳入に入っているということでご理解をいただきたいと思います。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。太田議員。 

第１１番（太田伸子君）  ぜひ検討をお願いしたいと思います。 

  私は、１９４件、４人の移住者の中から白馬村に７９名もの皆さんが来ていただいたというこ
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とは、とてもありがたかったかなというふうに思います。こういう補助金をつけなくても、こう

いう冷たい移住のパンフレットがあっても、白馬村に来ていただけるなら、この広域で事業をや

っていく中で、白馬村がもう少し温かいものがあれば、もっと来ていただけるのかなというふう

に思いますので、ぜひ考えていただいて、白馬村の人口が外人の方でふえるのではなく、ぜひ若

い方、日本人、日本人だけではないです、外国の方も村をよくしていこうという方がぜひ住んで

いただけるような村の行政にしていただければいいかなというふうに思います。 

  以上で、一般質問を終わります。 

議長（北澤禎二郎君）  質問がありませので、第１１番太田伸子君の一般質問を終結いたします。 

  ただいまから午後１時まで休憩といたします。 

休憩 午前１１時５８分  

再開 午後 １時００分  

議長（北澤禎二郎君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、第１番太谷修助議員の一般質問を許します。第１番太谷修助議員。 

第１番（太谷修助君）  １番、太谷修助でございます。冒頭に当たりまして、登壇されました各議

員の皆様からもございましたけど、新型コロナウイルスの終息を切に願っているものであります

が、村内の経済活動にも大変大きな損失を与えておると思います。過去にもない雪不足に加えて

泣きっ面に蜂とはこのことだと思います。あまた多くの試練に耐えて私もむち打って今日まで来

たんですが、いかんせんこの先が見えませんので非常に心が鉛のように重いという現実を抱えて

います。そうは言いましても何とかやっていかなきゃいけないので頑張りたいと思います。気を

取り直して一般質問をしたいと思います。 

  今回、私はソーラーパネルの設置と景観についてを質問いたします。 

  下川村長は１２月定例会で気候非常事態宣言をいたしました。そして、２月２３日には大町市

で開催された大北地域気候変動対策セミナーの席上でゼロカーボンシティー宣言を行ないました。 

さかのぼって２０１７年の６月にはＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥも宣言しています。矢継ぎ早に次々

と異常気象、地球温暖化、暖冬といったようなフレーズをもじった宣言をしています。それだけ

世界規模で急速に地球が傷み始めているんだと思います。そして、これらの宣言をこの白馬村が

発信したからある意味インパクトがあると思ったようです。世界中から景観、観光、当初の対象

として注目されている本村であります。とりわけスノーリゾートでの楽しみジャパスノとかジャ

パノーといわれているような良質な雪です。ことしは雪不足でロングコースは期待できなかった

と思いますが、その諸外国のゲストの皆さんからはこのすばらしい景観を楽しみたくて白馬に来

ていると思います。そうした世界中の皆さんの気持ちを裏切るような行為、計り知れないような

白馬のダメージ、県にも先駆けて気候非常事態宣言をしてから、さらにありが群がるように産業

パネル業者が村を訪れると聞きました。自然エネルギー、再生可能エネルギーと時代は確かにエ
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コ社会に、地球に優しい時代に入らざるを得なくなっているのは実情だと思います。 

 １９８０年ごろからでしょうか。地球温暖化が叫ばれ、白馬村第４次５カ年計画では自然エネ

ルギー、再生可能エネルギーについて研究が始まっています。太陽の熱は確かに何にもまして貴

重なエネルギーであると思います。一般家庭に自家用の屋根に設置をするような単純なものなら

よろしいんですが、個人の権利としては大変大事なことだと思いますが、荒廃地や休耕地、広い

空き地、原野、山林にもし産業用ソーラーパネルのようなものが設置されましたら、景観を売り

物にしている白馬村では特に北アルプス側の視点場から見た東側の鳥瞰は、きらきらと輝いた見

苦しい光景を想像してみるととても見苦しいものになると思います。景観を大切にした本村、白

馬村のイメージは台無しになってしまいます。こうしたことを踏まえまして、私は次の質問をし

ていきたいと思います。 

  ソーラーパネル設置と景観について。１、ソーラーパネル設置があるとすれば、気候変動との

関係が考えられるが、村はいつごろから検討してきたのか。２、気候非常事態宣言後、パネル設

置事業者が村を訪れるということであるが、県内外含めて何カ所くらいあるのか。３、産業用パ

ネル設置事業者が村の気候非常事態宣言と景観に対して一体どのような考えを持っているのか。

４、村はＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥを初めとしてさまざまな宣言をしているが、特に気候非常事態

宣言を県よりも先駆けて行ったのはどのような考えからか。５、ＳＤＧｓを含め持続可能な社会

を構築することは再生可能エネルギーが不可欠な選択肢と考えれるのは本村では、何が可能性が

あると考えられているか。６、太陽光パネルを設置して村の電力の半分を補おうとしたらどのく

らいの面積が必要か。７、設置計画が進んだ場合には、東山遊歩道付近にある村有林の活用はど

うか。８、ゼロカーボンシティー宣言をした村長は本当に実践可能と考えて宣言したのか。 

  以上、８点をお伺いしますが、きのうの加藤議員、それからきょうの太田伸子議員の質問とも

かなり重なるところもございますので、省略していただいても結構ですが、せっかく答弁書をつ

くっていただいていると思いますので、再度、村民の皆さんのために発言していただければあり

がたいと思います。 

  以上、よろしくお願いします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  太谷修助議員からはソーラーパネル設置と景観についてを事前に通告をされ

ておりますので、順次答弁をさせていただきます。 

  昨日の議員の皆さん、そしてきょうもこの気候変動のことについては数人から質問をされてお

りますので、省いて答弁をさせていただきますが、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、１点目のソーラーパネルの設置計画の質問でありますけれども、村としてソーラー

パネルの設置計画はございません。 

  ２点目の気候非常事態宣言後におけるパネル設置事業者が村を訪れているとのことであり、県
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内外合わせて何社くらいあるかの御質問でございますが、気候非常事態宣言後において村に訪れ

ているのは不明ですので、村に対しての相談という点でお答えをいたしますと、県内業者者より

長野県の景観条例に基づく相談は１件ありました。なお、水面下で不動産業者に相談はあるとい

うふうにお聞きをしているところでありますが、これは定かではありません。 

  ３点目の産業用パネル設置事業者は村の気候非常事態宣言と景観に対してどのような考えを持

っているかとの御質問でございますが、事業者側の考えをお聞きをしておりませんので、計りか

ねます。 

  それから、４点目、村はＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥを初めとしていろいろな宣言をして、今、気

候非常事態宣言を県よりも先駆けて行ったのはどのような考え方からとの質問でありますが、ど

ちらが先に行なうべきということはありませんが、村としては地元白馬高校生が取り組んでいる

活動に応えたいという気持ちはありましたが、宣言するのであれば、全国の町村で最初の宣言自

治体との気持ちを持っておりましたので、インパクトとしては大きかったのではないかというふ

うに思っております。なお、この非常事態宣言につきましては、５月１９日に白馬村のウイング

２１でこの気候非常事態宣言シンポジウムを開催され、そこで長野県知事の阿部知事、そしてま

た私、そしてまた外国のアメリカ、ユタ州のパークシティーからの方もおいでをいただきシンポ

ジウムを行なったところでありますが、そんな中でこの白馬村のすばらしい景観を次の世代に残

していく、こういったことは非常に大事であるという認識はつねづね持っていたわけであります

けれども、それが発端だというふうに思っているわけでありますけれども、特にことしの雪不足、

本当に我々が経験したことのないこの気候変動であります。そんなことで村としても先駆けて進

めていかなければいけないということは太谷議員も理解はいただけるものというふうに思ってお

ります。 

  それから、５点目のＳＤＧｓを含めて持続可能な社会を構築するには、再生可能エネルギーが

不可欠と考え本村での可能性についての御質問でありますが、ＳＤＧｓは環境ばかりではなくて、

先ほども丸山議員の質問にもありましたけれども取り残さないというそういったことも前段にあ

るわけであります。そんな中でＳＤＧｓも含めて持続可能な社会を構築するためには再生可能エ

ネルギーが大変村としても大事だというふうに考えて、本村での可能性について小水力発電、そ

してまた木質バイオマス発電と熱利用、太陽光発電など可能性があると思っておりますが、それ

ぞれの課題については、まず小水力発電については昨日の加藤亮輔議員への答弁でも触れました

が、莫大な導入費用がかかる資金調達であります。また、木質バイオマスの発電と熱利用につい

ては森林整理と材料の調達方法はもちろんでありますが、これも導入費用にかかる資金調達であ

ります。太陽光発電については議員御指摘のとおり景観とのバランス、そして本村における日照

時間が重要であるというふうに思っております。 

  そしてまた、６点目の太陽光のパネルを設置をして村の電力の半分を賄うとしたらどのくらい
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の面積が必要と考えるかとの質問でありますが、村は電力事業者ではありませんので電力量の正

確な数値は持ち合わせておりませんが、あくまでも素人としての考えでありますけども、一般家

庭の消費電力量を年間１９万２,０００キロワットと仮定をした場合に太陽光パネル発電量は

１平米当たり１００キロワット、年でありますけども年に１００キロワットと仮定すると１９ヘ

クタールとなりますので半分とすると９.５ヘクタールとなります。先ほど年間の電力量でありま

すが、１,９２０万キロワットであります。訂正させていただきます。先ほど申し上げましたが、

仮定の話ではありますが日照時間、そしてまた設置角、設置高等の観点が必要でありますので詳

細な数値は専門の業者にお問い合わせをいただいたほうがいいのかと考えます。 

  そしてまた、７点目の設置の計画が進んだ場合には東山遊歩道付近にある村有林地等を活用し

てはどうかとの質問でありますが、１つ目の質問でもお答えをいたしましたが、村に設置計画が

ありませんので御意見として賜っておきたいというふうに思います。 

  そしてまた、最後にゼロカーボン宣言をしたのは村長は本当に実現可能と考えて宣言をしたか

との質問でありますが、先日の加藤亮輔議員、そしてまた先ほどの太田伸子議員の答弁とも重複

をいたしますけども、地球温暖化防止のために２０５０年に温室効果ガスの実質の排出量ゼロを

目指すことが世界的な流れであります。宣言を実現するよう官民一体となって取り組む必要があ

ります。簡易的な観点ではなく前向きな観点で、私が幾ら一人で声を上げても村民、そしてまた

皆さんからも協力をしていただかなければ、この２０５０年までの排出量をゼロに目指すという

ことは大変難しいというふうに思っておりますけども、再三私のほうからお話をしているわけで

ありますけども、まず一歩、村民がこの環境というものが大事ということを常にこの山を見なが

ら一人一人の村民が考えていただく、こういうことが非常に私は大事であるというふうに思って

いるところであります。宣言をしたから何をやるかという、そういうその質問が多々あるわけで

ありますけども、私が１２月４日の宣言をするときも議員の皆さんにそういう説明をいたしまし

た。村長、まだ早いんじゃないか、こういう話もありますけども、まずみんなで意識を共有する

ことから始めようじゃないかということで皆さんから御理解をいただきまして宣言をさせていた

だきました。そして、村民が一人一人環境が大事だというそういったことをやっぱり村が先に立

ってこの環境に対する後援会、こういったこともしてまいりたいというふうに思っておりますの

で、御理解をいただきたいというふうに思います。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。太谷議員、質問はありませんか。 

第１番（太谷修助君）  村長の答弁を聞いていまして、安心したものとちょっと残念かなという部

分と２つあります。まず、安心したのはソーラーパネルのことを私お聞きをしたんですが、ちょ

っとアブノーマルな情報もありまして正確にどうなんだろうかと、村に現実的にこれだけの宣言

をしたんだから相当盛り上がってきているんではないだろうかというのが私の一つの疑問であっ
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たんで、そのあたりは民間の事業者で当然あると思いますけども、そういう中で自分たちの村が

こういう宣言をしたからこれはもうぜひという部分で動いている部分もあろうかと思いますが、

とりあえず今は村長の御答弁で安心した部分もございます。 

  残念だと思うのは、気候変動もこれだけのあれをしていますから、自然再生エネルギーを使っ

て庁舎の中にもそういう勉強会を立ち上げたという話ですので、きのう新聞でも見ますと官民一

体になってということで村長がきのうの加藤議員の質問にお答えいただいていますので、あらゆ

る可能性のあるエネルギー対策を講じていただく中に最終的には太陽の恵みを一番私は多いと思

いますので、太陽光パネルのほうに移行するのはこれから先、何十年か先には世界的にもそうい

う傾向になっていくのかなというちょっと残念な部分もあるんですが、今回私が質問しているの

は、あくまでもこの村が一番大切にしているところの景観というものをこの村の財産を傷つけて

しまうようなことになってはいけないので、いつもそうですが、これから先のためとして村長に

お伺いしたわけです。 

  その中に１、２、３は答えはないということで大変安心しています。それで、４番目の非常事

態宣言を県よりも先駆けてと先ほども吉田課長のほうからも県のほう、あるいは国から環境省の

ほうの関係があって、そういう宣言をすることが大事だろうということでやったということがよ

くわかりました。 

  そして、そのことをやることによって同時にきのう村長が答弁で言われたようにやっぱり何ら

かの形で準備会を立ち上げてスピーディーにやってもらおうと、その加藤議員もおっしゃってい

ましたけど、やっぱり時間がありますのでとにかくスピーディーに、気候変動は待ってくれませ

んので、それで私、この前の２月２３日に大町市で行なわれました大北地域気候変動のセミナー

に行ったときに江守先生がお話した中に、村長はきのうの答弁の中でまず一歩というお話だった

んですが、私は非常にそのホットハウス・アースという、地球がもう丸っきり温室の中にあるよ

うな状態だということをとても興味あって聞いていまして、そして最後に白馬村を含めた大北の

人たちにアンケートで地球温暖化をとめることができるかと手を挙げたときに、私はできるとい

うように手を挙げました。その理由というのはもともと人間がつくったものですから、人間たち

が努力をしたらそれはとめることが可能だというふうに私は思ったものですから、手を挙げて、

特に白馬村を含めた大北の人たちは、ほかのところでは２割８割とか３割７割だけど、先生は

４割６割とおっしゃっている気がするんですが、私はその可能性にかけてやっぱりこの村を守る

ためにというよりも人類そのものが消滅してしまうようなことにならないように今から活動する

ことが私はとても大切だというふうに思っています。 

  グレタ・トゥーンベリさんが言う活動をしていることは私も非常に感銘を受けますし、小さな

彼女が一生懸命あれだけ体を張って何とかしなきゃいけないから大人の人たち考えてよという気

持ちは私はすごくわかります。ですので、この村はそういう景観を一番大事にして、世界中から
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お客さんも来られて注目されているところだけに、村長がああいう発言をしていただいたことを

とても私は感謝をしていますし、それ以上を言った以上は村長も責任をとらなきゃいけないし、

ここに住んでいる私どももみんな議会も行政も、それから村民の人たちもみんな一丸になって取

り組まなきゃいけないということだと思っていますので、そこが村長、準備会ができましたら早々

といろいろな業界の皆さんを集めてあれだと思いますけど、ただそこで一つお願いをしたいのは

どんな準備会でも委員会でもそうですけど、この村にでき上がったものはいつもどこかの代表の

決められたような人が顔だけ借りて出てきているという部分に私とても違和感がありまして、そ

こでは自分が与えられて１年か２年の任期の中で順番で跡もなく配属ということで余り大した発

言をしていないんです。そうじゃなくて、今回は子供たちや女性の方やそれからその一般の人で

危機感を感じているような人も含めた中での議論をして準備会をつくってこの村をいい方向に持

って行ってほしいというふうに思っています。 

  それで、質問なんですけども、村長あれでしょうか。メガソーラーとかのパネルの話はとりあ

えず結構なんですが、白馬村の中で今までも一般質問させてきていただいたんですが、たくさん

の土地のある特別な人がお一人でたくさんの土地を購入したり持っていらっしゃったりするんで

すが、そのパネルは設置されるというような話はないんですが、もし将来的に再生可能エネルギー

の中で太陽光で行くぞというような話になったときに、そういうものがこの村の中にあっちにも

こっちにも大きな土地を持っている人たちのところに仮に設置がされるとしたら、仮の話はいけ

ないと思うんですが、もしそうなったらこの村の環境は、あるいは景観というものは根底から崩

れてしまうと思うんですが、そのことについてはどういうお考えをお持ちでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  今、仮にというお話でありますけども、村長の答弁にもありまし

たとおり太陽光の発電施設につきましては、やはり景観との調和というのが一番懸念されるとい

う部分ではございます。これらの地上設置型のソーラーパネルに関しましては、他の地区を見ま

しても住民の反対運動もあるというような地区もあるというふうに聞いていますし、県や国等に

確認をしたところ、まず景観法においては設置に当たりハードルを設けるということは可能では

あるんですけども、設置そのものを規制するということはできないという指導を受けております

ので、この辺は一つの懸念材料にはなろうかと思います。 

 それと、県のほうも景観条例の景観規則の一部改正ということで、この本年１月１日以降に着

手するものにつきましては、まずは眺望点、これまで白馬の中は１カ所ですけどもビューポイン

トとして指定されているところ、これを設置箇所からその眺望点を見たときにどうなんだという

ようなイメージの鳥瞰図みたいになるのか、そういうものの設置というものも今県のほうでも指

導してございます。 

  また、太陽光発電施設の設置に当たっての配慮する事項がどういうものなのかというのも添付
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の書類として義務づけられているというようなところがあります。 

  県の条例の中で当然のことながら今度は市町村がどういうふうに対応するのかという部分につ

いては県の方向でも市町村と連携した取り組みということで、太陽光発電を適正に推進するため

の市町村対応マニュアルというのが作成をされております。これに基づきまして村のほうでも特

に景観という点では高いハードルを設けながらできるというふうには思いますが、そもそもの規

制そのものは非常に厳しいものがありますのでそこら辺をどうするかというのは課題の一つであ

るというふうに認識はしております。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太谷議員。 

第１番（太谷修助君）  ありがとうございます。高いハードルをやっぱりつくって、みんなでこの

景観を守っていくという姿勢は貫いていってほしいと思います。 

  私は八方尾根とか五竜の頭に行ってこっち、東側を見たときに、今、総務課長がおっしゃるよ

うにビューポイントからこう見たときに、例えば村長のお住まいの野平なんていう場所は私に言

わせれば桃源郷だと思っています、白馬の。そういうところ、あるいは蕨平とか、それから堀之

内、あのあたりの東山を見たときの山の風景の中にそのきらきら光るようなものを想像したとき

に耐えられないなというのが私の本音でございまして、ただそれがどうしてもこの村がその方向

に行かなきゃいけないということでしたら、それもやむを得ないかと思いますが、まずそんなと

こにいかないまでにほかの再生可能エネルギーである加藤議員もいつもおっしゃっているような

小水力発電とか、コストもかかるかもしれないけど、まず一番可能性のあるものからやっていき

ましょうということで、さっきバイオマスのことも出たと思いますけども、そういうことからス

ピーディーにできることから皆さんから意見をいただいたり、やれることから行政のほうもやっ

ていってもらいたいというふうに私は思っています。 

  それで、今、総務課長からそういう県のほうとか、あるいはそういう市町村のマニュアルがあ

るというお話でしたので、そういうのはあれしましたら私にも見せていただければありがたいと

思います。 

  それで、今、小水力発電のちょっとお話をさせてもらったんでついでなんですが、１２月定例

会で田中麻乃議員が一般質問で一部上場の大手企業がエネルギー事業に算入していて、水利権だ

とか漁業権も含めて村の資源であるそういう再生可能エネルギーになるものを地域外の人が勝手

に事業を興して営利につなげているというようなことについてということで質問をしましたら、

答弁のほうでは想定していなかったという答弁があったと思うんですが、そこをちょっともう一

つ私は理解ができないんで、再度その質問にお答えいただけますでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  再質問をいただきましたが、通告をいただいている内容でござい
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ませんので、ちょっと答弁については控えさせていただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太谷議員。 

第１番（太谷修助君）  通告になかったものですから総務課長もちょっとあれだと思いますけど、

またそれは調べてちょっと御返答いただければありがたいと思います。 

  それから、小水力発電については私もコストがかかるところなんかというんですけど、今、県

のほうのあれを見ても平川の小水力発電というのはとてもスムーズに動いて、例えば長いスパン、

五、六十年ぐらいのランニングコストがかかっても耐久年数的に五、六十年もつということを考

えれば、例えば同じ電力でも仮の話ですけど、ソーラーパネルのように最近は非常にいいものも

できあがっているらしんですけど、やっぱりそれでも２０年、３０年で水力についてはその半分

で、逆に言ったら倍長持ちするというようなものでいったら私はあくまでも水力発電からこの村

の準備会をつくったら、そこからまずはあたまで入っていってもらいたいなんて思っています。

いずれにしても小水力発電を含めて再生可能エネルギーについては、この村は待ったなしで対応

していかなきゃいけないと思っていますので、よろしくお願いします。 

  それで、先ほどのお話ちょっと戻らせていただいて申しわけないんですが、江守先生がお話し

した中で、多分これは大抵の人がいろんなものを見て御存じかと思いますが、ちょっと非常に背

中がぶるっとするような先生方の意見ですので、ちょっとここで発言させていただきたいと思い

ます。 

  地球の気候の温暖化は今現在、１度高くて１度から１.５度までの間にいるらしいんですが、

１０年ごとに０.１７度ずつ上昇しているそうです。これを２度未満に抑制しようとしたのがパリ

協定なんですが、その論文どおりに仮に２度に治める努力をしても、地球システムがほかの要素

を誘引してそのままでは済まないらしいんです。地球の気温が４度から５度まで上がるそうです。

そうすると、先ほど私がお話ししたホットハウス・アースで要するに温室地球という形になって

海面は１０メートルから６０メートルまで上昇する、それからその要因としてフィードバックプ

ロセスとしては具体的には永久凍土の溶解、それから海底にあるメタンハイドレードの溶解、海

洋バクテリアの呼吸増加、アマゾン川熱帯雨林の消失、亜寒帯林の消失、北半球の万年雪の消失、

それから夏の北極海の氷の消失、それから南極の氷の減少だそうです。そして、気温が１度から

３度上がると、まず北極圏やグリーンランドやアルプス山脈や南極西部の氷が大幅に溶けだして、

そしてエルニーニョ現象や熱帯雨林の消失でつながって、最終的にはシベリアの凍土が全て溶け

ていくという状況だそうです。それになるにはこの前の江守先生は数百年から１,０００年かかる

というお話をしていたそうですが、先生もこのメンバーのお一人なんですが、スウェーデンのス

トックホルムの大学教授はその倍のスピードでいくだろうという予測をしております。それほど

異常気象というのはとんでもないとこまで来ちゃっていますので、一刻も猶予のない状態になっ
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ていますので、村としても宣言をしたらとにかくスピーディーにどんどんと決められたことや暗

中模索で結構ですから、前に進んでいってほしいと思っています。 

  それで村長にお伺いしますが、きのうの加藤議員のように１人の１歩じゃなくて、１００人の

一歩という話で前に進むことはとても大切だということでそれ以上具体的なものは聞かせていた

だけなかったですけど、加藤議員のときも太田伸子議員のときにもとにかく前に進むのがという

ことで、その決意はわかったんですが、もう１つ村長何か具体的なことは出ませんでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  再三私のほうから、まず村民がこの環境を大事だということをそれぞれ認識

してもらうということが非常に大事だということを再三申し上げているわけであります。それが

１人の１００歩よりも１００人の１歩だと、そういったことを言わせてもらいましたけども、村

としてもこの白馬村の環境、気候がどういうものかということもそれぞれ勉強する必要もありゃ

しないかと、そんなことで先般、ある先生からここにおいでいただいて、そして白馬の気候とい

うものはこういう状況だという、そういった、ことしは特に雪が少ない、そしてまたこの特に富

山湾から入って来る低気圧が非常に勢力が弱いためにどうしてもここは雪が少なかったというよ

うなそんなお話からいろいろなお話を聞く中で、ぜひ先生、来て白馬村で白馬村の気候というも

のはこういうものだということをぜひ講演をしていただきたいというような、そんなお願いをし

たところでありますが、それはその村民が一つの認識を持つための一歩だという思いでいるわけ

でありますけども、たまたまコロナウイルスが発生したものですからちょっと時期がずれるにし

ても、ぜひ村民の皆さん、そしてまた行政、議会の皆さんからも参加いただいて、この前の２月

２３日の江守さんのようなお話をもっと細かく、白馬の気候というようなことで絞って講演をし

ていただければと、こんなふうに思っております。先生いわく、学者なものですからいろいろな

捉え方をしているわけでありますが、そういった話を聞くことも白馬の環境がこういうことで今

雪が少なくなっている、そしてまた日本が今一番この温暖化のために被害が被っている、台風

１５号、１９号、そしてまた各地で九州のほうでも昨年、一昨年、大きな災害がありましたけど

も、世界の中で一番この気候変動の被害をこうむっているのは日本だというお話もありましたけ

どもお、そんなことも勉強しながらこの白馬の気候というものはという話を講演をしていただく

よう今取り組んでいるところであります。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太谷議員。 

第１番（太谷修助君）  そういう講演も私どももちろん知識ありませんから、そういうプロの先生

方からの専門家の御意見を頂戴して前に進めればいいと思うんですが、例えば今この村の中で何

かできないかという話になったときに具体的にこういうことをまずやってみようというものを何

かちょっと今村長の口からお聞きしたかったんですが、極端な話、神城と北城とあったら、きょ
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うは北城が電気付けたら神城は電気消すとか、それはちょっと極端なんですが、何かやれること

があると思うんです。それをみんなが答えは当然ありませんから、提案をしてもらって、子供た

ちからいろんなジャンルの方から提案してもらって、おい、この村で今やれることの一番簡単な

ことは何だろうと言ってテーマをあれしてやってもらってもいいと思いますが、何かそのあたり

村長、一つ頭に浮かびませんでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  下川村長。 

村長（下川正剛君）  その一環としてＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ──賢い選択というそういったこと

もこの白馬村で数年前から取り組んで環境に優しい村づくりということで取り組んでいる１点で

あります。そしてまた、このバイオマス、今玄関のところにまきを積んでおりますけども、そう

いったことをしながらこの森林整備で出たまきをこの町内で使うとか、そういったことも一つの

方法でありますし、それから前にもお話しをしたわけでありますけども、村内にも小水力の発電

を計画している団体があります。そんなことできのうもそういった答弁をさせていただきました

けども、村としてもそういったところへも応援をしながら、何とかこの白馬村の環境に取り組ん

でまいりたいというふうに思っているところであります。 

  そしてまた、きのうの農業もそうなんですが、農業がこの環境にもたらす影響力、非常に貢献

しているというふうに思っております。私はかねてから多面的という言葉を使っているわけであ

りますけれども、気温を下げる、そういった役割、そしてまたあるときにはダムの役割もしても

らう、そういったことで今、村でも圃場整備の計画をしているわけでありますけども、農業は非

常に私は環境に貢献をしているというふうに思っております。そしてまた、各いろんな農地があ

るわけでありますけども、そういったところが荒廃地になりますと本当に環境にも影響あります

し、そんなことも含めて村としてもこのぼんやりとした計画ではありますけども、まさにこの白

馬村が一番山岳景観に見合う、そういったことを今私の申し上げたことを一歩一歩やることが私

は非常に大事ではないかというふうに思っているところであります。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太谷議員。 

第１番（太谷修助君）  今の小水力を含めてという話で、ちょっとその話を深掘りさせてもらえれ

ばと思うんですが、今、白馬村にある小水力発電のところで行っているその水を同じように使っ

てもっと何カ所かにそういうものを設置するようなことは可能なんでしょうか。そこをちょっと

お聞きしたいんですが。 

議長（北澤禎二郎君）  酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井洋君）  上下水道課長というよりも、村内の庁内の小水力発電研究会のメンバー

ということでお答えさせていただきたいと思いますが、現在ある平川発電所の下流側、例えば右

岸、飯森、もしくは左岸のみそら野地区においてはさらに発電機を設置して発電をすることは可
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能でございます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太谷議員。 

第１番（太谷修助君）  それって、川の何カ所もその同じ流れて来る水を使って何回もつくること

が可能ということなんでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  酒井上下水道課長。 

上下水道課長（酒井洋君）  基本的に小水力発電の発電量は水の流れの量と落差によって決まりま

すので、同じ勾配のところであれば何カ所つけても発電量としては一緒になってしまいますので

適切な場所に発電機を設置するというのが有効な方法というふうになっております。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。太谷議員、通告に従って、通告に関係ある質問にし

ていただければと思いますので。太谷議員。 

第１番（太谷修助君）  済みません、幾つか質問した中で１、２、３なんかはそういうことじゃな

いということで非常に安心しましたんで、時間的にはとても早いんですが、やめてもいいんです

が、これから先の村長の考え方とか我々の方針として小水力発電を含めてどういう方向でという

のは先ほど聞きましたけど、どのくらいのスピードでやるか、ちょっとそこだけ聞かせてくださ

い。どのくらいのスピードで準備会を設立して、どのくらいのスピードでやっていきたい、来年

にはこういうことをしたいとか再来年までにはこれをしたいとか、そういう考え方がもしあった

らお聞きしたいと思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  御質問が今後の設立準備会を含めての進め方ということで私のほ

うからお答えさせていただきたいと思いますけども、複数の議員さんから質問のありましたとお

り、できれば年度内に１回会議をやりたいところであります。その中で具体的にディスカッショ

ンを重ねて早い段階で基本的に今考えておりますのはそのメンバーでいろいろな意見を出しても

らったものをそのまま協議会組織に移行できればというのが担当課とすれば思いがございます。

ですので、新年度に入り、どこら辺かという目途まではちょっと申し上げることはできませんけ

ども、早い段階で協議会として立ち上げ、それぞれの担う役割であったりとか、どういうものを

進めていく、それは先ほども同様な質問の中でありましたとおり、施設の調達の関係、それと電

力の販売の関係、それと資源循環の関係、その３本柱をどういうふうに役割を担ってやっていく

のかというところで今議員の御質問でいくと特に調達の部分というふうになりますので、やはり

これには施設の調達するためには資金計画というのが立たないとできない部分がありますから、

それはその中でいろいろな意見交換をしながら資本を民間に委ねるということも考えられると思

いますし、その辺はフランクに対応していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問はありませんか。太谷議員。 
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第１番（太谷修助君）  ありがとうございました。早急にそれが成立してスムーズに動くことを期

待しております。 

  現代人は光と臭いと熱に非常に敏感だというお話の中にもう一つ含めたら私は環境に非常に敏

感だと思っていますので、先ほどから再三言うように、白馬村が持っている一番大切な景観とい

うものを大切にしながら、将来の白馬村をつくっていきたいと私は思っていますので、そのため

には微力ながら協力させていただきたいと思います。 

  この問題は、これから今きょうは表面化していませんが、これから先々いろいろなとこからま

たソーラーパネルの話も出てこようかと思いますし、それから土地の取得の問題も出てこようか

と思いますので、環境景観に沿った質問はこれから随時、定例会のあるごとに私も質問していき

たいと思いますんで、よろしくお願いします。 

  以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。 

議長（北澤禎二郎君）  質問もありませんので、第１番太谷修助議員の一般質問を終結いたします。 

  ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午後 １時４７分  

再開 午後 １時５２分  

議長（北澤禎二郎君）  津滝俊幸議員の一般質問を許します。第８番津滝俊幸議員。 

第８番（津滝俊幸君）  第８番津滝俊幸です。 

  初めに、１２月議会の一般質問において、森林税に関する件について対応、答弁いただきまし

た。早々令和２年度の予算に森林税にかかわる調査、またデータベース事業等を編成していただ

き感謝申し上げます。 

  白馬の山林は、先人たちが育てた村の大切な財産です。現在、手入れが行き届かなくなった森

林をしっかり整備していただき、有効に活用してもらうことを大いに望むところであります。  

また、以前に職員の海外研修の復活を提案いたしました。このことについても、次年度より再開

されることを聞き、事業遂行に当たっては、広く深く見識を習得してもらい、白馬の将来や村民

益にかなうよう努めていただくことをお願いいたします。 

 それでは、私の一般質問を通告に従いながら行ないたいというふうに思います。 

 自治基本条例の制定についてについてを一般質問いたします。白馬村では、大きな方向性を整

理した総合計画があります。１０年を一区切りとして第１次から、現在第５次総合計画まで策定

されました。それぞれの時代背景をもとに地域の将来像を明らかにし、基本理念と目標を定め、

どのようにつくっていくか、また効率的な行政運営の指針が盛り込まれた計画です。総合計画は

基本構想、基本計画これは５年です、実施計画これは３年です──の３つから成っており、本年

は基本計画の最終年度に当たります。２０１１年の地方自治法の改正により、地方自治体の基本

構想の策定義務がなくなりましたが、自治体の判断で議会の議決を経て策定する旨の通達もされ、
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本村では第５次総合計画が策定されたものであります。 

  そこで、１０年間、これは２０１６年から２０２５年までになりますが、変わらない白馬村の

基本理念、白馬の豊かさとは何か、多様であることから交流し合い、学び合い、成長する村につ

いて、この理念を達成していくまであと５年です。白馬に集う皆さんが激しい時代、時代変化に

もお互いに知恵を出し合い、手を携えながら乗り越えて、豊かさを感じながら成長していくこと

ができるんでしょうか。 

  過去の１０年、５年の時間の流れよりも、今は時代が進む時間が余りにも早く感じ、計画の実

行が後追いのような格好になってきています。近年は自治会への不加入や少子高齢化の予想以上

の進捗により、労働生産人口の低下、外国人定住化や外国人の土地の所有が３０ヘクタールもあ

り、以前には想像もつかない地域課題が出てきました。基本理念にある１０年、２０年先の理想

の姿を住民みずから思い描くとするならば、普遍の定めをつくるべきと考え、自治基本条例の制

定を提案したいと考えます。 

  当村には、普遍の理想像として村民憲章がありますが、条例ではありません。自治基本条例は

地域課題への対応やまちづくりを誰がどんな役割を担い、どんな方法で決めていくか文章化され

たものです。自治体の仕組みの基本ルールを定め、情報の共有や市民参加、協働などの自治の基

本原則、自治を担う住民、首長、議会、行政等の役割や責務、審議会などへの住民参加や住民投

票など、自治を推進する制度について定めています。また、設置した自治体は現在大体全国で

３９０市町村と聞いていますが、中には、この住民基本条例が最高規範としている自治体もあり、 

村民憲章を入れていくことも可能であります。 

  そこで、次のことについて伺います。 

 １、第５次総合計画の基本理念を具現化していくための方策として、自治基本条例の制定をして

いく考えはあるか。 

 ２、行政でいうところの地域住民とはどのような存在と考えているか。 

 ３、自治区への加入が低下していく中、地域コミュニティーにおける共助の精神をどのように形

成していくか、また、防災や福祉、教育などの公助における対象としている者は誰か。 

 ４、村外から住民や文化や風習が違う環境で育ってきた外国の方たちへ白馬に暮らすことへの理

解や、故郷への愛着を醸成していくための方策は何か。 

 ５、総合計画の半期を迎え、白馬の豊かさとは何かの具体案、グランドデザインとか将来像にな

るかと思いますが、村民または地域住民が考えることができたのか、あるいは行政はこれを示す

ことができたのかお伺いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  津滝議員から自治基本条例の制定について、５つの項目で質問をいただいて

おりますので、答弁をさせていただきます。 
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  １点目の自治基本条例の制定についてでありますが、自治基本条例は平成の大合併にあわせて

制定する自治体がその多くを占めており、その制定の目的の多くの条例がパターン化しているこ

とが見受けられます。津滝議員がおっしゃいます自治体の最高規範といった点では、条例の位置

づけは平等であり、自治基本条例が通常の条例に優越することは認められないと解釈をしており

ます。したがって、本村の自治体運営の現状を鑑みると、それぞれが果たす役割といった目的の

点では、住民はもとよりさまざまな方々の交流人口を踏まえ、総合計画の基本理念の多様性につ

いては十分認識をしておりますし、その意味では検討する分と捉えます。 

  そして、この条例制定については、現時点で申し上げることはできませんが、自治基本条例の

制定が本村にとって持続可能な行政体制をつくり、自治体運営の基盤強化につながることになる

のであれば、前向きに検討したいというふうに考えます。 

  ２点目の、行政でいう地域住民の解釈についてでありますが、一般論としては、地方自治法に

規定する住民と同じく捉えれば、住民の要件で規定をしている住所を有する者及び法人について

は、主たる事務所等の所在地をもって住所とするといった解釈から、これらを指すと考えます。

ただし、通告いただいたご質問が、自治基本条例についてでありますので、他の自治体の例や自

治基本条例における地域住民としての考え方を申し上げるのであれば、これらのほかに村外で働

く者や活動する団体なども含めるべきであると考えます。 

  ３点目の質問と４点目の質問につきましては、答弁の内容が重複しますので、一括をしてお答

えをさせていただきますが、初めに、自治区への加入が低下していく中、地域コミュニティーに

おける共助の精神をどのように形成をしていくか、村外からの移住者や文化や風習が違う環境で

育ってきた外国の方たちへ白馬村に暮らすことへの理解や故郷への愛着を醸成していくための方

策についてお答えをいたします。 

  社会経済情勢や価値観の変化に伴い、行政以外の主体による地域における課題解決や地域協働

の推進は、今後の地域経営の重要な課題であると捉えています。しかしながら、現在、地域にお

いては地域で助け合うのが当然という生活文化を持たない若年世代や、国内外からの移住者等が

地域の世帯構成の中心になりつつあること、役員や区費の負担を担いたくない人や、住民の連帯

感の希薄化などに伴い、行政区への加入率の低下や担い手不足、活動の停滞等が生じつつありま

す。これは、白馬村に限らず、全国の自治体で抱えている課題でありますが、議員がご質問の共

助の精神をどのように形成をしていくか、白馬村に暮らすことへの理解やふるさとへの愛着を醸

成していくための方策については、行政区への加入が有効な手段と考えます。しかし、行政区へ

の加入については法的拘束力に欠け、お願いになっているのが現状であります。 

  共助の一例を申し上げますと、和田野区では、１００人もの住民が日本人、外国人関係なく普請

に参加をしていると聞いています。これは行政区、自治会における共助の力だと思っております。 

  行政区への加入は日本の文化であり、共助の精神の形成とは表裏一体の関係にあり、共助の精
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神があれば行政区への加入につながり、行政区への加入が共助の精神を形成する上で欠かすこと

ができない手法です。そして、行政区へ加入することで、村のことや地域のことを知り、理解し、

故郷への愛着が醸成されるものと考えております。 

  行政区への加入率の向上に向け、情報発信方法の工夫や地区のことを深く知ってもらう接点づ

くり等が地道な手段であると同時に、行政区の皆様にも区に加入していない住民に対して積極的

にコミュニケーションをとるとともに、共助の大切さを伝えていただき、行政と住民が一丸とな

って加入率向上に向け取り組んでまいりたいと考えます。 

  次に、防災や福祉、教育など公助における対象としている者は誰かにつきましては、まずは公

助とは、法律や制度に基づき行政機関などが提供するサービスなどを指すことから、自分や地域

で解決できない課題に対して、行政や公的機関等の各種サービスを利用することで、この対象者

を地方自治法に規定する住民の意義と同じく捉えれば、共助という考え方は、同じく住民の要件

で規定をしている住所を有する者及び法人については主たる事務所等の所在地をもって住所とす

るといったことから、これを指すものと考えます。 

  最後に、総合計画の半期を迎え、白馬の豊かさとは何かの具体的な姿が村民または地域住民が

考えることができたか、あるいは行政は示すことができたかについてお答えをいたします。 

  第５次総合計画につきましては、白馬の豊かさとは何か、多様であることから交流し、学び合

い、成長する村を基本理念に掲げ、安心してみんなが暮らせる村、新しい仕事をつくり出す村、

一人一人が成長し活躍できる村、魅力のある自然を守る村の４つの基本目標を掲げ、基本計画の

中で具体的な施策について展開を行なっているところであります。 

 取り組みとしては、行政区の継続的な支援、開かれた行政運営、多様な人々の交流、共生、防

災・減災の強化、日常の住みやすさの確保、子育て支援、障がい者支援、高齢者福祉、健康づく

りと地域医療の充実、行政改革の推進、競争力と持続可能性を高める観光地経営、優良農地の保

全、森林の整備と活用、商工による振興、創業支援、次代を担う子どもたちの学習支援、スポー

ツによる健康づくりと活力の創出、自然環境に調和をしたまちづくりの推進など、さまざまな角

度から数値目標を掲げ、目標達成に向けて取り組みを実施をしているところであります。 

  来年度で前期の基本計画が終了となりますが、評価につきましては、毎年庁内で内部評価と評

価委員による外部評価の実施を行ない、結果についてはホームページで公表をしているところで

あります。それぞれの事業を顧みますと、目標値を上回った事業と目標値を下回った事業、評価

の高い事業と低い事業、目標値を見直した事業が存在をしますが、総合計画の基本理念に向かい、

行政も村民も時代の変化に対応をしながら、真剣に取り組むことができていると感じています。 

 来年度には、後期基本計画の策定作業が入りますが、これらの評価や反省事項をもとに、計画

策定を進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上、津滝議員の質問に対しての答弁とさせていただきます。 
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議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。津滝議員、質問ありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  ５つほど、今回質問をさせていただいているんですけども、一番答弁の長

かったというか、一番多く時間を割いていただいたこの自治会のところから再質問をさせていた

だくんですが、この白馬村の総合計画をつくっていくときに、白馬の中でエリアキャラバンとい

うのを行なって、それぞれの地域の皆様からいろんな今課題にしていること、これからの村はこ

うあるべきだというようなことをいろいろ聴取していった経緯があります。そのときの結果を広

報はくばで２０１６年ですが、載っておりましたんで、そのときの文面を読まさせていただくん

ですが、３日間で約４０名参加していただき、少子高齢化、後継者不足、加入率低下、外国人と

の共生といった各地区の課題や通年安定雇用、移住者への住居整備、移動手段の確保、グリーン

シーズンの観光といった村の課題が上げられ、それらを解決するための取り組みとして、移住者

も含め多様な人が交流、活躍する場づくりを行政に頼り過ぎないことというようなことが、その

ときの話として出ておりました。その他に、東山の活用等が提案されたというようなことが文面

として載っておりました。 

 これは、同僚議員なんかも毎回一般質問で区の加入率が低くなっているから、これは何とかし

ていかなきゃいけないんじゃないかというようなことが言われているわけですけども、その中に、

近年やっぱり思うことというのが、私なりになのか行政側も考えているのかというところで、そ

の辺のちょっと情報の共有をさせていただきたいなというふうに思っているんですけども、先ほ

どの中から出てきている、このときにももう既に懸念されていることなんですが、外国人とか外

からの移住者等いろんな課題を一緒になって解決することができていくのかというようなことに

ついてお伺いをします。 

  まず、住民課長にお伺いするんですけども、午前中も外部からの移住者は何人というような話

が出ていたんですけど、特にこの外国人に対してどのぐらい今白馬村におられて、冬と夏でかな

り差があるという話を我々も聞いているんですけども、どのぐらいの割合で、特にエリア的には

どこのエリアに一番外国人がお住みになられているか、まずお伺いします。 

議長（北澤禎二郎君）  山岸住民課長。 

住民課長（山岸茂幸君）  まず外国籍の方の住民登録人口でありますが、３月１日現在で１,１８４人

であります。全人口に占める割合は１２.４％という状況であります。 

  次のご質問のエリア別ということでありますけれども、以前から地域別の外国籍の方の人数と

いうのは公表しておりませんので、ここでは公表は控えさせていただきたいと思いますが、ちな

みに、３月１日現在で一番住民登録の多い地区の人数といたしますと、２３０名の方の登録があ

る行政区がございます。 

  答弁は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。津滝議員、質問ありませんか。津滝議員。 
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第８番（津滝俊幸君）  そしたら、先ほど私の前段のお話でも申し上げましたけども、外国人の方

が所有している土地、令和元年、昨年は同僚議員が質問したときには２０８人ぐらいの方が約

３０ヘクタールくらいを所有しているというお話を聞いていました。そのときの前年比でいくと、

２０％強の前年比があったというような話も聞いているんですけども、令和２年度１月１日時点

でもう既に税務課のほうでは多分掌握なさっているのかなというふうに思うんですけども、令和

２年度はどのくらいふえたのか減ったのか、お伺いします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。横川税務課長。 

税務課長（横川辰彦君）  土地の話ですけれども、平成３１年度がおおよそ３０ヘクタールという

ことですが、令和２年の新規課税に向けて今準備を進めておりますが、おおよそ３１ヘクタール

強、３２ヘクタールに近い面積ということで、前年比１万８,０００平米プラス０.２３％の増と

いうようなことになっております。所有者でいきますと、前年比３５人の１６.８３％増というこ

とです。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  以前よりも外国人の所有の方が土地も所有し、さらにこの白馬の中に住ん

でいるということで、一番多い地区では、地区名は今おっしゃらなかったですけども、２３０名

の方が住んでいらっしゃる地区もあると。我々の中で想像するのは、当然、この西側のスキー場

エリア、さらに八方というところを中心にしたところかなあというふうに思います。 

  ちなみに、この外国人の方々というのは、先ほどの区に加入しているかどうかというところの

掌握はされているのでしょうか。その辺は何か調査したというような経緯はありますでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  外国人の方の行政区の加入の調査につきましては、本年度、１回

行なってはございます。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  すいません、今言うようなところでいくと、割合でいくとどのぐらい皆さ

んが加入しているかというのはわからないんですか。加入調査したというのはわかったんですけ

ども、どのぐらいの割合で入っているのか。皆さんが入っているのか、いや、そのうちの１０％

ぐらいしか入っていないのか、その辺はどうなんでしょうか。 

議長（北澤禎二郎君）  吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  外国人に限っての率を出しておりませんので、その中での外国人

の方で何名入っているのかというところで数字を出しているだけですので、ちょっと今手元には

ございませんので、どのぐらいの率なのかというのはちょっと申し上げることはできませんので、
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よろしくお願いいたします。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  どのぐらいの割合が入っているかどうかというのは、確かにわからないと

思いますし、それから各地区で区への加入割合についても、今、区長さん等を通じて、今加入割

合を出しているというようなことになっているようでありますけども、やっぱりさっき言った地

域コミュニティーをどうやってつくっていくかということの中で、そこに住んでいらっしゃる方

と一緒になって一つの方向性を見出しながら、地域をつくって、コミュニティーをつくっていく

という形になるんですけども、やっぱりそれぞれ隣近所軒を連ねているところがてんでばらばら

で、これがいい村づくりになるかというと、これはなかなか非常に難しいところがあるのかなと

私は思います。 

  何かそこのところでもって、区の中に加入を促進していく、先ほど地域を知っていただくとい

うような答弁の話が出てきましたけども、なかなか我々そこに住んでいる人間も一緒に入って地

区の中でやろうよというふうに言っても、加入金が高い、荷役がある、役員をやりたくない等々

いろんな理由を言って、さらにこれは日本人から出てきている理由ですけど、外国人にそういっ

たようなことを理解させながら、一緒になって地域の中のことを考えていく、公共性をお互いに

つかさどっていくというのは非常に難しい問題じゃないのかなというふうに思うんです。その点、

村長どんなふうにお考えになりますか。多分、そんな話は聞いていると思うんですけど。 

議長（北澤禎二郎君）  下川村長。 

村長（下川正剛君）  加入の関係については、私議会のときからそういった課題が、いろんな方か

らいい意見が出ているわけでありますけども、なかなか非常に今の、特にこういった時代になっ

てきて非常に難しいというのが現状であります。そんな中で、村でも何とか加入率向上に向けて、

集落支援員とかそういった方を採用しながら取り組んでいるわけでありますけども、なかなか難

しい状況であるというのは否めない事実であります。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  それでは、地区ではなくて今度学校、子どもたちの中で今そういう外国籍

を持っている子どもたちが小学校、保育園等々に行っているわけですけども、そういう中で、子

どもたち同士の中でコミュニティーというのは、子どものコミュニティーというのは当然あるわ

けですから、親御さんも含めてです。そういうようなところでコミュニティー、コミュニケーシ

ョンというのはどういう状況にあるのかということを子育て支援なのか教育課の課長にお伺いし

ます。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。田中教育課長。 

教育課長兼子育て支援課長（田中克俊君）  今、村内の小学校では、子ども自身が外国籍あるいは
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両親のいずれ方が外国籍というお子さんで在籍している方が今３１名ほどいらっしゃいます。学

校教育の観点からは、国際人権規約の精神にのっとりまして、外国人であっても希望すれば無償

で義務教育をさせるということにのっとって、大人的な考えではそういうことを言いますが、子

どもの社会においては、国籍が違う、あるいは言葉が違う、文化が違う、宗教が違う、いろいろ

なことがあろうかと思いますけれども、そういう分け隔てはなく仲よく過ごしているというよう

に感じております。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  子どもたちは、私なんか見ていても言葉なんか言わなくても、結構コミュ

ニケーション能力というんですか、そういうのが高いし、一つ教室の中で先生がいて、そこの先

生にある程度リーダーシップを発揮してもらいながら、そういう中でうまくやれていると。何で

学校でうまくいっているものが地域の中でうまくいかないのかなという、こんな論法もちょっと

あったりなんかするんだと私は思います。 

  もう一回、ちょっと住民課長にお伺いするんですけど、今、今度何カ国ぐらいの国の方が白馬

村にお見えになっていて、それで一番多い国、例えば上位５つ程度ぐらいでもいいんですけど、

もしおわかりになるようだったら教えていただきたいです。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。山岸住民課長。 

住民課長（山岸茂幸君）  すいません、令和２年３月１日現在でありますが、国籍別でいいますと、

全部で４４カ国でございます。トップ５ぐらいということですので、順に申し上げますと、オー

ストラリア、台湾、イギリス、中国、カナダという順で、成果説明書、平成２９年、３０年と見

ますと、オーストラリアの次にイギリスが来ていたんですが、イギリスと台湾が逆転したという

のがことしの３月１日の状態ですが、あと２週間ありますので、変動があろうかとは思います。 

 答弁は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  この小さな村の中に４４カ国の方がお見えになられているというこういう

現実。それから、子どもたちが全部ではないにしてみても、そういう子どもたちが地域の学校へ

通っている。また、地域の中で住んでいらっしゃるというようなこういう状況。当然、そういう

中で白馬に土地を求めて、先ほど所有率も非常に高くなってきています。土地は当然、もともと

白馬村に住んでいらっしゃった方、以前かなり古くから住んでいらっしゃった方が所有して、そ

れを買い求めてこちらに入ってくる、もしくは空いた営業しなくなった施設をもってそこに入っ

てきたというような状況です。 

  最近よく聞く話なんですけど、誰それさんに土地が売れたというような、誰それさんがかわり

に営業をやっているとかというような話をよく聞くんですけども、こういう日本国内だけではな

くて、世界からこの白馬が注目されていて、そういうところからどんどん人が入ってきていて、



－173－ 

こういうところでコミュニティーを形成していくという現状があって、先ほどの行政の中でつく

っている総合計画なり何なりの計画、総合計画が一番上にある計画でありますから、こういった

ようなことを我々日本人はこうかというようなことがそれなりに理解できるとこがあるんですけ

ど、これを理解させて一つにまとめていくというのは相当いろんな意味で大変な状況になってい

るかなというふうに思うんですけど、村長でも副村長でも構わないんですが、こういう状況下を

鑑みたときに、うまく白馬村の中を、昨年ラグビーがあったんですけど、ワンチームとか、最近

では長野ではＯＮＥ ＮＡＧＡＮＯとかというような名前があったりなんかするんですけど、一

つにまとまっていく、今回はコロナウイルスで国難というふうに言われているんですけど、こう

いうようなところを情報をある程度一元化しながらまとめ上げていくというのが行政の一つの私

は仕事だと思っているんですけど、こういうようなところを状況を考えてみて、どのようにお考

えになりますか。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。横山副村長。 

副村長（横山秋一君）  確かに私も今４４カ国という国の数を聞いて、本当にこんな村は多分全国

でもないんだろうなというふうな感じを覚えました。そういった本当に多様性を持った住民がい

る自治体をまとめていくというのは、それは大変な難事業であります。どういった方法がいいの

か、確かに外国人の方々も自治会活動に参加するというのが理想でしょうが、なかなかそれが理

解されることもないでしょうし、あと、恐らく１,１８４人のうちの半分以上は夏になればいなく

なるようなそういった方々だと思いますので、ただやはり外国人のまとまりは、例えば観光業の

経営者の団体とかありますので、そういったものとの交流というか情報交換とか行なっていくこ

とは非常に重要かなというふうに思っています。 

  ただ、なかなかワンチーム、オール白馬、そういったことをどうやって行なうかというのは、

一生懸命考えなきゃいけないなというふうに今感じたとこです。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  言葉が通じる風習が同じということであれば、文書を配って、育ってきた

環境も同じですし、それを理解してもらうということが普通ですけど、なかなかこれを一つにま

とめていくということは、これから大変なことかなというふうに思います。 

  当時、今から、ことしは５年目なんで５年前ということになる、総合計画をつくったとき、こ

んなことを想像したかどうかは別として、非常に急速に急激にというふうに言ったほうがいいと

思うんですけども、当時を想像した以上に外国籍の方が入っている、もっと言えば日本人も国内、

村外から入ってくる人たちも相当多くなってきているというのが実情なのかなというふうに思い

ます。 

  それ以前から、ここに最初に私が述べたとおり、広報はくばに載せたとおり、やはり区への加

入問題というのは、ずっとそのときからもあったというようなことであります。そういうような
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ことを、先ほど村長答弁の中では、地域住民とは誰を指すかというようなことを私も聞いてはい

ますけども、やはりここに自治法で定められたもの以外にも、結局ここで働いている人たちも地

域住民ということで解釈するとするならば、やっぱりここに住んでいる人たちと、よく公助で、

私は白馬に税金を払っているから、白馬の恩恵をしっかり受けるべきだというようなことを言っ

ていらっしゃる方がおられたりなんかしますけども、税金を払っているからではないと私は思っ

ているんです。ですから、やっぱりここでコミュニティーをつくっている人たちがやっぱりここ

の住民ではないかなというような意識で私はおります。 

  ただ、そういう人たちにやっぱり光が当たっていくようにしていくのが行政のある種の仕事か

なと。そういうのをある種整えていく従来の地方自治法であったりするものの中で、補完できな

いことを補完するのが先ほど私が提唱していた自治基本条例なるものではないかなあと、そんな

考えを持って今回制定を問い合わさせていただいたわけであります。 

  以前、この自治基本条例については、平成３０年度の９月議会において、同僚議員がどうです

かというようなことをしております。そのときの答弁では、基本的にはもう検討はしないという

か、制定はしないというような話だったんです。今回は、こういう急速な時代背景をもとに、ま

たどうやって地域をまとめていくかというような話の中で、前向きに検討してもいいんじゃない

かというふうに少し変化したかなというふうに思っているんですけど、ここでちょっとお伺いす

るんですが、当時と今と変化した理由というんですか、その辺について、先ほど村長とか副村長

なんかもおっしゃっていた部分も入っているかなというふうに思うんですけど、少し変化、私は

していると思うんですが、その辺の変化というのはどういうことなのかということをお伺いしま

す。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  自治基本条例に対する考え方の変化という点でお答えをさせてい

ただきたいと思います。 

  やはり５年前の総合計画を立てたそのときの交流人口、多様性というのはどちらかというと国

内的な多様という部分が非常に多かったんですけども、現在の多様性というのは、国内にとどま

らず国外という部分も出てきております。先ほど村長の答弁にもありましたとおり、それぞれが

果たす役割、ここら辺がいかに国内外の方に理解をしていただくのか、これがわからないまま自

治を進めていくとなると、非常に曖昧なままになるのかなという点がここのところかいま見れる

という点ではございます。 

  先ほど、村内の事業をされている方という方も、一応窓口にはなっていただきますが、どこま

で網羅できるのかというのは、それぞれネットワークも違っているというお話も伺っております

ので、その点から、若干考え方については整理をさせていただきたい。ただ、行政区の問題につ

きましては、よそでもあります加入の促進の条例、こういうものもどうかということで、法律の
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専門家にも伺ったことがあるんですが、やはり法律に抵触をするという部分もあり、じゃあ仮に

自治基本条例を制定をするとなると、そこら辺のうたい方というのは非常に、載せてはおりなが

ら、先行で行なっております自治基本条例の中でも、しなければならないと言っておきながら、

パブリックコメントの中では、これはあくまでも理念だという言い方もしておりますので、その

辺の整理も当然のことながら必要かなというふうには思っている状況でございます。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  それで、自治基本条例を全国で３９０ぐらいの自治体がつくっているとい

うことで、制定されている自治体はそんなに、自治体というくくりの中ではそんなに多くはない

わけですけども、当然なくてもちゃんとやれている、できるよというふうに言っているところも

あるわけでありまして、このあたり、この地域という意味ですけど、近いところで言えば安曇野

市が制定をしています。安曇野市はご存じのように、もともと平成の大合併によって合併してで

きたまちでありまして、穂高とか豊科、明科、あそこらあたりが中心になってできたまちであり

ます。当然、先ほどの言葉をかりて言えば、生まれも育ちも違う人たちが一つのまちの中でどう

いうふうにこれから一つのまちをつくっていくかという形の中で、当時そういうことを懸念して、

まちを一つにしていくためには、何か一つの形になるものをつくろうということで、この自治基

本条例を制定したというふうに聞いております。 

  またしかし、確かにそういうことは必要なのかなというふうに私も感じますし、ネットや何か

で見るところの、これは安曇野市のホームページにも載っておりますけども、逐条解説であった

り条文を読むと、やっぱりそういうことが書いてあったりしています。 

  白馬村は小さな村ではありますけども、非常にそういう意味でいえば多様性という、先ほどそ

ちらの執行部の皆さんも使っておりましたが、多様性ということでいえば物すごい意味での多様

性がこの村にあるのかなと。だから、そういう変化があった中で、先ほど総務課長がおっしゃる

ところの当時とは違う様相になってきたので、これからそこの部分をしっかりと考えていかなき

ゃいけないのかと。考えるに当たってはいろんなことをクリアしていかなきゃいけないし、自民

党のホームページなんか見ると、一定間のパターン化をされているみたいなところもあって、こ

れも決していい話ではないです。地域によっていろんな差異があって当然だと私は思いますので、

そういうパターン化を取り払って、白馬に必要なものを取り入れていただいて、特にもう揺るぎ

ない白馬村の憲法に等しいものであります村民憲章、こういうようなことを載せていただいたら

いいのかなあというふうに思います。 

 総務課長にお伺いするんですけど、基本条例を仮に、仮にという言葉を使っていいかどうかわ

かりませんが、一つの村をまとめていく一つの総合計画やそういう計画を実行していくに当たっ

て、メリット、デメリットというものがあると思うんです。こういうことはいいと思うけど、こ
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ういうことは悪いみたいな、感じていらっしゃることで結構でありますので、メリット、デメリ

ットをもしおわかりであるようならお答えいただきたいと思います。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  メリットとデメリットということでございますけども、メリット

とすれば、それぞれ条例、条例を含めていろいろな例規を一元化できるという点ではメリットか

というふうに思います。逆にデメリットとしては、それを一つにまとめるための作業が必要とい

うのと、もう１点はその条例を制定するに当たってのプロセスが非常に大切かなというふうに思

います。これをどういうふうにしていくのかという部分については、議会基本条例が既に条例と

して制定をされておりますので、当然のことながらそれも網羅するということも必要になってま

いりますし、それぞれの例規上、要綱であったりとか定めているものもこの中に含めるというこ

とであれば、住民の皆さんの意見を聞きながらやるということになると、恐らくこれは推測では

ありますが、結構な期間がかかるのではないかなと。それがあえて言うとデメリットかなという

ふうに思っております。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  確かに、それなりの住民合意を得ながらパブリックコメントもとって条例

をつくっていく、住民参加型の自治基本条例というものをつくっていって、もし検討していただ

けるんであればつくっていっていただきたいなあと私も思うところです。 

  よく言うところの、条例の中には地方自治法で対応できていない部分について、しっかり織り

込むということがどこの自治体もおやりになられているようなことであって、これもパターン化

されているんですけども、最高規範とするという話があったりなんかするんです。これは日本の

国の中の最高規範は憲法でありますから、憲法を超えるものはないんですけども、憲法とのすり

合わせがあったりとかというような話も聞いたりなんかします。 

 それから、住民の参加というところをどういうふうにうたっていくかということがあります。

行政計画、これはもう既に白馬なんかでもやられていることなんですけども、住民の役割って何

なのかと、そういうこともちゃんと明記していく部分があると、その中で先ほどの自治体への区

の加入等々についてもうたっていくというような話になるかなと思います。 

 それからもう１点、これも大きな話になりますが、情報の公開、これも白馬村は情報公開条例

がありますので、既に条例化されているんですが、このことについてもうたっていかなきゃいけ

ないというふうに考えます。さらに、これはよく言われることなんですが、住民投票というのを

うたっていると、ですね、みんな。何か村全体でこのことを決めていかなきゃいけない、このこ

とを決めていくのは実はこの場所、議会が決めていくということになるわけですけど、でも提案

者は行政側であったり議会側であって条例をつくっていくということなんですが、住民投票とい
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うのは、住民みずからがこういう案件について賛成ですか、反対ですかというようなことを聞い

てやるというようなことであります。そういうような住民投票をやっていく、これも慎重になっ

て考えていかないと、やみくもに住民投票条例をつくってやってしまって、後でもって取り返し

のつかない話になるということもままあるというようなことを聞いたりなんかしています。 

  そういうような、今あるようなメリットとかデメリットのことについて、十分行政側のほうも

調査をしていただき、また議会のほうも何か機会があればそういうことで研修もしたいなあとい

うふうに私は希望するものでありますけども、ぜひこういう制定について、前向きにみんなでこ

の地域をまとめていくということでお考えをいただきたいなあというふうに思います。 

  もう少し時間大丈夫ですかね。それで、先ほど私、懸念している中の一つの中に、外国人に対

しての土地の所有率という話がありましたけども、これについて簡単に我々、この地域住民がも

うここに跡継ぎもいなくなったり、田畑もやらなくなったので、買ってくれる人がいるんだった

ら買ってもらって、自分たちはお金にかえたもので生活をしていくというような考え方が非常に

多くあると聞いています。 

  特に八方地区なんかの話を聞きますと、１人の外国人に相当数の土地が行っているというよう

な話も聞いています。誰が誰に土地を売るのが悪いとかという話ではないんですけど、こういう

今の状況を鑑みたときに、何か日本の法律では、外国人に土地を売ってはいけないということは

ないわけですが、何かこのことに対して私はすごい懸念を持っているんですけども、こういうこ

とを制御する、規制とは言わないですけど、制御する何か方策はないものかということを常々考

えているんですけど、これについてお答え、もしできることがあれば。また、そういう状況も多

分村長、副村長、ほかの課長さんたちも存じ上げているかなというふうに思うんですけど、こう

いう状況下を考えたときに、どうしたらこの白馬の自然を将来にわたって守っていくことができ

るかということをちょっと真剣になって考えてもらいたいなと。どうですか、どなたでも結構で

す、これは。 

議長（北澤禎二郎君）  答弁を求めます。吉田総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  外国人の方の土地の所有の問題につきましては、非常に行政とし

ても大きな問題だということで、毎年行なっております県の北アルプス地域振興局のほうにもこ

の課題につきましては、投げかけさせていただきました。結論から申しますと、今の日本の国内

にある法律等では、現実対応ができないというのが正直なところであります。これに当たっては、

監視、いわゆる監視区域の中に置くということも国土法の届け出の中にできないかというような

話が一番実現性があるのかなというふうにも思ったんですが、今、国内では１自治体のみで、こ

れはもうほぼ無理だろうということでありますので、現状の中では難しい。ただ、どういうこと

ができるかどうかという点については、引き続き検討していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 
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議長（北澤禎二郎君）  答弁が終わりました。質問ありませんか。津滝議員。 

第８番（津滝俊幸君）  難しい問題ですよね、本当に。村長初め執行部の皆さん、各課題に対応し

ている課長さんの皆さんも、やっぱりちょっと今持っている法律の中だけでは何とかできないと

いうことが、やっぱりままあるんですよね。農地法もあったり、今の国土法もあったりいろいろ

しているわけですけども、ここは精神論で私話させてもらうとするならば、土地を手放すという

ことは、もう自分の中では農業をやっているものですから、耕作している土地は手放してほしく

ないなというのが自分の気持ちであります。 

  この耕作、白馬の農地がどんどん何か違うものに転化されていくと、やっぱり一つの産業が衰

退してしまいますし、白馬としての原風景がなくなってしまうと私は思っているので、その農地

を守るために自分は農業をやっているつもりであります。そこで儲かるとか儲からないはもう二

の次であります。ですから、ここはもう精神論でいくしかないかというふうに自分では思ってい

ます。そんなに簡単に土地を手放すなよと。そんなに簡単に手放していいのかと私は言いたいで

す。土地を手放すということは、魂を売っているのと私は同じかなと。何か違うんじゃないかな

と思うんです。 

  やっぱりこの白馬の自然、この白馬の景観、先ほど同僚議員も言っていましたが、軽々にソー

ラーパネルをつくってほしくないという話をしていましたけど、確かに、パネルをつくったら太

陽光発電になって温暖化の制御にはなるかもしれないですけど、本当にそれでいいんですかと、

そういう話ですよね。どんどん土地が１人の外国人さんによって買い求められていって、その最

後はどうなるわけですか。大変なことに私はなるんじゃないかなと思います。 

  日本国と言いながら外国の土地になってしまうわけです。よくニセコの話が出てきたりなんか

しますけど、本当に白馬がああなってしまっていいのかと、何か今考えなきゃいけないんじゃな

いかと私は思います。 

  ぜひ、そんなところに魂の話までさせてもらいましたけど、そうならないように、我々の思っ

ている何か心にあるものをうたい込んだ自治、この白馬村に住むに当たってこれだけは守ってい

こうよと、そういう気持ちになっていただけるような条例をぜひ行政の皆さん、考えてください。

それから我々議会の人間も住民の代表として考えていきましょう。 

  以上で私の質問を終わります。 

議長（北澤禎二郎君）  質問はありませんので、第８番津滝俊幸議員の一般質問を終結いたします。 

  以上で、日程第１、一般質問を終結いたします。 

 △日程第２ 議案の訂正の件   

議長（北澤禎二郎君）  日程第２ 議案の訂正の件を議題といたします。 

  ここで訂正理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案の訂正についてご説明をさせていただきます。 
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  ３月３日に提出をいたしました議案第２２号 令和２年度白馬村一般会計予算についての訂正

を、白馬村議会会議規則第２０条の規定により、議会の承認を求めるものでございます。 

  議案書の２ページをごらんください。 

  予算書になりますが、第１条歳入歳出予算第１条中、６０億５,０００万円を５９億４,５００万

円に改め、第１表歳入歳出予算を改めるものでございます。 

  内容につきましてご説明をさせていただきます。 

歳出明細の９２ページをごらんください。６款１項３目地方創生推進交付金事業の交付金事業

補助金を事業主体である民間企業の事情により、執行不可能のため１億５００万円を減額して、

地方創生推進交付金事業費を２億８,３９０万円から１億７,８９０万円に訂正するものです。こ

れにともない、歳入明細の２１ページをごらんください。 

  １４款２項６目観光商工費国庫補助金を地方創生推進交付金は補助率２分の１のため、削減し

ました事業費１億５００万円の半分５,２５０万円を減額して、１億４,１９５万円から８,９４５万

円に訂正するものです。 

  同じく歳入明細の１６ページをごらんください。１０款１項１目地方交付税で国庫支出金の補

助裏である５,２５０万円のうち８割の４,２００万円が特別交付対象ですので、２節特別交付税

を４,２００万円減額して３億４,７０２万１,０００円から３億５０２万１,０００円に訂正し、

残り１,０５０万円を一般財源分として１節普通交付税を１５億７,０００万円から１５億

５,９５０万円に訂正するものであります。何とぞご承認を賜りますようお願いを申し上げます。 

  以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案の訂正の件を許可

することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  よって、議案第２２号の訂正の件は許可することに決定いたしました。 

  これで、本定例会第３日目の議事日程は全て終了いたしました。 

  お諮りいたします。明日から３月１８日までの間を休会とし、その間、定例会日程予定表のと

おり予算特別委員会、議会全員協議会等を行ない、３月１９日午前１０時から本会議を行ないた

いと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、明日から３月１８日までの間を休会とし、

その間、定例会日程予定表のとおり予算特別委員会、議会全員協議会等を行ない、３月１９日午

前１０時から本会議を行なうことに決定いたしました。 

  これをもちまして、本日は散会といたします。大変ご苦労さまでした。 

散会 午後 ２時５１分  
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令和２年第１回白馬村議会定例会議事日程 

令和２年３月１９日（木）午前１０時開議 

（第４日目） 

１．開 議 宣 告 

日程第 １ 常任委員長報告並びに議案の採決 

日程第 ２ 予算特別委員長報告並びに議案の採決 
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令和２年第１回白馬村議会定例会議事日程 

令和２年３月１９日（木） 

（第４日目） 

  追 加 日 程 

日程第 ３ 議案第２８号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第６号） 

日程第 ４ 同意第 １号 白馬村教育委員会教育長の任命について 

日程第 ５ 同意第 ２号 白馬村固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第 ６ 発委第 １号 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書 

日程第 ７ 常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

日程第 ８ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

日程第 ９ 議員派遣について 
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令和２年第１回白馬村議会定例会（第４日目） 

 

１．日  時 令和２年３月１９日 午前１０時より 

２．場  所 白馬村議会議場 

３．応招議員 

   第 １ 番   太 谷 修 助      第 ７ 番   加 藤 亮 輔 

   第 ２ 番   丸 山 勇太郎      第 ８ 番   津 滝 俊 幸 

   第 ３ 番   田 中 麻 乃      第 ９ 番   横 田 孝 穗 

   第 ４ 番   太 田 正 治      第 １０ 番   田 中 榮 一 

   第 ５ 番   伊 藤 まゆみ      第 １１ 番   太 田 伸 子 

   第 ６ 番   松 本 喜美人      第 １２ 番   北 澤 禎二郎 

４．欠席議員 

   なし 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため議会に出席した者の職氏名 

 村    長   下 川 正 剛    副 村 長   横 山 秋 一 

 教 育 長   平 林   豊    参事兼総務課長   吉 田 久 夫 

 健康祉福課長   松 澤 孝 行    会計管理者・室長   田 中   哲 

 建 設 課 長   矢 口 俊 樹    観 光 課 長   太 田 雄 介 

 農 政 課 長   下 川 啓 一    上下水道課長   酒 井   洋 

 税 務 課 長   横 川 辰 彦    住 民 課 長   山 岸 茂 幸 

 教育課長兼子育て支援課長   田 中 克 俊    生涯学習スポーツ課長   関 口 久 人 

 総務課長補佐兼総務係長   下 川 浩 毅     

６．職務のため出席した事務局職員 

 議会事務局長          太 田 洋 一 

７．本日の日程 

 １）常任委員長報告並びに議案の採決 

 ２）予算特別委員長報告並びに議案の採決 

 ３）追加議案審議 

   議案第２８号 （村長提出議案）説明、質疑、討論、採決 

   同意第１号、同意第２号 （村長提出議案）説明、採決 

   発委第１号 （議員提出議案）説明、質疑、討論、採決 

 ４）常任委員会の閉会中の所管事務調査について 

 ５）議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 
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 ６）議員派遣について 

８．地方自治法第１４９条第１項の規定により長より提出された議案は次のとおりである。 

 １．議案第２８号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第６号） 

 ２．同意第 １号 白馬村教育委員会教育長の任命について 

 ３．同意第 ２号 白馬村固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 ４．発委第 １号 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書 
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開議 午前１０時００分  

 １．開議宣告   

議長（北澤禎二郎君）  おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１２名です。 

  これより令和２年第１回白馬村議会定例会第４日目の会議を開きます。 

 ２．議事日程の報告   

議長（北澤禎二郎君）  本日の議事日程は、お手元に配付してあります資料のとおりです。 

 △日程第１ 常任委員長報告並びに議案の採決   

議長（北澤禎二郎君）  日程第１ 常任委員長報告並びをに議案の採決行ないます。 

 それぞれ常任委員会に付託されました案件について、順次、各委員長より審査結果の報告を求

めます。 

お諮りいたします。議案第１８号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第５号）は分割審査

をしていただいておりますので、常任委員長報告が終了した後に討論、採決をしたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、議案第１８号 令和元年度白馬村一般会計

補正予算（第５号）は、常任委員長報告終了後に討論、採決を行なうことに決定いたしました。 

最初に、総務社会委員長より報告を求めます。第２番丸山勇太郎総務社会委員長。 

総務社会委員長（丸山勇太郎君）  令和２年第１回白馬村議会定例会総務社会委員会審査報告をい

たします。 

本定例会において、総務社会委員会に付託された案件は、議案１５件、請願１件、陳情１件で

す。審査の概要と結果をご報告します。 

 議案第１号 白馬村辺地対策総合整備計画の変更について。 

 落倉辺地に落倉自然園の木道改良事業を追加するものです。 

 意見として、飯森をやったときにザゼンソウがなくなった、気を使ってやってほしいというも

のがありました。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第１号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決

すべきものと決定しました。 

 議案第２号 ケーブルテレビ白馬の指定管理者の指定についてです。 

 ケーブルテレビ白馬の指定管理者に、株式会社エーアイシーコミュニケーションズを指定する

もので、指定期間は令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの５年間です。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第２号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決

すべきものと決定しました。 
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 議案第４号 長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び規約の変更に

ついてです。 

 麻績村筑北村学校組合が３月３１日をもって脱退するための規約を改正するものです。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第４号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決

すべきものと決定しました。 

 議案第５号 大町市及び白馬村における北アルプス連携自立圏形成に係る連携協約の一部を変

更する協約の締結の協議についてです。 

 ２８年３月に締結した５年間の連携協約が本年度終了し、さらに５年間継続することになり、

それに伴い事業を見直し、１１分野２５事業を実施、新たに２分野５事業を追加するものです。 

 質疑に入り、５年間やっての恩恵と新たな事業とはに対し、同じ事業についてはスケールメリ

ットがある、新たな事業は圏域マネージメント能力の強化でＲＰＡの事務処理方法の連携事業、

地域を支える人材の育成で地域ファシリテーターの養成事業、森林情報整備事業を、森林環境税

が入ってくるので、大北内で構築するとの答えでした。 

 甲は大町市、乙が白馬村だが、乙の白馬村が企画提案することができるのかに対し、大町市が

主体で行なうが、内容については、圏域で協議する、合意を得て見直しも可能、町村部からの提

案も生かせる、実質的には並立だが契約上は甲と乙になるとの答えでした。 

 討論はなく、採決したところ、議案第５号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべき

ものと決定しました。 

 議案第７号 白馬村課設置条例の一部を改正する条例についてです。 

 総務課の所管事務となっていた景観形成及び屋外広告物に関する業務を建設課に移管するもの

です。 

 質疑に入り、景観形成及び屋外広告物だけを移管するが、環境政策とまちづくりをセットで移

管しないと一貫性がない、開発調整と環境審議会も建設課に移るのかに対し、移すことになる、

条例のほかに課の組織規則があり、そこで具体的な事務事業を規定していて、条例通過後となる

との答えでした。 

 しばらくの総務課のサポート対応と建設課のマンパワーの対応は、課の設置と人はセットだと

思うがに対し、移管は両課で検討してきた。建設課は業務がふえるので増員し、係長クラスのポ

ストを置き、専門的に取り組めるよう人事配置に配慮していきたいという答えでした。 

 景観行政団体に移行するということは、県の関与がなくなるということで、役場の中だけで景

観をコントロールし、指導をしていかなければいけない。精通した職員を育てていかなければい

けないと思うがに対し、スペシャリスト養成は必要と思う。村内に資格を持った方がいるので、

非正規であっても採用を今後検討していくというものでした。 

 建設課になると議会内での委員会の所管も変わる。景観計画あるいは条例案など、事前に議員
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懇談会の場で説明いただけるかに対し、他の分野も議員懇談会を行なっているので、柔軟に対応

していくという答えでした。 

 討論はなく、採決したところ、議案第７号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべき

ものと決定しました。 

 議案第８号 白馬村印鑑条例の一部を改正する条例についてです。 

 住民基本台帳法施行令の印鑑登録証明事務処理要領の改正に伴う改正を行なうものです。 

 旧氏の使用、成年被後見人の見直しなどです。 

 質疑では、旧氏と新氏とで印鑑登録はできるかに対し、どちらか１つしかできないという答え

でした。 

 討論はなく、採決したところ、議案第８号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべき

ものと決定しました。 

 議案第９号 職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例についてです。 

 会計年度任用職員の服務の宣誓の通達があり、規定をつくって服務の宣誓を行なうというもの

です。 

 質疑では、宣誓とはしばりと義務が発生するのかに対し、地方公務員法で服務の宣誓が規定さ

れている。一般職の非常勤なのでやらなければいけない。憲法、法令を遵守し、住民福祉の向上

のために尽くすという覚悟を村長に宣誓するというものでした。 

 討論はなく、採決したところ、議案第９号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべき

ものと決定しました。 

 議案第１０号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてです。 

 働き方改革関連法及び人事院勧告により、時間外勤務の制限時間を定めるもので、規則で詳細

を定める。規則では月４５時間、年間３６０時間の範囲内で所属長が命令できる。健康管理措置

の強化などを規定するということでした。 

 質疑では、災害時の会計年度任用職員の勤務はに対し、災害時は非常事態になるので協力をい

ただくが、臨時的任用職員も視野に入れて対応していかなければいけないと思うという答えでし

た。 

 討論はなく、採決したところ、議案第１０号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべ

きものと決定しました。 

 議案第１１号 パートタイム会計年度任用職員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例についてです。 

 パートタイム会計年度任用職員の定額支給の職種と支給額を定めるもので、看護師、介護員、

助産師、管理栄養士は、大北医師会と協議する中で決めたもの。学校給食パン運送運転員は、今

までどおりとするものということです。 
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 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第１１号は、委員長を除く委員全員の賛成により可

決すべきものと決定しました。 

 議案第１２号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてです。 

 人事院勧告に伴う改正の４月１日以降分を上程したもので、住居手当ての支給対象家賃額を引

き上げ、支給上限額を１,０００円アップする。１２月に引き上げた勤勉手当の支給率を６月と

１２月に平準化するものです。 

 質疑では、持ち家の人は対象にならないということかに対し、対象にしていないという答えで

した。 

 討論はなく、採決したところ、議案第１２号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべ

きものと決定しました。 

 議案第１３号 職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例についてです。 

 旅費を国の基準に合わせて改正するもので、職員、議会議員、特別職のいずれも全て同じにす

る。県外甲地方の都市を追加するものです。 

 質疑では、一部を下げたところは、に対し、一般職、議員、特別職ともに、県外日当、宿泊料、

食卓料が下がっている、日帰りの日当は国と合わせ上がっているという答えでした。 

 討論はなく、採決したところ、議案第１３号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべ

きものと決定しました。 

 議案第１４号 ふるさと白馬村を応援する条例の一部を改正する条例についてです。 

 寄附金の一部を寄附者への返礼品贈呈経費に充てた後、控除した額を積み立てる方式への改正

です。 

 質疑では、経費の中には人件費も入れるのかに対し、返礼そのものに係る経費と考えていると

いう答えでした。 

 討論はなく、採決したところ、議案第１４号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべ

きものと決定しました。 

 議案第１５号 白馬村ジャンプ競技場条例の一部を改正する条例についてです。 

 長野県における条例と管理規則に伴い、料金と還付を改定するものです。 

 質疑では、指定管理契約は村に有利になるよう更新したかに対し、令和２年度更新で県と協議

中、使用料が落ちていることは県も考慮している。今後、映画の公開、聖火リレーも行なわれ、

それが周知となり利用率が上がるかだが、金額は上がっているという答えでした。 

 討論はなく、採決したところ、議案第１５号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべ

きものと決定しました。 

 議案第１８号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第５号）所管事項です。 

 これは、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,９２３万３,０００円を減額し、予算総額
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を６４億４,８６３万１,０００円とするものです。 

 課ごとに主なものだけ報告します。 

 総務課ではふるさと納税事業９９９万４,０００円は寄附額増によるもの、電算業務費は広域連

合の２月補正に伴うもの、広域常備消防事業は広域連合負担金による精算、ふるさと白馬村を応

援する寄附金は寄附額に合わせて積立金３,８３４万８,０００円を増額するものです。 

 質疑、討論はありませんでした。 

 子育て支援課では、放課後子ども教室事業の９７万円の減額は、スタッフが確保できず事業実

施に至らなかった、児童手当等給付事業６０６万９,０００円の減は、事業完了に伴う減額という

ことでした。 

 質疑では、放課後子ども教室事業の指導員の応募がない理由はに対し、コーディネーターと指

導員は地域の資源の技能を持った人とのマッチングで、二、三人目星をつけたが事業に至らなか

った。令和２年度は、コーディネーター１名、指導員２名を確保したという答えでした。 

 討論はありませんでした。 

 教育課では、学校環境整備事業１,０９２万３,０００円の増額は、国のＧＩＧＡスクール構想

で学校のＩＣＴ環境を整備し、端末の１人１台環境、デジタル教科書、デジタルコンテンツ環境

の整備５カ年計画を策定、本村では白馬中学校へ１０ギガの通信線導入工事費として予算を計上

する。北小管理事業は、特別支援学級の間仕切りをカーテンレールにするための修繕費、学校給

食関係は事業完了による減額というものです。 

 質疑に入り、通信線をかえると何が変わるのかに対し、高速大容量のネットワークをつくる現

在の通信速度１ギガが１０ギガになる。小学校はどうするのかに対し、来年度行ないたい。古い

タブレットを８月に補助金を活用しながら入れかえていきたい。電磁波障がいの人がいるが、学

校でも調べて把握すべき。準要保護児童の人数が減った理由はに対し、当初予算では８３名が実

績は６６名だった。第３子を免除したので減ったということでした。 

 意見として、小学校への古校舎に高速通信線をつけても、統合小学校になったときには無駄に

なる。むしろ先生方のスキルアップが必要というものがありました。 

 討論はありませんでした。 

 生涯学習スポーツ課では、スノーハープ維持管理事業７５万円の減額は、木橋の修理工事と除

雪機購入の入札差金による減額です。 

 ナショナルトレーニングセンター事業は、２９年度と３０年度の過年度国庫交付金返還金

３８８万円を計上したものです。 

 質疑、討論はありませんでした。 

 健康福祉課関係では、高齢者祝い金は６名を見込んでいたが２名となり減額、心身障がい者福

祉事業自立支援費給付費５００万円の減額は、複数のサービスの方が入院等による減、検診等委
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託料５０万円の増額は、住民健診、予防接種受診者の増によるものということでした。 

 質疑、討論はありませんでした。 

 住民課では、戸籍住民基本台帳事業費は、番号カード関連事務により、入出ともに２０５万

３,０００円の増額、塵芥処理事業費は広域連合負担金、山麓組合負担金で１,５４６万３,０００円

の減額というものです。 

 質疑、討論はありませんでした。 

 税務課関係は、徴税費で職員手当の減額のみです。 

 各課審査が終わり、全体討論はなく、採決したところ、議案第１８号所管事項は、委員長を除

く委員全員の賛成により、可決すべきものと決定しました。 

 議案第１９号 令和元年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第４号）です。 

 これは、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５８８万７,０００円を増額し、予算総額を

１１億１,６２６万１,０００円とするものです。 

 療養給付費、高額療養費で重症者が社会保険から国民健康保険への移動があったことから増額

になったことによるものが主なものです。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第１９号は、委員長を除く委員全員の賛成により可

決すべきものと決定しました。 

 請願第１号 幼児教育・保育の無償化の対象から除外される給食の副食費について白馬村とし

て保護者の負担を免除するための請願です。 

 請願者は、新日本婦人の会白馬支部支部長、高橋英子さんです。 

 内容的には１２月の請願と全く同様で、前回請願事項の認可保育施設を今回は、白馬幼稚園、

しろうま保育園等とだけ改めたものです。 

 請願者より趣旨説明があり、１２月に上げた請願は文言不備を指摘され、議会は文書主義なの

で不採択とされたが、納得いかなかった。今回は幼稚園も明記して再提出した。白馬村の子ども・

子育て支援事業計画では、子育ての地域づくりを目指すとしているが、村は子育てに冷たい。給

食は食育でもある。若い世代の経済対策として減免をしてほしいというものでした。 

 請願者への質疑では、直前に提出された署名の数と村内での人数の報告に対し、４３２筆を出

した。村内外の内訳はわからないというものでした。 

 食育と無償化の関係を言っているが、無償化するとなぜ食育になるのかに対し、食べることは

地場の食材や調理を工夫するとか、教育の一環としての食育がされていたと思うが、お金を取る

ことで崩れる。保育の一環として無償化してほしいというものでした。 

 幼稚園と保育園に行ったが、払っている保護者からは何の意見も出されていない。４割は払っ

ていない。本当に無償化の意見があるのかに対し、幼稚園には署名活動には回らなかった。食育

と無償化の関係は意味がわからない。保育園は食育をよくやっている。この制度は高所得者にと
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って有利で低所得者は変わらない。保護者に聞いたが、無償化するよりは保育士賃金を上げてほ

しいという話があった。 

 保護者が望んでいるとは感じられないがに対し、保育園はこれまで副食費を含めて保育料とな

っていたので、当然無償にすべきだと思う。 

 困っているお母さん方から協力していただきたいということで動いているのかに対し、何人か

のお母さんに意見を聞いた。隣でやっているものをなぜできないかという素朴な疑問から動いて

いるということでした。 

 国がやらないものをなぜ白馬村がやらなければいけないのかに対し、国がやればいいと思う。

やらないから多くの市町村が、これではいけないということで減免の声を上げたと思うという答

えでした。 

 執行部への質疑に移りまして、子育て支援課をつくって子育て支援に頑張っているなと思って

いるが、行政側はどのように捉えているかに対し、ゼロ歳から１８歳を一元化で行なっている。

子育ての何が足りないかのごく一部で、足りないのは公園ではないかと思う。子育てに充実した

村にしたいと思っているという答えでした。 

 有料分のバランスをどう考えているかに対し、小学校も第３子を無償化にした。就学援助費も

行なっている。幼稚園、小中のバランスはとれているという答えでした。 

 無償化しているところは私立幼稚園がないところ、幼稚園を含めるとなると国の方針でやるこ

との考えはに対し、定例教育委員会の中でも議論をし、ある意味の公平性で幼稚園も含めて国の

指針どおりにやることがよいとなったという答えでした。 

 討論に移りまして、まず、採択すべき、村の子育て支援策を充実していくにはよい施策と思う。

国が行なわないなら自治体が前に向かってやるべき。 

 次に、不採択。２回目の請願だが、幼稚園が入っていなかったことだけで不採択にしたわけで

はない。子育て支援に村は力を入れている。一番は公平感だが、制度設計のバランスがとれてい

るとすれば現行でよく、親を含めてこその食育だ。 

 次に、趣旨採択。保護者の考えが見えず、判断する基準にならない。子育て支援策としてはわ

かるが、保護者の気持ちがわかる趣旨で請願提出を。 

 最後に、現在と二、三年後の将来は違う。１２月議会では一生懸命審議した。３カ月たったか

ら採択とはならない。今時点では否決というものでした。 

 採決したところ、請願第１号は、委員長を除く委員少数の賛成により、不採択すべきものと決

定しました。 

 陳情第１号 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める陳情書です。 

 陳情者は、長野県医療労働組合連合会執行委員長、小林吟子さんです。 

 陳情の趣旨は、国は２０２２年以降、医師を減らすため、医学部定員の減について検討してい
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るが、医療現場では長時間の時間外勤務を強いられている。ＯＥＣＤの調査でも、人口１,０００人

当たり医師数は、ＯＥＣＤ平均３.５人に対し、２.５人、３６カ国中３１位と絶対的な医師不足

の現状がある。このままでは医療不足で地域医療が崩壊する。国に対し２０２２年以降の医師養

成定員減の方向を見直し、医療現場と地域の実態を踏まえ、医師数をＯＥＣＤ平均水準以上にふ

やすことを求める意見書の提出をお願いしたいというものです。 

 質疑に入り、行政はどう思うかに対し、国では、人口減少と少子化を踏まえ、医療の受領は減

少すると見込んでいるようだが、全国一律ではなく、医師数は地域で偏りがある、大北は医師不

足であり、また医師の高齢化も進んでいるという答えでした。 

 討論はなく、採決したところ、陳情第１号は、委員長を除く委員全員の賛成により採択すべき

ものと決定しました。 

 これにより、発委により国へ意見書を提出します。 

 以上で、総務社会委員会の報告を終わります。 

議長（北澤禎二郎君）  ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑がありませんので、質疑を終結します。 

 議案第１号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第１号 白馬村辺地対策総合整備

計画の変更については、委員長報告のとおり決定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第１号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第２号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第２号 ケーブルテレビ白馬の指

定管理者の指定については、委員長報告のとおり決定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第２号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第４号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第４号 長野県町村公平委員会を
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共同設置する地方公共団体の数の減少及び規約の変更については、委員長報告のとおり決定する

に賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第４号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第５号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第５号 大町市及び白馬村におけ

る北アルプス連携自立圏形成に係る連携協約の一部を変更する協約の締結の協議については、委

員長報告のとおり決定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第５号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第７号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第７号 白馬村課設置条例の一部

を改正する条例については、委員長報告のとおり決定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第７号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第８号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第８号 白馬村印鑑条例の一部を

改正する条例については、委員長報告のとおり決定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第８号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第９号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第９号 職員の服務の宣誓に関す

る条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり決定するに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（全 員 挙 手） 
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議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第９号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第１０号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第１０号 職員の勤務時間及び休

暇等に関する条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり決定するに賛成の方の

挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第１０号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第１１号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第１１号 パートタイム会計年度

任用職員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、委員長

報告のとおり決定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第１１号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第１２号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第１２号 一般職の職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり決定するに賛成の方の挙手を

求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第１２号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第１３号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第１３号 職員の旅費に関する条

例等の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり決定するに賛成の方の挙手を求めま
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す。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第１３号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第１４号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第１４号 ふるさと白馬村を応援

する条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり決定するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第１４号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第１５号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第１５号 白馬村ジャンプ競技場

条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり決定するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第１５号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第１９号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長報告は可決です。議

案第１９号 令和元年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第４号）は、委員長報

告のとおり決定するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（北澤禎二郎君）  起立全員です。よって、議案第１９号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 請願第１号の討論に入ります。本案に対する委員長報告は不採択です。よって、まず原案に賛

成の方の発言を許可します。第５番伊藤まゆみ議員。 
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第５番（伊藤まゆみ君）  ５番伊藤まゆみです。請願第１号 幼児教育・保育の無償化の対象から

除外される給食の副食費について白馬村として保護者の負担を免除するための請願に賛成の立場

で討論を行ないます。 

 我々、議員のほとんどは子育てを終えているため、残念ながら今の子育ての状況を理解してい

ないのではないかと思われます。４０％強が非正規で働かざるを得ない今の状況は、我々の世代

が結婚をし、家族を得るのが当たり前だった時代とは全く異なっております。結婚もままならな

い中、家族を持ち、子供を持ち、なおかつ食育まで家庭に押しつけられたらたまらない、そんな

声が聞こえてきそうです。ゆえに、生活苦や子育てのストレスからくる虐待、豊田市の三つ子事

件のような悲しいことも、ふえることはあっても減る兆しは見えません。 

 そのような社会情勢で唯一手を差し伸べてくれるのは自治体であり、自治体が子育てに深くか

かわり、自分の村はこれだけ自分たちを大事にしていると知ってもらえれば、地元愛が生まれま

す。結果、Ｕターンにつながると私は信じています。現在のように近隣町村が免除等をしている

中、当村だけがしていない、となると、そんな地元愛を育むなど夢のまた夢、望むほうが無理と

いうものです。また、村が副食費を全額出すことで、村の全責任において食材を購入することが

可能となります。 

 今、農業は高齢化し後継者がいない、田畑を維持できない、これは食料自給率の面からも、ま

た景観の面でも大きな問題です。なぜ、農業はこのような状況であるかといえば、供給先が確保

されていないことが原因であります。村が主導権を握り、地場産品の供給先となり、行く行くは

契約栽培にし、地場産品を高額で買い取ることで、農家が安定した収入を得ることが可能になり

ます。また、有機農業にしてもらえれば、子供たちの食は、地元が顔が見える安心・安全なもの

になっていきます。 

 この副食費の免除を足がかりに、村の課題である後継者不足の解決と農業振興にもつなげられ

るという大きなスキームを構築できる、そんな大切な一歩であると考え、私は賛成いたします。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  次に、原案に反対する方の発言を許可します。津滝俊幸議員。 

第８番（津滝俊幸君）  請願第１号に対して、原案に対して不採択です。すいません。津滝俊幸で

す。原案に対して不採択です。 

 この請願は、昨年１２月において不採択となった内容と同一内容の請願です。消費税を８％か

ら１０％に変更になった折に、政府において保育料の無償化が制度化され、今まで副食費は保育

料に含まれていたものが、食費が別とされ、副食費として徴収されるものの無償化にする請願で

あります。 

 現在、保育園においての副食費は所得に応じて徴収されており公平性が保たれています。また、

幼稚園においても、保護者の負担増という声が聞いていないとの園からの話もあり、バランスが
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とれていると認識します。何の不足もないと考えるところです。 

 そもそも、食費ぐらいは各保護者が負担すべきと私は思っています。何でもかんでも公費で負

担していくことが子育て支援とは私は思っていません。 

 以前にも申し上げましたが、制度が始まったばかりであり、制度の様子を見ていくべきです。

白馬村では独自の子育て支援に取り組んでおり、他町村と歩調を合わせていく必要は全くないと

考えます。 

 よって、この請願は不採択とすべきです。皆さんのご賛同をよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  次に、原案に賛成の方の発言を許可します。第７番加藤亮輔議員。 

第７番（加藤亮輔君）  ７番加藤亮輔です。請願第１号 幼児教育・保育の無償化の対象から除外

される給食の副食費について白馬村として保護者の負担を免除するための請願を採択すべきとの

立場で発言します。 

 今、白馬村及び日本において一番の関心事は、新型コロナ感染問題ですが、それと同時に少子

化対策も重要な課題です。 

 少子化問題がクローズアップされたのは１９８９年、それまで最低であった１９６６年のひのえ

うまの数値を下回る合計特殊出生率１.５７を記録し社会問題になった３０年前です。２００５年

には過去最低の１.２６まで落ち込み、２０１７年の衆議院選挙では、少子高齢化を国難と言い、

希望出生率１.８を２０２５年までに実現すると掲げ対策してきました。しかし、その効果は全く

上がっていません。 

 この間、村も子育て支援を切れ間なく対応するため、妊娠出産から高校まで一貫した支援体制

の構築など努力していますが、子育て育児に対する認識の変化、経済的な負担の増大から村の出

生数は１９９７年１０９人から、昨年２０１９年は４１人、率は１.１８まで減少しました。 

 私が考える解決策は、結婚や子供を諦めている閉鎖的な状況を改善すること、将来に希望が持

てるように、また計画が立てやすいように、正社員として働く若者をふやす雇用の改善、そして

子育てや教育の経済的負担が保護者に集中しない仕組みづくりが必要と思われます。 

 少子化で地方が衰退する中、政府もやっと子育て支援策を大きく前進する、保育所、幼稚園な

どの保育料の無償化を打ち出しましたが、制度設計が進む中、消費税を１０％にしたにもかかわ

らず、予算が足りないとの理由で、これまで保育料に含まれていた給食の副食費を無償化の対処

から除外しました。そのため、全国の自治体がその対応に苦慮し、副食費を徴収する自治体と免

除する自治体ができ、新たな自治体格差がつくられました。政府の責任は重大です。 

 子育て支援に力を入れている全国の自治体は、保護者負担を軽減するため、年間５万円強の副

食費の徴収免除を国にかわって行ない歓迎されています。 

 長野県下７７市町村のうち、３０市町村は副食費を免除し、３１市町村が国の制度以上の独自
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減免を実施しています。しかし、白馬村は国の制度内の免除で…… 

議長（北澤禎二郎君）  加藤議員、持ち時間は終了しましたので、討論を中止してください。 

第７番（加藤亮輔君）  はい。まとめます。現在保育園児は１０２名と幼稚園児８２名です。あと

４６５万円を出せば免除できます。ぜひとも、この制度を、請願を賛成することを皆さんにお願

いして私の発言を終わります。 

議長（北澤禎二郎君）  他に討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は不採択です。したがって原案について採決します。

請願第１号 幼児教育・保育の無償化の対象から除外される給食の副食費について白馬村として

保護者の負担を免除するための請願の件は原案のとおり採択することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（少 数 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手少数です。よって、請願第１号は不採択とすることに決定いたしまし

た。 

 陳情第１号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は採択です。陳情第１号 医師養成定員を減らす政

府方針の見直しを求める陳情書の件は、委員長報告のとおり採択とすることに賛成の方の挙手を

求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、陳情第１号は採択とすることに決定いたしました。 

 続いて、産業経済委員長より報告を求めます。第５番伊藤まゆみ産業経済委員長。 

産業経済委員長（伊藤まゆみ君）  令和２年第１回白馬村議会定例会産業経済委員会審査報告をい

たします。 

 本定例会において、産業経済委員会に付託された案件は、議案７件であります。附託されまし

た議案について、審査の概要と結果をご報告いたします。 

 議案第３号 白馬村グリーンスポーツ夢白馬施設白馬村山小屋等の指定管理者の指定について

であります。 

 当村が所有するグリーンスポーツ、夢白馬、山小屋４施設、野外緑地広場の４施設を管理する

指定管理者を公募にて応募があった一般財団法人白馬村振興公社に指定するもので、指定期間は、

令和２年４月１日から令和５年３月３１日の３年間であります。 
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 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第３号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決

すべきものと決定いたしました。 

 続きまして、議案第６号 村道路線の認定についてであります。 

 県道白馬美麻線の一部の旧道部分を村道に移管するもので、起点・終点は神城１２３８８番地

の１、幅員７から１３メートル、延長は９２.６メートルであります。 

 質疑では、移管された後村が村道改良しなければならないことはあるのか、との問いに、道で

ない部分は舗装してあり、村で改良等の必要はないと、の答えでした。また、村道の認定後は除

雪の対象となるのかと、の問いに、既に往復の間に対応している、村道にしないと建築確認の関

係に影響する、との答えでした。 

 討論はなく、採決したところ、議案第６号は、委員長を除く委員全員の賛成により可決すべき

ものと決定いたしました。 

 続きまして、議案第１６号 白馬村営住宅管理条例の一部を改正する条例についてでありま

す。 

 ４月からの民法改正に合わせて改正するもので、村単住宅という言い方と税の滞納要件を削除、

また移住・定住の推進を図るため、村内に居住もしくは勤務という条件も削除し、移住後は住所

を移してもらう、同様に、民法改正により保証人の連署を削除するものであります。 

 質疑に入りまして、公募方法でユーテレをやめて、行政ホームページに改める理由はとの等の

問いに、行政の事業であるので、行政ホームページ、行政無線、庁舎の掲示の３本で対応してい

きたい、との答えでした。 

 また、ユーテレには村も大きなお金をかけており、多くの村民にユーテレに加入してもらうた

めにも、村の情報を幅広く扱うべきユーテレは残していいのではないか、との問いに、運用とし

ては、条例に載せなくても可能なのであらゆる媒体を使っていきたい、との答えでした。 

 家賃を滞納した場合どうするのか、との問いに、民法上で債権になるので消滅にならないよう

管理していく、との答えでした。 

 また、震災被災者は削除するとのことだが、被災者入居時の条件は改定されるのか、との問い

に、この項目は、神代断層地震の被災者を優先するということで村独自で加えたもの。 

 同じ項目の第６号、これは新旧対照表では省略されております。 

 ２、現に生活に困窮していることが明らかなもの、とあり、震災に限定せず幅広く入居可能に

する、との答えでした。 

 討論はなく、採決したところ、議案第１６号は委員長を除く委員全員の賛成により可決すべき

ものと決定いたしました。 

 続いて、議案第１７号 白馬村使用料条例の一部を改正する条例についてであります。 

 白馬村営住宅管理条例の一部改正で、村単住宅を削ったので、村営住宅の使用料の部分を削除
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するものであります。 

 質疑討論はなく、採決したところ、議案第１７号は委員長を除く委員全員の賛成により可決す

べきものと決定いたしました。 

 続いて、議案第１８号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第５号）所管事項であります。 

 まず、農政課関係であります。 

 追加交付決定による農業委員会補助金等交付金５４万９,０００円を増額。 

 経営体育成支援事業補助金３７７万７,０００円の増額は、申請者１名のトラクター、ドローン

の購入で、次年度への繰り越しを予定しております。貸し出し用電気柵の利用が多かったため、

有害鳥獣駆除委託料２１万６,０００円を増額しております。 

 質疑に入りまして、経営体育成事業補助金の事業者は、との問いに、神城地区の法人認定農業

者１名との答えでした。この補助金の事業者負担は、との問いに、総事業費１,４９１万円、補助

金６７７万７,０００円の融資主体型補助で、融資の５０％を補助するもの、との答えでした。ま

た、経営体育成事業補助金は、認定者であれば補助金を受けることができるのかと、の問いに、

認定農業者、新規就農者が該当する。ハードルが高いので、ある程度の経営規模が必要である、

との答えでした。 

 また、全部の認定農業者に通知をしているのか、との問いには、当初予算の段階で通知してい

る、との答えでした。こういった事業があるなど、認定農業者の相談に乗ってほしいが、との問

いには、法人のみだが、農家懇談会を行ない、希望を把握している、との答えで、認定農業者の

中に農地の保全をしてない認定農業者がいる、個々の農家が認定農業者以上に保全をしている、

集落営農にも農機具の補助をするなどの検討をしてほしいが、との問いには、指導はしているが

改善してないところがある、景観もあり、進めていきたい、集落営農の補助はなく、認定農業者

の機械購入、多面的機能支払い交付金と、中山間地での保全の３つである、との答えです。 

 また、あぜの草刈りには本来は地権者という話が多い。小作料は一律で、管理が行き届かず、

あぜが崩れることも見受けられる。あぜ草は地権者が刈る、またはあぜを含まない小作料と２段

階にすることを検討してほしい。農機具の補助金の今年度の実績はとの問いに、利用は６名で満

額の方は４名、との答えでした。 

 討論はありませんでした。 

 続いて、観光課関係であります。 

 緊急経済対策１,０００万円の増額は、観光局への負担金で観光事業の喚起に向けた支援と関連

事業者の負担軽減の２つの取り組みを予定しております。 

 交付金事業負担金１,３６６万円の減額は、ドローン事業の一部未実施による３６６万円とグラ

ンピング施設の設計中止を受けて、１,０００万円を減額。 

 商工振興事業では、創業支援申請が当初予算に計上した７件を上回る８件になり、不足分



－201－ 

１１０万円を増額するものであります。 

 質疑に入りまして、交付金事業負担金１,０００万円の減額は、２年目事業の施設拡張の設計費

用か、との問いに、そのとおり、との回答で、設計ができなかったら次の年の事業ができない、

その時点で令和２年の当初予算を削除すべきではないのか、との問いに、当初予算の入力期限で

ある１２月時点では順調に進んでいるということで進めていた、八方尾根開発株式会社は１月

２４日にことしの設計と事業を繰り延べするという決定がされ、県と内閣府にそれが可能か相談

し、オーケーが２月１０日に出た。補正の入力を２月１０日にした。タイミング的にずれがあっ

た、との答えでした。官民連携での事業だが、八方尾根開発が事業を取り下げるということはな

いのか、との問いに、変更に当たっては国とは相談というレベルの段階で、４月以降文書でのや

り取りになろうかと思う。八方尾根開発に確認し、確定情報を得た上で慎重に進めて行きたい、

との答えでした。事業が進められなかった場合、国に対して信用度が下がると心配するが、との

問いに、補助金事業に対する認識が薄い部分があった、地方創生推進交付金事業は、地域の活性

化に資することが第一であるので、事業主体になる責任を強く申し入れていく、との答えでした。 

 また、ドローン事業の未実施の内容は、との問いに、事業は実施している。負担金は山岳ドロー

ン物流協議会に支出し、マウントリブラに業務を委託。機体、電波、気象の問題で時期がずれた。

荷物を２号雪渓までしか運べなかった。また、登山客の荷物も上げることができなかった。でき

なかったことの積算で減額した。全体で３年間の事業で、今年度はドローンの物資輸送をマウン

トリブラが行ったが、新年度は提案を受けて楽天が物流を行うとのこたえでした。また、マウン

トリブラは新年度以降も事業に参加するのか、との問いに、協議会のメンバーであり、４年以降

の事業を見据えていると、の答えで、山頂まで荷を上げられなかった会社に２年目、３年目も事

業に参加してもらうのか、との問いには、地元企業の自立に向けて動いているとの答えでした。 

 緊急経済対策１,０００万円は、観光局が事業を展開するとのことだが、１回目の計画の締め切

り日の３月５日に申請はあったのか、との問いに、その時点ではなかった。春以降の事業に対し

ての支援になる。第２回目の締め切りは４月１４日に設定しているとの答えでした。 

 また、コロナウイルスの状況が見えない。８月は東京２０２０で国内客の移動は限定的と思わ

れる。支援に対する応募がなかった場合１,０００万円は村に返却するということでよいか、との

問いに、その後の追加対策の状況を見て判断していくが、例えば１,０００万円が余った場合、村

と局の均等で５００万円は返却する、との答えでした。 

 討論はありませんでした。 

 続いて、建設課関係であります。 

 除雪事業３,０００万円を減額し、工事の前倒しに充てるため、道路維持・補修工事費に

２,０００万円を計上。道路改良起債事業１,６８９万７,０００円の減額は事業費の振り替えと事

業の確定によるためのもの。河川総務事業の県単、河畔林整備事業は県の補助金交付がされなか
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ったため５００万円を減額。 

 災害復旧工事費４１５万円の増額は、菅１、菅２の災害復旧工事でケーブルクレーンの仮設費

用の増額が見込まれるためであります。 

 質疑に入りまして、使われなかった除雪費で道路の白線を引いてほしいが、との問いに、白線

は交通安全整備費として当初予算で２００万円を計上し、春先に発注する。今回の除雪費分は分

けて地区の小規模修繕を中心に発注していきたい、との答えでした。 

 また、Ｂ級事業者はこの暖冬で除雪の仕事が少なく大変だった。工事発注の情報は、そういっ

た事業者に出されているのか、との問いに、経済対策としても行うが地区要望に応える使い方に

重きを置いている。優先順位は工事の場所で５００万円以下は大体小規模工事になる。Ｂ級事業

者がどこをやるかがある。通常の発注でも事前に情報を出している。発注から入札は３月中に行

いたい、との答えでした。 

 討論はありませんでした。 

 続いて、上下水道課関係であります。 

 合併浄化槽整備事業補助金を２９件に補助し、最終精算の結果１９万６,０００円の減額であり

ます。 

 質疑では、申し込みは２９件以上あったと聞いたが、との問いに、４５件の申し込みで、抽せ

んで２９件となった、との答えでした。 

 討論はありませんでした。 

 各課の審査終了後、全体を通した討論はなく、採決したところ、委員長を除く委員全員の賛成

により、議案第１８号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第５号）所管事項は可決すべきも

のと決定いたしました。 

 続きまして、議案第２０号 令和元年度白馬村水道事業会計補正予算（第３号）であります。 

 ３月末の執行状況を見て、収益的支出水道事業費用の営業費用２８０万円を減額。資本的収入

の分担金及び負担金１０５万８,０００円の減額は、県の道路改良に伴う物件移転補償費、消火栓

工事負担金であります。資本的支出、建設改良費２００万円の減額は、配水備工事材料費で、ど

ちらも３月までの執行状況を見込み、不用額を減額するものであります。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第２０号は委員長を除く委員全員の賛成により可決

すべきものと決定いたしました。 

 続いて、議案第２１号 令和元年度白馬村下水道事業会計補正予算（第４号）であります。 

 収益的支出、下水道事業費用、営業費用では２５５万７,０００円を減額するもので、３月末ま

での執行状況を見ての補正であります。 

 資本的収入及び支出では、開発や建物建築の増により、資本的収入負担金等の分担金で２０４万

４,０００円、及び受益者負担金で８８万６,０００円の増額、県道の物件移転費補償費３９万
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１,０００円の減額、計２５３万９,０００円の増額です。 

 資本的支出では、区域外流入補助金７０万２,０００円の減額と工事請負費２２万７,０００円

の増額。建設改良費４７万５,０００円の減額になります。 

 質疑では、受益者負担金は新しく本管が入ったのか、区域外流入は何件か、との問いに、過去

の猶予地に家が建つため受益者負担金を付加し、６件あった。区域外流入は１８件との答えで、

受益者負担金の猶予地は更新手続をしないと時効になると言われており、神城地区は点検を実施

したが、北域地区はしていない。今後問題になると予想されるが、整理はしてあるのかとの問い

に、適切に運用していくとの回答がありました。 

 質疑、討論はなく、採決したところ、議案第２１号は、委員長を除く委員全員の賛成により可

決すべきものと決定いたしました。 

 産業経済委員会の委員長報告は以上であります。 

議長（北澤禎二郎君）  ただいまの委員長報告に対し、質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑はありませんので、質疑を終結いたします。 

 議案第３号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（発言する声なし） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第３号 白馬村グリーンスポーツ・

夢白馬施設、白馬村山小屋等の指定管理者の指定については、委員長報告の通り決定するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第３号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第６号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第６号 村道路線の認定について

は委員長報告のとおり決定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第６号は委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第１６号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第１６号 白馬村営住宅管理条例
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の一部を改正する条例については委員長報告のとおり決定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第１６号は、委員長報告のとおり可決されま

した。 

 議案第１７号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案に対する委員長報告は可決です。議案第１７号 白馬村使用料条例の一

部を改正する条例については委員長報告のとおり決定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第１７号は、委員長報告の通り可決されまし

た。 

 議案第２０号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行ないます。本案に対する委員長報告は可決です。

議案第２０号 令和元年度白馬村水道事業会計補正予算（第３号）は委員長報告のとおり決定す

るに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（北澤禎二郎君）  起立全員です。よって、議案第２０号は、委員長報告のとおり可決されま

した。 

 議案第２１号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行ないます。本案に対する委員長報告は可決です。

議案第２１号 令和元年度白馬村下水道事業会計補正予算（第４号）は委員長報告のとおり決定

するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（北澤禎二郎君）  起立全員です。よって、議案第２１号は、委員長報告のとおり可決されま

した。 

 次に、常任委員会において分割審査をしていただきました議案第１８号の討論に入ります。討

論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行ないます。本案に対する委員長報告は可決です。

議案第１８号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第５号）は、常任委員長報告のとおり決定

するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立）  

議長（北澤禎二郎君）  起立全員です。よって、議案第１８号は、委員長報告の通とおり可決され

ました。 

 ただいまから５分間休憩といたします。 

休憩 午前１１時０５分  

再開 午前１１時１１分  

議長（北澤禎二郎君）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 最初に、産業経済委員長から発言に対する訂正の申し出がありましたので、発言を許可します。

産業経済委員長。 

産業経済委員長（伊藤まゆみ君）  先ほどの令和２年第１回白馬村委員会定例会産業経済委員会の

審査報告の中の議案第６号 村道路線の認定についてで、間違いがありましたので、訂正させて

いただきたいと思います。 

 県道白馬美麻線の一部の旧道部分を村道に移管するもので、起点は神城１２３８８番地１、終

点は１２３８５番地１であります。 

 以上です。 

 △日程第２ 予算特別委員長報告並びに議案の採決   

議長（北澤禎二郎君）  日程第２、予算特別委員長報告並びに議案の採決を行ないます。 

 予算特別委員長より報告を求めます。 

 第１１番太田伸子予算特別委員長。 

予算特別委員長（太田伸子君）  予算特別委員会の審査報告を申し上げます。 

 本定例会におきまして予算特別委員会に付託された案件は、予算審議６件であります。３月３日

から９日、さらに９日の自由討議の際に委員会継続の提案があり、１７日に審査を再開し、６日

間にわたり審査しました。各会計の予算書、主要な施策の予算説明書、その他説明資料に基づき、

予算の適正かつ効率的な執行と事業を主眼に審査を行ないました。 

 初めに、議案第２２号 令和２年度白馬村一般会計予算についてであります。 

 令和２年度当初予算編成に当たっては、長期的に健全財政を堅持するため、歳出の徹底した圧

縮を目指し、手法として一般財源の枠配分方式を採用しています。 

 各課は、配分された一般財源の範囲内で創意工夫のもと、予算を組み立てることとして予算要

求します。 
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 また、地方債の新規発行額は元金償還額以下とすることで、地方債現在高をこれ以上ふやすこ

とのないように努め、財政調整基金の繰り入れを前提としない予算編成を目標にしたとのことで

す。 

 令和２年度の予算規模は５９億４,５００万円で、前年度当初予算と比較して３億７,２００万

円の減です。 

 村税は１４億５,６００万円で、前年度比６,７００万円の増です。 

 個人住民税は２,７００万円の増、法人村民税は２００万円の増、固定資産税は３,０００万円

の増で計上しています。 

 次に、各課の審査において質疑・意見は次のとおりです。主なものを、課ごとに報告いたしま

す。 

 総務課関係では、ふるさと起業化支援事業補助金と地域おこし協力隊起業支援等補助金の違い

はというのに対し、ふるさと起業家支援事業補助金は、計画を立てて起業する者に対して補助す

る。事業に対して村が認めたときにそれに対してクラウドファンディングして金額の手数料を除

いた部分が補助金となる。地域おこし協力隊企業支援等補助金は、地域おこし協力隊でなければ

利用できない。国の制度で任期を終えた時点で１００万円、加えて村が１００万円を上乗せし、

定住していただくよう補助するとの答弁でした。 

 地球温暖化対策事業で、村は非常事態宣言、ゼロカーボン宣言をしているが、それに伴った予

算はとの問いに、村民が環境を守ることか真っ先ということで宣言したクール・チョイスやバイ

オマスの取り組み、小水力発電という事業者もあるので、行政として支援をしていきたいと、村

長は答弁されています。 

 村の財源がふるさと納税への依存が大きい、ふるさと納税をふやすことを考えているのかに対

し、ふるさと納税は積み立てているので通常の経費と考えている。現在３億１,０００万円を超え

ている。返礼品メニューや企業版ふるさと納税も拡充していきたいと答弁がありました。 

 税務課関係では、外国人データベース構築事業のオープンデータは、税務課での閲覧か庁内で

の共有を進めていくのかという問いに対し、データベースのデータ収集事業と公開用のウェブサ

イトの作成事業の２本、ウェブサイトでオープンデータを載せたいと思うという答弁がありまし

た。 

 コンビニ収納の導入コストは７２６万円であるが、運営コストはどのくらいの費用が生じるの

かという問いに対し、令和３年度経常経費に約８０万円を計上する予定、システム使用月５万円、

基本使用料１年２３万円、地方銀行に５万円の経費、その他に１件６０円を見込んでいるという

答弁がありました。 

 建設課関係では、村は立地適正化計画を何に活用する予定かとの質問に、公共施設の管理計画

があり。公共施設で集約していかなければいけない。使わないものは除去し新しいものはエリア
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の中に集約していく。国の考え方として市町村に計画を立てさせて交付金や補助金を交付すると

いう節がある。村は主体性を持って計画し、計画を運用していかなければいけないとの答弁でし

た。 

 除雪事業者がいるが、補償も含めて新年度の予算に反映されているかとの問いに、２億円計上

しているが、最終的には出来高になる。発注のルールとして個人単位で除されている方もいるの

で、来年度の除雪の発注の仕様を検討していかなければいけない。建設業者から固定費をふやし

てほしいという要望は出ているとの答弁でした。 

 農政課関係では、気候非常事態宣言やゼロカーボンシティ宣言をして事業計画を農政課で行な

う考えはなかったのかという問いに対し、庁内に検討委員会が立ち上がり、各課横断的に研究し

ているという答弁がありました。 

 農地法５条転用して、外国人が買っているが、買わせない方策はないのか、農業委員会と村の

かかわりがわからない、駐車場にせず分譲しているがという問いに対し、取得させないのは難し

い、農地転用は理由が大事と考えている。農地を利用しなければいけないのか、申請段階で事務

局としても審査している。副村長からは、農地でなくなった時点が村は手を出せなくなる。くぎ

を刺す行動はしたほうがいいと考えているという説明がありました。 

 有害鳥被害対策事業のトレイルカメラ設置の増額は、根本的な対策になっていない、生活して

いるところに獣のが入ってくる、対策は電気柵が有効と言われているが、対策を講じていかなけ

ればいけないのではないがとの問いに、猿の被害は対策が難しい、地域ぐるみで追い払いをする

ことを各地に話をしていきたいという答弁がありました。 

 猿は、地域住民で追い払うことが有効で、住民にチラシをつくって促がし、音のなるものを地

区に渡すとかしたほうがよい、熊は猟友会に頑張ってもらうしかないが、報酬の増額を考えても

らいたいという意見がありました。 

 健康福祉課関係では、配食サービス委託料の見込みはとの問いに、新年度２８０食を見込んで

いる。食育計画第２期は令和３年までで、来年度は野菜カレンダーをつくっていたが、食育はど

う住民に周知していくかとの問いに、食育は対象者の幅が広く、子育て支援課の母子保健事業や

教育委員会の学校教育の中にも入ってくる。食育推進委員の学校給食試食を兼ね情報交換や地場

の分野での高齢化、課題について話合っている。食と栄養を考える会があり、食育を取り組んで

いるという答弁がありました。 

 認知症に対する白馬村の対応はという問いに、認知症推進委員を配置している家族相談会や認

知症の理解をいただく認知症サポーター養成講座や講演会を開催していると、答弁がありました。 

 住民課関係ではクリーンコスモ姫川が経年劣化で寿命が来ていると聞いている、下水道に入れ

る話は進んでいるのか、との問いに、前任者において地元説明会を行ない、抵抗が出ていた、こ

ちらも経済比較ができなかったので、再度説明会を要望している。臭気を懸念する地元の気持ち
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を優先しながら進めていきたい。 

 ごみ集積場設置補助金の新年度設置希望はどこかの問いに、森上区１カ所、みそら野地区では

小規模ステーション設置を希望しているとの答弁がありました。ごみ集積場小規模ステーション

の設置費用はとの問いに、プラスチックは５万円程度、景観に配慮したものになると１７万円ほ

どであるとの答弁がありました。 

 クリーンコスモ跡地でＳＰＦのふん尿処理と生ごみ処理堆肥化を計画してはいかがか、生ごみ

から出るメタンガスは電気になるという意見がありました。 

 教育課関係では、子育て支援課では土地購入費の場所と面積はとの問いに、場所は保育園の西

側で９３５平方メートル、今年度の予算で不動産鑑定をした、未満児室や給食室も不足するので、

保育園の拡張も視野に入れ、当面は駐車場に使いながら将来的な組み立てをしていく。 

 副食費の金額は１食２２０円、村負担は１,０７２万円、２４６万円が徴収する副食費との答弁

がありました。 

 病児保育はファミリーサポートでも預かるのかという問いに、インフルエンザなどの感染症は

断わるが、病気によっては預かると、社会福祉協議会では言っていたと答弁がありました。 

 すみません。 

 次に、教育委員会教育課では白馬高校の寮費５万５,０００円の根拠はとの問いに、５万円から

５万５,０００円に上げた、管理者から経費に見合う適正な負担の指示があり、消費税増税もあり

１割分値上げした。在校生も含めてアップすることとしたとの答弁がありました。 

 北小の村費講師を１名増員の理由はとの問いに、新年度６名が特別支援学級に入級するための

支援講師との答えでした。 

 将来の学校統合のあり方検討委員会設置の答弁があったが、予算はないがメンバーと開催頻度

はとの質問があり、予算は報償費に入っている、１０人で４回を想定、メンバー構成は未定です

との答弁がありました。 

 スクールバス試験運行の対象学校と想定利用人数はとの問いに、小学校のみ対象、児童対象数

は１３３人、うち神城で２９人との答えでした。ＰＴＡの陳情では、距離は関係なかったが試験

運行の距離はとの質問に、おおむね３キロ以上の児童を対象と考えている。陳情ではバス停をみ

そら野だけで２０カ所と言っていたが、バス停要件と数はとの問いに、どこの場所というのは想

定していない、バス停から自宅までの距離５００メートル以内を基準としている、との答えでし

た。実施期間はとの問いに、４カ月としている、連続か夏冬かは計画は定まっていないとの答弁

です。 

 遠距離通学補助金は、年額で距離、行政区で分けているが、試験運行の実施期間による日割り

計算か、全額払うのかとの問いに、予算は１２カ月分を計上しているが、試験運行費分は減額し、

日割り計算となるとの答弁でした。 
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 保護者の役割はの問いに、ＰＴＡと協議することになるが、大雨、大雪、災害などバス停の送

り迎えや新年度の１年生はバス停まで送ってほしいと考える、乗る乗らないを選択する考えはな

い。 

 予算計上した理由は、の問いに、学童の安心安全の実証をしたいとの思いと、特別交付税措置

があるということ、運行してみないと需要がわからないので、網計画に沿った形で地域公共交通

の取り組みの始まりかと思うという副村長からの説明がありました。網計画に沿ってやることは

定時定路線を意味しているとも、まるごと乗せてくるのがスクールバスだは思うが、基本の考え

は、との問いに、子供の登下校の安全が第一、地区の子供は必ず乗ることが基本、網計画は昼間

の時間帯をフリーで走ることであるとの答弁がありました。 

 事業費１,５３０万円の積算根拠はの問いに、大型バス１日４万５,０００円、朝は１時間、下

校時は１時間半運行、下校は低学年と高学年と違うので２往復する、マイクロガスは３万５,０００円

を３台、タクシーは５,０９０円で３台、国の特別交付税の対象となり１,０００万円程度交付さ

れると聞いているとの答弁でした。 

 大型バス、マイクロバスの振り分けはの問いに、大型バスは神城に２９人、マイクロバスは北

小のエリア、朝は２往復する、タクシーは野平、嶺方ですとの答弁がありました。 

 保護者の意見を聞いたが、公平さに欠ける多少でもお金を取っての対応はという意見を聞いた。

バスの同乗者はどうするのかとの問いに、同乗者を乗せる考えはない、点呼を行なう予定もない

との答弁がありました。 

 家を出たが、時間に間に合わなくバスに乗れなかったときの措置はとの問いに、そこが課題で

すとおっしゃっていました。 

 令和２年度の事業は試験試行で行なうことで、令和３年度は本格運行として考えているのかと

の問いに、今回は免許を持っている事業所に委託し、運用について試験をする。やるかやらない

かは担当として考えていないとの答弁でした。 

 次に、教育委員会生涯学習スポーツ課では、青鬼の伝建を観光につなげていく調査・研究はし

ているのかとの問いに、歩くルートをつくってそこだけ歩くことができないか地元と調整してい

るとの答弁でした。 

 震災アーカイブ負担金１００万円は毎年かかるのかの問いに、今年で区切りをつけ、データを

白馬村に移管をと考えているとの答弁でした。 

 氷河調査は調査しなければいけない優先度が高かったのかとの問いに、唐松沢が氷河と認定さ

れたので白馬沢、杓子沢、不帰沢もお願いした部分もある。杓子沢は白馬駅から見える。白馬沢

は馬尻から登山道を整備すれば行くことができる、観光になる。村と県と新潟大学の３者で調査

をする。県ではライブカメラも設置していただける。学習登山の面もあわせて行っていきたいと

の答弁がありました。 
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 上下水道課では、合併処理浄化槽整備事業１,５３２万円で早期の補助は住民票がないと補助が

受けられないのかとの問いに、一般財源５１０万円でふるさと白馬村を応援する基金の繰入金、

補助の対象としては定住人口にならないものは補助の対象としないとの答弁がありました。 

 今年度は、１０件以上補助を受けられなかった下水道施設の拡充はしていかなければいけない

と思うので、研究をしてほしいとの意見がありました。 

 観光課関係では、地方創生推進交付金事業のグランピングの施設拡張工事で八方尾根開発では、

新年度では拡張できないと言っているが、との問いに、今年度は設計をやる予定であった、八方

尾根開発の理事会があり、設計拡張工事の１年延長の決定がなされた。国・県に問い合わせると

新年度になって対応するよう指示があった。早い段階で落とすことも考えないといけないとの答

弁でした。 

 グランピング事業ができなくて６月に補正するということが、議員の指摘でわかったが、事前

に説明しなかったことの意図を聞かせてほしいとの質問に、八方尾根開発から報告を受けたのは

事実だが、計画変更について国の承認を受けてから説明していきたいと思っていたとの答弁があ

りました。 

 議会に予算の提案権はない、予算について使わない金額が１億円あるので修正をして再上程す

る気はないかとの問いに、執行しない確率が高い状況の予算ではあるが、確定次第速やかに落と

させていただきたい。また、確定していない部分もある。八方尾根開発は、設計を行なうと聞き、

全て落とすというものではない。歳入も確定の精査をしていかなければいけないという説明があ

りました。 

 執行しないものは削るべきと思う、議会サイドで修正してよいかに対し、正式な交付決定の内

示がないので、編成段階での当初予算でご理解いただきたいと説明がありました。 

 ドコモのモバイル空間来訪調査の委託料はの問いに、モバイル空間統計は、地方創生推進交付

金委託料７１５万円、これまで宿泊客数の統計だったものを、来年度は数のほかに移動と分布を

見る。 

 来訪者調査分析等委託料は観光地経営計画の中で、推進進捗管理としてグリーンシーズンと冬

のシーズンに満足調査をＪＴＢＦに委託している。アンケート調査の委託料として３２０万

４,０００円との説明がありました。 

 ＪＴＢＦの委託は要らないのではという質問に対し、今の状況はＪＴＢＦを頼らざるを得ない

ということでご理解いただきたいとの説明がありました。 

 ＪＴＢＦは継続的に委託し、５年になる。縮小はしていかなければいけないと思っているとの

答弁もありました。 

 落倉木道工事は２年間で１,５００万円になるが工事の内容はとの質問に、落倉木道の工事は全

長２６０メートル、幅１.５メートル、軟弱な地盤でもあり、現状の木道は沈んでいるところがあ
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り、土台を強化する、１００メートルぐらいは補強できると考えている。財源は、辺地対策事業

債８割補助の有利な補助を使うとの説明がありました。 

 宿泊産業イノベーションは専門家を招聘して勉強するという解釈だが、内容はとの質問に、宿

泊事業者を対象に講義・グループワークなど年３回、観光地のあり方を研修していく。６、９、

１１月に開催。おおむね２０名を予定しているとの答弁でした。 

 駅前の観光案内施設と、無線ＬＡＮ整備４２６万円の予算の内訳は、また観光案内はランドス

テーションにも入るので近くに２カ所は必要かとの問いに、主は駅前の観光案内所業務、Ｗｉ─

Ｆｉのシステムサーバー保守が４０万円、春にスノーピークがオープンするので、駅前に案内所

がなくていいのかこの１年様子を見たいとの説明がありました。 

 「まちあるき」満足度向上整備支援事業の対象組織は、との問いに、八方の未来委員会、未来

委員会は八方尾根観光協会の専門部会としてとらえている。未来委員会が企画して観光協会や振

興会が事業主体になるとの答弁でした。 

 ナイトシャトルバスの１,５３８万円の内訳、新年度の利用人数の見込みと本年度の利用実績は

との問いに、チラシ作成と１日バス４台で１２月１９日から３月７日までの７９日間の運行を予

定。１台１日４万２,０００円の契約、新年度は１万６,０００人を見込んでいる、今年度の実績

は１万２,０００人の乗車との答弁がありました。 

 観光課の暫定的討論に入り、グランピング拡張のための事業費は調整がつかないから上げてお

くというのはおかしい、削除した予算にしてほしい、住民福祉に資する形になっていないので反

対という討論がありました。 

 委員から、議案２２号の採決に向けて自由討議の動議が出され、委員の全員の賛成により、各

課の審査が終わったところで、行政・傍聴者の退席をいただき、自由討議を行いました。 

 自由討議では、財政調整基金の繰入を前提としない予算編成をするため、枠配分方式を用いて

予算を組んだといいながら１億５,０００万円を崩している、地方創生交付金事業補助金１億

５００万円について行政から修正案を出したほうがいいのではないかなどの発言がありました。 

 地方創生推進交付金事業については、修正することに賛成の意見が多く、行政と修正について

協議することとしました。 

 審査を再開し、委員会は継続し、予算特別委員会の採決を別の日に改めることとしました。

１２日の本会議で議案の訂正請求書を可決し、１７日に審査を再開しました。 

 訂正は、予算総額６０億５,０００万円から１億５００万円を減額し、５９億４,５００万円、

地方創生推進交付金事業補助金１億５００万円を削除し、１億７,８９０万円とする。 

 歳入は、国庫補助金を見込んでおり、補助率２分の１、５,２５０万円を減額し、８,９４５万

円とする。残りを普通交付税から１,０５０万円を減額して１５億５,９５０万円に改めるもので

す。 
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 質疑、意見に入り、行政の訂正の対応を評価するという意見がありました。 

 各課の審査が終わり、議案第２２号に対しての討論に入り、スクールバス事業化され住民要望

が実現されてよかったとも、行政も訂正してくれてよかった、立地適正化計画については創生の

活性化につながらないし、村民益につながらない、温暖化の事業には不満が残るが全体としては

賛成する、枠配分方式を採用したが課ごとに差がある。マンパワーが足りないといいながらいろ

んな事業に手を出している。必要な事業を精査し、余計なことに手を出さない予算にしてほしい。

訂正は英断で評価するので賛成。予算には賛成。前副村長の手がけた事業を持て余している状態。 

 スクールバス試験運行事業は、審議の中では網計画に沿ってとは言っていたが、スクールバス

単独でやろうとしている。網計画をどう始末つけるのかわからない。無電柱化に伴う修景事業は

一流デザインに委託し、ちゃんとやってもらいたいという要望をつけての賛成討論もありました。 

 採決したところ、議案第２２号令和２年度白馬村一般会計予算、は委員長除く委員全員の賛成

により、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第２３号令和２年度白馬村国民健康保険事業勘定特別会計予算についてであります。 

 歳入歳出の総額は１１億１１０万７,０００円です。国民健康保険税は２億３,０００万円を見

込んでいます。退職被保険者制度が平成２６年度末で廃止され、対象者がいなくなるため、現年

分課税分は計上していません。 

 質疑に入り、保険者努力支援制度交付金は何をすれば交付金が来るのかという質問に対し、特

定健診受診率、徴収率向上に関する取り組みの実施状況、給付の適正化に関する取り組みの成績

になるとの答弁がありました。 

 討論はなく、採決したところ、議案第２３号は、委員長除く委員全員の賛成により、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 議案第２４号 令和２年度白馬村後期高齢者医療特別会計予算についてであります。 

 歳入歳出の予算は、１億２３８万７,０００円であります。 

 後期高齢者の保険料は７,７８４万５,０００円。保険料は２年に１度の改正となり、新年度が

その年となります。 

 一般会計繰入金は３１５万６,０００円、保険基盤安定繰入金は２,１１０万３,０００円です。 

 質疑に入り、保険基盤安定繰入金はどこから入るのかとの質問に、村からですとの説明があり

ました。 

 討論はなく、採決したところ、議案第２４号は、委員長を除く委員全員の賛成により、原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第２５号 令和２年度白馬村農業集落排水事業特別会計予算についてであります。 

 歳入歳出総額４４８万５,０００円、歳入は使用料８７万円、一般会計からの繰入金３５５万

３,０００円が主なものです。 
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 歳出は、処理場運転管理委託料１７１万４,０００円、長期債償還元金１４９万８,０００円が

主なものです。 

 質疑に入り、償還の最終年度はとの問いに、令和１５年度ですとの答弁がありました。 

 討論はなく、採決したところ、議案第２５号は、委員長を除く委員全員の賛成により、原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第２６号 令和２年度白馬村水道事業会計予算についてです。 

 水道事業収益３億２,６０７万円、水道事業費用２億７,３１８万７,０００円です。 

 基本的収入６,８５９万円、資本的支出１億６,５２０万９,０００円、資本的収入及び支出の予

定額は資本的収入額が資本的支出額に許して不足する額９,１９３万９,０００円は損益勘定留保

資金、建設改良積立金及び当年度分消費税及び地方消費税基本的収支調整額で補填するものとし

ます。 

 質疑に入り、水道の長寿命化計画があったと思うが、漏水対策を含めたものかとの問いに対し、

更新計画で過去３年取り組んでいる、おおむねの順位づけの計画を立てていきたい、経営審議会

で議論しながら検討していきたいとの答弁がありました。 

 経営審議会の委員構成は、との問いに、使用者の代表として区長、商工会、学識経験者として

県企業局に依頼、一般公募を３名、議会からも代表をお願いしていくとの答弁がありました。 

 討論はなく、採決したところ、議案第２６号は、委員長を除く委員全員の賛成により、原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 

 続きまして、議案第２７号 令和２年度白馬村下水道事業会計予算についてです。 

 下水道事業収益５億２,３５５万６,０００円、下水道事業費用５億２,３５５万６,０００円、

基本的収入３億９,２９９万２,０００円、資本的支出５億１,４４８万２,０００円、資本的収入

額が資本的支出額に対して不足する額１億２,１４９万円は損益勘定留保資金で補填するものと

します。 

 駅前の無電柱化のところには、管路が通っていないかとの質問に対し、駅前の無電柱化は歩道

部分であり、下水道は車道部分に入っているので、現時点では影響ないとの答弁がありました。 

 討論はなく、採決したところ、議案第２７号は、委員長除く委員全員の賛成により原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、予算特別委員会の報告を終わります。 

 すみません。教育委員会のところの子育て支援課のところで、副食費の金額に関する答弁のと

ころで、「２４６万円」が徴収する副食費として申しましたが、「２６４万円」です。訂正いた

します。 

 それと、議案第２６号の令和２年度白馬村水道事業会計予算のところで、資本的支出「１億

６,０５２万９,０００円」と申し上げましたが「１億９,５０２万９,０００円」であります。訂
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正いたします。申しわけありません。 

 すみません。先ほどの水道事業会計ですが、資本的支出額は「１億６,０５２万９,０００円」

です。訂正いたします。お願いします。 

議長（北澤禎二郎君）  ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑がありませんので、質疑を終結いたします。議案第２２号の討論に入

ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は、起立によって行ないます。本案に対する委員長報告は可決です。

議案第２２号 令和２年度白馬村一般会計予算は委員長報告のとおり決定するに賛成の方の起立

を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（北澤禎二郎君）  起立全員です。よって、議案第２２号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第２３号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決は起立によって行ないます。本案に対する委員長報告は可決です。

議案第２３号 令和２年度は白馬村国民健康保険事業勘定特別会計予算は委員長報告のとおり決

定するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（北澤禎二郎君）  起立全員です。よって、議案第２３号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第２４号の討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決も起立によって行ないます。本案に対する委員長報告は可決です。 

 議案第２４号 令和２年度白馬村後期高齢者医療特別会計予算は委員長報告のとおり決定する

に賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 
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議長（北澤禎二郎君）  起立全員です。よって、議案第２４号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第２５号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。これも、起立によって行ないます。 

 本案に対する委員長報告は可決です。議案第２５号、令和２年度白馬村農業集落排水事業特別

会計予算は、委員長報告のとおり決定するに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（北澤禎二郎君）  起立全員です。 

 よって、議案第２５号は 委員長報告のとおり可決されました。 

 議案第２６号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決も起立によって行ないます。 

 本案に対する委員長報告は可決です。 

 議案第２６号 令和２年度白馬村水道事業会計予算は委員長報告のとおり決定するに賛成の方

の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（北澤禎二郎君）  起立全員です。よって、議案第２６号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 議案第２７号の討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論なしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。この採決も起立によって行ないます。 

 本案に対する委員長報告は可決です。 

 議案第２７号 令和２年度白馬村下水道事業会計予算は委員長報告のとおり決定するに賛成の

方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（北澤禎二郎君）  起立全員です。よって、議案第２７号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 村長から議案の提出の申し出、同意案件の申し出、総務社会委員長より発委の申し出、常任委

員長より閉会中の所管事務調査についての申し出、議会運営委員長より閉会中の所掌事務調査の
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申し出があり、議長においてこれを受理いたしました。 

 よって、会議規則第２２条の規定により、議事日程を変更し、追加議案を審議いたしたと思い

ますが、これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、議事日程を変更し、追加議案を審議するこ

とに決定いたしました。 

 ただいまから、事務局より議事日程を配付いたします。 

（資 料 配 付） 

議長（北澤禎二郎君）  配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  配付漏れなしと認めます。 

 お諮りいたします。日程第３ 議案第２８号、日程第４ 同意第１号、日程第５ 同意第２号、

日程第６ 発委第１号は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思

いますが、これについて採決いたします。この採決は挙手によって行ないます。議案第２８号、

同意第１号、同意第２号、発委第１号は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を

省略することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、議案第２８号、同意第１号、同意第２号、発委第

１号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。 

 これより、議案の審議に入ります。なお、本定例会の質疑につきましては、会議規則第５５条

の規定により、１議員１議題につき３回まで、また、会議規則第５４条第３項の規定により、自

己の意見を述べることができないと定められておりますので、申し添えます。 

 △日程第３ 議案第２８号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第６号）   

議長（北澤禎二郎君）  日程第３ 議案第２８号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第６号）

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。吉田参事兼総務課長。 

参事兼総務課長（吉田久夫君）  議案第２８号 令和元年度白馬村一般会計補正予算（第６号）に

つきましてご説明いたします。 

 第１条繰越明許費。 

 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、

第１表繰越明許費によるものです。 

 １枚おめくりいただきまして、第１表の繰越明許費をごらんください。 

 令和元年度から２年度へ繰り越す事業は６事業となります。 
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 まず、２款１項スポーツ振興事業４０７万円は、東京２０２０オリンピック聖火リレーの運営

委託料です。 

 ５款１項農業振興事業６７７万７,０００円は、国の補正予算による担い手確保経営強化支援事

業である経営体育成支援事業費補助金です。 

 ７款２項道路維持補修事業２,０００万円は、５号補正で計上いたしました緊急経済対策による

道路維持補修工事費となります。同じく村道改良国庫補助事業３,６１４万７,０００円は、橋梁

の改良工事費や実施設計等の委託料です。 

 ９款１項学校環境整備事業８５７万３,０００円ですが、これも国の補正予算による白馬中学校

の情報通信ネットワーク整備事業費です。 

 １０款２項現年発生公共土木施設災害復旧事業補助３,６２２万７,０００円は、７月の豪雨に

よる菅の村道の災害復旧事業費です。 

 以上の合計額１億１,１７９万４,０００円を次年度に繰り越しをしたいというものございます。 

 説明は以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論はなしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。議案第２８号 白馬村一般会計補正予算（第６号）は、原案のとおり決定す

るに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（北澤禎二郎君）  起立全員です。よって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。 

 これより同意案件の審議に入ります。 

 お諮りいたします。日程第４ 同意第１号から日程第５ 同意第２号は人事案件でありますの

で、質疑、討論を省略し採決をいたしたいと思いますが、これについて採決いたします。この採

決は、挙手によって行ないます。 

 同意第１号から同意第２号は会議規則第３９条第３項の規定により、質疑、討論を省略するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、同意第１号から同意第２号は質疑、討論を省略し、

採決することに決定いたしました。 

 △日程第４ 同意第１号 白馬村教育委員会教育長の任命について   
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議長（北澤禎二郎君）  日程第４ 同意第１号 白馬村教育委員会教育長の任命についてを議題と

いたします。 

 平林教育長の退席を求めます。 

 提案理由の説明を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  同意第１号 白馬村教育委員会教育長の任命について、次の者を白馬村教育

委員会の教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律

第１６２号）第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 記。 

 住所、北安曇郡白馬村大字北城２４９号番地、氏名、平林豊、生年月日、昭和３３年２月１６日。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 採決いたします。この採決は起立によって行ないます。同意第１号 白馬村教育委員会教育長

の任命については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（北澤禎二郎君）  起立全員です。よって、同意第１号は原案のとおり同意されました。 

 平林教育長は、議場に入場してください。 

 △日程第５ 同意第２号 白馬村固定資産評価審査委員会委員の選任について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第５ 同意第２号 白馬村固定資産評価審査委員会委員の選任につい

てを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。下川村長。 

村長（下川正剛君）  同意第２号 白馬村固定資産評価審査委員会委員の選任について、次の者を

白馬村固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税法第４２３条第３項の規定によ

り、議会の同意を求める。 

 記。 

 住所、北安曇郡白馬村大字神城２５３９７番地、氏名、白河勉、生年月日、昭和２６年１２月

１日。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 採決いたします。この採決は起立によって行ないます。同意第２号 白馬村固定資産評価審査

委員会委員の選任については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 

（全 員 起 立） 

議長（北澤禎二郎君）  起立全員です。よって、第２号は原案のとおり同意されました。 

 △日程第６ 発委第１号 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書   
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議長（北澤禎二郎君）  日程第６ 発委第１号 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める

意見書を議題といたします。 

 趣旨の説明を求めます。第２番丸山勇太郎総務社会委員長。 

総務社会委員長（丸山勇太郎君）  発委第１号 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める

意見書です。 

 陳情第１号が採択されたことに伴い、意見書を提出するものであります。意見書は別紙のとお

りです。 

 内容は、２０２２年度以降の医師養成定員減という方向を見直し、医師現場と地域の実態を踏

まえ、医師数をＯＥＣＤ平均以上の水準にすることです。 

 なお、提出先は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣です。 

 以上です。 

議長（北澤禎二郎君）  説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  討論はなしと認め、討論を終結いたします。 

 採決いたします。発委第１号 医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める意見書は、原

案のとおり決定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（全 員 挙 手） 

議長（北澤禎二郎君）  挙手全員です。よって、発委第１号は原案のとおり可決されました。 

 △日程第７ 常任委員会の閉会中の所管事務調査について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第７ 常任委員会の閉会中の所管事務調査についてを議題といたしま

す。 

 常任委員長から、所管事務のうち、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付してありま

す所管事務の調査事項について、閉会中の継続調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。常任委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、常任委員長から申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに決定いたしました。 

 △日程第８ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について   
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議長（北澤禎二郎君）  日程第８ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査についてを議題といた

します。 

 議会運営委員長から、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付してあります議会の運営

に関する事項について、閉会中の継続調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、議会運営委員長から申し出のとおり、閉会

中の継続調査とすることに決定いたしました。 

 △日程第９ 議員派遣について   

議長（北澤禎二郎君）  日程第９ 議員派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。本件については、お手元に配付してあります議員派遣の件の資料のとおり、

議員を派遣することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議長（北澤禎二郎君）  異議なしと認めます。よって、お手元の資料のとおり、議員を派遣するこ

とに決定いたしました。 

 以上で、今定例会に付された議事日程は全て終了いたしました。 

 ここで、下川村長より挨拶をしたい旨の申し出がありましたので、これを許します。下川村長。 

村長（下川正剛君）  令和２年第１回白馬村議会定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し

上げます。 

 議員の皆様には、今月３日に開会して以来、本日まで１７日間にわたり令和２年度一般会計予

算を初め、条例改正などに慎重なるご審議を賜り、まことにありがとうございました。 

 特に、議決をいただきました新年度の各予算につきましては、村民の生活、福祉の向上のため、

重点事業を中心に適正に執行をさせていただきたいと考えておりますので、議員各位を初め、村

民の皆様のご支援・ご協力をお願いを申し上げるところであります。 

 世界的な流行となった新型コロナウイルスによる生活や経済への影響はいまだに先行きが見通

せない状況であり、観光地である白馬村においても、今後の生活への不安が村民の間に広がって

おり、一刻も早い終息により、世界がもとの状況に戻ることを願うばかりであります。 

 そのような状況の中で、昨日に開催をいたしました新型コロナウイルス感染症対策本部会議に

おいて、現在の状況は、広範囲にわたる災害に匹敵をするやむを得ない状況であると判断し、白

馬村税条例の定めにより、固定資産税第１期の納税期限を１カ月延長し、５月の納期とすること

に決定をいたしました。経済対策事業とあわせ、村としては、困っている皆さんのために少しで

もお力になればというふうに思っております。 
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 また、４月２日に実施予定の東京２０２０オリンピック聖火リレーは、１７日の組織委員会の

発表によりますと、最初の３県となる福島県、栃木県、群馬県のセレモニーについては来賓や関

係者の入場は可能とするが、一般観覧客の入場を中止とし、公式プログラム以外も中止となりま

した。また、沿道応援の案内について、聖火ランナーの走行は予定どおりとのことでありますが、

「体調が悪い方は、沿道での応援をご遠慮いただきますようお願いします」との案内を行なうこ

ととされました。 

 白馬村の対応は、新型コロナウイルス感染症対策について大きく状況が緩和せず、現在の組織

委員会の方針に従い、聖火リレーやジャンプ競技場での、聖火をランタンに移して納火を行なう

ミニセレブレーションは実施をいたしますが、事後プログラムは中止をすることといたしました。 

 今後、新たに長野県の方針が出ることも考えられますが、より厳しい方針が出された場合には、

その方針に従うことといたします。 

 議員各位におかれましては、健康には十分ご留意をされ、村政の発展と住民福祉向上のために

ご活躍をされますことをご祈念申し上げ、閉会に当たりましての御礼のご挨拶とさせていただき

ます。 

 ありがとうございました。 

議長（北澤禎二郎君）  これをもちまして、令和２年第１回白馬村議会定例会を閉会といたします。

大変ご苦労さまでした。 

閉会 午後 ０時１５分  
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